
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



域

13



14



15



16



145 580 145 580

170 3 10 700 170 3 10 700

135 540 135 540

100 400 100 400

90 360 90 360

85 340 85 340

84 3 5 346 84 3 5 346

81 3 4 332 81 3 4 332

100 3 10 420 100 3 10 420

110 3 5 450 110 3 5 450

80 3 7 334 80 3 7 334

100 3 7 414 100 3 7 414

59 3 2 240 59 3 2 240

112 2 5 637 112 2 5 649

35 210 35 210

40 160 40 160

200 3 30 860 200 3 30 860

1,726 2 5 7,323 1,726 2 5 7,335

3 80 3 80

23 46 23 46

8 16 0 0 2 4

6 12 6 12

14 28 14 28

10 20 10 20

12 36 12 36

8 16

15 45

56 112 56 112

15 45 15 45

57 114 57 114

14 42 14 42

90 180 90 180

25 75 25 75

67 134 67 134

18 54 18 54

40 80 40 80

10 30 10 30

67 134 67 134

21 63 21 63

15 30 15 30

64 256 64 256

4 16 4 16

38 76 38 76

11 33 11 33

70 140 70 140

25 75 25 75

14 28 14 28

14 42

6 12

6 18

12 48 12 48

15 45

15 30 15 30

836 1,998 862 2070
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別記様式第２号（その２の２） 

（用紙 日本産業規格 A４縦型） 

教 育 課 程 等 の 概 要 （ 共 同 学 科 等 ） 

（金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻（博士後期課程）） 

（北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科融合科学共同専攻（博士後期課程））

科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 開設大学 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 

備考 必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

異
分
野
「
超
」

体
験
科
目

異分野「超」体験セッションⅡ 1①～② 
金沢大学・北陸先端

科学技術大学院大学 
2 ○ 2 

共同，各大学 1 単位
相当 

異分野「超」体験実践Ⅱ（金沢） 1・2 通 金沢大学 1 ○ 13 2 兼 5 

異分野「超」体験実践Ⅱ（JAIST） 1・2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 1 ○ 7 3 兼 7 

小計（3 科目） － － 2 2 0 － 20 5 0 0 0 兼 12 

社
会
実
装
科
目

海外武者修行 A（金沢） 1・2 通 金沢大学 1 ○ 13 2 兼 5 

海外武者修行 A（JAIST） 1・2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 1 ○ 7 3 

海外武者修行 B（金沢） 1・2 通 金沢大学 2 ○ 13 2 兼 5 

海外武者修行 B（JAIST） 1・2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 7 3 

海外武者修行 C（金沢） 1・2 通 金沢大学 4 ○ 13 2 兼 5 

海外武者修行 C（JAIST） 1・2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 4 ○ 7 3 

国際インターンシップ（金沢） 1・2 通 金沢大学 1 ○ 13 2 兼 5 

国際インターンシップ（JAIST） 1・2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 1 ○ 7 3 

小計（8 科目） － － 0 16 0 － 20 5 0 0 0 兼 5 

専
門
科
目

共
通
科
目

研究者として自立するために 1① 金沢大学 1 ○ 1 

実践的データ処理・統計 1①～② 金沢大学 2 ○ 4 兼 2 オムニバス 

データマイニング特論 1・2・3③ 金沢大学 2 ○ 兼 1  

生命情報特論 1・2・3④ 金沢大学 2 ○ 兼 1  

経営科学 1・2・3③～④ 金沢大学 2 ○ 兼 1  

人間力・創出力イノベーション論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 1 ○ 兼 3 共同（一部） 

地域経営のための公共経済学 1・2・3 休 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1 集中 

データ分析学特論 1・2・3④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1 隔年 

データ分析のための情報統計学Ⅱ 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1  

小計（9 科目） － － 0 16 0 － 5 0 0 0 0 兼 10 

生
命
科
学
系
科
目

統合生命科学特論 1・2・3①～② 金沢大学 2 ○ 5 1 兼 2 オムニバス 

生体分子構造動態論 1・2・3① 金沢大学 2 ○ 兼 1 

ナノバイオロジー 1・2・3③ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

分子細胞生物学 1・2・3② 金沢大学 2 ○ 兼 1 

分子微生物学 1・2・3④ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

慢性・創傷看護技術学特講 1・2・3①～② 金沢大学 2 ○ 1 兼 2 
オムニバス・共同（一

部）

機能性蛋白質特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1 

先端生体機能特論 1・2・3① 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 2 オムニバス・隔年

先端生体材料特論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 4 
オムニバス・隔年・

集中 

先端生体分子科学特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 2 オムニバス・隔年

小計（10 科目） － － 0 20 0 － 6 1 0 0 0 兼 16 

材
料
科
学
系
科
目

太陽電池工学特論Ⅱ 1・2・3① 金沢大学 2 ○ 1 

物性物理化学特論Ⅱ 1・2・3② 金沢大学 2 ○ 1 

高分子材料化学概論 1・2・3③ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

バイオリファイナリー工学特論Ⅱ 1・2・3① 金沢大学 2 ○ 1 

表面・界面工学特論Ⅱ 1・2・3③ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

酸化物デバイスプロセス論 1・2・3④ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

酸化物エレクトロニクス 1・2・3③ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

薄膜電子工学 1・2・3④ 金沢大学 2 ○ 兼 1 

機能性ナノ材料特論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 1 兼 3 オムニバス 

エレクトロニクス特論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1 

高分子化学特論Ⅱ 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 2 オムニバス 

解析力学特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 1 

光物性特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 1 兼 2 オムニバス・共同（一
部）・隔年 

先端デバイス特論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 2 オムニバス・隔年 

分子設計特論 1・2・3① 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 4 オムニバス・隔年

材料設計特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 兼 1 隔年・集中 

材料形態特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 1 兼 2 
オムニバス・隔年・
集中

電子機能特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 1 兼 3 オムニバス・隔年

小計（18 科目） － － 0 36 0 － 4 3 0 0 0 兼 23 
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社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅱ 1・2・3① 金沢大学  2  ○   1       

バイオメカニクス工学特論Ⅱ 1・2・3② 金沢大学  2  ○   1       

計測システム論 1・2・3① 金沢大学  2  ○   1       

ディジタル映像処理論 1・2・3③ 金沢大学  2  ○        兼 1  

時系列データ処理 1・2・3④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

分散並列リアルタイムシステム設計検証論 1・2・3④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

認知行動融合科学論 I 1・2・3①～② 金沢大学  2  ○   1       

認知行動融合科学論Ⅱ 1・2・3③～④ 金沢大学  2  ○   1       

運動生理学特論 1・2・3③ 金沢大学  2  ○        兼 1  

学習行動論 1・2・3③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

考古学・文化遺産学学際研究Ⅰ 1・2・3①～② 金沢大学  2  ○   1       

考古学・文化遺産学学際研究Ⅱ 1・2・3③～④ 金沢大学  2  ○   1       

比較先史文化論 1・2・3③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

知識人類学 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 
オムニバス・共同（一
部） 

知識創造支援メディア論 1・2・3① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

複合システム特論 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2  ○        兼 1 隔年 

メディアデザイン特論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 4 オムニバス・隔年 

高機能コンピュータネットワーク 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

遠隔教育システム工学 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

実践的アルゴリズム理論 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2  ○        兼 1 隔年 

ロボティクス 1・2・3③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

知覚情報処理特論 1・2・3④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

先進無線ネットワーク 1・2・3② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

現代脳計算論 1・2・3① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○    1     隔年 

小計（24 科目） － － 0 48 0 － 5 1 0 0 0 兼 19  

研
究
支
援
科
目 

ゼミナール・演習Ⅱ（金沢） 1・2・3 通 金沢大学  4   ○  13 2    兼 5  

ゼミナール・演習Ⅱ（JAIST） 1・2・3 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学  4   ○  7 3      

融合科学研究論文Ⅱ（金沢） 1・2・3 通 金沢大学  6   ○  13 2    兼 5  

融合科学研究論文Ⅱ（JAIST） 1・2・3 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学  6   ○  7 2      

小計（4 科目） － － 0 20 0 － 20 5 0 0 0 兼 5  

合計（76 科目） － － 2 158 0 － 20 5 0 0 0 －  

学位又は称号 博士（融合科学，理学，工学） 学位又は学科の分野 理学関係及び工学関係 

修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 開設大学 
開設単位数

（必修） 
授業期間等 

・異分野「超」体験科目 3 単位以上（必修 2 単位，選択必修 1 単位以上）を取得すること。
ただし，「異分野「超」体験実践Ⅱ」（1 単位）については，相手大学の開講科目の単位を修
得すること 

・社会実装科目 1 単位以上を修得すること。 
・専門科目から，「研究者として自立するために」（1 単位）又は「人間力・創出力イノベーシ
ョン論」（1 単位）のいずれかの単位を含め 2 科目群以上かつ 9 単位以上を修得すること。
また，これまで統計学を学んだことのない者は，主任研究指導教員と相談の上，「実践的デ
ータ処理・統計」又は「データ分析のための情報統計学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修
得することを強く推奨する。 

・研究支援科目は，相手大学の副主任研究指導教員の担当する「ゼミナール・演習Ⅱ」（4 単
位）と，主任研究指導教員が担当する「融合科学研究論文Ⅱ」（6 単位）の 10 単位を修得す
ること。 

以上の要件を満たし，計 23 単位以上（ただし，博士後期課程からの入学者は，本籍大学及び
相手大学からそれぞれ計 10 単位以上を含むこと。）を修得すること。 

 
金沢大学 
 
北陸先端科学
技術大学院大
学 

 
83（1） 

 
77（1） 

１学年の学期区分 4 期（クォーター制）  

１学期の授業期間 
8 週（金沢大学） 
7 週（北陸先端科学技
術大学院大学） 

１時限の授業時間 
90 分（金沢大学） 
100 分（北陸先端科学
技術大学院大学） 

 
（注） 
１ 共同学科等を設置する場合は，別記様式第２号（その２の１）に代えて，この書類を作成すること。 
２ 共同学科等を設置する場合は，この書類に加え，別記様式第２号（その２の１）の例により，構成大学別のものを作成すること。 
３ 学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科

の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考
又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。 

４ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を
受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。 

５ 開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。 
６ 「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。 
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別記様式第２号（その２の１）                                                  金沢大学キャンパス 

（用紙 日本産業規格 A４縦型） 

教  育  課  程  等  の  概  要 

（金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻（博士後期課程）） 

科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 

備考 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

教 

授 

准
教
授 

講 

師 

助 
教 

助 

手 

異
分
野

「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅡ 1①～② 2   ○   1      
共同，各大学 1 単位
相当 

異分野「超」体験実践Ⅱ（金沢） 1・2通  1  ○   13 2    兼 5  

小計（2科目） － 2 1 0 － 13 2 0 0 0 兼 5  

社
会
実
装
科
目 

海外武者修行 A（金沢） 1・2通  1    ○ 13 2    兼 5  

海外武者修行 B（金沢） 1・2通  2    ○ 13 2    兼 5  

海外武者修行 C（金沢） 1・2通  4    ○ 13 2    兼 5  

国際インターンシップ（金沢） 1・2通  1    ○ 13 2    兼 5  

小計（4科目） － 0 8 0 － 13 2 0 0 0 兼 5  

専
門
科
目 

共
通
科
目 

研究者として自立するために 1①  1  ○   1       

実践的データ処理・統計 1①～②  2  ○   4     兼 2 オムニバス 

データマイニング特論 1・2・3③  2  ○        兼 1  

生命情報特論 1・2・3④  2  ○        兼 1  

経営科学 1・2・3③～④  2  ○        兼 1  

小計（5科目） － 0 9 0 － 5 0 0 0 0 兼 4  

生
命
科
学
系
科
目 

統合生命科学特論 1・2・3①～②  2  ○   5 1    兼 2 オムニバス 

生体分子構造動態論 1・2・3①  2  ○        兼 1  

ナノバイオロジー 1・2・3③  2  ○        兼 1  

分子細胞生物学 1・2・3②  2  ○        兼 1  

分子微生物学 1・2・3④  2  ○        兼 1  

慢性・創傷看護技術学特講 1・2・3①～②  2  ○   1     兼 2 
オムニバス・共同（一

部） 

小計（6科目） － 0 12 0 － 6 1 0 0 0 兼 8  

 

材
料
科
学
系
科
目 

太陽電池工学特論Ⅱ 1・2・3①  2  ○   1       

物性物理化学特論Ⅱ 1・2・3②  2  ○   1       

高分子材料化学概論 1・2・3③  2  ○        兼 1  

バイオリファイナリー工学特論Ⅱ 1・2・3①  2  ○    1      

表面・界面工学特論Ⅱ 1・2・3③  2  ○        兼 1  

酸化物デバイスプロセス論 1・2・3④  2  ○        兼 1  

酸化物エレクトロニクス 1・2・3③  2  ○        兼 1  

薄膜電子工学 1・2・3④  2  ○        兼 1  

小計（8科目） － 0 16 0 － 2 1 0 0 0 兼 5  

社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅱ 1・2・3①  2  ○   1       

バイオメカニクス工学特論Ⅱ 1・2・3②  2  ○   1       

計測システム論 1・2・3①  2  ○   1       

ディジタル映像処理論 1・2・3③  2  ○        兼 1  

時系列データ処理 1・2・3④  2  ○        兼 1  

分散並列リアルタイムシステム設計検証論 1・2・3④  2  ○        兼 1  

認知行動融合科学論 I 1・2・3①～②  2  ○   1       

認知行動融合科学論Ⅱ 1・2・3③～④  2  ○   1       

運動生理学特論 1・2・3③  2  ○        兼 1  

学習行動論 1・2・3③～④  2  ○        兼 1  

考古学・文化遺産学学際研究Ⅰ 1・2・3①～②  2  ○   1       

考古学・文化遺産学学際研究Ⅱ 1・2・3③～④  2  ○   1       

比較先史文化論 1・2・3③～④  2  ○        兼 1  

小計（13 科目） － 0 26 0 － 5 0 0 0 0 兼 6  

研
究
支
援

科
目 

ゼミナール・演習Ⅱ（金沢） 1・2・3通  4   ○  13 2    兼 4  

融合科学研究論文Ⅱ（金沢） 1・2・3通  6   ○  13 2    兼 4  

小計（2科目） － 0 10 0 － 13 2 0 0 0 兼 4  

合計（40 科目） － 2 82 0 － 13 2 0 0 0 －  

学位又は称号 博士（融合科学，理学，工学） 学位又は学科の分野 理学関係及び工学関係 
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（注） 
１ 学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学における通信教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科

の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考
又は別表第二備考に係るものを含む。）についても作成すること。 

２ 私立の大学若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を
受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。 

３ 開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。 
４ 「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。 

修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等 

・異分野「超」体験科目 3 単位以上（必修 2 単位，選択必修 1 単位以上）を取得すること。ただし，「異分野「超」
体験実践Ⅱ」（1単位）については，相手大学の開講科目の単位を修得すること 

・社会実装科目 1単位以上を修得すること。 
・専門科目から，「研究者として自立するために」（1単位）又は「人間力・創出力イノベーション論」（1単位）のい

ずれかの単位を含め 2 科目群以上かつ 9 単位以上を修得すること。また，これまで統計学を学んだことのない者
は，主任研究指導教員と相談の上，「実践的データ処理・統計」又は「データ分析のための情報統計学Ⅱ」のいず
れかの単位を含んで修得することを強く推奨する。 

・研究支援科目は，相手大学の副主任研究指導教員の担当する「ゼミナール・演習Ⅱ」（4単位）と，主任研究指導教
員が担当する「融合科学研究論文Ⅱ」（6単位）の 10 単位を修得すること。 

以上の要件を満たし，計 23 単位以上（ただし，博士後期課程からの入学者は，本籍大学及び相手大学からそれぞれ
計 10単位以上を含むこと。）を修得すること。 

１学年の学期区分 ４期（クォーター制） 

１学期の授業期間 8週 

１時限の授業時間 90 分 
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別記様式第２号（その２の１）                   北陸先端科学技術大学院大学キャンパス 

 

（用紙 日本産業規格 A４縦型） 

教  育  課  程  等  の  概  要  

 

（北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科融合科学共同専攻（博士後期課程）） 

 

科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 備考 

必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

教 

授 

准
教
授 

講 
師 

助 

教 

助 

手 

 

異
分
野

「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅡ 1①～② 2   ○   1      
共同，各大学 1単位相
当 

異分野「超」体験実践Ⅱ（JAIST） 1・2通  1  ○   7 3    兼 7  

小計（2科目） － 2 1 0 － 7 3 0 0 0 兼 7   

社
会
実
装
科
目 

海外武者修行 A（JAIST） 1・2通  1    ○ 7 3      

海外武者修行 B（JAIST） 1・2通  2    ○ 7 3      

海外武者修行 C（JAIST） 1・2通  4    ○ 7 3      

国際インターンシップ（JAIST） 1・2通  1    ○ 7 3      

小計（4科目） － 0 8 0 － 7 3 0 0 0 －  

専
門
科
目 

共
通
科
目 

人間力・創出力イノベーション論 1①・③  1  ○        兼 3 共同（一部） 

地域経営のための公共経済学 1・2・3休  2  ○        兼 1 集中 

データ分析学特論 1・2・3④  2  ○        兼 1 隔年 

データ分析のための情報統計学Ⅱ 1①  2  ○        兼 1  

小計（4科目） － 0 7 0 － 0 0 0 0 0 兼 6  

生
命
科
学
系
科
目 

機能性蛋白質特論 1・2・3②  2  ○        兼 1  

先端生体機能特論 1・2・3①  2  ○        兼 2 オムニバス・隔年 

先端生体材料特論 1・2・3③  2  ○        兼 4 
オムニバス・隔年・ 

集中 

先端生体分子科学特論 1・2・3②  2  ○        兼 2 オムニバス・隔年 

小計（4科目） － 0 8 0 － 0 0 0 0 0 兼 8  

材
料
科
学
系
科
目 

機能性ナノ材料特論 1・2・3③  2  ○    1    兼 3 オムニバス 

エレクトロニクス特論 1・2・3③  2  ○        兼 1  

高分子化学特論Ⅱ 1・2・3③  2  ○        兼 2 オムニバス 

解析力学特論 1・2・3②  2  ○    1      

光物性特論 1・2・3②  2  ○   1     兼 2 
オムニバス・共同（一

部）・隔年 

先端デバイス特論 1・2・3③  2  ○        兼 2 オムニバス・隔年 

分子設計特論 1・2・3①  2  ○        兼 4 オムニバス・隔年 

材料設計特論 1・2・3②  2  ○        兼 1 隔年・集中 

材料形態特論 1・2・3②  2  ○   1     兼 2 
オムニバス・隔年・ 
集中 

電子機能特論 1・2・3②  2  ○   1     兼 3 オムニバス・隔年 

小計（10 科目） － 0 20 0 － 2 2 0 0 0 兼 18  

社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

知識人類学 1・2・3②  2  ○        兼 2 
オムニバス・共同（一

部） 

知識創造支援メディア論 1・2・3①  2  ○        兼 1  

複合システム特論 1・2・3②  2  ○        兼 1 隔年 

メディアデザイン特論 1・2・3③  2  ○        兼 4 オムニバス・隔年 

高機能コンピュータネットワーク 1・2・3②  2  ○        兼 1 隔年 

遠隔教育システム工学 1・2・3③  2  ○        兼 1 隔年 

実践的アルゴリズム理論 1・2・3③  2  ○        兼 1 隔年 

ロボティクス 1・2・3③  2  ○        兼 1 隔年 

知覚情報処理特論 1・2・3④  2  ○        兼 1 隔年 

先進無線ネットワーク 1・2・3②  2  ○        兼 1 隔年 

現代脳計算論 1・2・3①  2  ○    1     隔年 

小計（11 科目） － 0 22 0 － 0 1 0 0 0 兼 13  
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研
究
支
援

科
目 

ゼミナール・演習Ⅱ（JAIST） 1・2・3通  4   ○  7 3      

融合科学研究論文Ⅱ（JAIST） 1・2・3通  6   ○  7 2      

小計（2科目） － 0 10 0 － 7 3 0 0 0 －  

合計（37 科目） － 2 76 0 － 7 3 0 0 0 －  

学位又は称号 博士（融合科学，理学，工学） 学位又は学科の分野 理学分野及び工学分野 

修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等 

・異分野「超」体験科目 3単位以上（必修 2単位，選択必修 1単位以上）を取得すること。ただし，

「異分野「超」体験実践Ⅱ」（1単位）については，相手大学の開講科目の単位を修得すること 

・社会実装科目 1単位以上を修得すること。 

・専門科目から，「研究者として自立するために」（1単位）又は「人間力・創出力イノベーション論」

（1単位）のいずれかの単位を含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得すること。また，これまで

統計学を学んだことのない者は，主任研究指導教員と相談の上，「実践的データ処理・統計」又は

「データ分析のための情報統計学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修得することを強く推奨する。 

・研究支援科目は，相手大学の副主任研究指導教員の担当する「ゼミナール・演習Ⅱ」（4単位）と，

主任研究指導教員が担当する「融合科学研究論文Ⅱ」（6単位）の 10 単位を修得すること。 

以上の要件を満たし，計 23 単位以上（ただし，博士後期課程からの入学者は，本籍大学及び相手大

学からそれぞれ計 10単位以上を含むこと。）を修得すること。 

１学年の学期区分 
4 期 

（クォーター制） 

１学期の授業期間 7 週 

１時限の授業時間 100 分 

 

23



別記様式第２号（その２の２）                           

（用紙 日本工業規格 A４縦型） 

教  育  課  程  等  の 概  要 （共 同 学 科 等 ）  

（金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻（修士課程）） 

（北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科融合科学共同専攻（修士課程）） 

科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 開設大学 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 

備考 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

教 

授 

准
教
授 

講 
師 

助 

教 
助 

手 

基
幹
教
育
科
目 

起業家への道 1① 金沢大学  1  ○        兼 1  

起業家の中核技術と戦略 1② 金沢大学  1  ○        兼 2 共同 

研究者倫理 1① 金沢大学  1  ○   1     兼 1 共同 

人間力イノベーション論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  1  ○        兼 1  

創出力イノベーション論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  1  ○        兼 1  

実践的データ分析・統計概論 1①～② 金沢大学  2  ○   6      ｵﾑﾆﾊﾞｽ 

データ分析のための情報統計学 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

小計（7科目） － － 0 9 0 － 6 0 0 0 0 兼 6  

異
分
野
「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅠ 1休 共同開講 2   ○   23 6     
共同，各大学 1単
位相当 

異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢） 1③ 金沢大学  1  ○   16 3    兼 5  

異分野「超」体験実践Ⅰb（金沢） 1④ 金沢大学  1  ○   16 3    兼 5  

異分野「超」体験実践Ⅰa（JAIST） 1③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  1  ○   7 3    兼 7  

異分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST） 1④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  1  ○   7 3    兼 7  

小計（5科目） － － 2 4 0 － 23 6 0 0 0 兼 12  

社
会 

実
装 

科
目 

インターンシップ（金沢） 1通 金沢大学  2    ○ 16 3      

インターンシップ（JAIST） 1 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2    ○ 7 3      

小計（2科目） － － 0 4 0 － 23 6 0 0 0 -  

専
門
科
目 

共
通
科
目 

分散並列リアルタイムシステム構成論 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

データマイニング論 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

生命情報と先端バイオ 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

映像情報処理学 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

衛星測位工学 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

アレイ信号処理特論 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

通信工学特論 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

実験哲学概論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

認知科学概論 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

データ分析学基礎 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

データ分析学 2③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

デザイン創造過程論 2① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 
オムニバス・
隔年 

アルゴリズムとデータ構造 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

プログラミング基礎 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

情報代数 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

数理論理学 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

情報解析学特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1     兼 1  

形式言語とオートマトン 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

計算論 1①・④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

画像情報処理特論 2② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1 隔年 

ダイナミクスのモデリング 2② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 
オムニバス・
隔年 

小計（21 科目） － － 0 42 0 － 1 0 0 0 0 兼 27  

生
命
科
学
系
科
目 

がんの生命科学Ⅰ 1①～② 金沢大学  2  ○   2     兼 3 オムニバス 

がんの生命科学Ⅱ 1③～④ 金沢大学  2  ○   2     兼 3 オムニバス 

生体分子ダイナミクス 1③～④ 金沢大学  2  ○    1    兼 3 オムニバス 

生物・分子物理学 1①～② 金沢大学  2  ○    1    兼 3 共同 

日和見感染症とティッシュ・バイアビィリティ・ケア 1①～② 金沢大学  2  ○   1     兼 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

創薬分子プローブ概論Ⅰ 1① 金沢大学  1  ○    1    兼 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

創薬分子プローブ概論Ⅱ 1④ 金沢大学  1  ○    1    兼 7 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

ヒューマンボディー：構造 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 9 オムニバス 

ヒューマンボディー：機能 1①～② 金沢大学  2  ○   1     兼 8 オムニバス 

ヒューマンボディー：疾患 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 6 オムニバス 

生物機能概論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

生物有機化学特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

生物物理化学特論 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

生体分子機能特論 1③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

生体材料分析特論 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  
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医用生体材料特論 2④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1       

小計（16 科目） － － 0 30 0 － 7 2 0 0 0 兼 48  

 

材
料
科
学
系
科
目 

光波工学 1①～② 金沢大学  2  ○   1     兼 1 オムニバス 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○   1     兼 1 共同 

バイオメカニクス工学特論Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○   1       

エネルギー・環境プログラム序論 1① 金沢大学  1  ○   1     兼 8 共同 

マテリアルプログラム序論 1② 金沢大学  1  ○        兼 7 共同 

太陽電池工学特論Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○   1     兼 1 共同 

物性物理化学特論Ⅰ 1①～② 金沢大学  2  ○   1       

高分子材料合成化学 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 2 共同 

機能性高分子材料化学 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 2 共同 

バイオリファイナリー工学特論Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○    1      

表面・界面工学特論Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

デバイスプロセス工学 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

固体物性評価基礎論 1①～② 金沢大学  2  ○   1     兼 2 オムニバス 

材料物理概論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1     兼 1  

材料化学概論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

量子力学特論 1②・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

統計力学特論 1④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1       

応用電磁気学特論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

有機分子化学特論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1       

物質計算科学特論 1④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

有機材料物性特論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1     兼 1 オムニバス 

無機材料化学特論 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

機器分析化学特論 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

固体物理学特論Ⅰ 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

応用物性数学特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

触媒化学特論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○    1      

高分子化学特論Ⅰ 1② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

メカトロニクス 1③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○    1      

デバイス物理特論 1④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

固体物理学特論Ⅱ 2④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

小計（30 科目） － － 0 58 0 － 8 3 0 0 0 兼 39  

社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

考古学と自然科学 1③～④ 金沢大学  2  ○   1     兼 1 
オムニバス・
共同（一部） 

認知行動融合科学基礎論 1③～④ 金沢大学  2  ○   1       

比較認知概論 1③～④ 金沢大学  2  ○        兼 1  

運動生理学概論 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

文明学特論 1①～② 金沢大学  2  ○        兼 1  

臨床神経心理学Ⅰ 1③～④ 金沢大学  2  ○   1       

文化資源学概論 1①～② 金沢大学  2  ○   1     兼 13 オムニバス 

社会科学方法論 1① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

知識メディア方法論 1②・④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

システム思考論 2①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1       

ネットワーク科学論 2① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1       

認知科学 1④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

メディア創造論 2① 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

イノベーション・マネジメント論 2② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

サービス経営論 1③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 1  

離散信号処理特論 1②・④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

システム最適化 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2 オムニバス 

計算機アーキテクチャ特論 1②・④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

ソフトウェア設計論 1②・④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1     兼 2 オムニバス 

自然言語処理論Ⅰ 1②・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

統計的信号処理特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○    1    兼 1  

オペレーティングシステム特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 2  

ゲーム情報学特論 1①・③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○        兼 3 オムニバス 

認識処理工学特論 2② 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1      隔年 

ソフトウェア検証論 1③ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2  ○   1      隔年 

小計（25 科目） － － 0 50 0 － 6 1 0 0 0 兼 43  

研
究
支
援
科

目 

ゼミナール・演習Ⅰ（金沢） 1③～④ 金沢大学  2   ○  16 3      

ゼミナール・演習Ⅰ（JAIST） 1③～④ 
北陸先端科学技術 

大学院大学  2   ○  7 3      

融合科学研究論文Ⅰ（金沢） 2通 金沢大学  6   ○  16 3      

融合科学研究論文Ⅰ（JAIST） 2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学  6   ○  7 3      
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融合科学課題研究（金沢） 2通 金沢大学 2 ○ 16 3 

融合科学課題研究（JAIST） 2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 7 3 

融合科学博士研究計画調査（金沢） 2通 金沢大学 2 ○ 16 3 

融合科学博士研究計画調査（JAIST） 2 通 
北陸先端科学技術 

大学院大学 2 ○ 7 3 

小計（8科目） － － 0 24 0 － 23 6 0 0 0 － 

合計（114 科目） － － 2 221 0 － 23 6 0 0 0 － 

学位又は称号 修士（融合科学） 学位又は学科の分野 理学関係及び工学関係 

修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 開設大学 
開設単位数

（必修） 
授業期間等 

・「基幹教育科目」から 4 単位以上修得すること。なお，「実践的データ分析・統計概

論」（2 単位）又は「データ分析のための情報統計学」（2 単位）のいずれかは必修

とする。  

・「異分野「超」体験科目」から 4単位以上修得すること。なお，「異分野「超」体験セ

ッションⅠ」（2 単位）は必修とする。また，「異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢）」，

「異分野「超」体験実践Ⅰb（金沢）」，「異分野「超」体験実践Ⅰa（JAIST）」又は「異

分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST）」（各 1 単位）から，相手大学の開講科目 1 単位以

上を含めて，2単位以上修得すること。 

・「社会実装科目」から 2単位修得すること。なお，「インターンシップ」（2 単位）は

必修とし，本籍大学の開講科目を修得すること。 

・研究取りまとめの方法として「修士論文」又は「課題研究」を選択した者は，「専門

科目」（各 1単位又は 2単位）から 10 単位以上修得すること。また，「博士研究計画

調査」を選択した者は，「専門科目」から 12単位以上修得すること。なお，主任研究

指導教員と十分に相談した上で，選択した 3 つの挑戦的なイノベーションの枠組み

（3つのチャレンジ）に応じて，共通科目，生命科学系科目，材料科学系科目及び社

会システム科学系科目のうち，必ず 2つ以上の科目区分から修得すること。

・研究取りまとめの方法として「修士論文」を選択した者は，「研究支援科目」から 8

単位修得すること。なお，「融合科学研究論文Ⅰ」（6単位）及び「ゼミナール・演習

Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学研究論文Ⅰ」は本籍大学の開講科目を，「ゼミ

ナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。

研究取りまとめの方法として「課題研究」を選択した者は，「研究支援科目」から 4

単位修得し，かつ主任研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外から 4 

単位修得すること。なお，「融合科学課題研究」（2単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」

（2 単位）を必修とし，「融合科学課題研究」は本籍大学の開講科目を，「ゼミナー

ル・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。

研究取りまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は，「研究支援科目」

から 4単位修得し，かつ主任研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外

から 4 単位修得すること。なお，「融合科学博士研究計画調査」（2単位）及び「ゼミ

ナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学博士研究計画調査」は本籍大学の

開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。 

・本籍大学及び相手大学からそれぞれ計 10単位以上を修得すること。

以上の要件を満たし，かつ計 32単位以上を修得すること。ただし，研究取りまとめ

の方法として「博士研究計画調査」を選択した者は，計 34単位以上を修得すること。 

金沢大学 92（1） 

１学年の学期区分 
4 期 

（クォーター制）

１学期の授業期間 

8 週（金沢大学） 

7 週（北陸先端科

学技術大学院大

学） 

北陸先端 

科学技術 

大学院大学 

131（1） 

１時限の授業時間 

90 分（金沢大学）

100 分（北陸先端

科学技術大学院大

学） 
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別記様式第２号（その２の１）                              金沢大学キャンパス 

（用紙 日本工業規格 A４縦型） 

教 育 課 程 等 の 概 要 

（金沢大学大学院新学術創成研究科融合科学共同専攻（修士課程）） 

 
科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 

備考 必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

教 

授 

准
教
授 

講 

師 

助 

教 

助 
手 

基
幹
教
育
科
目 

起業家への道 1①  1  ○        兼 1  

起業家の中核技術と戦略 1②  1  ○        兼 2 共同 

研究者倫理 1①  1  ○   1     兼 1 共同 

実践的データ分析・統計概論 1①～②  2  ○   6      オムニバス 

小計（4科目） － 0 5 0 － 6 0 0 0 0 兼 4  

異
分
野
「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅠ 1休 2   ○   16 3     
共同，各大学 1単位
相当 

異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢） 1③  1  ○   16 3    兼 5  

異分野「超」体験実践Ⅰb（金沢） 1④  1  ○   16 3    兼 5  

小計（3科目） － 2 2 0 － 16 3 0 0 0 兼 5  

社
会 

実
装 

科
目 

インターンシップ（金沢） 1通  2    ○ 16 3      

小計（1科目） － 0 2 0 － 16 3 0 0 0   

専
門
科
目 

共
通
科
目 

分散並列リアルタイムシステム構成論 1③～④  2  ○        兼 1  

データマイニング論 1①～②  2  ○        兼 1  

生命情報と先端バイオ 1①～②  2  ○        兼 1  

映像情報処理学 1③～④  2  ○        兼 1  

衛星測位工学 1③～④  2  ○        兼 1  

アレイ信号処理特論 1③～④  2  ○        兼 1  

通信工学特論 1①～②  2  ○        兼 1  

小計（7科目） － 0 14 0 － 0 0 0 0 0 兼 7  

生
命
科
学
系
科
目 

がんの生命科学Ⅰ 1①～②  2  ○   2     兼 3 オムニバス 

がんの生命科学Ⅱ 1③～④  2  ○   2     兼 3 オムニバス 

生体分子ダイナミクス 1③～④  2  ○    1    兼 3 オムニバス 

生物・分子物理学 1①～②  2  ○    1    兼 3 共同 

日和見感染症とティッシュ・バイアビィリティ・ケア 1①～②  2  ○   1     兼 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

創薬分子プローブ概論Ⅰ 1①  1  ○    1    兼 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

創薬分子プローブ概論Ⅱ 1④  1  ○    1    兼 7 ｵﾑﾆﾊﾞｽ・共同 

ヒューマンボディー：構造 1①～②  2  ○        兼 9 オムニバス 

ヒューマンボディー：機能 1①～②  2  ○   1     兼 8 オムニバス 

ヒューマンボディー：疾患 1①～②  2  ○        兼 6 オムニバス 

小計（10 科目） － 0 18 0 － 6 2 0 0 0 兼 41  

 

材
料
科
学
系
科
目 

光波工学 1①～②  2  ○   1     兼 1 オムニバス 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅰ 1③～④  2  ○   1     兼 1 共同 

バイオメカニクス工学特論Ⅰ 1③～④  2  ○   1       

エネルギー・環境プログラム序論 1①  1  ○   1     兼 8 共同 

マテリアルプログラム序論 1②  1  ○        兼 7 共同 

太陽電池工学特論Ⅰ 1③～④  2  ○   1     兼 1 共同 

物性物理化学特論Ⅰ 1①～②  2  ○   1       

高分子材料合成化学 1①～②  2  ○        兼 2 共同 

機能性高分子材料化学 1①～②  2  ○        兼 2 共同 

バイオリファイナリー工学特論Ⅰ 1③～④  2  ○    1      

表面・界面工学特論Ⅰ 1③～④  2  ○        兼 1  

デバイスプロセス工学 1①～②  2  ○        兼 1  

固体物性評価基礎論 1①～②  2  ○   1     兼 2 オムニバス 

小計（13 科目） － 0 24 0 － 5 1 0 0 0 兼 22  
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社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

考古学と自然科学 1③～④  2  ○   1     兼 1 
オムニバス・
共同（一部） 

認知行動融合科学基礎論 1③～④  2  ○   1       

比較認知概論 1③～④  2  ○        兼 1  

運動生理学概論 1①～②  2  ○        兼 1  

文明学特論 1①～②  2  ○        兼 1  

臨床神経心理学Ⅰ 1③～④  2  ○   1       

文化資源学概論 1①～②  2  ○   1     兼 13 オムニバス 

小計（7科目） － 0 14 0 － 3 0 0 0 0 兼 15  

研
究
支
援
科
目 

ゼミナール・演習Ⅰ（金沢） 1③～④  2   ○  16 3      

融合科学研究論文Ⅰ（金沢） 2通  6   ○  16 3      

融合科学課題研究（金沢） 2通  2   ○  16 3      

融合科学博士研究計画調査（金沢） 2通  2   ○  16 3      

小計（4科目） － 0 12 0 － 16 3 0 0 0 －  

合計（49 科目） － 2 91 0 － 16 3 0 0 0 －  

学位又は称号 修士（融合科学） 学位又は学科の分野 理学関係及び工学関係 

修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等 

・「基幹教育科目」から 4単位以上修得すること。なお，「実践的データ分析・統計概論」（2単位）又は「デー
タ分析のための情報統計学」（2 単位，相手大学開講）のいずれかは必修とする。  

・「異分野「超」体験科目」から 4単位以上修得すること。なお，「異分野「超」体験セッションⅠ」（2単位）
は必修とする。また，「異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢）」，「異分野「超」体験実践Ⅰb（金沢）」，「異分野「超」
体験実践Ⅰa（JAIST）」又は「異分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST）」（各 1単位）から，相手大学の開講科目 1
単位以上を含めて，2単位以上修得すること。 

・「社会実装科目」から 2単位修得すること。なお，「インターンシップ」（2 単位）は必修とし，本籍大学の開
講科目を修得すること。 

・研究取りまとめの方法として「修士論文」又は「課題研究」を選択した者は，「専門科目」（各 1 単位又は 2
単位）から 10 単位以上修得すること。また，「博士研究計画調査」を選択した者は，「専門科目」から 12 単
位以上修得すること。なお，主任研究指導教員と十分に相談した上で，選択した 3 つの挑戦的なイノベーシ
ョンの枠組み（3つのチャレンジ）に応じて，共通科目，生命科学系科目，材料科学系科目及び社会システム
科学系科目のうち，必ず 2つ以上の科目区分から修得すること。 

・研究取りまとめの方法として「修士論文」を選択した者は，「研究支援科目」から 8単位修得すること。なお，
「融合科学研究論文Ⅰ」（6単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学研究論文Ⅰ」
は本籍大学の開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。 
研究取りまとめの方法として「課題研究」を選択した者は，「研究支援科目」から 4 単位修得し，かつ主任
研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外から 4 単位修得すること。なお，「融合科学課題研
究」（2単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学課題研究」は本籍大学の開講科
目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。 
研究取りまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は，「研究支援科目」から 4 単位修得し，
かつ主任研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外から 4 単位修得すること。なお，「融合科
学博士研究計画調査」（2単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学博士研究計画
調査」は本籍大学の開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。 

・本籍大学及び相手大学からそれぞれ計 10単位以上を修得すること。 
 
以上の要件を満たし，かつ計 32単位以上を修得すること。ただし，研究取りまとめの方法として「博士研究

計画調査」を選択した者は，計 34単位以上を修得すること。 

１学年の学期区分 ４期（クォーター制） 

１学期の授業期間 8週 

１時限の授業時間 90 分 
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別記様式第２号（その２の１）                   北陸先端科学技術大学院大学キャンパス 

（用紙 日本工業規格 A４縦型） 

 
 
 
 

教  育  課  程  等  の  概  要  

 

（北陸先端科学技術大学院大学大学院先端科学技術研究科融合科学共同専攻（修士課程）） 

科目 

区分 

授業科目の名称 配当年次 

単位数 授業形態 専任教員等の配置 備考 

必 

修 

選 

択 

自 

由 

講 

義 

演 

習 

実
験
・
実
習 

教 

授 

准
教
授 

講 
師 

助 

教 
助 

手 

 

基
幹
教
育
科
目 

人間力イノベーション論 1①・③  1  ○        兼 1  

創出力イノベーション論 1①・③  1  ○        兼 1  

データ分析のための情報統計学 1①  2  ○        兼 1  

小計（3科目） － 0 4 0 － 0 0 0 0 0 兼 2  

異
分
野
「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅠ 1休 2   ○   7 3     
共同，各大学 1単
位相当 

異分野「超」体験実践Ⅰa（JAIST） 1③  1  ○   7 3    兼 7  

異分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST） 1④  1  ○   7 3    兼 7  

小計（3科目） － 2 2 0 － 7 3 0 0 0 兼 7  

社
会

実
装

科
目 

インターンシップ（JAIST） 1 通  2    ○ 7 3      

小計（1科目） － 0 2 0 － 7 3 0 0 0 －  

専
門
科
目 

共
通
科
目 

実験哲学概論 1①・③  2  ○        兼 1  

認知科学概論 1②  2  ○        兼 2 オムニバス 

データ分析学基礎 1②  2  ○        兼 1  

データ分析学 2③  2  ○        兼 2 オムニバス 

デザイン創造過程論 2①  2  ○        兼 2 
オ ム ニ バ
ス・隔年 

アルゴリズムとデータ構造 1①・③  2  ○        兼 3 オムニバス 

プログラミング基礎 1②  2  ○        兼 1  

情報代数 1①  2  ○        兼 1  

数理論理学 1①・③  2  ○        兼 3 オムニバス 

情報解析学特論 1①・③  2  ○   1     兼 1  

形式言語とオートマトン 1①・③  2  ○        兼 2  

計算論 1①・④  2  ○        兼 2  

画像情報処理特論 2④  2  ○        兼 1 隔年 

ダイナミクスのモデリング 2②  2  ○        兼 2 
オ ム ニ バ
ス・隔年 

小計（14 科目） － 0 28 0 － 1 0 0 0 0 兼 20  

生
命
科
学
系
科
目 

生物機能概論 1①  2  ○        兼 2 オムニバス 

生物有機化学特論 1①・③  2  ○        兼 2 オムニバス 

生物物理化学特論 1②  2  ○        兼 1  

生体分子機能特論 1③  2  ○        兼 1  

生体材料分析特論 1②  2  ○        兼 1  

医用生体材料特論 2④  2  ○   1       

小計（6科目） － 0 12 0 － 1 0 0 0 0 兼 7  

材
料
科
学
系

科
目 

材料物理概論 1①・③  2  ○   1     兼 1  

材料化学概論 1①  2  ○        兼 2 オムニバス 

量子力学特論 1②・③  2  ○        兼 2  
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材
料
科
学
系
科
目 

統計力学特論 1④  2  ○   1       

応用電磁気学特論 1①  2  ○        兼 1  

有機分子化学特論 1①  2  ○   1       

物質計算科学特論 1④  2  ○        兼 3 オムニバス 

有機材料物性特論 1①  2  ○   1     兼 1 オムニバス 

無機材料化学特論 1②  2  ○        兼 1  

機器分析化学特論 1②  2  ○        兼 1  

固体物理学特論Ⅰ 1②  2  ○        兼 1  

応用物性数学特論 1①・③  2  ○        兼 2  

触媒化学特論 1①  2  ○    1      

高分子化学特論Ⅰ 1②  2  ○        兼 1  

メカトロニクス 1③  2  ○    1      

デバイス物理特論 1④  2  ○        兼 1  

固体物理学特論Ⅱ 2④  2  ○        兼 1  

小計（17 科目） － 0 34 0 － 3 2 0 0 0 兼 17  

社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

社会科学方法論 1①  2  ○        兼 3 オムニバス 

知識メディア方法論 1②・④  2  ○        兼 2  

システム思考論 2①・③  2  ○   1       

ネットワーク科学論 2①  2  ○   1       

認知科学 1④  2  ○        兼 3 オムニバス 

メディア創造論 2①  2  ○        兼 2 オムニバス 

イノベーション・マネジメント論 2②  2  ○        兼 1  

サービス経営論 1③  2  ○        兼 1  

離散信号処理特論 1②・④  2  ○        兼 2  

システム最適化 1①・③  2  ○        兼 2 オムニバス 

計算機アーキテクチャ特論 1②・④  2  ○        兼 2  

ソフトウェア設計論 1②・④  2  ○   1     兼 2 オムニバス 

自然言語処理論Ⅰ 1②・③  2  ○        兼 2  

統計的信号処理特論 1①・③  2  ○    1    兼 1  

オペレーティングシステム特論 1①・③  2  ○        兼 2  

ゲーム情報学特論 1①・③  2  ○        兼 3 オムニバス 

認識処理工学特論 2②  2  ○   1      隔年 

ソフトウェア検証論 1③  2  ○   1      隔年 

小計（18 科目） － 0 36 0 － 3 1 0 0 0 兼 28  

研
究
支
援
科
目 

ゼミナール・演習Ⅰ（JAIST） 1③～④  2   ○  7 3    
 

 
 

融合科学研究論文Ⅰ（JAIST） 2 通  6   ○  7 3      

融合科学課題研究（JAIST） 2 通  2   ○  7 3      

融合科学博士研究計画調査（JAIST） 2 通  2   ○  7 3      

小計（4科目） － 0 12 0 － 7 3 0 0 0 －  

合計（66 科目） － 2 130 0 － 7 3 0 0 0 －  

学位又は称号 修士（融合科学） 学位又は学科の分野 理学関係及び工学関係 
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修 了 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等 

・「基幹教育科目」から 4単位以上修得すること。なお，「実践的データ分析・統計概論」（2単位，

相手大学開講）又は「データ分析のための情報統計学」（2 単位）のいずれかは必修とする。  

・「異分野「超」体験科目」から 4単位以上修得すること。なお，「異分野「超」体験セッションⅠ」

（2単位）は必修とする。また，「異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢）」，「異分野「超」体験実践Ⅰ

b（金沢）」，「異分野「超」体験実践Ⅰa（JAIST）」又は「異分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST）」（各

1単位）から，相手大学の開講科目 1単位以上を含めて，2単位以上修得すること。 

・「社会実装科目」から 2単位修得すること。なお，「インターンシップ」（2 単位）は必修とし，本

籍大学の開講科目を修得すること。 

・研究取りまとめの方法として「修士論文」又は「課題研究」を選択した者は，「専門科目」（各 1単

位又は 2単位）から 10 単位以上修得すること。また，「博士研究計画調査」を選択した者は，「専

門科目」から 12単位以上修得すること。なお，主任研究指導教員と十分に相談した上で，選択し

た 3つの挑戦的なイノベーションの枠組み（3つのチャレンジ）に応じて，共通科目，生命科学系

科目，材料科学系科目及び社会システム科学系科目のうち，必ず 2 つ以上の科目区分から修得す

ること。 

・研究取りまとめの方法として「修士論文」を選択した者は，「研究支援科目」から 8単位修得する

こと。なお，「融合科学研究論文Ⅰ」（6単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，

「融合科学研究論文Ⅰ」は本籍大学の開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目

を修得すること。 

研究取りまとめの方法として「課題研究」を選択した者は，「研究支援科目」から 4単位修得し，

かつ主任研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外から 4 単位修得すること。なお，

「融合科学課題研究」（2単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修とし，「融合科学課

題研究」は本籍大学の開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学の開講科目を修得すること。 

研究取りまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は，「研究支援科目」から 4単位

修得し，かつ主任研究指導教員と十分に相談した上で，基幹教育科目以外から 4 単位修得するこ

と。なお，「融合科学博士研究計画調査」（2単位）及び「ゼミナール・演習Ⅰ」（2 単位）を必修

とし，「融合科学博士研究計画調査」は本籍大学の開講科目を，「ゼミナール・演習Ⅰ」は相手大学

の開講科目を修得すること。 

・本籍大学及び相手大学からそれぞれ計 10単位以上を修得すること。 

 

以上の要件を満たし，かつ計 32単位以上を修得すること。ただし，研究取りまとめの方法として

「博士研究計画調査」を選択した者は，計 34単位以上を修得すること。 

 

１学年の学期区分 
4 期 

（クォーター制） 

１学期の授業期間 7 週 

１時限の授業時間 100 分 
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在来線
新幹線

東京方面から金沢へのアクセス

●航空機利用
羽田空港→小松空港　　所要約1時間
（小松空港→金沢駅は北陸鉄道バスで約1時間）
●JR利用
東京→金沢　　新幹線かがやき　所要約2時間30分

新幹線はくたか　所要約3時間

名古屋方面から金沢へのアクセス

●JR利用
名古屋→金沢　　新幹線,特急しらさぎ　所要約2時間40分

大阪・京都方面から金沢へのアクセス

●JR利用
大阪→京都→金沢　　特急サンダーバード　所要約2時間40分

金沢駅から主要キャンパスへのアクセス 〈北陸鉄道バス利用の場合〉

■角間キャンパス
<「金沢大学自然研前」,「金沢大学中央」,「金沢大学（角間）」>まで

所要約35分
　金沢駅兼六園口（東口）⑥乗場→ 91939497「金沢大学（角間）」行

■宝町・鶴間キャンパス<「小
こだつの

立野」バス停下車>まで  所要約20分
　金沢駅兼六園口（東口）⑦乗場→11「東部車庫」行など
　金沢駅兼六園口（東口）⑥乗場→13「湯谷原・医王山」行など
　金沢駅金沢港口（西口）⑤乗場→10「東部車庫」行など

在来線
新幹線

新高岡

キャンパス位置図
金沢市内

2
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金沢大学角間キャンパス配置図
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〇金沢大学学則（案） 

平成16年4月1日 

規則第2号 

目次 

第1章 総則(第1条－第4条) 

第2章 組織 

第1節 教育研究組織(第5条－第18条) 

第2節 職員等(第19条－第26条) 

第3節 教授会等(第27条－第34条) 

第4節 事務組織(第35条) 

第5節 技術支援組織(第35条の2) 

第3章 学生 

第1節 学年等及び休業日(第36条・第37条) 

第2節 修業年限及び在学年限(第38条－第40条) 

第3節 入学(第41条－第47条) 

第4節 教育課程，履修方法等(第48条－第58条) 

第5節 卒業要件及び学位授与(第59条－第61条) 

第6節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍(第62条－第68条) 

第7節 賞罰(第69条・第70条) 

第8節 検定料，入学料及び授業料(第71条－第82条) 

第4章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生(第83条－第87条) 

第5章 学生寄宿舎(第88条) 

第6章 特別の課程(第89条) 

第7章 公開講座(第90条) 

附則 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 金沢大学(以下「本学」という。)は，教育，研究及び社会貢献に対する国民の要請にこたえるた

め，総合大学として教育研究活動等を行い，学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この学則において「学域」とは，学校教育法第85条ただし書の規定に基づく，教育上の目的を達成

するための組織をいう。 

2 この学則において「学類」とは，学域において学生の受入れと専門教育実施の基本的な単位をいう。 

3 この学則において「コース」とは，学類において個別の学問領域に基礎を置く専門教育に係るカリキュラ

ムの基本単位及びその履修の体系をいう。 
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4 この学則において「研究域」とは，研究上の目的を達成するための組織をいう。 

5 この学則において「系」とは，研究域及び第6条の2に定める国際基幹教育院に所属する教員の専門領域

に基づいて分類した所属の単位をいう。 

6 この学則において「附属教育研究施設」とは，特定の学類の教育及び当該分野の研究に必要な施設をい

う。 

7 この学則において「学内共同教育研究施設」とは，教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施

設又は教育若しくは研究のため共用する施設をいう。 

8 この学則において「学内共同利用施設」とは，教員その他の者が共同して利用する施設をいう。 

9 この学則において「部局」とは，教員が所属又は関与し，教育，研究，診療その他の大学運営に重要な事

項を実施するための組織をいう。 

(自己点検評価及び研修等) 

第3条 本学は，教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等

の状況について自ら点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)並びに授業の内容及び方法の改善を図

るための組織的な研修及び研究を行うものとする。 

2 自己点検評価及び研修等については，別に定める。 

(情報の積極的な提供) 

第4条 本学は，教育研究活動等の状況について，刊行物への掲載その他によって，積極的に情報を提供す

るものとする。 

第2章 組織 

第1節 教育研究組織 

(学域，学類並びにコース及び専攻) 

第5条 本学に，次に掲げる学域，学類並びにコース及び専攻を置く。 

人間社会学域 

 人文学類 心理学コース，人間科学コース，フィールド文化学コース，歴史文化学コース，言語文化学

コース 

 法学類 公共法政策コース，企業関係法コース，総合法学コース 

 経済学類 エコノミクスコース，グローバル・マネジメントコース 

 学校教育学類 教育科学コース，教科教育学コース 

 地域創造学類 福祉マネジメントコース，環境共生コース，地域プランニングコース，観光学・文化継

承コース 

 国際学類 国際社会コース，日本・日本語教育コース，アジアコース，米英コース，ヨーロッパコース 

理工学域 

 数物科学類 数学コース，物理学コース，計算科学コース 

 物質化学類 化学コース，応用化学コース 

 機械工学類 機械創造コース，機械数理コース，エネルギー機械コース 

 フロンティア工学類 

 電子情報通信学類 電気電子コース，情報通信コース 

 地球社会基盤学類 地球惑星科学コース，土木防災コース，環境都市コース 

 生命理工学類 生命システムコース，海洋生物資源コース，バイオ工学コース 
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医薬保健学域 

 医学類 

 薬学類 

 創薬科学類 

 保健学類 看護学専攻，放射線技術科学専攻，検査技術科学専攻，理学療法学専攻，作業療法学専攻 

2 各学域の入学定員及び収容定員は，別表第一のとおりとする。 

3 学域及び学類の人材の養成に関する目的その他の教育上の目的並びに運営に必要な事項は，別に定める。 

4 次の学類に，次に掲げる附属教育研究施設を置く。 

人間社会学域学校教育学類 

 附属幼稚園，附属小学校，附属中学校，附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」とい

う。)並びに附属教育実践支援センター 

医薬保健学域薬学類及び創薬科学類 

 附属薬用植物園 

5 附属特別支援学校は，知的障害者に対する教育を行うことを目的とする。 

6 附属教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学院) 

第6条 本学に，大学院を置く。 

2 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。 

人間社会環境研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    人間社会環境学専攻 

自然科学研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然シス

テム学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然シス

テム学専攻 

医薬保健学総合研究科 

  (修士課程) 

    医科学専攻 

  (博士課程) 

    医学専攻，薬学専攻 

  (前期2年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

先進予防医学研究科 

  （博士課程） 

    先進予防医学共同専攻 
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新学術創成研究科 

 (前期2年の博士課程) 

  融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

 (後期3年の博士課程) 

  融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

法学研究科 

 (修士課程) 

   法学・政治学専攻 

  (専門職学位課程) 

    法務専攻 

教職実践研究科 

  （専門職学位課程） 

    教職実践高度化専攻 

3 大学院(連合大学院を含む。)に関し必要な事項は，別に定める。 

(国際基幹教育院) 

第6条の2 本学に，国際基幹教育院を置く。 

2 国際基幹教育院に，次に掲げる部及び系を置く。 

総合教育部 

GS教育系，外国語教育系，高等教育開発・支援系 

3 第5条第2項の規定にかかわらず，前項の総合教育部に，文系又は理系の区分のみを定めて行う本学の入

学者を選抜するための試験により入学した者を学類へ移行するまでの間，所属させる。 

4 国際基幹教育院に関し必要な事項は，別に定める。 

(別科) 

第7条 本学に，養護教諭特別別科を置く。 

2 別科に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究域及び系) 

第8条 本学に，次に掲げる研究域及び系を置く。 

人間社会研究域 

 人間科学系，歴史言語文化学系，法学系，経済学経営学系，学校教育系 

理工研究域 

 数物科学系，物質化学系，機械工学系，フロンティア工学系，電子情報通信学系，地球社会基盤学系，

生命理工学系 

医薬保健研究域 

 医学系，薬学系，保健学系 

2 研究域に附属研究センターを置くことができる。 

3 研究域，研究域に置く系及び附属研究センターに関し必要な事項は，別に定める。 

(附属病院) 

第9条 本学に，附属病院を置く。 

2 附属病院は，医薬保健学域のための教育研究施設とする。 
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3 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 

(附置研究所等) 

第10条 本学に，がん進展制御研究所，ナノマテリアル研究所及び設計製造技術研究所を置く。 

2 がん進展制御研究所，ナノマテリアル研究所及び設計製造技術研究所に関し必要な事項は，別に定める。 

(附属図書館) 

第11条 本学に，附属図書館を置く。 

2 附属図書館に，中央図書館(自然科学系図書館を含む。)及び医学系分館を置く。 

3 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

(学内共同教育研究施設) 

第12条 本学に，次に掲げる学内共同教育研究施設を置く。 

 総合メディア基盤センター 

 環日本海域環境研究センター 

 学際科学実験センター 

 子どものこころの発達研究センター 

 先進予防医学研究センター 

 環境保全センター 

2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(保健管理センター) 

第13条 本学に，保健管理センターを置く。 

2 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

(グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構) 

第14条 本学に，グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国

際機構を置く。 

2 新学術創成研究機構に，本学の強みである世界最先端の技術や知見を融合・発展させ，ナノレベルでの

様々な生命現象の仕組みの根本的理解を目指す研究拠点として，ナノ生命科学研究所を置く。 

3 前項のナノ生命科学研究所については，自主独立した拠点形成の推進を図るため，別に定めるところによ

り，教員人事に係る取扱いその他その運営に関して特例措置を適用することができるものとする。 

4 グローバル人材育成推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に関し必

要な事項は，別に定める。 

(学内共同利用施設) 

第15条 本学に，次に掲げる学内共同利用施設を置く。 

 極低温研究室 

 資料館 

 埋蔵文化財調査センター 

 技術支援センター 

2 学内共同利用施設に関し必要な事項は，別に定める。 

(その他の組織) 
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第16条 本学に，前条までに定めるもののほか，別に定めるところによりその他の組織を置くことができ

る。 

(研究プログラム等) 

第17条 がん進展制御研究所に，研究プログラムを置く。 

2 ナノマテリアル研究所，設計製造技術研究所，学内共同教育研究施設，保健管理センター及び先端科学・

社会共創推進機構に，研究部門を置くことができる。 

3 研究プログラム及び研究部門に関し必要な事項は，別に定める。 

(連携講座等) 

第18条 大学院に，連携講座，寄附講座及び共同研究講座を置くことができる。 

2 国際基幹教育院，がん進展制御研究所，ナノマテリアル研究所，設計製造技術研究所，学内共同教育研究

施設及び保健管理センター，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構に，寄附研

究部門を置くことができる。 

3 国際基幹教育院，附属病院，がん進展制御研究所，ナノマテリアル研究所，設計製造技術研究所，学内共

同教育研究施設，保健管理センター，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構

に，共同研究部門を置くことができる。 

4 連携講座，寄附講座及び寄附研究部門並びに共同研究講座及び共同研究部門に関し必要な事項は，別に定

める。 

第2節 職員等 

(学長及び副学長) 

第19条 本学に，学長を置く。 

2 本学に，別に定めるところにより副学長を置く。 

(教授，准教授等) 

第20条 本学に，教授，准教授，講師，助教及び助手(以下「教員」という。)を置く。 

2 本学に，事務職員，技術職員，医療職員その他の職員を置く。 

3 附属学校に，校長，園長，教頭，教諭，養護教諭，栄養教諭その他の職員を置く。 

4 附属学校に，副校長，副園長，主幹教諭及び指導教諭を置くことができる。 

5 職員に関し必要な事項は，別に定める。 

(顧問，学長特別補佐及び学長補佐) 

第21条 本学に，本学の業務の運営に関する事項について，学長の諮問に応じて意見を述べ，又は助言を行

うため，別に定めるところにより顧問を若干人置くことができる。 

2 本学に，学長の職務のうち特に必要と認める事項に関し，学長を補佐するため，別に定めるところにより

学長補佐及び学長特別補佐を若干人置くことができる。 

(部局及び部局長等) 

第22条 学域，研究科，国際基幹教育院，研究域，附属病院，がん進展制御研究所，ナノマテリアル研究

所，設計製造技術研究所，附属図書館，学内共同教育研究施設，保健管理センター，グローバル人材育成

推進機構，新学術創成研究機構，先端科学・社会共創推進機構及び国際機構を部局とし，それぞれ学域
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長，研究科長，国際基幹教育院長，研究域長，附属病院長，がん進展制御研究所長，ナノマテリアル研究

所長，設計製造技術研究所長，附属図書館長，学内共同教育研究施設の長，保健管理センター長，グロー

バル人材育成推進機構長，新学術創成研究機構長，先端科学・社会共創推進機構長及び国際機構長(以下

「部局長」という。)を置く。 

2 研究域長は対応する学域の学域長を兼ねるものとする。 

3 学域に置く学類及び研究域に置く系に，それぞれ学類長及び系長を置き，国際基幹教育院に置く系に系長

を置く。ただし，研究域長は学類長又は系長を，国際基幹教育院長は系長を兼ねることができない。 

4 附属教育実践支援センター及び附属薬用植物園に，それぞれ附属教育実践支援センター長及び附属薬用植

物園長を置く。 

5 附属図書館に置かれる医学系分館に，分館長を置く。 

6 学内共同利用施設に，学内共同利用施設の長を置く。 

7 人間社会環境研究科，自然科学研究科，医薬保健学総合研究科及び法学研究科の各専攻に，専攻長を置

く。 

8 第1項に定める部局に，部局長を補佐するため，副部局長を置くことができる。 

9 第1項から前項までに定める部局長等(以下「部局長等」という。)の任期は，2年とする。ただし，補欠

の部局長等の任期は，前任者の残任期間とする。 

10 部局長等は，再任されることができる。 

11 部局長等は，教授(常勤の特任教授を含む。以下この項において同じ。)をもって充てる。ただし，グロ

ーバル人材育成推進機構長は学長を，ナノマテリアル研究所長，設計製造技術研究所長，附属図書館長，

環日本海域環境研究センター長，保健管理センター長，先端科学・社会共創推進機構長及び国際機構長は

副学長を，学長が別に定める学内共同利用施設の長は准教授(常勤の特任准教授を含む。)を，副部局長は

教授以外の職員をもって充てることができる。 

12 部局長等の選考に関し必要な事項は，学長又は部局長が別に定める。 

(部局長の解任) 

第23条 学長は，部局長(学類長及び系長を含み，附属図書館長を除く。以下この条において同じ。)が，次

の各号のいずれかに該当するときは，解任することができる。この場合において，学長は，第27条に定

める会議(第31条の4に定めるナノマテリアル研究所会議，第31条の5に定める設計製造技術研究所会

議，第32条第1項に定める教員会議及び第33条に定めるセンター会議等を含む。)の申出に基づき行う

ものとする。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反があるとき。 

(3) その他部局長たるに適しないと認められるとき。 

2 前項に定めるもののほか，学長は，部局長の職務の執行が適当でないため当該部局の業務の実績が悪化し

た場合であって，当該部局長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは，解任すること

ができる。 
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3 前項の規定により，研究科長，国際基幹教育院長，研究域長，附属病院長，がん進展制御研究所長，学類

長及び系長を解任するときは，第27条に定める会議の申出に基づき行うものとする。 

(附属学校統括長) 

第24条 本学に，附属学校の運営及び改革を統括するため，附属学校統括長を置く。 

2 附属学校統括長は，学長が指名する者をもって充てる。 

3 附属学校統括長の任期は2年とする。ただし，補欠の附属学校統括長の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

4 附属学校統括長は，再任されることができる。 

(名誉教授，客員教授等) 

第25条 本学の学長，副学長又は教授として勤務した者に，名誉教授の称号を付与することができる。 

2 本学の常時勤務の教員以外の職員に，客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。 

3 名誉教授，客員教授等に関し必要な事項は，別に定める。 

第26条 削除 

第3節 教授会等 

(教育研究会議，学類会議，研究科会議及び系会議並びに教授会議) 

第27条 教授会として，人間社会学域，人間社会環境研究科，法学研究科，教職実践研究科及び人間社会研

究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，人間社会系教育研究会議を置き，その下に，学類

会議，研究科会議，系会議を置く。 

2 教授会として，理工学域，自然科学研究科及び理工研究域の教育及び研究に関する重要事項を審議するた

め，理工系教育研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科会議，系会議を置く。 

3 教授会として，医薬保健学域，医薬保健学総合研究科，先進予防医学研究科及び医薬保健研究域の教育及

び研究に関する重要事項を審議するため，医薬保健系教育研究会議を置き，その下に，学類会議，研究科

会議，系会議を置く。 

4 教授会として，国際基幹教育院の教育及び研究に関する重要事項を審議するため，国際基幹教育院教授会

議を置き，その下に系会議を置く。 

5 教授会として，がん進展制御研究所の研究に関する重要事項を審議するため，がん進展制御研究所教授会

議を置く。 

(組織) 

第28条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議は，当該研究域，国際基

幹教育院及びがん進展制御研究所の教授をもって組織する。 

2 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議には，当該研究域，国際基幹教

育院及びがん進展制御研究所の准教授，講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加

えることができる。 

3 医薬保健系教育研究会議には，附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)，附属病院の教授，准教授，

講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。 

(議長) 
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第29条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議に議長を置き，当該研究

域，国際基幹教育院及びがん進展制御研究所の長をもって充てる。 

2 議長は，会議を主宰する。 

3 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長の職務を行う。 

(審議事項) 

第30条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議は，学校教育法第93条

第2項及び第3項に基づき，次に掲げる事項を審議し，学長又は教授会を置く組織の長に意見を述べるも

のとする。 

(1) 当該研究域長，国際基幹教育院長及びがん進展制御研究所長の候補者の選考に関する事項 

(2) 教員の人事及び選考に関する事項 

(3) 中期目標・中期計画及び年度計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項 

(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改廃に

関する事項 

(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項 

(6) 教育課程の編成に関する事項 

(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(8) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項 

(11) その他当該部局の教育及び研究に関する重要事項 

2 学類会議，研究科会議及び系会議は，前項の事項のうち，教育研究会議が付託した事項を審議する。 

3 教育研究会議は，学類会議，研究科会議及び系会議の議決をもって，教育研究会議の議決とすることがで

きる。 

(代議員会等) 

第31条 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議は，構成員のうちの一部

の者をもって組織する代議員会，専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。 

2 教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議は，代議員会等の議決をもっ

て，教育研究会議，国際基幹教育院教授会議及びがん進展制御研究所教授会議の議決とすることができ

る。 

(基幹教育管理運営委員会) 

第31条の2 本学に，「金沢大学＜グローバル＞スタンダード」を基軸とした，全学的な基幹教育（学士課

程，修士課程及び博士課程それぞれの教育の基盤をなす教養的教育をいう。）について，基本的な方針を

審議し決定するため，基幹教育管理運営委員会を置く。 

(附属学校運営協議会) 

第31条の3 本学に，附属学校の将来構想，学校教育学類及び大学院教職実践研究科との連携について，基

本的な方針を審議し決定するため，附属学校運営協議会を置く。 
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(ナノマテリアル研究所会議) 

第31条の4 ナノマテリアル研究所に，ナノマテリアル研究所会議を置く。 

(設計製造技術研究所会議) 

第31条の5 設計製造技術研究所に，設計製造技術研究所会議を置く。 

(教員会議等) 

第32条 総合メディア基盤センター，環日本海域環境研究センター，学際科学実験センター，子どものここ

ろの発達研究センター，保健管理センター及び新学術創成研究機構に，教員会議を置く。 

2 新学術創成研究科の教育及び研究に関する事項を審議するため，新学術創成研究機構教員会議の下に，教

育研究会議の下に置かれる研究科会議に準じて新学術創成研究科会議を置く。 

3 前2項に定めるもののほか，新学術創成研究機構に運営委員会を置く。 

(センター会議等) 

第33条 先進予防医学研究センター，環境保全センター，グローバル人材育成推進機構，先端科学・社会共

創推進機構及び国際機構に，必要に応じて，センター会議(グローバル人材育成推進機構，先端科学・社

会共創推進機構及び国際機構にあっては機構運営会議，以下「センター会議等」という。)を置く。 

(組織及び運営等) 

第34条 第28条から前条までに定めるもののほか，教育研究会議，国際基幹教育院教授会議，がん進展制

御研究所教授会議，学類会議，研究科会議，系会議，基幹教育管理運営委員会，附属学校運営協議会，ナ

ノマテリアル研究所会議，設計製造技術研究所会議，教員会議，運営委員会及びセンター会議等の組織及

び運営等に関し必要な事項は別に定める。 

第4節 事務組織 

(事務局) 

第35条 本学に，事務局を置き，その事務を分掌させるため，次に掲げる部を置く。 

(1) 総務部 

(2) 財務部 

(3) 施設部 

(4) 研究・社会共創推進部 

(5) 学生部 

(6) 国際部 

(7) 情報部 

(8) 人間社会系事務部 

(9) 理工系事務部 

(10) 医薬保健系事務部 

(11) 病院部 

2 事務局に関し必要な事項は，別に定める。 

第5節 技術支援組織 

(総合技術部) 

10



第35条の2 本学に，総合技術部を置く。 

2 総合技術部に関し必要な事項は，別に定める。 

第3章 学生 

第1節 学年等及び休業日 

(学年等) 

第36条 学年は，4月1日に始まり，翌年3月31日に終る。 

2 学年を次の2学期4クォーターに分ける。 

学期 クォーター 期  間 

前期 
第1クォーター 

 4月1日から9月30日までの間で別に定める。 
第2クォーター 

後期 
第3クォーター 

 10月1日から翌年3月31日までの間で別に定める。 
第4クォーター 

3 各学期の授業実施日等は，別に定める。 

(休業日) 

第37条 休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日にも登学を課すことができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 

(3) 別に定める夏季休業，冬季休業及び春季休業 

2 前項に定めるもののほか，臨時に休業日を定めることができる。 

第2節 修業年限及び在学年限 

(修業年限) 

第38条 修業年限は，4年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては，6年とする。 

(修業年限の通算) 

第39条 第84条に定める科目等履修生として，本学において一定の単位(学校教育法(昭和22年法律第26

号)第90条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を修得した者が，本学に入学する

場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，修得した単

位数その他の事項を勘案して，修業年限の2分の1を超えない範囲内の期間を修業年限に通算することが

できる。 

(在学年限) 

第40条 在学年限は，8年とする。ただし，医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては，12年の範囲内で

医薬保健学域において別に定める。 

第3節 入学 

(入学時期) 

第41条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

(入学資格) 

第42条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
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(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む。) 

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定

したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入

学資格検定に合格した者を含む。) 

(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって，その後，本学において，大

学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で，18歳に達したもの 

(入学の出願) 

第43条 本学に入学を志願する者は，所定の出願書類に別表第二に定める検定料及び別に定める書類を添え

て，願い出なければならない。 

(入学者の選抜) 

第44条 前条の入学を志願する者については，別に定めるところにより選抜を行う。 

(入学手続及び入学許可) 

第45条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，所定の書類を提出するととも

に，別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし，入学料の免除又は徴収猶予を受けよう

とする者は，入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書を提出しなければならない。 

2 学長は，入学の手続を完了した者(入学料に関しては，その免除又は徴収猶予の申請書を受理された者を

含む。)に，入学を許可する。 

(再入学，転入学及び編入学) 

第46条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，選考の上，相当年次に入学を許可することができ

る。 

(1) 本学を退学した者(第70条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で，再び同一の学域又は国際

基幹教育院総合教育部へ再入学を志願するもの 

(2) 他大学に在学している者で，本学（国際基幹教育院総合教育部を除く。以下第3号から第7号にお

いて同じ。）へ転入学を志願するもの 

(3) 他大学を卒業した者又は退学した者で，本学へ編入学を志願するもの 
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(4) 短期大学，高等専門学校，旧国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者で，本学へ

編入学を志願するもの 

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たす者に

限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に定めるものに限る。)で，本学へ編入学を志願するも

の 

(6) 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科の課程（修業年限が2年以上である

ことその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教育法第90条第

1項に定めるものに限る。）で，本学へ編入学を志願するもの 

(7) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校，専

門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し，又は卒業した者で，本学へ編入学を志願するもの 

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学す

べき年数については，教育研究会議又は国際基幹教育院教授会議の議を経て，学域長又は国際基幹教育院

長が決定する。 

3 第1項の規定により入学した者の在学年限は，その者が属する年次に対応する残余の修業年限の2倍の年

数を超えることができない。 

4 前3条の規定は，第1項の規定により入学する場合に準用する。 

5 再入学，転入学及び編入学に関し必要な事項は，学域及び国際基幹教育院において別に定める。 

(宣誓) 

第47条 入学を許可された者は，別に定めるところにより，宣誓をしなければならない。 

第4節 教育課程，履修方法等 

(教育課程の編成方針等) 

第48条 教育課程は，本学，学域，学類並びにコース及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業

科目を開設し，体系的に編成するものとする。 

2 教育課程の編成に当たっては，学域，学類並びにコース及び専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

3 授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画を学生に対してあらかじめ明示するものとする。 

4 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してそ

の基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

(教育課程の編成及び履修方法等) 

第49条 教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分け，これを各年次に配当して編成

するものとする。 

2 教育課程については，金沢大学共通教育科目に関する規程及び各学域において別に定める。 

3 授業科目の履修に関する事項については，金沢大学履修規程において別に定める。 

(単位の計算方法) 

第50条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成

することを標準とし，次の基準によるものとする。 
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(1) 講義及び演習については，15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 実験，実習及び実技については，30時間から45時間の授業をもって1単位とする。ただし，芸術等

の分野における個人指導による実技の授業については，別に定める時間の授業をもって1単位とするこ

とができる。 

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場

合については，その組み合わせに応じ，前2号に規定する基準を考慮して学域が定める時間の授業をも

って1単位とする。 

2 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して

単位を与えることが適切と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることが

できる。 

(授業の方法) 

第51条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うもの

とする。 

2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を

行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第1項の授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に利

用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

4 第1項の授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外の場所で行うこ

とができる。 

(単位の授与) 

第52条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位を与える。ただし，第50条第2項に

定める授業科目については，適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 

(成績の評価) 

第53条 成績の評価については，金沢大学履修規程において別に定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第54条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として修得すべき単位数につ

いて，1学期又は1クォーターに履修科目として登録することができる単位数の上限を学域及び国際基幹

教育院において定めるものとする。 

(大学院授業科目の履修) 

第54条の2 学生は，本学大学院へ入学を希望するときは，所属の学域長及び希望する大学院の研究科長の

許可を得て，当該研究科の授業科目を履修することができる。 

2 前項に関し必要な事項は，別に定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 

第55条 学生は，学域長又は国際基幹教育院長の許可を得て，本学が定める他の大学又は短期大学におい

て，当該大学又は短期大学の所定の授業科目を履修することができる。 
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2 前項の規定により履修した授業科目についての修得した単位は，学域又は国際基幹教育院の定めるところ

に基づき，合計60単位を超えない範囲で，これを本学の単位として認定する。 

3 前項の規定は，第66条の規定による留学及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修する場合について準用する。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第56条 本学が教育上有益と認めるときは，短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科

学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，学域又は国際基幹教育院の定めると

ころに基づき，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることのできる単位数は，前条第2項及び第3項により本学の単位として認定する単位数

と合わせて60単位を超えないものとする。 

(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修) 

第56条の2 本学が教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大

学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について，本学における授業科目の履修により

修得したものとみなし，学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることのできる単位数は，第55条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学の単位

として認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第57条 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した

授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を，本学に入学した後の本学

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 本学が教育上有益と認めるときは，本学に入学する前に行った前条第1項に定める学修を，本学における

授業科目の履修とみなし，学域又は国際基幹教育院の定めるところに基づき，単位を与えることができ

る。 

3 前2項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，再入学，転入学及び編入学の場

合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第55条第2項及び第3項，第56条第1項

並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものと

する。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第58条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修業年限を超えて一定の期間にわたり計

画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，教育研究会議の議を経て，学長

は，その計画的な履修を許可することができる。 

2 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定める。 

第5節 卒業要件及び学位授与 

(卒業要件) 

第59条 本学に4年以上(医薬保健学域の医学類及び薬学類にあっては6年以上)在学し，学域ごとに定める

授業科目を履修し，124単位以上(医薬保健学域の医学類にあっては188単位以上，薬学類にあっては186
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単位以上)で学域の定める単位数を修得した者については，当該教育研究会議の議を経て，学長が卒業を

認定する。 

2 前項の規定により卒業要件として修得すべき単位のうち，第51条第2項に定める授業の方法により修得

する単位数は，60単位を超えないものとする。 

(早期卒業) 

第60条 前条の規定にかかわらず，本学に3年以上在学し，卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で

修得した学生が，学校教育法第89条に定める卒業を希望する場合は，前条の規定にかかわらず，学長は

これを認定することができる。 

2 早期卒業に関し必要な事項は，別に定める。 

(学位の授与) 

第61条 本学を卒業した者には，金沢大学学位規程の定めるところにより学士の学位を授与する。 

第6節 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍 

(休学等) 

第62条 疾病又はその他の事由により，1月以上修学を中止しようとする者は，学域長又は国際基幹教育院

長に届け出て，休学することができる。 

2 前項に定める休学のほか，学域長又は国際基幹教育院長は，疾病のため修学に適しないと認められる者に

対しては，学長の承認を得て，休学を命じ，又は登学を停止させることができる。 

3 休学の期間は，休学の開始日から，その年次の各クォーター，各学期又は学年の終わりまでとする。ただ

し，前項の休学の期間は，この限りでない。 

4 休学期間は，在学年限に算入しない。 

5 休学期間は，通算4年（国際基幹教育院総合教育部に所属する期間においては通算2年とする。）を超え

ることができない。ただし，第2項の休学の期間は，この限りでない。 

(復学) 

第63条 休学期間中に復学しようとする者(前条第2項により休学を命じられた者を除く。)は，事由を記

し，学域長又は国際基幹教育院長に届け出るものとする。 

2 復学の時期は，クォーター又は学期の始めとする。 

(転学類) 

第64条 転学類(学生が所属する学域以外への転学類も含む。)を志願する者があるときは，別に定めるとこ

ろにより選考の上，転学類を許可することができる。 

2 転学類を志願する者は，所定の出願書類に志望の学類(保健学類にあっては専攻も含む。)及び志望の事由

を記し，所属の学域長に願い出なければならない。 

(転学) 

第65条 他の大学へ転学を志願する者(懲戒対象行為を行った者は除く。)は，所定の願書に志望の大学，学

部，学科及び志望の事由を記し，学域長又は国際基幹教育院長を経て，学長に届け出るものとする。 

(留学) 

第66条 学生は，外国の大学等で学修するため，学長に届け出て，留学することができる。 
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2 前項の留学期間は，修業年限に含まれるものとする。 

(退学) 

第67条 退学しようとする者は，事由を記し，学域長又は国際基幹教育院長を経て，学長に届け出るものと

する。 

2 前項の規定にかかわらず，懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出た場合等，特別の

事由がある場合については，別に定めるところにより学長，学域長又は国際基幹教育院長は当該届出を受

理しないことがある。 

(除籍) 

第68条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，これを除籍する。 

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者

であって，納付すべき入学料を納付しないもの 

(2) 所定の年限に達して，なお卒業の認定を得られない者 

(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 

(4) 疾病その他の事由により，成業の見込がないと認められる者 

第7節 賞罰 

(表彰) 

第69条 学長は，本学在学中の学業の成績，課外活動等の成績に優れた者又は本学の名誉を著しく高めたと

認められる者に対して，卒業時又はその都度，表彰を行うことができる。 

2 表彰については，別に定める。 

(懲戒) 

第70条 学生が本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反した行為をなしたときは，学長は，教育研究評議

会の議を経て懲戒する。 

2 懲戒は，学長の命を受け，学域長又は国際基幹教育院長が行う。 

3 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

第8節 検定料，入学料及び授業料 

(検定料等) 

第71条 検定料，入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は，別表第二のとおりとする。 

(入学料の免除又は徴収猶予) 

第72条 学長は，特別の事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対しては，別に定め

るところにより，入学料を免除し，又は徴収猶予することができる。 

2 前項に定めるもののほか，学長が特に必要があると認める者に対しては，別に定めるところにより，入学

料を免除することができる。 

(入学料及び検定料の不返付) 

第73条 既納の入学料及び検定料は，返付しない。 

2 前項の規定にかかわらず，検定料について，次の各号のいずれかに該当する者があるときは，その者の申

出により次項に定める額を返付する。 

17



(1) 入学者選抜における第2次の学力検査等を2段階の選抜方法で実施する場合において，第1段階目

の選抜に合格しなかった者(推薦入学及びAO入試等において第1次選考として書類選考を行う場合にお

ける不合格者を含む。) 

(2) 個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であること

が判明した者 

3 前項の規定により返付する額は，前項第1号の場合における第2段階目の選抜に係る額に相当する額とす

る。 

(授業料の徴収方法等) 

第74条 授業料の徴収は，各年度に係る授業料について，第1クォーター，第2クォーター，第3クォータ

ー及び第4クォーターの4クォーターに区分して行うものとし，それぞれのクォーターにおいて徴収する

額は，年額の4分の1に相当する額とする。 

2 前項の授業料は，第1クォーター及び第2クォーターにあっては5月，第3クォーター及び第4クォータ

ーにあっては11月に徴収するものとし，納付期限はそれぞれ当該月末日とする。 

3 前2項の規定にかかわらず，学生から申し出があったときは，第1クォーター及び第2クォーターに係る

授業料を徴収するときに，当該年度の第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を併せて徴収する

ものとする。 

4 第2項の納期後に入学した者は，入学の日の属する月に，そのクォーターに属する授業料を納付しなけれ

ばならない。 

(既納の授業料) 

第75条 既納の授業料は返付しない。 

2 前項の規定にかかわらず，既納の授業料のうち，休学又は退学したクォーターに係るものは，別に定める

ところにより，当該授業料の全額又は一部を返付することがある。 

(授業料の免除，月割分納及び徴収猶予) 

第76条 学長は，学費の支弁が困難な学生に対しては，別に定めるところにより授業料を免除し，又は月割

分納若しくは徴収猶予を認めることができる。 

2 前項に定めるもののほか，学長が特に必要があると認める学生に対しては，別に定めるところにより，授

業料を免除することができる。 

3 授業料の免除又は月割分納若しくは徴収猶予(以下「免除等」という。)は，各期ごとにこれを認める。 

4 免除等を認められた者が，次の各号のいずれかに該当するときは，別に定めるところにより免除等を取り

消すことができる。 

(1) 申請に係る事由が消滅したと認められるとき。 

(2) 申請について虚偽の事実が判明したとき。 

(3) 第70条の規定により懲戒を受けたとき。 

(休学中及び復学の場合の授業料) 

第77条 休学の場合には，別に定めるところにより，休学中の授業料は，これを徴収しない（第75条第2

項に定める既納の授業料の全額又は一部の返付を含む。）ことがある。 
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2 復学したときは，復学した日の属するクォーターから授業料を徴収する。この場合において，第2クォー

ター又は第4クォーターから復学したときは，復学日の属する月に当該クォーターに係る授業料を，第3

クォーターから復学したときは，11月に第3クォーター及び第4クォーターに係る授業料を，それぞれ徴

収する。 

(免除等の取消しの場合の授業料) 

第78条 第76条第4項第1号の規定に該当し授業料の免除を取り消されたとき，その期の授業料は，その

月分から月割額(年額の12分の1)により，免除を取り消された日の属する月に徴収する。 

2 第76条第4項第2号及び第3号の規定に該当し免除等を取り消されたときは，免除等に係る授業料の金

額をその月に徴収する。 

(再入学等の場合の授業料) 

第79条 学期の途中において，再入学，転入学又は編入学した場合には，再入学，転入学又は編入学した日

の属するクォーターから次の徴収の時期前までの期間に応じた額を本学の指定する月に徴収する。 

(退学等の場合の授業料) 

第80条 クォーターの途中において，退学又は他大学へ転学した場合には，当該クォーターの授業料はこれ

を徴収する。 

2 停学中の授業料は徴収する。 

(死亡等の場合の授業料) 

第81条 死亡又は行方不明により除籍した場合には，未納の授業料の全額を免除することができる。 

(学年中途の卒業等の場合の授業料) 

第82条 学年の中途において，卒業又は修了する場合には，月割計算により在学予定期間に応じた額を徴収

する。 

第4章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生 

(研究生) 

第83条 本学の学生以外の者で，特定の研究課題について研究することを志願する者があるときは，選考の

上，研究生として入学を許可することができる。 

2 研究生の入学資格，選考方法等については，学域において別に定める。 

3 研究生の研究期間は，1年以内とする。ただし，必要があると認められるときは，その期間を更新するこ

とができる。 

4 第37条，第41条，第43条，第44条，第45条，第67条，第68条，第70条，第73条，第74条，第75

条，第80条及び第81条の規定は，研究生に準用する。 

(科目等履修生) 

第84条 本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目を選んで履修することを志願する者があるときは，

選考の上，科目等履修生として入学を許可することができる。 

2 科目等履修生の入学資格，選考方法等については，学域及び国際基幹教育院において別に定める。 

3 授業科目を履修し，その試験に合格した科目等履修生に対し単位を与える。 
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4 第36条，第37条，第41条，第43条，第44条，第45条，第49条第2項，第68条，第70条，第73

条，第74条，第75条及び第81条の規定は，科目等履修生に準用する。 

(特別聴講学生) 

第85条 本学において，特定の授業科目を履修することを希望する他の大学等又は外国の大学等の学生があ

るときは，学域又は国際基幹教育院の定めるところにより，当該他の大学等又は外国の大学等との協議に

基づき，所定の手続を経て特別聴講学生として入学を許可することができる。 

2 授業科目を履修し，その試験に合格した特別聴講学生に対し単位を与える。 

3 第36条，第37条，第44条，第68条，第70条，第74条，第75条及び第81条の規定は，特別聴講学生

に準用する。 

4 特別聴講学生の入学の時期は，学期の始めとする。ただし，学域又は国際基幹教育院の定めるところによ

り，特別の事情があると判断される場合は，この限りでない。 

(外国人留学生) 

第86条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者があるとき

は，特別に選考の上，外国人留学生として入学を許可することができる。 

2 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

(授業料等) 

第87条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料等の額は，別表第二のとおりとする。 

2 前項の規定にかかわらず，特別聴講学生が，国立大学の学生，単位互換協定に基づく公立若しくは私立の

大学の学生，交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必要と認める学生

であるときは，授業料を徴収しない。 

3 科目等履修生の授業料等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

第5章 学生寄宿舎 

(学生寄宿舎) 

第88条 本学に，学生寄宿舎として泉学寮，白梅寮，国際交流会館及び学生留学生宿舎を置く。 

2 学生寄宿舎に関し必要な事項は，別に定める。 

第6章 特別の課程 

(特別の課程) 

第89条 本学の学生以外の者を対象として，学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成し，これを修

了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

2 前項の実施に関し，必要な事項は，別に定める。 

第7章 公開講座 

(公開講座) 

第90条 本学に，公開講座を設ける。 

2 公開講座の受講料の額は，別表第三のとおりとする。 

3 公開講座に関し必要な事項は，別に定める。 
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附 則 

1 この学則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この学則の施行の際現に旧国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる金沢大学の学生である者は，この学

則の施行の日に国立大学法人金沢大学が設置する金沢大学の学生の身分を取得するものとする。 

3 第4条第1項の規定にかかわらず，旧金沢大学通則による法学部法学科及び公共システム学科，薬学部薬

学科及び製薬化学科並びに工学部電気・情報工学科は，平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当

該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

4 別表第一の規定にかかわらず，法学部，理学部，薬学部及び工学部並びに合計欄の収容定員については，

平成16年度から平成18年度までは，次の表のとおりとする。 

学部 学科等 
平成16年度 平成17年度 平成18年度 

収容定員(人) 収容定員(人) 収容定員(人) 

法学部 法政学科 180 360 540 

従前の学科 法学科 480 320 160 

公共システム学科 165 110 55 

(学科共通) 20 20 20 

計 845 810 775 

理学部 数学科 99 98 97 

物理学科 131 130 129 

化学科 154 152 150 

生物学科 98 96 94 

地球学科 110 108 106 

計算科学科 118 116 114 

(学科共通) 20 20 20 

計 730 720 710 

薬学部 総合薬学科 235 310 305 

従前の学科 薬学科 40 ― ― 

製薬化学科 40 ― ― 

計 315 310 305 

工学部 土木建設工学科 331 318 313 

機能機械工学科 304 296 292 

物質化学工学科 382 372 366 

電気電子システム工学科 197 194 191 

人間・機械工学科 304 296 292 

情報システム工学科 256 252 248 

(学科共通) 60 60 60 

計 1,834 1,788 1,762 

  

合計 7,454 7,358 7,282 

5 この規程の施行の日の前日に部局長である者のうち，施行の日以後において任期を有するものは，施行の

日に部局長に選任されたものとみなし，その任期については，第20条第7項の規定にかかわらず，施行

の日以後において当該部局長の有する任期と同一の期間とする。 
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6 前項に規定する者の次期部局長に係る任期については，第20条第7項の規定にかかわらず，当該部局の

定めるところによる。 

7 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については，第71条の規定にかかわらず，なお，従前の額と

する。 

附 則 
 

この学則は，平成17年2月3日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成17年4月1日から施行する。 

2 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については，改正後の別表第二の規定にかかわらず，なお，

従前の例による。 

附 則 
 

この規則は，平成17年7月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成17年12月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，薬学部総合薬学科は，平成18年3月31日に当該学科に在学する者が

当該学科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，薬学部の合計欄の収容定員については，平成18年度から平成23年度まで

は，次の表のとおりとする。 

学部 学科等 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

薬学

部 

薬学科 35 70 105 140 175 210 

創薬科学科 40 80 120 160 160 160 

従前の学

科 

総合薬学

科 

230 150 75       

計 305 300 300 300 335 370 

附 則 
 

この学則は，平成18年10月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成19年4月1日から施行する。 
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附 則 
 

この学則は，平成19年10月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成20年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，次の表に記載する学部，学科等は，平成20年3月31日に在学する者

が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 学域・学類の収容定員，存続する学部及び学科等に係る第30条に規定する事項を審議する教授会並びに

その収容定員については，第27条及び別表第一の規定にかかわらず，次の表のとおりとする。 

4 存続する学部及び学科(法学部及び経済学部を除く。)の長については，前項に規定する教授会が別に定め

るものとする。 

5 平成20年3月31日に在学する者(平成20年4月1日以降に従前の学部，学科等編入学する者を含む。)

については，別表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

6 前項に規定する者については，別表第二中「学域」とあるのは「学部」とする。 

 

 

学域・学類の収容定員 

学域 学類 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

人間社会学

域 

人文学類 145 290 435 580 580 

法学類 170 340 510 680 680 

(編入学定員 10)     10 20 20 

経済学類 185 370 555 740 740 

学校教育学類 100 200 300 400 400 

地域創造学類 80 160 240 320 320 

国際学類 70 140 210 280 280 

計 750 1500 2260 3020 3020 

理工学域 数物科学類 84 168 252 336 336 

物質化学類 81 162 243 324 324 

機械工学類 140 280 420 560 560 

電子情報学類 108 216 324 432 432 

環境デザイン学類 74 148 222 296 296 

自然システム学類 102 204 306 408 408 

(学域共通編入学定員40)     40 80 80 

計 589 1178 1807 2436 2436 

医薬保健学

域 

医学類 95 190 285 380 475 

(編入学定員 5)     5 10 15 

薬学類 35 70 105 140 175 

創薬科学類 40 80 120 160 160 
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保健学

類 

看護学専攻 80 160 240 320 320 

(編入学定員10)     10 20 20 

放射線技術科学専

攻 

40 80 120 160 160 

(編入学定員5)     5 10 10 

検査技術科学専攻 40 80 120 160 160 

(編入学定員5)     5 10 10 

理学療法学専攻 20 40 60 80 80 

(編入学定員5)     5 10 10 

作業療法学専攻 20 40 60 80 80 

(編入学定員5)     5 10 10 

小計 200 400 630 860 860 

計 370 740 1145 1550 1685 

合計 1709 3418 5212 7006 7141 

 

存続する学部・学科等の収容定員 

学部 学科等 教授会 

平成20年

度 

平成21年

度 

平成22年

度 

平成23年

度 

平成24年

度 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

収容定員

(人) 

文学部 人間学科 人間社会系教育研

究会議 

165 110 55     

史学科 150 100 50     

文学科 195 130 65     

計 510 340 170     

教育学

部 

学校教育教員養成課程 240 160 80     

障害児教育教員養成課

程 

60 40 20     

人間環境課程 180 120 60     

スポーツ科学課程 105 70 35     

計 585 390 195     

法学部 法政学科 540 360 180     

(編入学定員 10) 20 20 10     

計 560 380 190     

経済学

部 

経済学科 615 410 205     

計 615 410 205     

理学部 数学科 理工系教育研究会

議 

72 48 24     

物理学科 96 64 32     

化学科 111 74 37     

生物学科 69 46 23     

地球学科 78 52 26     

計算科学科 84 56 28     

(学科共通編入学定員1

0) 

20 20 10     

計 530 360 180     
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医学部 医学科 医薬保健系教育研

究会議 

475 380 285 190 95 

(編入学定員 5) 20 20 15 10 5 

(小計) 495 400 300 200 100 

保健学

科 

看護学専攻 240 160 80     

(編入学定員1

0) 

20 20 10     

放射線技術科

学専攻 

120 80 40     

(編入学定員5) 10 10 5     

検査技術科学

専攻 

120 80 40     

(編入学定員5) 10 10 5     

理学療法学専

攻 

60 40 20     

(編入学定員5) 10 10 5     

作業療法学専

攻 

60 40 20     

(編入学定員5) 10 10 5     

(小計) 660 460 230     

計 1155 860 530 200 100 

薬学部 薬学科 70 70 70 70 35 

創薬科学科 80 80 40     

従前の

学科 

総合薬学科 75         

計 225 150 110 70 35 

工学部 土木建設工学科 理工系教育研究会

議 

231 154 77     

機能機械工学科 216 144 72     

物質化学工学科 270 180 90     

電気電子システム工学

科 

141 94 47     

人間・機械工学科 216 144 72     

情報システム工学科 183 122 61     

(学科共通編入学定員3

0) 

60 60 30     

計 1317 898 449     

合計   5497 3788 2029 270 135 

附 則 
 

1 この学則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平成21年度から平成29年度の入学定員に

ついては105人とし，その収容定員については，平成21年度から平成34年度までは，次の表のとおりと

する。 
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学域 学類 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

医薬

保健

学域 

医学

類 

105 200 105 305 105 410 105 515 105 620 105 630 105 630 

(編入

学定

員5) 

―   ― 5 ― 10 ― 15 ― 20 ― 20 ― 20 

計 380 750 380 1165 380 1580 380 1725 380 1870 380 1880 380 1880 

  大学

合計 

1719 3428 1719 5232 1719 7036 1719 7181 1719 7326 1719 7336 1719 7336 

 

学域 学類 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

入学

定員

(人) 

収容

定員

(人) 

医薬

保健

学域 

医学

類 

105 630 105 630 100 625 100 620 100 615 100 610 100 605 

(編入

学定

員5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 

計 380 1880 380 1880 375 1875 375 1870 375 1865 375 1860 375 1855 

  大学

合計 

1719 7336 1719 7336 1714 7331 1714 7326 1714 7321 1714 7316 1714 7311 

附 則 
 

この学則は，平成21年11月20日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成22年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，医薬保健学域医学類における，平成22年度から平成36年度の入学定員及

び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学類 112 312 112 424 112 536 112 648 112 665 

(編入学

定員5) 

― 5 ― 10 ― 15 ― 20 ― 20 

計 387 1172 387 1594 387 1746 387 1898 387 1915 

  大学合

計 

1726 5239 1726 7050 1726 7202 1726 7354 1726 7371 
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学域 学類 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学類 112 672 112 672 112 672 107 667 107 662 

(編入学

定員5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 

計 387 1922 387 1922 387 1922 382 1917 382 1912 

  大学合

計 

1726 7378 1726 7378 1726 7378 1721 7373 1721 7368 

 

学域 学類 

平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学類 100 650 100 638 100 626 100 614 100 607 

(編入学

定員5) 

― 20 ― 20 ― 20 ― 20 ― 20 

計 375 1900 375 1888 375 1876 375 1864 375 1857 

  大学合

計 

1714 7356 1714 7344 1714 7332 1714 7320 1714 7313 

附 則 
 

この学則は，平成22年7月16日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成22年10月1日から施行する。 

2 平成23年4月1日に選任される自然科学研究科長及び自然科学研究科副研究科長の任期は，第22条第9

項の規定にかかわらず，平成24年3月31日までとする。 

附 則 
 

この学則は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第一の規定にかかわらず，平成23年度における医薬保健学域医学類の編入学定員は，第2

年次編入学5人，第3年次編入学5人とし，平成23年度から平成36年度の入学定員及び収容定員につい

ては，次の表のとおりとする。 
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学域 学類 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学

類 

112 424 112 536 112 648 112 665 112 672 

(編入

学) 

― 15 ― 20 ― 25 ― 25 ― 25 

計 387 1599 387 1751 387 1903 387 1920 387 1927 

  大学

合計 

1726 7055 1726 7207 1726 7359 1726 7376 1726 7383 

  

学域 学類 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

入学定

員(人) 

収容定

員(人) 

医薬保

健学域 

医学

類 

112 672 112 672 112 672 112 672 112 672 

(編入

学) 

― 25 ― 25 ― 25 ― 25 ― 25 

計 387 1927 387 1927 387 1927 387 1927 387 1927 

  大学

合計 

1726 7383 1726 7383 1726 7383 1726 7383 1726 7383 

  

学域 学類 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

医薬保健

学域 

医学類 112 672 100 660 100 648 100 636 

(編入

学) 

― 25 ― 25 ― 25 ― 25 

計 387 1927 375 1915 375 1903 375 1891 

  大学合

計 

1726 7383 1714 7371 1714 7359 1714 7347 

 

学域 学類 

令和7年度 令和8年度 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

医薬保健

学域 

医学

類 

100 624 100 612 

(編入

学) 

― 25 ― 25 

計 375 1879 375 1867 

  大学

合計 

1714 7335 1714 7323 
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附 則 
 

1 この学則は，平成24年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化専攻，社会システム専攻及び公共経営政

策専攻，自然科学研究科電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工学専攻，地

球環境学専攻，社会基盤工学専攻，及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻，脳医科学専攻，が

ん医科学専攻，循環医科学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，平成24年3月31日

に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 存続する研究科及び専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の規定にか

かわらず，従前のとおりとする。 

4 存続する研究科及び専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 平成24年3月31日に在学する者については，別表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成24年10月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成25年3月31日に国際交流会館に入居している者の寄宿料については，別表第三の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成25年7月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成26年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，自然科学研究科システム創成科学専攻，物質科学専攻，環境科学専攻

及び生命科学専攻は，平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの

間，存続するものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の規定にかかわらず，

従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 平成26年3月31日に在学する者については，別表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成26年9月25日から施行する。 

附 則 
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この学則は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成27年11月20日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健学総合研究科脳医科

学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻及び環境医科学専攻は，平成28年3月31日に当該専攻に在学

する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の規定にかかわらず，

従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 平成28年3月31日に在学する者については，第63条第1項，第74条第2項に規定する納付期限及び別

表第二の規定を除き，なお，従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成28年8月9日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成28年11月29日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成29年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成29年6月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成29年10月6日から施行する。 

2 第14条第2項に定めるナノ生命科学研究所については，当分の間，必要に応じて第22条第1項に定める

部局とみなすことができるものとし，ナノ生命科学研究所長については部局長とみなすことができるもの

とする。 

附 則 
 

この学則は，平成30年1月1日から施行する。 

附 則 
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1 この学則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 第5条第1項の規定にかかわらず，人間社会学域経済学類経済理論・経済政策コース，経営・情報コース

及び比較社会経済コース並びに地域創造学類健康スポーツコース並びに理工学域電子情報学類，環境デザ

イン学類及び自然システム学類は，平成30年3月31日に当該学類に在学する者が当該学類に在学しなく

なるまでの間，存続するものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，人間社会学域及び理工学域における平成30年度から平成32年度の入学定

員及び収容定員については，次の表のとおりとする。 

学域 学類 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

人間社

会学域 

経済学類 135 690 135 640 135 590 

地域創造学類 90 330 90 340 90 350 

国際学類 85 295 85 310 85 325 

計 725 2995 725 2970 725 2945 

理工学

域 

数物科学類 84 336 84 336 84 336 

（編入学定員 5） -   -   - 5 

物質化学類 81 324 81 324 81 324 

（編入学定員 4） -   -   - 4 

機械工学類 100 100 100 200 100 300 

（編入学定員 10） -   -   - 10 

フロンティア工学類 110 110 110 220 110 330 

（編入学定員 5） -   -   - 5 

電子情報通信学類 80 80 80 160 80 240 

（編入学定員 7） -   -   - 7 

地球社会基盤学類 100 100 100 200 100 300 

（編入学定員 7） -   -   - 7 

生命理工学類 59 59 59 118 59 177 

（編入学定員 2） -   -   - 2 

従前の

学類 

機械工学類   420   280   140 

電子情報学類   324   216   108 

環境デザイン学

類 
  222   148   74 

自然システム学

類 
  306   204   102 

（学域共通編入

学定員 40） 
- 80 - 80 - 40 

  計 614 2461 614 2486 614 2511 

4 存続する学類に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の規定にかかわらず，

従前のとおりとする。 

5 存続する学類の長については，前項に規定する教授会が別に定める。 
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6 平成30年3月31日に在学する者(平成30年4月1日以降に従前の学類に編入学する者を含む。)につい

ては，なお，従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成30年7月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成30年8月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成31年2月1日から施行する。ただし，第12条及び第33条の地域連携推進センターに係

る改正規定は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成31年4月1日から施行する。 

2 この学則の施行の際，現に附属学校統括長である者の任期については，第24条第3項の規定にかかわら

ず，2020年3月31日までとする。 

附 則 
 

この学則は，令和元年6月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成31年4月1日から施行する。 

 

   附 則 

1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 第6条第2項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻は，令和2年3月31日に当該

専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 存続する専攻に係る第30条に規定する事項を審議する教授会については，第27条の規定にかかわらず，

従前のとおりとする。 

4 存続する専攻の長については，前項に規定する教授会が別に定めるものとする。 

5 令和2年3月31日に在学する者については，なお，従前の例による。この場合において,「法務研究科」

とあるのは「法学研究科」と読み替えるものとする。 

別表第一 

入学定員及び収容定員 
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学域 学類 
入学定員

(人) 

第2年次編入学定員

(人) 

第3年次編入学定員

(人) 

収容定員

(人) 

人間社会学

域 

人文学類 145     580 

法学類 170   10 700 

経済学類 135     540 

学校教育学類 100     400 

地域創造学類 90     360 

国際学類 85     340 

計 725   10 2920 

理工学域 数物科学類 84   5 346 

物質化学類 81   4 332 

機械工学類 100   10 420 

フロンティア工学類 110   5 450 

電子情報通信学類 80   7 334 

地球社会基盤学類 100   7 414 

生命理工学類 59   2 240 

計 614   40 2536 

医薬保健学

域 

医学類 100 5   625 

薬学類 35     210 

創薬科学類 40     160 

保健学

類 

看護学専攻 80   10 340 

放射線技術科学

専攻 

40   5 170 

検査技術科学専

攻 

40   5 170 

理学療法学専攻 20   5 90 

作業療法学専攻 20   5 90 

小計 200   30 860 

計 375 5 30 1855 

  合計 1714 5 80 7311 

別表第二 

検定料等の額 

区分 検定料(円) 入学料(円) 授業料(円) 

学域・国際基幹教育院総合教育部 17,000 282,000 年額 535,800 

再入学，転入学，編入学に係るもの 30,000 

研究生 9,800 84,600 月額 29,700 

科目等履修生 9,800 28,200 1単位 14,800 

特別聴講学生 ／ ／ 1単位 14,800 

備考 第73条第3項に規定する第1段階目の選抜及び第2段階目の選抜に係る検定料の額は，第1段階

目の選抜にあっては4,000円，第2段階目の選抜にあっては13,000円とする。 
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別表第三 

公開講座受講料の額 

区分 受講料(円) 

一般 1時間 500 

高校生以下 1時間 200 

別に定める公開講座の受講料については，別に定める額とする。   
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○金沢大学大学院学則（案） 

平成16年4月1日 

規則第3号 

目次 

第1章 総則(第1条－第4条) 

第2章 学年等及び休業日(第5条) 

第3章 修業年限及び在学年限(第6条・第7条) 

第4章 入学(第8条－第18条) 

第5章 教育方法等(第19条－第27条) 

第6章 課程の修了及び学位授与(第28条－第32条) 

第7章 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍(第33条－第39条) 

第8章 賞罰(第40条・第41条) 

第9章 検定料，入学料及び授業料(第42条) 

第10章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，外国人留学生及び特別研究学生(第43条－第45条) 

第11章 教員組織(第46条) 

第12章 運営組織(第47条) 

第13章 共同大学院(第48条) 

第14章 連合大学院(第49条) 

第15章 特別の課程(第50条) 

附則 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 金沢大学大学院(以下「本学大学院」という。)は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を

きわめ，又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展

に寄与することを目的とする。 

2 本学大学院のうち，専門職大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められる職業

を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 

3 本学大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とし，その目的は次のとおりとする。 

(1) 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又はこれに加えて高

度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 

(2) 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門

的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とす

る。 

(3) 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う

ことを目的とする。 
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4 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，研究科，専攻及び課程において別に定める。 

(研究科の種類及び講座) 

第2条 本学大学院に，次の研究科を置く。 

 人間社会環境研究科 

 自然科学研究科 

 医薬保健学総合研究科 

 先進予防医学研究科 

 新学術創成研究科 

 法学研究科 

 教職実践研究科 

2 法学研究科法務専攻及び教職実践研究科は，専門職大学院とする。 

3 研究科に，講座を置くことができる。 

(研究科の専攻及び課程) 

第3条 研究科に置く専攻及びその課程の別は，次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人間社会環境

研究科 

人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学専攻 博士課程(前期2年) 

人間社会環境学専攻 博士課程(後期3年) 

自然科学研究

科 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，

環境デザイン学専攻，自然システム学専攻 

博士課程(前期2年) 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，

環境デザイン学専攻，自然システム学専攻 

博士課程(後期3年) 

医薬保健学総

合研究科 

医科学専攻 修士課程 

医学専攻，薬学専攻 博士課程 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(前期2年) 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(後期3年) 

先進予防医学

研究科 

先進予防医学共同専攻 博士課程 

新学術創成研

究科 

融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 博士課程(前期2年) 

融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 博士課程(後期3年) 

法学研究科 法学・政治学専攻 修士課程 

法務専攻 専門職学位課程(法

科大学院) 

教職実践研究

科 

教職実践高度化専攻 専門職学位課程（教

職大学院） 

2 医薬保健学総合研究科医学専攻及び先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻は，医学を履修する4年の

博士課程(以下「医学博士課程」という。)，医薬保健学総合研究科薬学専攻は，薬学を履修する4年の博

士課程(以下「薬学博士課程」という。)とし，医薬保健学総合研究科の創薬科学専攻及び保健学専攻，人

間社会環境研究科，自然科学研究科並びに新学術創成研究科は，5年の博士課程とし，前期2年の課程(以

下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。 

3 法学研究科法務専攻は，専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く法科大

学院とする。 
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4 教職実践研究科は，専ら実践的指導能力を備えた教員養成のための教育を行うことを目的とする専門職学

位課程を置く教職大学院とする。 

(研究科の入学定員等) 

第4条 各研究科における専攻別の入学定員及び収容定員は，別表第一のとおりとする。 

第2章 学年等及び休業日 

(学年等及び休業日) 

第5条 学年，学期，クォーター及び休業日については，金沢大学学則(以下「学則」という。)第36条及び

第37条の規定による。 

第3章 修業年限及び在学年限 

(修業年限) 

第6条 修士課程及び専門職学位課程（教職大学院）の標準修業年限は，2年とする。ただし，法学研究科

修士課程法学・政治学専攻について，大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第3条第3項の規定に

基づく1年以上2年未満の標準修業年限である履修制度(以下「短期(1年)在学型制度」という。)の標準

修業年限は，1年とする。 

2 博士課程の標準修業年限は，5年とする。(博士前期課程は2年とし，博士後期課程は3年とする。)ただ

し，人間社会環境研究科博士前期課程経済学専攻及び地域創造学専攻について，短期(1年)在学型制度の

標準修業年限は，1年とする。 

3 医学博士課程及び薬学博士課程の標準修業年限は，4年とする。 

4 専門職学位課程(法科大学院)の標準修業年限は，3年とする。 

(在学年限) 

第7条 修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程（教職大学院）には，4年を超えて在学することがで

きない。 

2 前項の規定にかかわらず，短期(1年)在学型制度においては，2年を超えて在学することができない。 

3 医学博士課程及び薬学博士課程には，8年を超えて在学することができない。 

4 博士後期課程及び専門職学位課程(法科大学院)には，6年を超えて在学することができない。 

第4章 入学 

(入学時期) 

第8条 入学の時期は，学則第41条の規定による。 

(入学資格) 

第9条 修士課程，博士前期課程及び専門職学位課程(法科大学院)に入学することのできる者は，次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者 
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(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が三年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたも

のにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者 

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院に入学した者であって，当該者を金沢大学

(以下「本学」という。)の研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認

めたもの 

(10) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者，我が国において，外国の大学における1

5年の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文

部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者，又は外国の学校が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であっ

て，本学の研究科において，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの 

(11) 本学の研究科において，個別の入学資格審査により，第1号に定める者と同等以上の学力があると

認めた者で，22歳に達したもの 

2 専門職学位課程（教職大学院）に入学することができる者は，前項各号のいずれかに該当し，かつ，教育

職員免許法（昭和24年法律第147号）に定める一種免許状を有する者とする。 

3 第1項の規定にかかわらず，学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者であって，本学の研

究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたものは，修士課程，博士前期課程又は専門職学位課程

に入学することができる。 

第10条 医学博士課程及び薬学博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 学校教育法第83条に定める大学(医学，歯学，薬学(修業年限が6年である課程に限る。(以下「6年

制」という。))又は獣医学の課程に限る。)を卒業した者 

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者(医学，歯学，薬学(6年制)又は

獣医学を履修した者に限る。) 

(3) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学に限

る。)を修了した者 
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(4) 我が国において，外国の大学における18年の課程(最終の課程が医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医

学に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，

文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者 

(5) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における18年の課程(最終の課程が医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が五年以上である課程（最終の課程が医学，歯学，薬

学又は獣医学に限る）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）によ

り，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学の大学院(医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学を

履修する博士課程に限る。)に入学した者であって，当該者を本学の研究科において，大学院における

教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学に限

る。)を修了した者，我が国において，外国の大学における16年の課程(最終の課程が医学，歯学，薬

学(6年制)又は獣医学に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了した者，又は外国の学校が行う通信

教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程

(最終の課程が医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学に限る。)を修了した者であって，本学の研究科に

おいて，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めたもの 

(10) 本学の研究科において，個別の入学資格審査により，第1号に定める者と同等以上の学力があると

認めた者で，24歳に達したもの 

2 前項の規定にかかわらず，学校教育法第83条に定める大学の医学，歯学，薬学(6年制)又は獣医学を履修

する課程に4年以上在学した者であって，本学の研究科が定める単位を優秀な成績で修得したと認めたも

のは，医学博士課程又は薬学博士課程に入学することができる。 

第11条 博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定する当該課程を修了し，修士の学位又は専門職

学位に相当する学位を授与された者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者 
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(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律

第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合

大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 本学の研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

(8) 外国の学校，第3号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基

準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者 

(入学の出願) 

第12条 本学大学院に入学を志願する者は，入学願書に別表第二に定める検定料及び別に定める書類を添え

て，願い出なければならない。 

(入学者の選抜) 

第13条 前条の入学を志願する者については，別に定めるところにより選抜を行う。 

2 法学研究科法務専攻の入学者の選抜に当たっては，入学者の適性を適確かつ客観的に評価し，法学研究科

法務専攻が別に定めるところにより，多様な知識又は経験を有する者を入学させるものとする。 

(入学手続及び入学許可) 

第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の期日までに，所定の書類を提出すると

ともに，別表第二に定める入学料を納付しなければならない。ただし，入学料の免除又は徴収猶予を受け

ようとする者は，入学料に代えてその免除又は徴収猶予の申請書を提出しなければならない。 

2 学長は，前項の入学手続を完了した者(入学料に関しては，その免除又は徴収猶予の申請書を受理された

者を含む。)に，入学を許可する。 

(再入学，転入学及び編入学) 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，選考の上，相当年次に入学を許可することがあ

る。 

(1) 本学大学院を退学した者(第41条に定める退学者を除く。)又は除籍された者で，再び同一の研究科

に再入学を志願するもの 

(2) 他の大学の大学院に在学している者で，本学大学院へ転入学を志願するもの 

(3) 他の大学の大学院を修了した者又は退学した者で，本学大学院へ編入学を志願するもの 

2 前項の規定により入学した者の在学年限は，その者が属する年次に対応する残余の標準修業年限の2倍の

年数を超えることができない。 

3 第12条，第13条第1項及び前条の規定は，第1項の規定により入学する場合に準用する。 

4 再入学，転入学及び編入学に関し必要な事項は，研究科において別に定める。 

(転研究科及び転専攻) 
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第16条 学生が本学大学院の他の研究科に転研究科を志願するときは，所定の出願書類に志望の研究科，専

攻及び志望の事由を記し，所属の研究科長を経て志望先の研究科長に願い出て，その許可を得なければな

らない。 

2 学生が所属研究科内の他の専攻に転専攻を志願するときは，当該研究科の定めるところにより，研究科長

の許可を得なければならない。 

3 前2項の規定による許可を得た学生の既に修得した授業科目の単位の認定及び在学期間の取扱いについて

は，別に定める。 

(再入学等の既に履修した授業科目等の取扱い) 

第17条 前2条の規定により，入学等を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い

については，研究科において決する。 

(宣誓) 

第18条 入学を許可された者は，別に定めるところにより，宣誓をしなければならない。 

第5章 教育方法等 

(教育課程の編成方針及び教育方法) 

第19条 研究科は，教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに，学位論文の作成等

に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 教育課程の編成に当たっては，研究科における専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させる

とともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう配慮するものとする。 

3 研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)の教育は，授業科目の授業及び研究指導によっ

て行うものとする。 

4 法学研究科法務専攻の教育は，その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うも

のとする。 

5 教職実践研究科の教育は，その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の授業によって行うものと

する。 

(博士課程教育リーディングプログラム) 

第19条の2 学生を産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くため，専門分野の枠を超えて博

士課程前期・後期一貫した，世界に通用する質の保証された学位プログラムとして博士課程教育リーディ

ングプログラムを開設する。 

2 博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(授業科目，単位数，履修方法等) 

第20条 授業科目の内容，単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は，研究科において別に定め

る。 

2 授業科目の単位の計算方法については，学則第50条の規定を準用する。この場合において，同条第2項

中「卒業論文，卒業研究等」とあるのは「学位論文，特定の課題についての研究の成果等」と，読み替え

るものとする。 

(授業の方法等) 

41



第21条 授業の方法については，学則第51条の規定を準用する。 

2 一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単

位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応じ，前条により準用する学則第50条第1項に規定す

る基準を考慮して，研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。 

3 授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

4 研究科は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

5 研究科は，学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保

するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うもの

とする。 

(単位の認定) 

第22条 授業科目を履修した者に対しては，試験又は研究報告等により単位を与える。 

2 試験等の成績は，「S」，「A」，「B」，「C」及び「不可」の評語をもって表し，S，A，B及びCを合格

とし，不可を不合格とする。ただし，授業科目又は履修形態等によっては，合格を「合」又は「認定」の

評語とすることがある。 

(教育方法の特例) 

第23条 教育上特別の必要があると認められる場合には，研究科は，夜間その他特定の時間又は時期におい

て授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

(他の研究科及び学域の授業科目の履修等) 

第23条の2 教育研究上有益と認められるときは，研究科は，学生に他の研究科及び学域における授業科目

を履修させることができる。 

2 前項の規定により修得した単位は，10単位を超えない範囲で，本学の研究科における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

(他の大学の大学院における授業科目の履修等) 

第24条 教育研究上有益と認められるときは，研究科は，他の大学の大学院と協議の上，学生に当該大学院

の授業科目を履修させることができる。 

2 前項の規定に基づき修得した単位は，前条第2項により本学の単位として認定する単位数と合わせて10

単位を超えない範囲で，本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

3 前項の規定にかかわらず，法学研究科法務専攻にあっては，第1項の規定により修得した他の大学の大学

院における授業科目の単位については，30単位を超えない範囲で，法学研究科法務専攻における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。ただし，93単位を超える単位の修得を修了の要件とす

る場合にあっては，その超える部分の単位に限り30単位を超えてみなすことができる。 

4 前3項の規定は，学生が，外国の大学の大学院に留学する場合，外国の大学の大学院が行う通信教育によ

る授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合

について準用する。 
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(休学期間中の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修) 

第24条の2 教育研究上有益と認められるときは，学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学の

大学院において学修した成果について，本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。 

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については，第23条の2第2項及び前条第2項に

より本学の単位として認定する単位数と合わせて10単位を超えないものとする。 

(他大学院等における研究指導) 

第25条 教育研究上有益と認められるときは，研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)

は，他の大学の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)と協議の上，学生に当該他大学院等に

おいて必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし，修士課程及び博士前期課程の学生に

ついて認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないものとする。 

2 前項の規定により学生が受けた研究指導は，本学の研究科で受けた研究指導とみなすことができる。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第26条 教育研究上有益と認められるときは，学生が本学大学院に入学する前に本学大学院，他の大学の大

学院又は外国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得

した単位を含む。)を，本学の研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については，転入学等の場合を除き，本学大学院に

おいて修得した単位以外のものについては，10単位を超えないものとする。 

3 前項の規定にかかわらず，法学研究科法務専攻にあっては，第1項の規定により修得したものとみなすこ

とができる単位数は，転入学等の場合を除き，当該研究科において修得した単位以外のものについては，

第24条第3項及び第4項の規定により当該研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて30単

位(第24条第3項ただし書の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第27条 学生(短期(1年)在学型制度に在学する学生を除く。)が職業を有している等の事情により，当該学

生に係る標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨

を申し出たときは，当該研究科の教授会等の議を経て，学長は，その計画的な履修を許可することがあ

る。 

2 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定める。 

第6章 課程の修了及び学位授与 

(修了要件) 

第28条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は，当該課程に2年以上在学し，30単位以上で研究科の定

める単位数を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課

題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れ

た業績を上げた者については，当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 
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2 博士前期課程の修了要件は，当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には，研究科の

定めるところにより，前項に規定する修士論文又は特定の研究課題についての研究の成果の審査及び最終

試験に合格することに代えて，研究科等が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができ

る。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であ

って当該前期課程において修得し，又は涵養すべきものについての試験 

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべ

きものについての審査 

3 博士後期課程の修了要件は，当該課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては，2年)以上在学

し，10単位以上で研究科の定める単位数を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及

び最終試験に合格することとする。 

4 前項の規定にかかわらず，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，次に掲げる年数

以上在学すれば足りるものとする。 

(1) 第1項本文の規定により修士課程及び博士前期課程を修了した者又は第11条(第1項を除く。)の規

定により本学大学院の入学資格に関し，修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力

があると認められた者にあっては，1年(標準修業年限1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した

者にあっては，3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上 

(2) 短期(1年)在学型制度を修了した者及び第1項ただし書の規定により，優れた業績を上げた者として

当該課程を修了した者にあっては，当該課程の在学期間を含めて3年以上 

5 医学博士課程の修了要件は，当該課程に4年以上在学し，30単位以上で研究科の定める単位数を修得

し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在

学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に3年以上在学すれば足りるものと

する。 

6 薬学博士課程の修了要件は，当該課程に4年以上在学し，34単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導

を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた

研究業績を上げた者については，当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。 

7 専門職学位課程(法科大学院)の課程の修了要件は，当該課程に3年以上在学し，93単位以上で研究科の定

める単位数を修得することとする。 

8 専門職学位課程（教職大学院）の課程の修了要件は，当該課程に2年以上在学し，46単位以上で研究科

の定める単位数を修得することとする。 

(法学研究科法務専攻における在学期間の短縮) 

第29条 法学研究科法務専攻(本条及び次条において「専攻」という。)は，第26条第1項の規定により専

攻に入学する前に修得した単位(第9条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を専攻

において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により専攻の教育課程の一部を履修したと認

めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で専攻が定める期

間在学したものとみなすことができる。 
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(法学研究科法務専攻における法学既修者の取扱い) 

第30条 専攻は，専攻において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」

という。)に関しては，第28条第7項に規定する在学期間については1年を超えない範囲で専攻が認める

期間在学し，同条に規定する単位については35単位を超えない範囲で専攻が認める単位を修得したもの

とみなすことができる。 

2 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は，前条の規定により在学

したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。 

3 第1項の規定により，法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は，第24条第3項

及び第26条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第24条第3項ただし書

の規定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。 

(学位授与) 

第31条 本学大学院の課程を修了した者には，その課程に応じ，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を

授与する。 

2 前項の学位の授与については，金沢大学学位規程(以下「学位規程」という。)の定めるところによる。 

(博士課程によらない学位の授与) 

第32条 前条に定めるもののほか，博士の学位は，博士課程を経ない者であっても，学位規程の定めるとこ

ろにより，学位を授与することがある。 

第7章 休学，復学，転学，留学，退学及び除籍 

(休学等) 

第33条 疾病又はその他の事由により，1月以上修学を中止しようとする者は，研究科長に届け出て，休学

することができる。 

2 前項に定める休学のほか，研究科長は，疾病のため修学に適しないと認められる者に対しては，学長の承

認を得て，休学を命じ，又は登学を停止させることができる。 

3 休学の期間は，休学の開始日から，その年次の各クォーター，各学期又は学年の終わりまでとする。ただ

し，前項の休学の期間は，この限りでない。 

4 休学期間は，在学年限に算入しない。 

5 休学期間は，通算して当該課程の標準修業年限を超えることができない。ただし，第2項の休学の期間

は，この限りではない。 

(復学) 

第34条 休学期間中に復学しようとする者(前条第2項により休学を命じられた者を除く。)は，事由を記

し，研究科長に届け出るものとする。 

2 復学の時期は，クォーター又は学期の始めとする。 

(転学) 

第35条 他の大学の大学院へ転学しようとする者(懲戒対象行為を行った者は除く。)は，所定の願書に志望

の大学，研究科，専攻及び志望の事由を記し，研究科長を経て，学長に届け出るものとする。 

(留学) 
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第36条 外国の大学の大学院で学修するため留学しようとする者は，研究科長を経由して，学長に届け出る

ものとする。 

2 前項の規定により留学した期間は，第28条に定める在学期間に含めることができる。 

(退学) 

第37条 退学しようとする者は，事由を記し，研究科長を経て，学長に届け出るものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，懲戒対象行為を行った者が当該処分の決定前に退学を届け出た場合等，特別の

事由がある場合については，別に定めるところにより，学長又は研究科長は当該届出を受理しないことが

ある。 

(除籍) 

第38条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，これを除籍する。 

(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者

であって，納付すべき入学料を納付しないもの 

(2) 所定の年限に達して，なお修了の認定を得られない者 

(3) 授業料納付の義務を怠り督促を受けてもなお納付しない者 

(4) 疾病その他の事故により，成業の見込がないと認められる者 

(教育研究会議等) 

第39条 研究科長は，第33条第2項及び前条の事項について，教育研究会議（ただし，新学術創成研究科

に関するものは新学術創成研究機構教員会議とする。以下同じ。）の長に諮り，実施するものとする。 

第8章 賞罰 

(表彰) 

第40条 本学大学院在学中に学業の成績，課外活動等の成績に優れた者に対して修了時に表彰を行うことが

ある。 

2 表彰については，別に定める。 

(懲戒) 

第41条 学生が本学の秩序を乱し，その他学生の本分に反した行為をなしたときは，学長は，教育研究会議

及び教育研究評議会の議を経て懲戒する。 

2 懲戒は，学長の命を受け，研究科長がこれを行う。 

3 懲戒は，退学，停学及び訓告とする。 

第9章 検定料，入学料及び授業料 

(検定料等) 

第42条 検定料，入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は，別表第二のとおりとする。 

2 検定料等の徴収等に関しては，学則第72条から第82条までの規定による。 

第10章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，外国人留学生及び特別研究学生 

(研究生等) 

第43条 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び外国人留学生については，学則第83条から第86条まで

の規定を準用する。この場合において，「学域」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。 
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(特別研究学生) 

第44条 他の大学の大学院の学生で，研究科(法学研究科法務専攻及び教職実践研究科を除く。)において研

究指導を受けようとするものがあるときは，当該大学院と協議の上，特別研究学生として研究指導を受け

ることを許可することがある。 

(検定料等) 

第45条 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料等の額は，別表第二のとおり

とする。 

2 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料及び入学料は，徴収しない。 

3 第1項の規定にかかわらず，特別聴講学生が，国立大学の大学院学生，単位互換協定に基づく公立若しく

は私立の大学の大学院学生，交流協定に基づく外国人留学生又は教育研究評議会の議を経て学長が特に必

要と認める大学院学生であるときは，授業料を徴収しない。 

4 第1項の規定にかかわらず，特別研究学生が，国立大学の大学院学生，特別研究学生交流協定に基づく公

立若しくは私立の大学の大学院学生又は交流協定に基づく外国人留学生であるときは，授業料を徴収しな

い。 

5 科目等履修生に係る検定料等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

第11章 教員組織 

(教員組織) 

第46条 本学大学院の授業及び研究指導は，各研究科を担当する教授が行う。ただし，必要があるときは，

准教授，講師又は助教が行うことができる。 

第12章 運営組織 

(運営組織) 

第47条 本学大学院の運営については，学則第27条から第31条の規定により，教育研究評議会，教育研究

会議及び研究科会議が審議する。 

第13章 共同大学院 

(共同大学院) 

第48条 本学，千葉大学及び長崎大学を構成大学とする先進予防医学共同専攻（医学博士課程）の教育及び

研究の実施について，本学は，千葉大学及び長崎大学と協力するものとする。 

2 本学及び北陸先端科学技術大学院大学を構成大学とする融合科学共同専攻（博士課程）の教育及び研究の

実施について，本学は，北陸先端科学技術大学院大学と協力するものとする。 

第14章 連合大学院 

(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科) 

第49条 大阪大学大学院に設置される，大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児

発達学研究科小児発達学専攻(博士課程)の教育及び研究の実施について，本学は，大阪大学，浜松医科大

学，千葉大学及び福井大学と協力するものとする。 

第15章 特別の課程 

(特別の課程) 
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第50条 研究科は，本学の学生以外の者を対象として，学校教育法第105条に規定する特別の課程を編成

し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

2 前項の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この学則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 第3条第1項の規定にかかわらず，旧金沢大学大学院規程による法学研究科法律学専攻及び公共システム

専攻，医学系研究科生理系専攻，病理系専攻，社会医学系専攻，内科系専攻，外科系専攻及び分子情報医

学系専攻並びに自然科学研究科機械科学専攻，生命・地球学専攻，環境基盤工学専攻，電子情報システム

専攻，物質構造科学専攻，機能開発科学専攻，地球環境科学専攻及び数理情報科学専攻は，平成16年3

月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 別表第一の規定にかかわらず，法学研究科，自然科学研究科及び法務研究科並びに合計欄の収容定員につ

いては，平成16年度及び平成17年度は，次の表のとおりとする。 

4 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額は，第41条第1項の規定にかかわらず，なお，従前の額とす

る。 

研究科名 専攻名 

平成16年度 平成17年度 

修士課程及び博

士前期課程 

博士後

期課程 

専門職学

位課程 

修士課程及び博

士前期課程 

博士後

期課程 

専門職学

位課程 

法学研究

科 

法律・政策学専攻 15     30     

従前の

専攻 

法律学専攻 15           

公共システム

専攻 

5           

計 35     30     

自然科学

研究科 

(博士前期

課程) 

数物科学専攻 121     112     

電子情報工学専攻 67     134     

機能機械科学専攻 51     102     

人間・機械科学専攻 40     80     

物質化学専攻 48     52     

物質工学専攻 100     106     

地球環境学専攻 19     38     

社会基盤工学専攻 48     96     

生物科学専攻 17     34     

生命薬学専攻 87     96     

医療薬学専攻 40     32     

従前の

専攻 

機械科学専攻 82           

生命・地球学

専攻 

39           

環境基盤工学

専攻 

48           

電子情報シス

テム専攻 

59           
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計 866     882     

自然科学

研究科 

(博士後期

課程) 

数物科学専攻   13     26   

電子情報科学専攻   15     30   

システム創成科学専攻   48     56   

物質科学専攻   17     34   

環境科学専攻   22     44   

生命科学専攻   70     80   

従前の

専攻 

物質構造科学

専攻 

  29     15   

機能開発科学

専攻 

  28     14   

地球環境科学

専攻 

  26     13   

数理情報科学

専攻 

  32     16   

計   300     328   

法務研究

科 

法務専攻     40     80 

              

合計 1,225 791 40 1,236 819 80 

附 則 
 

1 この学則は，平成17年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第一の規定にかかわらず，医学系研究科の収容定員並びに「修士課程及び博士前期課程」及

び「医学博士課程，後期3年博士課程及び博士後期課程」の合計欄の収容定員は，平成17年度から平成1

9年度までは，次の表のとおりとする。 

研究科

名 
専攻名 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 

修士課程及び

博士前期課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

修士課程及び

博士前期課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

修士課程及び

博士前期課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

医学系

研究科 

医科学

専攻 

15   30   30   

脳医科

学専攻 

  92   88   84 

がん医

科学専

攻 

  119   114   109 

循環医

科学専

攻 

  100   96   92 

環境医

科学専

攻 

  54   52   50 

保健学

専攻 

140 75 140 75 140 75 
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計 155 440 170 425 170 410 

              

合計 1,251 804 1,266 815 1,266 800 

3 平成10年度以前の入学者に係る授業料の額については，改正後の別表第二の規定にかかわらず，なお，

従前の例による。 

附 則 
 

この規則は，平成17年7月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成17年12月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 第2条第1項の規定にかかわらず，文学研究科，法学研究科，経済学研究科及び社会環境科学研究科は，

平成18年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，存続するものと

する。 

3 別表第一の規定にかかわらず，文学研究科，法学研究科，経済学研究科及び社会環境科学研究科の収容定

員は，平成18年度から平成20年度までは，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 

修士課程及

び博士前期

課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

修士課程及

び博士前期

課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

修士課程及

び博士前期

課程 

医学博士課程

及び博士後期

課程 

人間社会環境研

究科 

人間文化

専攻 

25   50   50   

社会シス

テム専攻 

18   36   36   

公共経営

政策専攻 

12   24   24   

人間社会

環境学専

攻 

  12   24   36 

従前

の研

究科 

文学研究

科 

哲学専攻 6           

史学専攻 7           

文学専攻 15           

法学研究

科 

法律・政

策学専攻 

15           

経済学研

究科 

経済学専

攻 

9           

社会環境

科学研究

科 

地域社会

環境学専

攻 

  12   6     
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国際社会

環境学専

攻 

  12   6     

合計 1,269 815 1,272 800 1,272 785 

附 則 
 

この学則は，平成19年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 別表第一の規定にかかわらず，教育学研究科及び合計欄の収容定員については，平成21年度は，次の表

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 平成21年度 

教育学研究科 教育実践高度化専攻 35 

従前の専攻 学校教育専攻 10 

国語教育専攻 4 

社会科教育専攻 4 

数学教育専攻 4 

理科教育専攻 4 

音楽教育専攻 3 

美術教育専攻 3 

保健体育専攻 5 

技術教育専攻 5 

家政教育専攻 5 

英語教育専攻 4 

障害児教育専攻 4 

大学院合計 1252 

附 則 
 

1 この学則は，平成22年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，自然科学研究科生命薬学専攻及び医療薬学専攻は，平成22

年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の第30条第1項の規定にかかわらず，平成22年3月31日に在学する者については，なお，従前

の例による。 

4 改正後の別表第一の規定にかかわらず，自然科学研究科生命薬学専攻，医療薬学専攻，医学系研究科創薬

科学専攻，法務研究科法務専攻及び合計欄の収容定員については，平成22年度及び平成23年度は，次の

表のとおりとする。 
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研究科名 専攻名 
平成22年度 平成23年度 

修士課程及び博士前期課程 専門職学位課程 専門職学位課程 

自然科学研究科 生命薬学専攻 48     

医療薬学専攻 16     

医学系研究科 創薬科学専攻 38     

法務研究科 法務専攻   105 90 

大学院合計 1206 105 90 

附 則 
 

この学則は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成24年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科人間文化専攻，社会システム専攻及び公

共経営政策専攻，自然科学研究科電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工学

専攻，地球環境学専攻，社会基盤工学専攻及び生物科学専攻並びに医学系研究科医科学専攻，脳医科学専

攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻，環境医科学専攻，創薬科学専攻及び保健学専攻は，平成24年3

月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科博士前期課程，自然科学研究科物質化学専

攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻(博士前期課程に限る)，環境デザイン専攻，自然システム学専攻，

電子情報工学専攻，機能機械科学専攻，人間・機械科学専攻，物質工学専攻，地球環境学専攻及び生物科

学専攻，医薬保健学総合研究科並びに医学系研究科の収容定員については，平成24年度から平成26年度

までは，次の表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

人間社会

環境研究

科 

(博士前

期課程) 

人文学専攻 23   46   46   

法学・政治学

専攻 

8   16   16   

経済学専攻 8   16   16   

地域創造学専

攻 

8   16   16   

国際学専攻 8   16   16   

従前

の専

攻 

人間文化

専攻 

25           

社会シス

テム専攻 

18           

公共経営

政策専攻 

12           

物質化学専攻 57   114   114   
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自然科学

研究科 

(博士前

期課程) 

機械科学専攻 90   180   180   

電子情報科学

専攻 

67   134   134   

環境デザイン

学専攻 

40   80   80   

自然システム

学専攻 

67   134   134   

従前

の専

攻 

電子情報

工学専攻 

67           

機能機械

科学専攻 

51           

人間・機

械科学専

攻 

40           

物質化学

専攻 

26           

物質工学

専攻 

53           

地球環境

学専攻 

19           

社会基盤

工学専攻 

48           

生物科学

専攻 

17           

自然科学

研究科 

(博士後

期課程) 

環境科学専攻   65   64   63 

生命科学専攻   76   62   48 

医薬保健

学総合研

究科 

医科学専攻 15   30   30   

脳医科学専攻   16   32   48 

がん医科学専

攻 

  26   52   78 

循環医科学専

攻 

  20   40   60 

環境医科学専

攻 

  14   28   42 

薬学専攻   4   8   12 

創薬科学専攻 38 11 76 22 76 33 

保健学専攻 70 25 140 50 140 75 

従前

の研

究科 

医

学

系 

研

究

科 

従前

の専

攻 

医科学専

攻 

15           

脳医科学

専攻 

  60   40   20 

がん医科

学専攻 

  78   52   26 

循環医科

学専攻 

  66   44   22 
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環境医科

学専攻 

  36   24   12 

創薬科学

専攻 

38           

保健学専

攻 

70 50   25     

              

大学院合計 1,180 781 1,180 777 1,180 773 

附 則 
 

この学則は，平成25年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成26年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，自然科学研究科システム創成科学専攻，物質科学専攻，環境

科学専攻及び生命科学専攻は，平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる

までの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，自然科学研究科(博士後期課程に限る。)の収容定員については，

平成26年度から平成28年度までは，次の表のとおりとする。 

研究科

名 
専攻名 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課程，

薬学博士課程及

び博士後期課程 

自然科

学研究

科 

(博士

後期課

程) 

数物科学専攻   41   43   45 

物質化学専攻   14   28   42 

機械科学専攻   25   50   75 

電子情報科学

専攻 

  48   51   54 

環境デザイン

学専攻 

  10   20   30 

自然システム

学専攻 

  21   42   63 

従前

の専

攻 

システ

ム創成

科学専

攻 

  42   21     

物質科

学専攻 

  34   17     

環境科

学専攻 

  42   21     

生命科

学専攻 

  32   16     

附 則 
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1 この学則は，平成27年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第一の規定にかかわらず，法務研究科の合計欄の収容定員については，平成27年度及び平

成28年度は，次の表のとおりとする。 

 研究科名 専攻名 平成27年度 平成28年度 

専門職学位課程 専門職学位課程 

法務研究科 法務専攻 65 55 

附 則 
 

1 この学則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，教育学研究科教育実践高度化専攻並びに医薬保健学総合研究

科脳医科学専攻，がん医科学専攻，循環医科学専攻及び環境医科学専攻は平成28年3月31日に当該研究

科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，教育学研究科，医薬保健学総合研究科（医学博士課程に限

る。），先進予防医学研究科及び教職実践研究科の収容定員については，平成28年度から平成30年度ま

では，次の表のとおりとする。 

研究科

名 
専攻名 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

修士課

程及び

博士前

期課程 

医学博士課

程，薬学博士

課程及び博士

後期課程 

専門

職学

位課

程 

修士課

程及び

博士前

期課程 

医学博士課

程，薬学博士

課程及び博士

後期課程 

専門

職学

位課

程 

修士課

程及び

博士前

期課程 

医学博士課

程，薬学博士

課程及び博士

後期課程 

専門

職学

位課

程 

教育学

研究科 

教育実践

高度化専

攻 

35                 

医薬保

健学総

合研究

科 

医学専攻   64     128     192   

従

前

の

専

攻 

脳医

科学

専攻 

  48     32     16   

がん

医科

学専

攻 

  78     52     26   

循環

医科

学専

攻 

  60     40     20   

環境

医科

学専

攻 

  42     28     14   

先進予

防医学

研究科 

先進予防

医学共同

専攻 

  12     24     36   
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教職実

践研究

科 

（専門

職学位

課程） 

教職実践

高度化専

攻 
    15     30     30 

合計 35 304 15 0 304 30 0 304 30 

4 平成28年3月31日に在学する者については，第34条第1項を除き，なお，従前の例による。 

附 則 
 

この学則は，平成28年8月9日から施行する。 

附 則 
 

この学則は，平成29年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この学則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科及び新学術創成研究科の収容定員について

は，平成30年度は，次の表のとおりとする。 

研究科名  専攻名 

平成30年度 

修士課程及び博士前

期課程 

医学博士課程，薬学博士課程及び博士

後期課程 

専門職学位

課程 

人間社会環境研

究科 

経済学専攻 14     

地域創造学専

攻 
22     

国際学専攻 18     

新学術創成研究

科 

融合科学共同

専攻 
14     

大学院合計 1,130 773 75 

附 則 
 

この学則は，平成31年4月1日から施行する。 

   附 則 

1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻は，令和2年3月31

日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻，法学研究科法学・政治学

専攻及び新学術創成研究科の収容定員については，令和2年度から令和3年度までは，次の表のとおりと

する。 
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別表第一 

入学定員及び収容定員 

研究科名 専攻名 

修士課程及び博

士前期課程 

医学博士課程，薬学博士課程及

び博士後期課程 
専門職学位課程 

入学定

員 

収容定

員 
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

人間社会環境研究

科 

人文学専攻 23 46 

経済学専攻 6 12 

地域創造学専

攻 

14 28 

国際学専攻 10 20 

人間社会環境

学専攻 

12 36 

計 53 106 12 36 

自然科学研究科 数物科学専攻 56 112 15 45 

物質化学専攻 57 114 14 42 

機械科学専攻 90 180 25 75 

電子情報科学

専攻 

67 134 18 54 

環境デザイン

学専攻 

40 80 10 30 

自然システム

学専攻 

67 134 21 63 

計 377 754 103 309 

医薬保健学総合研

究科 

医科学専攻 15 30 

医学専攻 64 256 

研究科名 専攻名 

令和2年度 令和3年度 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

人間社会環境研究科 

従
前
の
専
攻

法学・政治学

専攻 
8 

法学研究科 法学・政治学専攻 8 16

新学術創成研究科 
融合科学共同専攻 28 14 28 28 

ナノ生命科学専攻 6 6 12 12 

大学院合計 1,156 793 75 1,162 813 75 
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薬学専攻     4 16     

創薬科学専攻 38 76 11 33     

保健学専攻 70 140 25 75     

計 123 246 104 380     

先進予防医学研究

科 

先進予防医学

共同専攻     12 48     

計     12 48     

新学術創成研究科 融合科学共同

専攻 
14 28 14 42     

ナノ生命科学

専攻 
6 12 6 18   

計 20 40 20 60     

法学研究科 法学・政治学

専攻 

8 16     
  

法務専攻     15 45 

計 8 16     15 45 

教職実践研究科 教職実践高度

化専攻 
        15 30 

計         15 30 

合計 581 1,162 251 833 30 75 

別表第二 

検定料等の額 

区分 検定料 入学料 授業料 

大学院 30,000円 282,000円 年額 535,800円 

法科大学院 30,000円 282,000円 年額 804,000円 

研究生 9,800円 84,600円 月額 29,700円 

科目等履修生 9,800円 28,200円 1単位 14,800円 

特別聴講学生     1単位 14,800円 

特別研究学生     月額 29,700円 
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【金沢大学学則（案）】 
 

（1）変更事由 

  令和 2 年 4 月 1 日付けで，新たに新学術創成研究科融合科学共同専攻博士後期課程を設置し，また，

既設の同専攻修士課程を博士前期課程に改めることに伴い，所要の改正を行う。 

 

（2）変更点 

第 6 条第 2 項 

・「新学術創成研究科（修士課程）融合科学共同専攻」を削る。 

・新学術創成研究科に「（前期 2 年の博士課程）融合科学共同専攻」及び「（後期 3 年の博士課程）

融合科学共同専攻」を加える。 

 

（3）施行日 

  令和 2 年 4 月 1 日 
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【金沢大学大学院学則（案）】 
 

（1）変更事由 

  令和 2 年 4 月 1 日付けで，新たに新学術創成研究科融合科学共同専攻博士後期課程を設置し，また，

既設の同専攻修士課程を博士前期課程に改めることに伴い，所要の改正を行う。 

 

（2）変更点 

  第 3 条第 1 項表中 

・新学術創成研究科の専攻名の「融合科学共同専攻」及び課程の別の「修士課程」を削る。 

・新学術創成研究科の課程の別の博士課程（前期 2 年）及び博士課程（後期 3 年）の専攻名に「融

合科学共同専攻」を加える。 

  第 3 条第 2 項 

   ・5 年の博士課程に「新学術創成研究科」を加える。 

  附則 

   ・新学術創成研究科（博士課程）融合科学共同専攻の完成年度前までの経過措置を加える。 

別表第一 

・新学術創成研究科融合科学共同専攻の「医学博士課程，薬学博士課程及び博士後期課程」の欄

に入学定員 14 名及び収容定員 42 名を加える。 

・新学術創成研究科の「医学博士課程，薬学博士課程及び博士後期課程」の欄の入学定員を 6 名

から 20 名に，収容定員を 18 名から 60 名に改める。 

   ・合計の「医学博士課程，薬学博士課程及び博士後期課程」の欄の入学定員を 237 名から 251

名に，収容定員を 791 名から 833 名に改める。 

 

（3）施行日 

  令和 2 年 4 月 1 日 
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金沢大学学則（平成16年規則第2号）新旧対照表 

新 旧 

第1条から第5条まで (略) 第1条から第5条まで (略) 

(大学院) 

第6条 (略) 

(大学院) 

第6条 (略) 

2 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。 2 大学院に，次に掲げる研究科及び専攻を置く。 

人間社会環境研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    人間社会環境学専攻 

自然科学研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザ

イン学専攻，自然システム学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザ

イン学専攻，自然システム学専攻 

医薬保健学総合研究科 

  (修士課程) 

    医科学専攻 

  (博士課程) 

    医学専攻，薬学専攻 

  (前期2年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

先進予防医学研究科 

人間社会環境研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    人間社会環境学専攻 

自然科学研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザ

イン学専攻，自然システム学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子情報科学専攻，環境デザ

イン学専攻，自然システム学専攻 

医薬保健学総合研究科 

  (修士課程) 

    医科学専攻 

  (博士課程) 

    医学専攻，薬学専攻 

  (前期2年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    創薬科学専攻，保健学専攻 

先進予防医学研究科 
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  （博士課程） 

    先進予防医学共同専攻 

新学術創成研究科 

  (前期2年の博士課程) 

    融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

  (後期3年の博士課程) 

    融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 

  

   

法学研究科 

  (修士課程) 

    法学・政治学専攻 

  (専門職学位課程) 

    法務専攻 

教職実践研究科 

  （専門職学位課程） 

    教職実践高度化専攻 
 

  （博士課程） 

    先進予防医学共同専攻 

新学術創成研究科 

  (修士課程) 

    融合科学共同専攻 

 (前期2年の博士課程) 

  ナノ生命科学専攻 

 (後期3年の博士課程) 

  ナノ生命科学専攻 

法学研究科 

  (修士課程) 

   法学・政治学専攻 

 (専門職学位課程) 

    法務専攻 

教職実践研究科 

  （専門職学位課程） 

    教職実践高度化専攻 
 

3 (略) 3 (略) 

第6条の2から第90条まで (略) 第6条の2から第90条まで (略) 

附 則 (略) 附 則 (略) 

別表第一から三 (略) 別表第一から三 (略) 
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金沢大学大学院学則（平成16年規則第3号）新旧対照表 

新 旧 

第1条から第2条まで (略) 第1条から第2条まで (略) 

(研究科の専攻及び課程) 

第3条 研究科に置く専攻及びその課程の別は，次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人間社会環

境研究科 

人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学

専攻 

博士課程(前期2

年) 

人間社会環境学専攻 博士課程(後期3

年) 

自然科学研

究科 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子

情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然システム

学専攻 

博士課程(前期2

年) 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子

情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然システム

学専攻 

博士課程(後期3

年) 

医薬保健学

総合研究科 

医科学専攻 修士課程 

医学専攻，薬学専攻 博士課程 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(前期2

年) 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(後期3

年) 

先進予防医

学研究科 

先進予防医学共同専攻 博士課程 

新学術創成

研究科 

融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 博士課程(前期2

年) 

融合科学共同専攻，ナノ生命科学専攻 博士課程(後期3

年) 

(研究科の専攻及び課程) 

第3条 研究科に置く専攻及びその課程の別は，次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人間社会環

境研究科 

人文学専攻，経済学専攻，地域創造学専攻，国際学

専攻 

博士課程(前期2

年) 

人間社会環境学専攻 博士課程(後期3

年) 

自然科学研

究科 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子

情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然システム

学専攻 

博士課程(前期2

年) 

数物科学専攻，物質化学専攻，機械科学専攻，電子

情報科学専攻，環境デザイン学専攻，自然システム

学専攻 

博士課程(後期3

年) 

医薬保健学

総合研究科 

医科学専攻 修士課程 

医学専攻，薬学専攻 博士課程 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(前期2

年) 

創薬科学専攻，保健学専攻 博士課程(後期3

年) 

先進予防医

学研究科 

先進予防医学共同専攻 博士課程 

新学術創成

研究科 

融合科学共同専攻 修士課程 

ナノ生命科学専攻 博士課程(前期2

年) 

ナノ生命科学専攻 博士課程(後期3

年) 
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法学研究科 法学・政治学専攻 修士課程 

法務専攻 
専門職学位課程

(法科大学院) 

教職実践研

究科 

教職実践高度化専攻 専門職学位課程

（教職大学院） 
 

法学研究科 法学・政治学専攻 修士課程 

法務専攻 
専門職学位課程

(法科大学院) 

教職実践研

究科 

教職実践高度化専攻 専門職学位課程

（教職大学院） 
 

2 医薬保健学総合研究科医学専攻及び先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻

は，医学を履修する4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。)，医薬保健

学総合研究科薬学専攻は，薬学を履修する4年の博士課程(以下「薬学博士課程」

という。)とし，医薬保健学総合研究科の創薬科学専攻及び保健学専攻，人間社会

環境研究科，自然科学研究科並びに新学術創成研究科は，5年の博士課程とし，前

期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後

期課程」という。)に区分する。 

2 医薬保健学総合研究科医学専攻及び先進予防医学研究科先進予防医学共同専攻

は，医学を履修する4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。)，医薬保健

学総合研究科薬学専攻は，薬学を履修する4年の博士課程(以下「薬学博士課程」

という。)とし，医薬保健学総合研究科の創薬科学専攻及び保健学専攻，人間社会

環境研究科並びに自然科学研究科は，5年の博士課程とし，前期2年の課程(以下

「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)

に区分する。 

3・4 (略) 3・4 (略) 

 第4条から第47条まで (略) 第4条から第47条まで (略) 

第48条 （略） 第48条 （略） 

2 本学及び北陸先端科学技術大学院大学を構成大学とする融合科学共同専攻（博士

課程）の教育及び研究の実施について，本学は，北陸先端科学技術大学院大学と

協力するものとする。 

2 本学及び北陸先端科学技術大学院大学を構成大学とする融合科学共同専攻（修士

課程）の教育及び研究の実施について，本学は，北陸先端科学技術大学院大学と

協力するものとする。 

第49条から第50条まで (略) 第49条から第50条まで (略) 

附 則 (略) 附 則 (略) 

附 則    附 則 

1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科教法学・政治学専

攻は，令和2年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくな

るまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻，法

学研究科法学・政治学専攻及び新学術創成研究科の収容定員については，令和2年

度から令和3年度までは，次の表のとおりとする。 

1 この学則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず，人間社会環境研究科教法学・政治学専

攻は，令和2年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくな

るまでの間，存続するものとする。 

3 改正後の別表第一の規定にかかわらず，人間社会環境研究科法学・政治学専攻，法

学研究科法学・政治学専攻及び新学術創成研究科ナノ生命科学専攻の収容定員につ

いては，令和2年度から令和3年度までは，次の表のとおりとする。 
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研究科名  専攻名 

令和2年度 令和3年度 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

人間社会

環境研究

科 

従
前
の
専
攻 

法学・政治

学専攻 
8      

法学研究

科 

法学・政治学

専攻 
8   16   

新学術創

成研究科 

融合科学共同

専攻 
28 14  28 28  

ナノ生命科学

専攻 
6 6  12 12  

大学院合計 1,156 793 75 1,162 813 75 

 

研究科名  専攻名 

令和2年度 令和3年度 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

修士課程

及び博士

前期課程 

医学博士課

程，薬学博

士課程及び

博士後期課

程 

専門職

学位課

程 

人間社会

環境研究

科 

従
前
の
専
攻 

法学・政治

学専攻 
8      

法学研究

科 

法学・政治学

専攻 
8   16   

新学術創

成研究科 

ナノ生命科学

専攻 
6 6  12 12  

大学院合計 1,156 779 75 1,162 785 75 

 別表第一 別表第一 
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研究科名 専攻名 

修士課程及び博

士前期課程 

医学博士課程，薬学博士課

程及び博士後期課程 

専門職学位

課程 

入学定

員 

収容定

員 
入学定員 収容定員 

入学 

定員 

収容

定員 

人間社会環境

研究科 

人文学専攻 23 46         

経済学専攻 6 12         

地域創造学専

攻 

14 28         

国際学専攻 10 20         

人間社会環境

学専攻 

    12 36     

計 53 106 12 36     

自然科学研究

科 

数物科学専攻 56 112 15 45     

物質化学専攻 57 114 14 42     

機械科学専攻 90 180 25 75     

電子情報科学

専攻 

67 134 18 54     

環境デザイン

学専攻 

40 80 10 30     

自然システム

学専攻 

67 134 21 63     

計 377 754 103 309     

医薬保健学総

合研究科 

医科学専攻 15 30         

医学専攻     64 256     

薬学専攻     4 16     

創薬科学専攻 38 76 11 33     

保健学専攻 70 140 25 75     

計 123 246 104 380     

研究科名 専攻名 

修士課程及び博

士前期課程 

医学博士課程，薬学博士課

程及び博士後期課程 

専門職学位

課程 

入学定

員 

収容定

員 
入学定員 収容定員 

入学 

定員 

収容

定員 

人間社会環境

研究科 

人文学専攻 23 46         

経済学専攻 6 12         

地域創造学専

攻 

14 28         

国際学専攻 10 20         

人間社会環境

学専攻 

    12 36     

計 53 106 12 36     

自然科学研究

科 

数物科学専攻 56 112 15 45     

物質化学専攻 57 114 14 42     

機械科学専攻 90 180 25 75     

電子情報科学

専攻 

67 134 18 54     

環境デザイン

学専攻 

40 80 10 30     

自然システム

学専攻 

67 134 21 63     

計 377 754 103 309     

医薬保健学総

合研究科 

医科学専攻 15 30         

医学専攻     64 256     

薬学専攻     4 16     

創薬科学専攻 38 76 11 33     

保健学専攻 70 140 25 75     

計 123 246 104 380     
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先進予防医学

研究科 

先進予防医学

共同専攻     12 48     

計     12 48     

新学術創成研

究科 

融合科学共同

専攻 
14 28 14 42     

ナノ生命科学

専攻 
6 12 6 18   

計 20 40 20 60     

法学研究科 法学・政治学

専攻 

8 16     
  

法務専攻     15 45 

計 8 16     15 45 

教職実践研究

科 

教職実践高度

化専攻 
        15 30 

計         15 30 

合計 581 1,162 251 833 30 75 
 

先進予防医学

研究科 

先進予防医学

共同専攻     12 48     

計     12 48     

新学術創成研

究科 

融合科学共同

専攻 
14 28         

ナノ生命科学

専攻 
6 12 6 18   

計 20 40 6 18     

法学研究科 法学・政治学

専攻 

8 16     
  

法務専攻     15 45 

計 8 16     15 45 

教職実践研究

科 

教職実践高度

化専攻 
        15 30 

計         15 30 

合計 581 1,162 237 791 30 75 
 

 別表第二 (略)  別表第二 (略) 
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○金沢大学教育研究会議規程（案）

平成20年4月1日 

規程第1089号 

(趣旨) 

第1条 この規程は，金沢大学学則(以下「学則」という。)第34条の規定に基づき，教育研究会議(以

下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

(組織) 

第2条 会議は，別表に掲げる各研究域に所属する教授をもって組織する。 

2 会議には，当該研究域に所属する准教授，講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び助教並びに

常勤の特任教員を加えることができる。 

3 医薬保健系教育研究会議には，附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)，附属病院に所属する

教授，准教授，講師及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。 

(審議事項) 

第3条 会議は，学則第30条第1項に基づき，次の事項について審議し，学長又は研究域長に意見を

述べるものとする。 

(1) 研究域長の候補者の選考に関する事項

(2) 教授，准教授，講師，助教及び助手(以下「教員」という。)の人事及び選考に関する事項

(3) 中期目標・中期計画及び年度計画(法人の経営に関するものを除く。)に関する事項

(4) 規程(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育及び研究に係る重要な規則の制定又は改

廃に関する事項 

(5) 教育及び研究に係る予算の執行に関する事項

(6) 教育課程の編成に関する事項

(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項

(8) 学生の入学，卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(10) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項

(11) 医薬保健系教育研究会議においては，附属病院長の候補者の選考に関する事項

(12) その他学域，研究科及び研究域の教育及び研究に関する重要事項

(議長) 

第4条 会議に議長を置き，研究域長をもって充てる。 

2 議長は，会議を主宰する。 

3 議長に事故又は特別な事由があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長の職務を行う。 

(議事及び議決) 

第5条 会議は，構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ，議事を開き，議

決することができない。ただし，特別の必要があると認められるときは，3分の2以上の出席を必要

とすることができる。 
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2 議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

ただし，特別の必要があると認められるときは，3分の2以上の多数をもって議決することができ

る。 

(構成員以外の者の出席) 

第6条 会議は，必要があると認めたときは，構成員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くことがで

きる。 

(代議員会) 

第7条 会議に，第3条第2号から第12号に掲げる事項を審議するため，教育研究会議代議員会(以下

「代議員会」という。)を置く。 

2 代議員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 研究域長 

(2) 各学類長 

(3) 各研究科長 

(4) 各系長 

(5) その他会議が必要と認めた者 

3 会議は，代議員会の議決をもって，会議の議決とすることができる。 

4 第4条，第5条及び第6条の規定は，代議員会に準用する。 

(学類会議) 

第8条 会議の下に，会議が付託した事項その他学類に関する事項について審議するため，別表に掲げ

る学類にそれぞれ学類会議を置く。 

2 学類会議に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究科会議) 

第9条 会議の下に，会議が付託した事項その他研究科に関する事項について審議するため，別表に掲

げる研究科にそれぞれ研究科会議を置く。 

2 研究科会議に関し必要な事項は，別に定める。 

(系会議) 

第10条 会議の下に，会議が付託した事項その他系に関する事項について審議するため，別表に掲げ

る系にそれぞれ系会議を置く。 

2 系会議に関し必要な事項は，別に定める。 

(学類会議，研究科会議及び系会議の議決) 

第11条 会議は，次に掲げる事項を除き，学類会議，研究科会議及び系会議の議決をもって，会議の

議決とすることができる。 

(1) 学士課程の入学者選抜に関する事項 

(2) 学生の懲戒に関する事項 

(3) 教員の人事に関する事項 

(4) その他会議が必要と認めた事項 
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2 議決は，電子的書面によりできるものとする。 

3 学類会議，研究科会議及び系会議は，会議から付託された事項，その他当該学類，研究科及び系に

関する重要事項についての議決結果を，会議に報告するものとする。 

(委員会) 

第12条 会議の下に，専門的事項を審議するため，委員会を置くことができる。 

2 委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

(事務) 

第13条 会議に関する事務は，人間社会系教育研究会議は人間社会系事務部，理工系教育研究会議は

理工系事務部，医薬保健系教育研究会議は医薬保健系事務部において処理する。 

(雑則) 

第14条 この規程に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成21年11月20日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成27年11月20日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成30年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，令和2年4月1日から施行する。 
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別表 

人間社会系教育研究会

議 

学域・学類名 研究科名 研究域・系名 

人間社会学域 人間社会環境研究科 人間社会研究域 

 人文学類 法学研究科  人間科学系 

 法学類 教職実践研究科  歴史言語文化学系 

 経済学類    法学系 

 学校教育学類    経済学経営学系 

 地域創造学類    学校教育系 

 国際学類     

理工系教育研究会議 理工学域 自然科学研究科 理工研究域 

 数物科学類  数物科学系 

 物質化学類  物質化学系 

 機械工学類  機械工学系 

 フロンティア工学類  フロンティア工学系 

 電子情報通信学類  電子情報通信学系 

 地球社会基盤学類  地球社会基盤学系 

 生命理工学類  生命理工学系 

医薬保健系教育研究会

議 

医薬保健学域 医薬保健学総合研究科 医薬保健研究域 

 医学類 先進予防医学研究科  医学系 

 薬学類  薬学系 

 創薬科学類  保健学系 

 保健学類   
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○金沢大学研究科会議規程 

平成20年4月1日 

規程第1114号 

(趣旨) 

第1条 この規程は，金沢大学学則第34条，金沢大学教育研究会議規程第9条第2項及び金沢大学新

学術創成研究機構規程第15条の2第5項の規定に基づき，研究科会議(以下「会議」という。)の組

織及び運営等に関し必要な事項を定める。 

(組織) 

第2条 会議は，当該研究科を担当する教授をもって組織する。 

2 会議には，当該研究科を担当する准教授，講師(常時勤務の者に限る。)及び助教並びに常勤の特任

教員を加えることができる。 

3 医薬保健学総合研究科会議には，附属病院長(第1項に該当しない者に限る。)を加えることができ

る。 

(審議事項) 

第3条 会議は，教育研究会議又は新学術創成研究機構教員会議から付託された当該研究科に係る次の

事項について審議する。 

(1) 中期目標・中期計画及び年度計画に関する事項 

(2) 規程その他の教育に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 

(3) 教育に係る予算の執行に関する事項 

(4) 教育課程の編成に関する事項 

(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言，指導その他の援助に関する事項 

(6) 学生の入学又は課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 

(7) 教育の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(8) 授業の内容及び方法の改善を図るための研修及び研究の実施に関する事項 

(9) その他教育に関する重要事項 

2 会議は，前項に定めるほか，次の事項について審議する。 

(1) 研究科長の候補者の選考に関する事項 

(2) その他当該研究科に関する重要事項 

(議長) 

第4条 会議に議長を置き，当該研究科長をもって充てる。 

2 議長は，会議を主宰する。 

3 議長に事故又は特別な事由があるときは，議長があらかじめ指名する者が，議長の職務を行う。 

(議事及び議決) 

第5条 会議は，構成員の過半数が出席しなければ，議事を開き，議決することができない。ただし，

特別の必要があると認められるときは，3分の2以上の出席を必要とすることができる。 

72



2 議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

ただし，特別の必要があると認められるときは，3分の2以上の多数をもって議決することができ

る。 

3 構成員に関し必要な事項は，別に定める。 

(付託及び専決) 

第6条 会議は，第3条に定める審議事項のうち，別に定める事項を除き，その議長に付託することが

できる。 

2 議長は，会議から付託された事項については，専決することができる。 

(構成員以外の者の出席) 

第7条 会議は，必要があると認めたときは，構成員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くことがで

きる。 

(代議員会) 

第8条 会議に，特定の事項を審議するため，研究科会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置く

ことができる。 

2 会議は，代議員会の議決をもって，会議の議決とすることができる。 

3 代議員会に関し必要な事項は，別に定める。 

(博士前期(後期)課程会議等) 

第9条 会議の下に，特定の事項を審議するため，博士前期(後期)課程(修士課程及び博士課程を含

む。)会議等(以下「博士前期(後期)課程会議等」という。)を置くことができる。 

2 博士前期(後期)課程会議等に関し必要な事項は，別に定める。 

(専攻会議) 

第10条 会議の下に，特定の事項を審議するため，研究科専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置

くことができる。 

2 専攻会議に関し必要な事項は，別に定める。 

(博士前期(後期)課程会議等及び専攻会議の議決) 

第11条 会議は，別に定める事項を除き，博士前期(後期)課程会議等又は専攻会議の議決をもって，

会議の議決とすることができる。 

2 前項の議決は，電子的書面によりできるものとする。 

3 博士前期(後期)課程会議等及び専攻会議は，会議から付託された事項，その他当該博士前期(後期)

課程及び専攻の管理運営に関する重要事項についての議決結果を，会議に報告するものとする。 

(委員会) 

第12条 会議の下に，専門的事項を審議するため，委員会を置くことができる。 

2 委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

(雑則) 

第13条 この規程に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，別に定める。 
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附 則 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成21年11月20日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成27年11月20日から施行する。 

附 則 
 

この規程は，平成30年4月1日から施行する。 
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○金沢大学大学院新学術創成研究科規程（案） 

平成30年3月30日 

規程第2903号 

(趣旨) 

第1条 金沢大学大学院新学術創成研究科（以下「研究科」という。）に関する事項については，金沢

大学大学院学則（以下，「大学院学則」という。）及び金沢大学学位規程に定めるもののほか，こ

の規程の定めるところによる。 

(研究科の課程及び専攻) 

第2条 研究科に博士前期課程及び博士後期課程を置く。 

2 前項の課程に置く専攻は，融合科学共同専攻及びナノ生命科学専攻とする。 

3 融合科学共同専攻は，金沢大学（以下「本学」という。）及び北陸先端科学技術大学院大学（以下

「構成大学」という。）による共同教育課程とする。 

(研究科の教育研究上の目的) 

第3条 研究科においては，⾰新的かつ新しい学問分野・学問領域の創成につながる領域融合的な研究

による成果を基盤に⼤学院教育を実施し，学際性・総合性・国際性を有する研究者や産業⼈等を育

成することを目的とする。 

2 融合科学共同専攻博士前期課程においては，グローバル社会のニーズや動向を察知し，様々な科学

的知見と先端科学技術を基に，科学技術イノベーションに協奏的・共創的に貢献できる人材を育成

することを目的とする。 

3 ナノ生命科学専攻博士前期課程においては，あくなき探求心と人・科学・社会に貢献する高い志を

持ち，世界最先端のナノ動態計測・制御の知識と生命・物質科学分野の知見や感性を併せ持ち，未

踏ナノ領域に向かう研究の素養を身につけた人材を育成することを目的とする。 

4 融合科学共同専攻博士後期課程においては，グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発

想と卓越した研究力を基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材

を育成することを目的とする。 

5 ナノ生命科学専攻博士後期課程においては，あくなき探求心と人・科学・社会に貢献する高い志を

持ち，世界最先端のナノ動態計測・制御を生命・物質科学分野に展開し，未踏ナノ領域を切り拓く

研究人材を育成することを目的とする。 

6 研究科は，第2項及び第4項の目的を達成するため，大学院設置基準（昭和49年文部省令第28

号）第31条第2項に基づき設置する融合科学共同専攻連絡協議会の協議を踏まえ，構成大学と協力

し，共同教育課程を実施するものとする。 

(研究科長) 

第4条 研究科長は，研究科を担当する専任の教授（常勤の特任教授を含む。第6条の2において同

じ。）をもって充てる。 

2 研究科長の任期は2年とし，再任を妨げない。 

3 研究科長が欠けたときの補欠の研究科長の任期は，前任者の残任期間とする。 
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4 研究科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

(副研究科長) 

第5条 研究科に副研究科長を置く。 

2 副研究科長は，研究科長を補佐する。 

3 副研究科長は，研究科長が選考する。 

4 副研究科長に関し必要な事項は，別に定める。 

(研究科会議) 

第6条 研究科会議は，金沢大学研究科会議規程第3条に係る事項について審議する。 

(専攻長) 

第6条の2 研究科の各専攻に専攻長を置き，当該専攻を担当する教授をもって充てる。 

2 専攻長に関し必要な事項は，別に定める。 

(入学者の選考) 

第7条 入学者の選考は，研究科が別に定める試験の成績及び入学志願者から提出される書類等を審査

して合格又は不合格を判定する。 

2 前項の選考に関する事項は，別に定める。 

(入学の時期) 

第8条 入学の時期は，学年の始めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生

を入学させることができる。 

(教育方法) 

第9条 研究科の教育は，授業科目の履修及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい

う。）により行う。 

2 研究科において教育上特別の必要があると認めるときは，夜間その他特定の時間又は時期において

授業又は研究指導を行うことができる。 

(指導教員) 

第10条 研究科会議は，学生ごとに研究指導の内容を定め，研究指導を担当する教員（以下，「指導

教員」という。）を指定する。 

2 融合科学共同専攻博士前期課程の研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は，融合

科学共同専攻を担当する教員とし，学生1人に対し，本学及び構成大学から各1人以上置くものと

する。 

3 ナノ生命科学専攻博士前期課程の指導教員は，ナノ生命科学専攻を担当する教員とし，学生1人に

対し，3人以上置くものとする。 

4 融合科学共同専攻博士後期課程の指導教員は，融合科学共同専攻を担当する教員とし，学生1名に

対し，3名以上置くものとする。ただし，1名以上は構成大学の教員とする。 

5 ナノ生命科学専攻博士後期課程の指導教員は，ナノ生命科学専攻を担当する教員とし，学生1人に

対し，3人以上置くものとする。 
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6 指導教員のうち1人は主任研究指導教員とする。ただし，融合科学共同専攻においては，本学の教

員をもって充てる。 

7 指導教員のうち1人以上は副主任研究指導教員とする。ただし，融合科学共同専攻においては，構

成大学の教員1人以上を含むものとする。 

(授業科目及び単位数) 

第11条 授業科目及び単位数は，別表1，別表2，別表3及び別表4のとおりとする。 

(単位) 

第12条 授業科目の単位は，1単位45時間の学修を必要とする内容とし，次に掲げる基準によるもの

とする。 

(1) 講義及び演習については，15時間から30時間の授業をもって1単位とする。 

(2) 実験及び実習については，30時間から45時間の授業をもって1単位とする。 

(3) 一の授業科目について，講義，演習，実験及び実習のうち二以上の方法の併用により行う場合

については，その組み合わせに応じ，前2号に規定する基準を考慮して15時間から45時間の授

業をもって1単位とする。 

(授業科目の履修) 

第13条 学生は，学年，学期又はクォーターの始めに，履修しようとする授業科目を研究科長に届け

出て，その許可を得なければならない。 

2 学生は，研究科長の許可を得て，本学の他の研究科又は学域の授業科目を履修することができる。 

3 前項の規定により履修した本学の他の研究科の授業科目の修得単位は，研究科会議の議を経て，10

単位まで認定することができる。ただし，融合科学共同専攻では，共同教育課程において本学が担

当する単位の範囲内であり，かつ4単位を超えない範囲において共同教育課程の単位として認定す

ることができる。 

4 学生は，研究科長の許可を得て，本学の他の研究科において研究指導を受けることができる。 

5 前項の規定により受けた研究指導は，研究科会議の議を経て，本学の研究指導の一部として認定す

ることができる。ただし，融合科学共同専攻においては，共同教育課程において本学が担当する研

究指導の範囲内において，共同教育課程の研究指導の一部として認定することができる。 

(単位修得の認定及び試験の成績) 

第14条 単位修得の認定は，試験又は研究報告等により行う。 

2 試験又は研究報告等の成績は，合格を上位から「S」，「A」，「B」，「C」の評語とし，不合格を

「不可」の評語とする。ただし，授業科目又は履修形態等によっては，合格を「合」又は「認定」

の評語とすることがある。 

(他大学の大学院における授業科目の履修等) 

第15条 学生は，研究科長の許可を得て，研究科が定める他の大学の大学院（融合科学共同専攻にお

いては，構成大学が開講する共同教育課程に係る授業科目を除く。次条において同じ。）におい

て，当該大学院の所定の授業科目を履修することができる。 
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2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は，研究科会議の議を経て，10単位まで認定するこ

とができる。ただし，融合科学共同専攻においては，共同教育課程において本学が担当する単位の

範囲内であり，かつ第13条第2項の定めにより認定する単位と合わせて4単位を超えない範囲で共

同教育課程の単位として認定することができる。 

3 前2項の規定は，学生が，外国の大学院に留学する場合，外国の大学院が行う通信教育による授業

科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合

について準用する。 

(休学期間中の他大学の大学院又は外国の大学の大学院における学修) 

第16条 教育研究上有益と認められるときは，学生が休学期間中に他の大学の大学院又は外国の大学

の大学院において学修した成果について，研究科における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。ただし，融合科学共同専攻においては，共同教育課程において本学が担当する

学修の範囲内において，共同教育課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 

2 前項の規定により修得したとみなすことができる単位については，第13条第2項及び前条第2項に

より共同教育課程の単位として認定する単位数と合わせて融合科学共同専攻では4単位，ナノ生命

科学専攻では10単位を超えないものとする。 

(他大学の大学院等における研究指導) 

第17条 学生は，研究科長の許可を得て，研究科が定める他大学の大学院（共同教育課程に係る研究

指導を除く。）又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし，博士前期課程にお

いては，当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。 

2 前項の規定により受けた研究指導は，研究科会議の議を経て，研究科の研究指導の一部として認定

することができる。ただし，融合科学共同専攻においては，共同教育課程において本学が担当する

研究指導の範囲内において，共同教育課程の研究指導の一部として認定することができる。 

(共同教育課程に係る単位の認定等) 

第18条 融合科学共同専攻の学生が構成大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について

修得した単位は，研究科における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみな

す。 

2 前項の規定により修得したとみなした単位の成績は，第14条第2項に規定する評語とする。 

3 融合科学共同専攻の学生が構成大学において受けた共同教育課程に係る研究指導は，研究科におい

て受けた共同教育課程に係るものとみなす。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第19条 研究科は，教育上有益と認めるときは，学生が入学する前に本学の大学院又は他大学の大学

院において修得した授業科目の単位を，研究科における授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる。ただし，融合科学共同専攻においては，共同教育課程において本学が担当する単

位の範囲内において，共同教育課程の所定の授業科目を修得した単位とみなすことができる。 
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2 前項の規定により修得したとみなされる単位数は，研究科会議の議を経て，10単位を超えない範囲

で研究科又は共同教育課程の単位として認定することができる。ただし，転入学等の場合を除く。 

(単位修得の証明) 

第20条 単位を修得した者については，申請により単位修得証明書を交付する。 

(修了要件) 

第21条 融合科学共同専攻博士前期課程の修了要件は，標準修業年限である2年以上在学し，別表1

に定める授業科目の中から，本学の開設科目及び構成大学の開設科目各10単位以上を含む32単位

（ただし，研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択した者は，34単位）以上を修

得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえで，論文審査又は特定の課題についての研究の成果の審

査及び最終試験に合格することを要件とする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上

げた者については，当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 

2 ナノ生命科学専攻博士前期課程の修了要件は，標準修業年限である2年以上在学し，別表2に定め

る授業科目の中から，30単位（ただし，研究とりまとめの方法として「博士研究計画調査」を選択

した者は，32単位）以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けたうえで，論文審査又は特定の課

題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することを要件とする。ただし，在学期間に関

しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に1年以上在学すれば足りるものとす

る。 

3 融合科学共同専攻博士後期課程の修了要件は，当該課程に3年以上在学し，別表第3に定める授業

科目のうちから23単位以上（博士後期課程から融合科学共同専攻に入学した者は本学の開設科目及

び構成大学の開設科目各10単位以上を含むこと。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，

博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業

績を上げた者については，当該課程に1年（修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当

該課程における在学期間を含めて3 年）以上在学すれば足りるものとする。 

4 ナノ生命科学専攻博士後期課程の修了要件は，当該課程に3年以上在学し，別表第4に定める授業

科目のうちから20単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終

試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，当該課程に1年（修士課程及び博士前期課程を修了した者にあっては当該課程における在学期

間を含めて3 年）以上在学すれば足りるものとする。 

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず，論文審査又は特定の課題についての研究の成果の審査は，

大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査に代えることができる。 

(論文の審査及び最終試験) 

第22条 論文の審査及び最終試験の方法は，別に定める。 

(学位の授与) 

第23条 博士前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。 

2 博士後期課程を修了した者には，博士の学位を授与する。 

3 第1項の学位に付記する専攻分野の名称は，融合科学又はナノ科学とする。 
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4 第2項の学位に付記する専攻分野の名称は，融合科学，理学，工学又はナノ科学とする。 

(研究生及び科目等履修生) 

第24条 研究生及び科目等履修生として入学を願い出た者については，研究科会議の選考を経て，学

生の学修に妨げのない限り，入学を許可することがある。 

2 研究生及び科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

(雑則) 

第25条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，研究科会議の議を経て研究科長が定める。 

附 則 

この規程は，平成30年4月1日から施行する。 

附 則 
 

1 この規程は，平成31年4月1日から施行する。 

2 平成31年3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則 

1 この規程は，令和2年4月1日から施行する。 

2 令和2年3月31日に在学する者については，なお従前の例による。 
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別表１ 融合科学共同専攻博士前期課程の授業科目及び単位数  

科目 
区分 

授業科目の名称 開設大学 
単位数 備考 

必修 選択  

基
幹
教
育
科
目 

起業家への道 金沢大学   1 ・4単位以上修得すること。 
・金沢大学で入学手続きをした者
は，*1を履修すること。 

・*2から2単位以上修得すること。 
 

起業家の中核技術と戦略 金沢大学  1 

研究者倫理*1 金沢大学  1 

人間力イノベーション論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 1 

創出力イノベーション論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 1 

実践的データ分析・統計概論*2 金沢大学  2 

データ分析のための情報統計学*2 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

異
分
野
「
超
」 

体
験
科
目 

異分野「超」体験セッションⅠ*3 共同開講 2   ・4単位以上修得すること。 
・*3は，金沢大学開講1単位，北陸
先端科学技術大学院大学開講1単
位の合計2単位とする。 

・金沢大学で入学手続きをした者
は，*4から1単位以上を修得する
こと。 

異分野「超」体験実践Ⅰa（金沢） 金沢大学  1 

異分野「超」体験実践Ⅰb（金沢） 金沢大学  1 

異分野「超」体験実践Ⅰa（JAIST）*4 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 1 

異分野「超」体験実践Ⅰb（JAIST）*4 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 1 

社
会

実
装

科
目 

インターンシップ（金沢）*5 金沢大学  2 ・2単位以上修得すること。 
・金沢大学で入学手続きをした者
は，*5を履修すること。 インターンシップ（JAIST） 

北陸先端科学技術 
大学院大学 

 2 

専 
門 

科 

目 

共 

通 

科 

目 
 

分散並列リアルタイムシステム構成論 金沢大学  2 ・「共通科目」，「生命科学系科
目」，「材料科学系科目」及び
「社会システム科学系科目」か
ら2つ以上の科目区分から履修す
ること。 

・*7又は*8を履修する者は，専門科
目から10単位以上修得するこ
と。 

・*9を履修する者は，専門科目か
ら12単位以上修得すること。 

データマイニング論 金沢大学   2 

生命情報と先端バイオ 金沢大学   2 

映像情報処理学 金沢大学   2 

衛星測位工学 金沢大学  2 

アレイ信号処理特論 金沢大学  2 

通信工学特論 金沢大学  2 

実験哲学概論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

認知科学概論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

データ分析学基礎 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

データ分析学 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

デザイン創造過程論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

アルゴリズムとデータ構造 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

プログラミング基礎 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

情報代数 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

数理論理学 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

情報解析学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

形式言語とオートマトン 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

計算論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

画像情報処理特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

ダイナミクスのモデリング 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 
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専 

門 

科 

目 

生
命
科
学
系
科
目 

がんの生命科学Ⅰ 金沢大学  2  

がんの生命科学Ⅱ 金沢大学   2  

生体分子ダイナミクス 金沢大学   2  

生物・分子物理学 金沢大学   2  

日和見感染症とティッシュ・バイアビィリテ
ィ・ケア 

金沢大学   2 
 

創薬分子プローブ概論Ⅰ 金沢大学  1  

創薬分子プローブ概論Ⅱ 金沢大学  1  

ヒューマンボディー：構造 金沢大学  2  

ヒューマンボディー：機能 金沢大学  2  

ヒューマンボディー：疾患 金沢大学  2  

生物機能概論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

生物有機化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

生物物理化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

生体分子機能特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

生体材料分析特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

医用生体材料特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

材
料
科
学
系
科
目 

光波工学 金沢大学  2 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅰ 金沢大学   2  

バイオメカニクス工学特論Ⅰ 金沢大学   2  

エネルギー・環境プログラム序論 金沢大学   1  

マテリアルプログラム序論 金沢大学   1  

太陽電池工学特論Ⅰ 金沢大学   2  

物性物理化学特論Ⅰ 金沢大学  2  

高分子材料合成化学 金沢大学  2  

機能性高分子材料化学 金沢大学  2  

バイオリファイナリー工学特論Ⅰ 金沢大学  2  

表面・界面工学特論Ⅰ 金沢大学  2  

デバイスプロセス工学 金沢大学  2  

固体物性評価基礎論 金沢大学  2  

材料物理概論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

材料化学概論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

量子力学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

統計力学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

応用電磁気学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

有機分子化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

物質計算科学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

有機材料物性特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

無機材料化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

機器分析化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

固体物理学特論Ⅰ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

応用物性数学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

触媒化学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

高分子化学特論Ⅰ 
北陸先端科学技術大

学院大学 
 2 
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専 

門 

科 

目 

材
料
科
学
系
科

目 

メカトロニクス 
北陸先端科学技術大

学院大学 
 2 

 

デバイス物理特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

固体物理学特論Ⅱ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
系
科
目 

考古学と自然科学 金沢大学   2  

認知行動融合科学基礎論 金沢大学   2  

比較認知概論 金沢大学  2  

運動生理学概論 金沢大学  2  

文明学特論 金沢大学   2  

臨床神経心理学Ⅰ 金沢大学   2  

文化資源学概論 金沢大学   2  

社会科学方法論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

知識メディア方法論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

システム思考論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

ネットワーク科学論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

認知科学 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

メディア創造論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

イノベーション・マネジメント論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

サービス経営論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

離散信号処理特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

システム最適化 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

計算機アーキテクチャ特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

ソフトウェア設計論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

自然言語処理論Ⅰ 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

統計的信号処理特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

オペレーティングシステム特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

ゲーム情報学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

認識処理工学特論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

 

ソフトウェア検証論 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
  2 

 

研
究
支
援
科
目 

ゼミナール・演習Ⅰ（金沢） 金沢大学   2 
・金沢大学で入学手続きをした者
は，*6を履修すること。 

・金沢大学で入学手続きをした者
が，研究の取りまとめを修士論文
により行う場合は，*7を履修する
こと。 

・金沢大学で入学手続きをした者
が，研究の取りまとめを課題研究
により行う場合は，*8を履修する
こと。また，「異分野『超』体験
科目」，「社会実装科目」及び
「専門科目」から合計20単位以上
修得すること。 

・金沢大学で入学手続きをした者
が，研究の取りまとめを博士研究
計画調査により行う場合は，*9を
履修すること。また，「異分野
『超』体験科目」，「社会実装科
目」及び「専門科目」から合計22
単位以上修得すること。 

ゼミナール・演習Ⅰ（JAIST）*6 
北陸先端科学技術 

大学院大学  
2 

融合科学研究論文Ⅰ（金沢）*7 金沢大学  6 

融合科学研究論文Ⅰ（JAIST） 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 
  

6 

融合科学課題研究（金沢）*8 金沢大学 
 

2 

融合科学課題研究（JAIST） 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 

融合科学博士研究計画調査（金沢）*9 金沢大学 
 

2 

融合科学博士研究計画調査（JAIST） 
北陸先端科学技術 

大学院大学 
 2 
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別表2 ナノ生命科学専攻博士前期課程の授業科目及び単位数 

科目区分 授業科目の名称 
単位数 

備考 
必 修 選 択 

基幹教育科目 

科学史・科学哲学 1   ・基幹教育科目から，必修科目を含

む2単位以上修得すること。 

  

  

研究者倫理 1   

実践的データ分析・統計概論   2 

ナ

ノ

生

命

科

学

基

盤

科

目 

基礎 

ナノ生命科学基礎 1     

ナノ計測工学基礎 1     

超分子化学探求 1     

生命科学探求 1     

数理計算科学探求 1     

専門 

ナノ計測学 

ナノ計測制御基礎論Ａ   1 ・ナノ生命科学基盤科目（専門）か

ら，ナノ計測学分野の科目を 2 単

位以上含む，6 単位以上修得する

こと。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ナノ計測制御基礎論Ｂ   1 

ナノ生物物理学Ａ   1 

ナノ生物物理学Ｂ   1 

超分子化学 

物質創成化学探求   1 

錯体合成化学探求   2 

高分子材料合成化学   2 

生命科学 

ヒューマン分子生物学１   1 

ヒューマン分子生物学２   1 

ヒューマン分子生物学３   1 

ヒューマン分子生物学４   1 

数理計算科学 
計算バイオ科学Ａ   1 

計算バイオ科学Ｂ   1 

スキル科目 
博士研究スキル養成 1   ・スキル科目から必修科目を含む１

単位以上を修得すること。 

  博士論文スキル養成   1 

プロジェクト科目 

融合研究プロジェクト実習 4   ・プロジェクト科目から必修科目を

含む5単位以上修得すること。 
萌芽的融合研究実習 1   

学外実務プロジェクト実習   1 

学外研究プロジェクト実習   2 

研究推進科目 

創造的学際演習Ⅰ 2   ・研究推進科目から，研究取りまと

めに修士論文を選択する者は，必

修科目を含み10単位以上修得して

いること。また，博士研究基礎力

審査を選択する者は，必修科目を

含み 6 単位以上修得しているこ

と。 

創造的学際演習Ⅱ 2   

創造的学際演習Ⅲ   1 

ナノ生命科学修士研究   6 

ナノ生命科学博士研究調査   2 
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別表3 融合科学共同専攻博士後期課程の授業科目及び単位数 

科目 

区分 
授業科目の名称 開設大学 

単位数 
備考 

必修 選択 

異分野

「超」

体験科

目 

異分野「超」体験セッションⅡ＊１ 共同開講 2   
・異分野「超」体験科目 3 単位以上（必修

2 単位，選択必修 1 単位以上）を取得す

ること。 

・*1 は，金沢大学開講 1単位，北陸先端科

学技術大学院大学開講 1 単位の合計 2 単

位とする。 

・金沢大学において入学手続きをした者

は，*2を履修すること。 

異分野「超」体験実践Ⅱ（金沢） 金沢大学   1 

異分野「超」体験実践Ⅱ（JAIST）＊２ 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  1 

社会実

装科目 

海外武者修行A（金沢）＊３ 金沢大学   1 
・社会実装科目 1 単位以上を修得するこ

と。 

・金沢大学において入学手続きをした者

は，*3を履修すること。  

  

  

  

  

  

海外武者修行A（JAIST） 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  1 

海外武者修行B（金沢）＊３ 金沢大学   2 

海外武者修行B（JAIST） 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

海外武者修行C（金沢）＊３ 金沢大学   4 

海外武者修行C（JAIST） 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  4 

国際インターンシップ（金沢）＊３ 金沢大学   1 

国際インターンシップ（JAIST） 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  1 

専

門

科

目 

共

通

科

目 

研究者として自立するために＊４ 金沢大学   1 
・「共通科目」，「生命科学系科目」，

「材料科学系科目」及び「社会システム

系科目」から 2 つ以上の科目区分から履

修すること。 

・専門科目から，9 単位以上を修得するこ

と。 

・*4から1単位以上修得すること。 

・*5は修了要件に含めない。 

  

  

実践的データ処理・統計＊５ 金沢大学   2 

データマイニング特論 金沢大学   2 

生命情報特論 金沢大学   2 

経営科学 金沢大学   2 

人間力・創出力イノベーション論*４ 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  1 

地域経営のための公共経済学 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

データ分析学特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

データ分析のための情報統計学Ⅱ＊５ 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

生

命

科

学

系

科

目 

統合生命科学特論 金沢大学   2 

生体分子構造動態論 金沢大学   2 

ナノバイオロジー 金沢大学   2 

分子細胞生物学 金沢大学   2 

分子微生物学 金沢大学   2 

慢性・創傷看護技術学特講 金沢大学   2 

機能性蛋白質特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

先端生体機能特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

先端生体材料特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

先端生体分子科学特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 
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専

門

科

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材

料

科

学

系

科

目 

太陽電池工学特論Ⅱ 金沢大学   2 

物性物理化学特論Ⅱ 金沢大学   2 

高分子材料化学概論 金沢大学   2 

バイオリファイナリー工学特論Ⅱ 金沢大学   2 

表面・界面工学特論Ⅱ 金沢大学   2 

酸化物デバイスプロセス論 金沢大学   2 

酸化物エレクトロニクス 金沢大学   2 

薄膜電子工学 金沢大学   2 

機能性ナノ材料特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

エレクトロニクス特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

高分子化学特論Ⅱ 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

解析力学特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

光物性特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

先端デバイス特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

分子設計特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

材料設計特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

材料形態特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

電子機能特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

社

会

シ

ス

テ

ム

科

学

系

科

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的自律移動ロボット工学特論Ⅱ 金沢大学   2 

バイオメカニクス工学特論Ⅱ 金沢大学   2 

計測システム論 金沢大学   2 

ディジタル映像処理論 金沢大学   2 

時系列データ処理 金沢大学   2 

分散並列リアルタイムシステム設計検

証論 
金沢大学   2 

認知行動融合科学論I 金沢大学   2 

認知行動融合科学論Ⅱ 金沢大学   2 

運動生理学特論 金沢大学   2 

学習行動論 金沢大学   2 

考古学・文化遺産学学際研究Ⅰ 金沢大学   2 

考古学・文化遺産学学際研究Ⅱ 金沢大学   2 

比較先史文化論 金沢大学   2 

知識人類学 
北陸先端科学技

術大学院大学 
  2 
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専

門

科

目 

  

社

会

シ

ス

テ

ム

科

学

系

科

目 

知識創造支援メディア論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

複合システム特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

メディアデザイン特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

高機能コンピュータネットワーク 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

遠隔教育システム工学 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

実践的アルゴリズム理論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

ロボティクス 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

知覚情報処理特論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

先進無線ネットワーク 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

現代脳計算論 
北陸先端科学技

術大学院大学 
2 

研究支

援科目 

ゼミナール・演習Ⅱ（金沢） 金沢大学 4 
・金沢大学において入学手続きをした者

は，*6及び*7を履修すること。

ゼミナール・演習Ⅱ（JAIST）＊６ 
北陸先端科学技

術大学院大学 
4 

融合科学研究論文Ⅱ（金沢）＊７ 金沢大学 6 

融合科学研究論文Ⅱ（JAIST） 
北陸先端科学技

術大学院大学 
6 
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別表4 ナノ生命科学専攻博士後期課程の授業科目及び単位数 

科目区分 授業科目の名称 
単位数 

備考 
必 修 選 択 

基幹展開科目 

研究者として自立するために 1   ・基幹展開科目から，必修科目を含

む3単位以上修得すること。 
学際ナノ生命科学概論   1 

ナノ生命科学特論 2   

ナ

ノ

生

命

科

学

革

新

科

目 

ナノ計測学 

ナノ計測工学特論   2 ・ナノ生命科学革新科目から，4 単位

以上修得すること。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ナノバイオロジー   2 

生体分子構造動態論   2 

電気化学計測特論   2 

生体エネルギー論   2 

超分子化学 
錯体機能化学探求   2 

高分子精密合成論   2 

生命科学 
分子細胞生物学   2 

腫瘍生物学特論   2 

数理計算科学 
ＳＰＭシミュレーション特論   2 

生命ナノマシン理論   2 

高度スキル科目 博士実践スキル養成 1    

高度プロジェクト科目 

萌芽的先鋭研究実習 1   ・高度プロジェクト科目から必修科

目を含む 2 単位以上修得するこ

と。 

  

  

  

  

  

研究留学Ａ   1 

研究留学Ｂ   2 

研究留学Ｃ   4 

学外高度実務プロジェクト実習   1 

学外高度研究プロジェクト実習   2 

高度研究推進科目 

先鋭的学際演習Ⅰ 2   ・高度研究推進科目から，必修科目

を含む10単位以上修得すること。 

  

  

  

先鋭的学際演習Ⅱ 2   

先鋭的学際演習Ⅲ   1 

ナノ生命科学博士研究論文 6   
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

① 学生の確保の見通し

ア）定員充足の見込み

金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，「異分野融合の促進」を教育理念とし，北陸の地に

おいて「科学技術イノベーションを担える高度専門人材」（以下，「科学技術イノベーション人材」

という。）を養成するため，共同で教育課程を編成する「融合科学共同専攻博士後期課程」を設置

することとしている。 

ただし，金沢大学は，大学全体として博士人材の養成に重きを置き，博士前期課程の学生が博

士後期課程へそのまま進学することを想定した，５年一貫を重視する傾向が強い。一方で，北陸

先端科学技術大学院大学は，学部を置かない大学院大学として博士前期課程には様々な他大学か

ら多様な学生を受け入れ，必ずしも博士後期課程へ全員が進学するのではなく，多くを産業界へ

輩出しており，博士後期課程にも他大学から多様な学生を受け入れ，産業界への輩出を促してい

る。このように博士前期・後期課程の各段階において，他大学から多様な学生を受け入れ，産業

界へ輩出する志向が強い大学である。

両大学は，それぞれ志向に相違が見られることから，博士前期課程と博士後期課程の定員設定

の考え方も異なっているが，共同教育課程であるため養成する人材像や学位授与の基準は同一で

あることを踏まえ，融合科学共同専攻の入学定員及び収容定員を，表１のとおり設定した。 

表１ 博士後期課程（標準修業年限３年） 

大 学 名 
定員 

入学定員 収容定員 

金沢大学 14 名 42 名 

北陸先端科学技術大学院大学 5 名 15 名 

計 19 名 57 名 

（参考） 博士前期課程（標準修業年限２年） 

大 学 名 
定員 

入学定員 収容定員 

金沢大学 14 名 28 名 

北陸先端科学技術大学院大学 10 名 20 名 

計 24 名 48 名 

金沢大学では，５年一貫で科学技術イノベーション人材を養成することを重視し，博士前期課

程と同数の学生が博士後期課程に進学できるよう，入学定員 14 名を設定する。開設年度の入学対

象となる融合科学共同専攻修士課程１年次の学生に対し，アンケートを行った結果，博士後期課

程に「進学したい」又は「進学を考えたい」とした学生は 6 名であった。これに加え，金沢大学

大学院新学術創成研究科 Web サイトにおいて博士後期課程の構想を広く紹介し，アンケートを行

ったところ，9名の者が「入学したい」又は「入学を考えたい」と回答しており，そのうち開設年

度における入学希望者は 6名であった。また，融合科学共同専攻の研究指導教員に対し，合計 60
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名弱の博士後期課程入学希望者からの指導を受けたいとする希望が届いていることなどから，入

学定員 14 名は充足が見込まれる。更に，企業に対し，アンケートを実施したところ，179 社から，

融合科学共同専攻博士後期課程が従業員のリカレント教育（学び直し）や博士学位取得に活用し

うると回答を得ており，社会人の入学者も見込むことができる。 

北陸先端科学技術大学院大学は，入学定員５名と設定している。既存の先端科学技術専攻（博

士前期課程）及び融合科学共同専攻（修士課程）の学生を対象に，融合科学共同専攻（博士後期

課程）への入学希望をアンケート調査した結果，「是非入学したい」と回答した学生が７名であ

った。同大の既存の先端科学技術専攻博士後期課程の過去3年間の志願者計333名のうち，入学者

は計270名となっており，志願者に占める入学者の割合は81％である。上記の7名を志願者と位置

付け，この７名に，上記の志願者数に占める入学者数の割合（81％）を乗じた人数（5.67名）を

踏まえ，入学定員５名の充足が見込まれる。 

したがって，本共同専攻において設定した入学定員については，構成大学のいずれも，適切な選

抜がなされた上で，安定的に確保することが可能であり，十分な定員充足の見込みが立っている。 

イ）定員充足の根拠となる客観的なデータの概要

金沢大学では，５年一貫による教育を重視していることから，開設年度の入学対象となる融合

科学共同専攻修士課程 1年次の学生に対し，博士後期課程進学に関するアンケートを行った結果，

表２－１－１のとおりの回答を得た。 

表２－１－１ ＜金沢大学＞融合科学共同専攻（博士後期課程）への進学について 

調査項目 回 答 回答率(回答者数) 

「融合科学共同専攻」（博士

後期課程）に進学したいと

思いますか。 

進学したい 15.4% （2 名） 

進学を考えたい 30.8% （4 名） 

進学しない 53.8% （7 名） 

合計 100.0% （13 名） 

表２－１－２ ＜金沢大学＞融合科学共同専攻（博士後期課程）への進学について 

（※表２－１－１において「進学を考えたい」と回答した者４名を母数として調査） 

調査項目 回  答 
回答率(回答者数) 

※複数回答

どのような要因が解決され

れば，「融合科学共同専攻」

（博士後期課程）に進学し

たいと思いますか。 

経済的負担が少なければ 33.3% （3 名） 

自分のやりたい研究内容ができるのであ

れば 
11.1% （1 名） 

研究環境（研究スペース，図書室等）が

良ければ 
11.1% （1 名） 

就職後，働きながら博士の学位取得がで

きるのであれば 
22.2% （2 名） 

研究機関や民間企業に採用された後，給

与や昇進で有利になるのであれば 
22.2% （2 名） 

その他 0% （0 名） 

合計 100.0% 

表２－１－１によると，「進学したい」とする者は 2 名であった。また，「進学を考えたい」と
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回答した者４名に対して，表２－１－２のとおり，どのような要因が解決されれば融合科学共同

専攻（博士後期課程）に進学したいかを聞いたところ，後述する学生確保に向けた具体的な取組

の実施により，十分進学者となり得ることから，この 4名を加えた 6名が進学すると考えられる。 

また，融合科学共同専攻の博士後期課程に関するニーズについて，金沢大学大学院新学術創成

研究科 Web サイトにおいて博士後期課程の構想を広く紹介し，Web サイト閲覧者を対象に Web ア

ンケートを行ったところ，表２－１－３のとおり，「入学したい」とする者は 8名であった。また，

「入学を考えたい」と回答した者 1 名に対して，表２－１－４のとおり，どのような要因が解決

されれば融合科学共同専攻（博士後期課程）へ入学したいかを聞いたところ，後述する学生確保

に向けた具体的な取組みの実施により，入学者となり得ることから，この 1 名を加えた 9 名が入

学希望者と考えられる。そのうち，開設年度における入学希望者は，表２－１－５のとおり，6名

であった。 

 

表２－１－３ ＜金沢大学＞融合科学共同専攻（博士後期課程）への入学について 

調査項目 回  答 回答率(回答者数) 

「融合科学共同専攻」（博士

後期課程）に入学したいと

思いますか。 

入学したい 66.7% （8 名） 

入学を考えたい 8.3% （1 名） 

入学しない 25.0% （3 名） 

合計 100.0% （12 名） 

 

表２－１－４ ＜金沢大学＞融合科学共同専攻（博士後期課程）への入学について 

（※表２－１－３において「入学を考えたい」と回答した者１名を母数として調査） 

調査項目 回  答 
回答率(回答者数) 

※複数回答 

どのような要因が解決され

れば，「融合科学共同専攻」

（博士後期課程）に入学し

たいと思いますか。 

経済的負担が少なければ 50.0% （1 名） 

自分のやりたい研究内容ができるのであ

れば 
0% （0 名） 

研究環境（研究スペース，図書室等）が

良ければ 
0% （0 名） 

就職後，働きながら博士の学位取得がで

きるのであれば 
50.0% （1 名） 

研究機関や民間企業に採用された後，給

与や昇進で有利になるのであれば 
0% （0 名） 

その他 0% （0 名） 

合計 100.0%  

 

表２－１－５ ＜金沢大学＞融合科学共同専攻（博士後期課程）への入学時期について 

（※表２－１－３において「入学したい」「入学を考えたい」と回答した者９名を母数として調査） 

調査項目 回  答 回答率(回答者数)  

入学できる（できそうな）時

期はいつですか。 

いつでも 33.3% （3 名） 

2020 年度 33.3% （3 名） 

2021 年度以降 33.3% （3 名） 

合計 100.0%  
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このほか，学外より，融合科学共同専攻の研究指導教員に対し，参考のとおり，国内大学学生 10

名，海外の留学生 47 名の博士後期課程入学希望者からの指導を受けたいとする希望が届いてい

る。 

 

参考 金沢大学研究指導教員に対する指導希望 

 
イノベーション 

計 
ライフ グリーン システム 

国内からの指導希望 6 名 0 名 4 名 10 名 

海外からの指導希望 36 名 4 名 7 名 47 名 

計 42 名 4 名 11 名 57 名 

 

開設年度において，現在の融合科学共同専攻修士課程１年次の学生からの進学者 6 名及び学外

からの入学希望者 6 名，それに加えて国内，海外からの問い合わせ数を考慮すれば，入学定員と

して設定する 14 名を十分充足するものと考えられる。 

更に，企業に対し，異分野融合をコンセプトとした融合科学共同専攻が，従業員のリカレント

教育（学び直し）や博士学位取得に活用できるか聞いたところ，295 社から回答を得て，179 社

（60.7％）が活用しうると回答しており，本共同専攻への社会人の入学も期待できるところであ

る。 

これらに加え，平成 31 年度融合科学共同専攻修士課程入学予定者に対し，博士後期課程への進

学を希望するか調査したところ，14 名が「前向きに検討している」との回答を得ており，長期的

に見ても定員が充足できるものと考えている。 

 

北陸先端科学技術大学院大学では，Web アンケートを利用し，融合科学共同専攻修士課程 1 年

次 8 名及び先端科学技術専攻博士前期課程 1 年次 283 名を対象にニーズ調査を行った結果，表２

－２－１及び表２－２－２のとおりの回答を得た。なお，回答者は融合科学共同専攻修士課程 1

年次が 7名（回答率 87.5%），先端科学技術専攻博士前期課程 1年次が 26 名（同 9.2%）の計 33 名

（同 11.3%）である。 

 

表２－２－１によると，アンケート回答者のうち，72.7%（24 名）の者が博士後期課程に「是

非進学したい」，「進学を前向きに考えている」又は「進学に興味はある」と回答している。 

 

表２－２－２によると，表２－２－１で博士後期課程に「是非進学したい」，「進学を前向きに

考えている」又は「進学に興味はある」と回答した者 24 名のうち，7名が融合科学共同専攻博士

後期課程に「是非進学したい」と回答している。「ア）定員充足の見込み」でも記載したが，上記

の 7 名に，既存の先端科学技術専攻博士後期課程の過去３年間の志願者に占める入学者の割合

（81％）を乗じると，5.67 名となり，5名の入学定員を満たしている。また，「入学を前向きに考

えている」又は「興味はある」と回答した者も 14 名おり，この中からも融合科学共同専攻博士後

期課程に志願する者がいることが予想されるため，5 名の入学定員は十分充足できる見込みであ

ることが示された。 
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表２－２－１ ＜北陸先端科学技術大学院大学＞博士後期課程への進学について 

 融合科学共同専攻 先端科学技術専攻 計 

回答率（回答者数） 回答率（回答者数） 回答率（回答者数） 

是非進学したい 14.3%( 1 名) 23.1%( 6 名) 21.2%( 7 名) 

進学を前向きに考えている 28.6%( 2 名) 19.2%( 5 名) 21.2%( 7 名) 

進学に興味はある 14.3%( 1 名) 34.6%( 9 名) 30.3%(10 名) 

進学を希望しない 42.9%( 3 名) 23.1%( 6 名) 27.3%( 9 名) 

計 100.0%( 7 名) 100.0%(26 名) 100.0%(33 名) 

 

表２－２－２ ＜北陸先端科学技術大学院大学＞融合科学共同専攻博士後期課程への入学について 

（※表２－２－１において「是非進学したい」，「進学を前向きに考えている」又は「進学に興味

がある」と回答した者 24 名を母数として調査） 

 融合科学共同専攻 先端科学技術専攻 計 

回答率（回答者数） 回答率（回答者数） 回答率（回答者数） 

是非入学したい 50.0%( 2 名) 25.0%( 5 名) 29.2%( 7 名) 

入学を前向きに考えている 25.0%( 1 名) 10.0%( 2 名) 12.5%( 3 名) 

興味はある 25.0%( 1 名) 50.0%(10 名) 45.8%(11 名) 

入学を希望しない 0.0%( 0 名) 15.0%( 3 名) 12.5%( 3 名) 

計 100.0%( 4 名) 100.0%(20 名) 100.0%(24 名) 

 

ウ）学生納付金の設定の考え方 
学生納付金については，国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成 16 年 3 月 31 日

文部科学省令第 16 号）に基づき，同省令に掲げる授業料，入学料及び検定料の額を標準とし，各

構成大学において設定する。 

 
② 学生確保に向けた具体的な取組状況 

   在学者アンケートにおいて，進学希望者が進学を阻むと考えている要因への対応を中心に次のよ

うな取組みを今後行う。 

  ・給付型奨学金等経済的負担の軽減 

金沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学では，融合科学共同専攻修士課程学生に対し，給付

型の奨学金制度を新設し，博士前期課程在学中は月額５万円を支給している。金沢大学では，博

士後期課程在学時には，月額 10 万円の奨学金を支給することとし，北陸先端科学技術大学院大学

では，同様の奨学金の支給をする。また，両大学ともに優秀な学生を確保すべく経済的理由によ

る入学料免除，授業料免除の制度を設けており，博士後期課程進学者の経済的負担に対し，十分

な手当てを講ずる。 

  ・進学説明会の開催 

金沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学合同で進学説明会を行っている。平成 30 年度は，修

士課程入学希望者を対象として，2 回開催し，41 名の参加者があった。これまで，説明会におい

ては，金沢大学では，5 年一貫の教育にも対応した教育課程であることを説明してきた。アンケー

トの結果を踏まえ，今後，進学希望者の要望にあわせた研究テーマの詳細に関する打ち合わせや，

両大学間での確実な連携指導体制，学生の不安の払拭に係る個人面談等を更に充実し，学生が希
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望する研究テーマを追求できる学修環境であることを学生に伝えていく。これまでの説明会開催

の実績をもとに，多様な説明会を行う等の取組みにより，学生の確保に努める。 

  ・最新の研究環境の整備 

    金沢大学では，本共同専攻の創設に際し，最先端のイメージングシステムや蛍光顕微鏡，各種

デバイス用組成変化点検装置，3 次元スキャニングシステム，微細加工設備，超分子研究精密分

析設備等の優れた研究設備，実験装置を新たに整備しており，講義・演習・実習等に支障はない。

北陸先端科学技術大学院大学でも，高速・大容量サーバ群，超並列計算サーバ群等世界有数規模

で最先端の研究を支える情報環境及び透過電子顕微鏡，核磁気共鳴装置等高精度の優れた実験装

置が充実している。このような最新の研究環境があることを改めて学生や入学希望者に周知する。 

  ・社会人学生に対する配慮 

本共同専攻に対し，社会人のリカレント教育（学び直し）や博士学位取得の期待があることか

ら，大学院設置基準第 14 条による教育方法の特例による科目の履修や研究指導への配慮を行う

ほか，長期履修制度の利用等により，社会人の学びに対し十分に配慮する。 

  ・多様な人材を集めるための入試の方策について 

    志願者として多様な人材を集めるために，各大学の判断により，Web コミュニケーションツー

ルなどを利用した遠隔入試を導入し，海外在住者が渡日せずに受験することを可能とする。また，

海外の協定校に対しても，情報提供を行うほか，推薦入学枠の設定なども検討する。また，入学

試験の科目についても，様々なバックグラウンドの学生が応募することを踏まえて，口述試験に

より，これまでの研究経過及び今後の研究計画を中心とした入試を行い，シームレスな指導につ

なぐ。 

  ・学士課程学生等に対する博士後期課程進学の動機付け 

現代の知識基盤社会において，特に自然科学系においては博士の学位を取得することは，今後

の超スマート社会で国際的に活躍するためにも必要な条件である。金沢大学では，学士課程の低

学年次の学生に対し，博士学位取得のための動機付けとするため，本学の特色ある研究の魅力を

平易な言葉で伝え，研究者と接するイベントを継続的に開催する。また，今回のアンケート調査

結果で国内外からの指導希望が多くあったことから，シンポジウム等の機会を利用して，学生の

博士後期課程への進学の動機付けに活かす。これにより，継続的な博士後期課程進学者の確保に

つなげる。 

   

 

 

 

 

  

6



 
 

（２）人材需要の動向等社会の要請 

 
① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

経済システムや社会システムの在り方や産業構造等が，世界規模で急速かつダイナミックに変

化し，先行きが見通しにくい現代社会において，我が国が，将来にわたって国際的な競争力を維

持・強化していくためには，科学技術イノベーション人材が必要である。こうした状況を踏まえ，

金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学は，イノベーションの源泉は「新たな『知』の

創造」にあると定義した上で，それを実現するための一貫した教育理念として，複数分野の知見・

技術の融合（異分野融合）に基づく「融合科学の促進」を掲げ，それぞれの強みと特色を相乗的

に組み合わせるとともに，近接する両大学という地の利を最大限に活かし，産業界とも一体とな

って，科学技術イノベーション人材を養成することを目的とする。 

この目的を達成するため，金沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学による共同教育課程とし

て「融合科学共同専攻博士後期課程」を，金沢大学大学院新学術創成研究科，北陸先端科学技術

大学院大学大学院先端科学技術研究科にそれぞれ設置（修士課程は博士前期課程に改称）するも

のである。 

 
② 上記①が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根

拠 
前述のとおり，我が国が，将来にわたって国際的な競争力を維持・強化していくためには，複

数分野の知見・技術の融合（異分野融合）に基づく「融合科学の促進」によって，イノベーション

の源泉ともいえる「新たな『知』の創造」を実現できる科学技術イノベーション人材が求められ

ている。 

こうした人材養成に関し，実際の現場におけるニーズを把握するため，2016（平成 28）年 12 月

に，全国の製造業系の企業を主対象として以下の調査を実施し，114社から回答を得た。 

 

ア：複数分野の知見・技術の融合（異分野融合）の有用性 

調 査 項 目 回  答 回答率(回答社数) 計 

複数分野の知見・技術の融合 

（異分野融合）は，貴社の業務に 

関連し有用だと思いますか。 

非常に有用である 28.9% （33 社） 

90.3%（103 社） 

ある程度有用である 61.4% （70 社） 

複数分野の知見･技術を持った 

「博士人材」は，貴社の業務遂行に 

有用だと思いますか。 

非常に有用である 15.8% （18 社） 

66.7%（76 社） 

ある程度有用である 50.9% （58 社） 

〔複数分野の知見・技術の融合（異分野融合）が有用であると考える理由（自由記述）〕 

・イノベーションは異分野の融合から起こると考えているため 

・実用性を有する先端技術とは従来のカテゴリーを越えるところで結実することが多いと考える 

・従来の高等教育（大学院など）は専門性重視のところがほとんどで，広く柔軟な発想で物事の事象を捉える人材

が不足していたと思う 

・研究の基礎を身につけ，複数分野の知見・技術を持った人材は，大学の専攻と異なる分野で活躍する社員が多く

いる当社にとって，非常に有用である 

上記の調査の結果，実際の製造業系の現場において活動する企業人からは，異分野融合を基盤

としたイノベーション創出が真に必要とされており，かつ複数分野の知見･技術を持った人材につ
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いても真に必要とされていることが示唆された。 

イ：複数分野の知見･技術を持った人材の採用見込み 

調 査 項 目 回  答 回答率(回答社数) 計 

複数分野の知見･技術を持ち， 

異分野融合によるイノベーション 

創出に意欲のある博士人材の採用に 

ついて，どうお考えですか。 

是非採用したい 25.4% （29 社） 

82.4%（94 社） 

採用を前向きに 

考えたい 
57.0% （65 社） 

 

上記の調査の結果，製造業系の企業において，複数分野の知見･技術を持ち，異分野融合による

イノベーション創出に意欲のある人材は，単に有用性が認識されていることにとどまらず，積極

的に採用したい者として考えられていることが示された。 

 

実際には，製造業系の企業のみならず，情報通信業，サービス業，保健・福祉系等の企業におい

ても，複数分野の知見･技術を持ち，異分野融合によるイノベーション創出に意欲のある人材が求

められていると推察されるが，製造業という産業分野に限った場合にあっても，高い需要が示さ

れており，両大学が養成しようとする科学技術イノベーション人材は，社会的，地域的な人材需

要の動向等を十分に踏まえた上で，その将来を見据えたものであると言える。 
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資料１ 
 

 

【大学院生用】 

 

融合科学共同科学専攻（2020 年 4 月設置予定）アンケートへのご協力のお願い 
 

 

金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，平成 30 年 4 月に，それぞれの「強み」や「優位な分野」

を相乗的に組み合わせ，理工系分野を中心とした生命科学，材料科学，社会科学等の複数分野の知見・

技術の融合（異分野融合）をコンセプトとし，融合科学共同専攻修士課程を設置しました。 

この共同専攻では，両大学の複数の教員による指導体制，ラボローテーション，海外での研究留学・

インターンシップなどをカリキュラムに組み込むことにより，科学技術イノベーションの基盤を生み出

し社会実装できる博士人材の育成を目的とした博士後期課程を今後新たに設置します（平成 32 年 4 月

開設予定）。また，各大学の要件を満たす入学者に返済不要の相応の奨学金を３年間給付し，経済的な支

援を行う予定です。 

そこで博士後期課程の設置にあたり，本学学生のみなさんの関心についてのアンケート調査を実施し

ます。つきましては，別添の共同専攻設置構想を参考に，アンケートにご協力をお願いします。 

※共同専攻では，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学が，１つの教育課程（カリキュラム） 

を共同で編成するとともに，共同で大学院教育（修士～博士）を行います。修了すると両大学連名の 

「博士（融合科学）」の学位が授与されます。 

 

 

以下の設問について，ご自身の状況に最も近いと思われるものに○印を記入してください。 

 

●あなたの所属等について教えてください。 

専攻名  融合科学共同専攻 

 

Ｑ１ ：新しい「融合科学共同専攻」（博士後期課程）に進学したいと思いますか。 

     １．進学したい     ２．進学を考えたい       ３．進学しない 

 

 

Ｑ２ ：≪Ｑ１で ２．進学を考えたい，３．進学しない と回答された方にのみお聞きします≫ 

     どのような要因が解決されれば，「融合科学共同専攻」（博士後期課程）へ“進学したい”と思

いますか。 

    （複数回答可） 

１. 給付制奨学金や授業料免除などにより，経済的な負担が少なければ，進学したい。 

２. 自分のやりたい研究が自由にできるのであれば，進学したい。 

３. 研究環境（研究スペース・図書室等）が良ければ，進学したい。 

４. 研究機関や民間企業に採用された後，給与や昇進で有利になるのであれば，進学したい。 

５. 就職後，働きながら博士の学位取得ができるのであれば，進学したい。 

６. その他〔自由記述：                            〕 

 

 

******** 以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。********* 
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資料２ 

融合科学共同専攻博士後期課程に関するアンケート 

 

 金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，2018 年 4 月に，それぞれの「強み」や

「優位な分野」を相乗的に組み合わせ，理工系分野を中心とした生命科学，材料科

学，社会科学等の複数分野の知見・技術の融合（異分野融合）をコンセプトとし，融

合科学共同専攻修士課程を設置しました。 

 この共同専攻では，両大学の複数の教員による指導体制，ラボローテーション，海

外での研究留学などをカリキュラムに組み込むことにより，科学技術イノベーション

の基盤を生み出し社会実装できる博士人材の育成を目的とした博士後期課程を今後新

たに設置します（2020 年 4 月開設予定）。 

 そこで博士後期課程の設置にあたり，社会のみなさまの関心についてのアンケート

調査を実施します。つきましては，別添の共同専攻設置構想を参考に，アンケートに

ご協力をお願いします。 

※融合科学共同専攻博士後期課程の構想については，次の URL を参照してください。 

  https://gsinfiniti.w3.kanazawa-u.ac.jp/_kanri/wp-content/uploads/2019/03/yugoD.pdf 

※共同専攻では，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学が，１つの教育課

程（カリキュラム）を共同で編成するとともに，共同で大学院教育を行います。修了

すると両大学連名の「博士（融合科学）」の学位が授与されます。 

 

Q1.異分野融合に興味はありますか。 

 ある   ない  

 

Q2.あなたのことを教えてください。 

 大学学部卒   修士課程・博士前期課程修了   博士（後期）課程修了 

 その他 : 

 

Q3.あなたの専門分野は次のうちどれにあてはまりますか。 * 

 人文・社会科学系   理工系   医歯薬保健学系 

 

Q4.融合科学共同専攻博士後期課程に入学したいですか。  

 入学したい   入学を考えたい  入学したくない 

 

Q5.どのような要因が解決されれば，「融合科学共同専攻」（博士後期課程）へ“入学したい”と思

いますか。 

給付制奨学金や授業料免除などにより，経済的な負担が少なければ，入学したい。 

自分のやりたい研究が自由にできるのであれば，入学したい。 

研究環境（研究スペース・図書室等）が良ければ，入学したい。 

働きながら博士の学位取得ができるのであれば，入学したい。 

給与や昇進で有利になるのであれば，入学したい。 

 

Q6.入学できる（できそうな）時期はいつですか。 

2020 年度   2021 年度以降  いつでもよい 
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資料３ 

 

金沢大学大学院新学術創成研究科による”科学技術イノベーション人材” 

養成のための大学院設置構想アンケート 

 

■融合科学共同専攻博士後期課程について伺います。 

 融合科学共同専攻は，北陸先端科学技術大学院大学と共同で，授業，研究指導など

様々な面で異分野融合を取り入れた教育を行い，異分野融合の基礎力となる４つのフ

ォースに磨きをかけ，それを自身の研究課題を解決できる博士人材の養成を行いま

す。 

 

Ｑ．異分野融合をコンセプトとした融合科学共同専攻は，御社の従業員のリカレント

教育（学び直し）・博士の学位取得に活用できる可能性があるとお考えですか。 

 １．活用できると思う   ２．活用の可能性はない 
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資料４ 

（融合科学共同専攻修士課程 1 年次対象） 
 

融合科学共同専攻博士後期課程設置に関するアンケートへのご協力のお願い 

 
金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，平成 30 年 4 月に，それぞれの「強み」や「優位な分野」

を相乗的に組み合わせ，理工系分野を中心とした生命科学，材料科学，社会科学等の複数分野の知見・

技術の融合（異分野融合）をコンセプトとし，融合科学共同専攻修士課程を設置しました。 

この共同専攻では，両大学の複数の教員による指導体制，ラボローテーション，海外での研究留学・

インターンシップなどをカリキュラムに組み込むことにより，科学技術イノベーションの基盤を生み出

し社会実装できる博士人材の育成を目的とした博士後期課程を今後新たに設置します（平成 32 年 4 月

開設予定）。また，各大学の要件を満たす入学者に返済不要の相応の奨学金を３年間給付し，経済的な支

援を行う予定です。 

そこで博士後期課程の設置にあたり，本学学生のみなさんの関心についてのアンケート調査を実施し

ます。つきましては，別添の共同専攻設置構想を参考に，アンケートにご協力をお願いします。 

※共同専攻では，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学が，１つの教育課程（カリキュラム） 

を共同で編成するとともに，共同で大学院教育（修士～博士）を行います。修了すると両大学連名の 

「博士（融合科学）」の学位が授与されます。 

 

以下の設問について，ご自身の状況に最も近いと思われる項目に○印を記入してください。 

 

◆博士前期課程（修士課程）修了後の進路についてお聞きします。 

Ｑ１ ：博士前期課程（修士課程）修了後，（融合科学共同専攻にかかわらず）博士後期課程への進学（社

会人を経ての入学を含む）を希望しますか。 

     １．是非進学したい         ２．進学を前向きに考えている 

     ３．興味はある           ４．進学を希望しない 

 

********４と回答された方はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。********** 

 

◆以降，設問Ｑ１で４以外と回答された方にお聞きします。 

Ｑ２ ：博士後期課程への進学を希望する理由は何ですか。（複数選択可） 

     １．より高度な専門知識を身につけたいから 

     ２．取り組みたい研究があるから 

         ３．国際的視野が広まるから 

     ４．希望する就職先や将来設計に必要／有利だから 

     ５．その他（                 ） 

Ｑ３：融合科学共同専攻に博士後期課程が設置された場合，入学したいと思いますか。 

          １．是非入学したい                ２．入学を前向きに考えている 

  ３．興味はある           ４．入学を希望しない 

 

******** 以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。********* 
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資料５  

（先端科学技術専攻博士前期課程 1年次対象） 
 

融合科学共同専攻博士後期課程設置に関するアンケートへのご協力のお願い 

 
金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学は，平成 30 年 4 月に，それぞれの「強み」や「優位な分野」

を相乗的に組み合わせ，理工系分野を中心とした生命科学，材料科学，社会科学等の複数分野の知見・

技術の融合（異分野融合）をコンセプトとし，融合科学共同専攻修士課程を設置しました。 

この共同専攻では，両大学の複数の教員による指導体制，ラボローテーション，海外での研究留学・

インターンシップなどをカリキュラムに組み込むことにより，科学技術イノベーションの基盤を生み出

し社会実装できる博士人材の育成を目的とした博士後期課程を今後新たに設置します（平成 32 年 4 月

開設予定）。また，各大学の要件を満たす入学者に返済不要の相応の奨学金を３年間給付し，経済的な支

援を行う予定です。 

そこで博士後期課程の設置にあたり，本学学生のみなさんの関心についてのアンケート調査を実施し

ます。つきましては，別添の共同専攻設置構想を参考に，アンケートにご協力をお願いします。 

※共同専攻では，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学が，１つの教育課程（カリキュラム） 

を共同で編成するとともに，共同で大学院教育（修士～博士）を行います。修了すると両大学連名の 

「博士（融合科学）」の学位が授与されます。 

 

以下の設問について，ご自身の状況に最も近いと思われる項目に○印を記入してください。 

 

◆博士前期課程（修士課程）修了後の進路についてお聞きします。 

Ｑ１ ：博士前期課程（修士課程）修了後，（融合科学共同専攻にかかわらず）博士後期課程への進学（社

会人を経ての入学を含む）を希望しますか。 

     １．是非進学したい         ２．進学を前向きに考えている 

     ３．興味はある           ４．進学を希望しない 

 

********４と回答された方はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。********** 

 

◆以降，設問Ｑ１で４以外と回答された方にお聞きします。 

Ｑ２ ：博士後期課程への進学を希望する理由は何ですか。（複数選択可） 

     １．より高度な専門知識を身につけたいから 

     ２．取り組みたい研究があるから 

         ３．国際的視野が広まるから 

     ４．希望する就職先や将来設計に必要／有利だから 

     ５．その他（                 ） 

Ｑ３ ：融合科学共同専攻が掲げる「科学技術イノベーション人材の養成」や「異分野融合型の教育」に 

興味・関心はありますか。 

          １．大いにある  ２．多少はある  ３．あまりない  ４．まったくない 

Ｑ４ ：融合科学共同専攻のカリキュラムにおける，ラボローテーションや海外での研究留学・ 

インターンシップのうち，いずれかもしくは複数に興味・関心がありますか。 

     １．大いにある  ２．多少はある  ３．あまりない  ４．まったくない 

Ｑ５ ：融合科学共同専攻に博士後期課程が設置された場合，入学したいと思いますか。 

          １．是非入学したい                ２．入学を前向きに考えている 

  ３．興味はある           ４．入学を希望しない 

 

******** 以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。********* 
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資料６ 

Ｑ１．金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学とで新設予定の共同大学院では「科学技術イノベーション人

材」の育成のため，異分野融合型の教育により，学生に複数分野の知見・技術を修得させるような教

育プログラムを準備しています。 この共同大学院について，貴社（貴殿）のお考えをお伺いします。 

 

１－１．複数分野の知見・技術の融合（異分野融合）は，貴社の業務に関連し有用だと思いますか。 

1．非常に有用であると思う   2．ある程度有用であると思う    

3．あまり有用ではないと思う 4. 有用ではないと思う 

 
 

 

１－２．複数分野の知見･技術を持った ①修士人材 または ②博士人材 は，貴社の業務遂行に 

有用だと思いますか。 

①修士の学位を持った人材について 

1．非常に有用であると思う   2．ある程度有用であると思う    

3．あまり有用ではないと思う 4. 有用ではないと思う 

 
 

②博士の学位を持った人材について 

1．非常に有用であると思う   2．ある程度有用であると思う    

3．あまり有用ではないと思う 4. 有用ではないと思う 

 
 

１－３．複数分野の知見･技術を持ち，異分野融合によるイノベーション創出に意欲のある  

①修士人材または ②博士人材 の採用について，どうお考えですか。 

①修士の学位を持った人材の採用について 

1．是非採用したい   2．採用を前向きに考えたい 

3．採用は想定しづらい              4．採用したくない 

 
 

②博士の学位を持った人材の採用について 

1．是非採用したい   2．採用を前向きに考えたい 

3．採用は想定しづらい              4．採用したくない 
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１－４．今後，貴社において，「異分野融合」をコンセプトとした本共同大学院は，従業員のリカレ

ント教育（学び直し）等に活用できる可能性があると思いますか。 

1．修士・博士課程いずれも活用できる可能性がある   2．修士課程であれば活用できる可能性がある 

3．博士課程であれば活用できる可能性がある      4．活用の可能性はない 

 
 

Ｑ２．本共同大学院では，企業等の社員の皆様を授業の外部講師として招いたり，比較的長期間の実習や 

インターンシップを積極的に行うこととし，そのような内容をカリキュラムに組み込んでいます。 

 

２－１．貴社における大学院教育へのご参画・関わりについて，ご意見をお聞かせください。 
     ※現時点でのご見解で差し支えありません。 

1．前向きに協力したい 2．協力について検討したい 3．協力できない 

 

２－２．「1．前向きに協力したい」「2．協力について検討したい」と回答された方は，差し支えない 

範囲で，下欄にご記入ください。 

貴 社 名  

ご 住 所 

〒 
 

TEL    －   －  

ご担当者名 

部 署                役 職                  お名前 
 

                      

協力したい，協力を検討したい事項 （記入例：半年程度のインターンシップ受入，講師の派遣，社員の入学等） 

 

 

Ｑ３．最後に，貴社の業種および正社員数についてご記入ください。 

 

業 種 

(主業) 

1．食料･飼料･嗜好品等製造     2．繊維工業･繊維製       3．木材･パルプ関係製造 

4．化学工業            5．石油石炭製品製造        6．ゴム･皮革製品等製造 

7．金属･金属製品製造       8．鉄鋼業,非鉄金属製造     9．一般機械器具製造 

10．電気機械器具製造        11．輸送用機械器具製造     12．精密機械･医療機器製造 

13．その他（                 ） 

現 在 の 

正社員数 
名    

 

 

以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

なおご記入いただきました調査票は，お手数ですが，同封の返信用封筒（切手不要）にて 12 月 28 日（水）

までにご投函いただきますようお願い申し上げます。 
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【アンケート添付資料】（資料１，資料２，資料４及び資料５のアンケート添付） 
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

― 学長
ヤマザキ　コウエツ

山崎　光悦
＜平成26年4月＞

工学
博士

金沢大学 学長
（平成26年4月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

別記様式第３号（その１）

教 員 名 簿

年齢
調書
番号

役職名
現　職

（就任年月）

学 長 の 氏 名 等

保有
学位等

月額基本給
（千円）

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



審査意見への対応を記載した書類（7月） 

（目次） 大学院新学術創成研究科 融合科学共同専攻（D） 

【大学等の設置の趣旨・必要性】 

１．＜養成する人材像とディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー等の関連性が不明確＞ 

養成する人材像に関連して，以下の点を明らかにすること。（是正事項） 

（１）学位名称に用いている「融合科学」とは，どういった学問分野，学問内容を指すのかが明確で

ないため，その詳細な定義について，養成する人材像等を踏まえて明らかにすること。・・・１ 

（２）養成する人材像を「科学技術イノベーションを担う高度専門人材（博士人材）」とし，特に博士

後期課程においては，「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究

力を基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材」を養成するこ

ととしているが，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーとの関連性が明確でなく，カ

リキュラム・ポリシーと「４つの力（フォース）」との関連性も明確でないため，それぞれの関連

性を明確にすること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（３）既に設置されている同専攻の修士課程においてどのような人材養成を行い学生がどのような力

を身につけたのかを具体的に説明するとともに，博士後期課程で養成する人材像について，修士

課程との違いを明確に説明すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

２．＜学位授与に必要な教育・研究体制の説明が不十分＞ 

「博士（融合科学）」という学位を授与するにあたり，理学や工学ではなく，「融合科学」という学

位を授与するために必要十分となる教育内容や研究指導，学位論文審査体制となっているかが明確で

ないため，教育・研究指導等のプロセスも含めて明確に説明するとともに，必要に応じて見直しを図

ること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

【教育課程等】 

３．＜科目の内容及び履修要件の設定が不適切＞ 

「実践的データ処理・統計」及び「データ分析のための情報統計学Ⅱ」については，「４つの力（フ

ォース）」のうち「データ解析する力」と「可視化する力」を向上させると説明しているが，授業科目

の概要及びシラバスを見る限り，その能力を身に付けることができる内容であるか不明であり，博士

後期課程で開設する科目の教育内容として適切かについても不明であることから，授業科目の概要及

びシラバスを改めること。また，当該科目について，本専攻博士前期課程を修了していない学生に対

して，一律に履修を義務づけるのではなく，各学生がそれまでに修得してきた知識の程度に応じた科

目履修が可能となるよう，履修の要件の見直しを図ること。（是正事項）・・・・・・・・・・・３２ 

1



４．＜科目の内容及び実施体制の説明が不十分＞ 

「海外武者修行」及び「国際インターンシップ」について，授業内容及び実施体制に関する説明が

不十分であるため，以下の点について説明を充実すること。（改善事項） 

 

（１）「海外武者修行」と「国際インターンシップ」について，その内容の違いが明確になるよう記載

を適切に改めること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

（２）海外における実習を行う際の受入先との交渉等については責任を持って教員が実施するなど，

学生と教員の責任の所在を明確にした体制を整備する必要があるため，適切に改めること。また，

海外における実習での知的財産管理や安全管理についても，同様に責任を持って大学が実施する

体制となっていることの説明を充実し，必要に応じて見直しを図ること。・・・・・・・・３７ 

 

（３）海外への渡航費が学生にとって負担になると考えられ，必要に応じて渡航費の負担軽減を大学

としてもサポートする必要があると考えられるが，大学としての方針について説明を充実するこ

と。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 

【教員組織等】 

５．＜教員組織の編成に係る説明が不十分＞ 

専任教員について，「異分野融合研究に実績を持つ研究者から編成」しており，「全ての教員は，定

例的なワークショップ等の機会により，様々な分野融合型研究のアプローチ」を行っているとあるが，

各教員が異分野融合型研究の成果を有しているかが不明瞭であり，学生に対して博士後期課程レベル

の融合科学に関する教育・研究を実施することが可能な体制となっているかどうかが明確ではないた

め，教員組織の編成の考え方及び特色において，異分野融合型研究に関する具体的な研究実績がある

ことや教育を行うための組織体制となっていることについて明確に説明すること。（是正事項） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

 

【名称，その他】 

６．＜留学生の受入れ体制に係る説明が不十分＞ 

学生確保の見通しについて，一定数の留学生を受け入れることも想定している一方で，留学生に

対する入学者選抜や入学時期の考え方が必ずしも明らかでないため，それらの考え方の説明を充実

すること。（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 
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【大学等の設置の趣旨・必要性】 

（是正事項） 

１．＜養成する人材像とディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー等の関連性が不明確＞ 

 養成する人材像に関連して，以下の点を明らかにすること。 

（１）学位名称に用いている「融合科学」とは，どういった学問分野，学問内容を指すのかが明確で

ないため，その詳細な定義について，養成する人材像等を踏まえて明らかにすること。 

（２）養成する人材像を「科学技術イノベーションを担う高度専門人材（博士人材）」とし，特に博士

後期課程においては，「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究力

を基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材」を養成すること

としているが，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーとの関連性が明確でなく，カリ

キュラム・ポリシーと「４つの力（フォース）」との関連性も明確でないため，それぞれの関連性

を明確にすること。 

（３）既に設置されている同専攻の修士課程においてどのような人材養成を行い学生がどのような力

を身につけたのかを具体的に説明するとともに，博士後期課程で養成する人材像について，修士

課程との違いを明確に説明すること。 

 

（対応） 

（１－１）「融合科学」の定義について，以下のとおり，養成する人材像等を踏まえて整理し，その内

容を設置の趣旨等を記載した書類に追記する。 

 

これまで多くのイノベーションが科学技術の境界領域や分野融合から生まれてきた。本共同専攻

は，“科学技術イノベーションを担える高度専門人材”の育成を目的としており，異分野融合による新

しい“知の創出”と実践的教育による「融合科学」の確立を目指して設立された。 

複雑で急激に変化し，将来の見通しが難しい現代課題に対しては，一つの専門分野のみを追求して

いては，いかなる変化にも対応し，自分の価値を向上させ，課題解決に導く突破力を身に付けること

は困難である。しっかりとした専門性を身に付けた上で，必要に応じて様々な関連分野の知見を使い

こなすためには，科学を融合する方法論を学び，異なる知識背景を有する科学者，技術者と協働し，

共創できる能力を身に付けることが必要である。また，科学的知見が深化した現代だからこそ，分野

融合によって科学技術イノベーションが生まれ，新しい科学技術分野が拓く可能性がある。 

本共同専攻では，持続的な社会の発展に向け，分野融合による社会変革を誘発する科学技術イノベ

ーションを生み出すため，異なる大学，異なる分野の教員による指導と，様々な背景を有する学生の

協働によって，「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究力を基に，科

学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材」を育成する。 

我が国においても，平成 30 年６月の総合科学技術・イノベーション会議諮問第 17 号「統合イノベ

ーション戦略について」 に対する答申において，「科学技術イノベーションを生み出す人材を輩出す

るための教育システムの構築は根本的な課題であり，理工系と人文・社会系も含めた多様な分野を融

合する教育システムを構築し，非理工系の知を科学技術イノベーションに生かすにはどうすべきかに

ついて検討する必要がある。」と提言している。さらに“知の創造”に向けた主要施策として，ＪＳＴ
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は，「戦略的創造研究推進事業」の推進を掲げており，同事業においては，ナノ材料科学，光量子科

学，環境エネルギー科学等，理学や工学等，既存の分野の枠組みにとらわれず広範囲にわたる分野を

新興・融合領域の開拓に資する挑戦的な研究の戦略目標としている。 

本共同教育課程における「融合科学」を，既存の科学分野を超える枠組みの下で，「科学を融合する

方法論」の探究・実践により，複数の科学分野の知見を融合させて自身の学術体系として修め，新し

い知を創出する科学の総称であると定義する。すなわち，「融合科学」とは，「理学」や「工学」，「社

会学」といった個別の確立した研究分野（ディシプリン）だけではなく，現実社会の課題を対象とし

た，幅広い多様な分野の知的貢献の上に研究を展開し，複数の科学分野の知識，知見や研究手法を融

合させて「現実社会の課題」の解決を図る学問領域である。 

「融合科学」とその他の学際的な教育を比較すると，同じ学際的な教育のひとつに，「統合科学」と

いう学問領域がある。この二つの学問領域は，複数の異なる学問分野を学び，その知見や技術を修得

するといった点では同様であるが，諸課題の解決に向けたアプローチの方法がそれぞれ大きく異な

る。「融合科学」では，異なる複数分野の知見を活かして新たな知を創出（融合）し，課題解決に当た

るのに対し，「統合科学」では，異なる複数分野の手法をそれぞれに用いて課題解決に当たるものであ

る。 

本共同専攻では，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の生物学，化学，応用物理学，機械工

学，情報工学といった理工分野を中心に，医学，看護学，心理学，経済学，考古学と幅広い分野の教

員で構成することとし，さらに，自らの専門分野を核としながら，分野融合に係る研究実績を有し，

先端的研究に取り組むことができる教員を両大学から結集した。 

当然のことながら融合科学は，広範囲にわたるものであり，全ての学問分野の融合を図ることは困

難である。本共同専攻では“健康で質の高いライフスタイルの創出”に関連する「ライフイノベーシ

ョン」，“環境に適合した次世代型〈材料・デバイス・エネルギー〉の創生”に関連する「グリーンイ

ノベーション」及び“科学技術と人や社会とが調和した未来社会の創造”に関連する「システムイノ

ベーション」という 3つのチャレンジを設定し，学生自らが選択，設定した社会課題の解決に向け，

その課題に応じたチャレンジの枠組みにより研究開発を行う。 

例えば，「ライフイノベーション」の枠組みにおいては，“生物学的・生体的機能の計測・解明・制

御とその応用による個々の健康的なライフスタイルの実現”という課題解決に向け，“バイオセンシン

グによるフルオーダーメードかつ低侵襲な次世代「生体埋め込み型分子機械デバイス」の研究開発”

等が想定される。加えて，「グリーンイノベーション」の枠組みにおいては，“自然エネルギー・再生

可能エネルギーの創出，新素材やナノデバイスを利用したデバイスの開発”という課題解決に向け，

有機・無機ハイブリッドデバイスを活用した低コスト・高効率の超グリーン太陽電池の創成等が想定

される。また，「システムイノベーション」の枠組みにおいては，“自然環境や文化的環境等を踏まえ

た社会環境改善”という課題解決に向け，“破片状の発掘物の３次元スキャンとコンピュータ・グラフ

ィックスを活用した遺物の仮想接合・復元システムの研究開発”等が想定される。 

また，研究開発にあたっては，階層化された教育カリキュラムにより，理学や工学の分野を核とし

つつ，医学や看護学，心理学，経済学，考古学等，必要な学問分野を学びその知見を獲得した上で，

インターンシップや海外の研究者との交流，専門分野の異なる複数の教員による指導等により，複数

の分野の知見を融合させ課題解決に向けた研究開発を行うものである。 
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以上のとおり，本専攻における「融合科学」は，単なる複数の分野を融合させるというものにとど

まらず，３つのチャレンジの枠組みの下，様々な分野融合の経験とその中から得られた分野融合に至

る方法論，さらには分野融合によってどの様な新しい科学技術イノベーションが生まれるか，を明ら

かにするものである。これらの知見や能力を醸成し，「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創

的な発想と卓越した研究力を基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士

人材（科学技術イノベーション人材）」を養成するものである。 

 

（１－２） 異分野融合を誘発する教育の内容（科目）について，以下のとおり，養成する人材像等

を踏まえて整理し，その内容を設置の趣旨等を記載した書類に追記する。 

 

 カリキュラムにおいては，教育理念である「融合科学の促進」を実践するために，「科学を融合する

方法論」を修得するための教育課程の編成を行う。方法論としては，「異なる分野の知識や手法の導

入」，「異分野を含む授業科目の履修」，「自らとは異なる視点に立ったレベルの高い指導・助言」，「異

なる分野からの研究指導」，「社会実装を見据えた研究指導」を組み込んだカリキュラムとしている。 

 

 「異なる分野の知識や手法の導入」は，グループワークやラボ・ローテーションにより，自らの研

究課題に異分野の新たな知識・手法を導入する能力を修得する。この能力を涵養するため，分野融合

セミナー・グループワークや異なる分野における研究等の異分野融合を主とした「異分野『超』体験

科目」を設け，３単位を必修とする。具体的には，「異分野『超』体験セッションⅡ」及び，「異分野

『超』体験実践Ⅱ」の２科目を開講する。「異分野『超』体験セッションⅡ」では，両大学で共同開講

し，異分野の学生を含むグループワークによって，お互いの修士（博士前期）課程での研究を発表し

合い，討論をすることを通じて，自らとは異なる視点からの意見，質問，評価を受け，異なる領域の

知識や技術を互いに理解し，コミュニケーション能力を高めるとともにリーダーシップを発揮する能

力を培う。「異分野『超』体験実践Ⅱ」では，相手方大学での履修を必修としたラボ・ローテーション

で，異分野の研究室で 2週間以上の研究活動を行うことで自らの専門にとらわれない幅広い知識や技

術を習得し，融合研究へと発展させる。これらの「異分野『超』体験科目」を履修することにより，

他分野に対する知見と技術を持ち，核となる専門分野と融合できる能力を養う。 

 「異分野を含む授業科目の履修」については，学生の研究課題に対応できるよう，「共通科目」，「生

命科学系科目」，「材料科学系科目」，「社会システム系科目」の４つの科目群に区分し，２つ以上の科

目群から単位を修得することとしている。これにより，幅広く，深い知識・知見と実践力を修得し，

自らの研究課題の解決に必要な知識を修得する。 

「自らとは異なる視点に立ったレベルの高い指導・助言」により，異なる視点からのレベルの高い

指導・助言による異分野からのアプローチ法を修得する。これを実現するため，「社会実装科目」とし

て設けられる「海外武者修行」「国際インターンシップ」においては，自ら企画した海外の研究機関等

への研究留学やグローバル企業へのインターンシップ等を行う事により，海外大学の研究者や企業人

から「自らとは異なる視点」に立ったレベルの高い指導助言を受け，外国語で研究成果を発表し議論

できる能力と，科学技術イノベーションに連関する社会課題を自ら発見し，かつ構造化した上で解決

できる能力の涵養を図る。 
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「異なる分野からの研究指導」により，自身の研究テーマを深化させ，異分野からのアプローチ法

を身に付ける。教育課程においては，「研究支援科目」として設けられる「ゼミナール・演習Ⅱ」で，

相手大学から選任した，分野の異なる副主任研究指導教員からの指導・助言を受ける。これらの手法

により，副主任研究指導教員の下，自身の研究課題を深化させ，分野が異なる学生との共同による研

究，討論，学修を通じて異分野からのアプローチ法を身につける。これにより，自身の研究課題に関

する理解をより深化させる。相手大学の教員を副主任研究指導教員として設定し，異分野からの研究

指導を行うことは，共同教育課程を編成することによる強みでもある。 

「社会実装を見据えた研究指導」により，異分野研究に実績のある教員の指導を受けながら，異分

野のアプローチ法を実践し，自ら発見した研究課題に関する新たな知見を博士論文としてまとめる。

教育課程としては，「研究支援科目」に「融合科学研究論文Ⅱ」を設ける。 

本共同専攻の教育課程では，修了に必要な 23 単位のうち，少なくとも 15 単位は，「科学を融合する

方法論」に関連する単位修得となる。また，それ以外の修得する８単位は，主に研究倫理や学生の専

門となる分野の最新の研究成果や知識を学ぶこととしている。「科学を融合する方法論」を探究・実践

し，複数の科学分野の知見を融合させて自身の学術体系として修め，博士（融合科学）に相応しい能

力を身につけることができる。 

 

 

（２－１）養成する人材像とディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーとの関連性について，

以下のとおり，養成する人材像等を踏まえて整理し，その内容を設置の趣旨等を記載した書類に追記

する。 

 

本共同専攻博士後期課程の養成する人材像は，「科学技術イノベーションを担う高度専門人材（博士

人材）」であり，これを「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究力を

基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材（科学技術イノベーショ

ン人材）」と位置付けている。科学技術・学術審議会学術分科会による「学術研究の総合的な推進方策

について（最終報告）」等でも指摘されているとおり，科学技術イノベーションを起こす源泉となるの

が，「新たな『知』の創造」であり，その源泉となるのが，「異なる科学技術の融合」である。そのこ

とを踏まえ，本共同専攻が行う異分野融合を理念とする教育を受け，研究を実践した上で修得すべき

学修成果をディプロマ・ポリシーとして定めている。本共同専攻においては，ディプロマ・ポリシー

として，教育理念に掲げる４つのフォースを基礎とした”科学を融合する方法論”を探究・実践した

上で，①社会課題を発見し，構造化して解決できる能力，②専門性に関する先端的知識と実践力，③

他分野の知見と技術を持ち，自らの専門性と融合できる能力，④国際会議や海外共同研究において，

外国語で研究成果を発表し，議論できる能力，⑤科学・技術・生命に対する実践的研究者倫理観，の

５つの「学修成果」に掲げる能力・資質（コンピテンス）を修得させることとしている。 

このディプロマ・ポリシーに掲げる学修成果を修得させるため，カリキュラム・ポリシーを定め，”

課題解決志向型”の教育内容・手法を重視し，学生が教育プログラム（カリキュラム）の履修を通し

て身に付けるべき要素を踏まえた体系的なカリキュラム（教育課程）を編成している。 
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（２－２）カリキュラム・ポリシーと「４つの力（フォース）」との関連性について，以下のとおり，

養成する人材像等を踏まえて整理し，その内容を設置の趣旨等を記載した書類に追記する。 

 

本共同専攻博士後期課程の養成する人材像は，「科学技術イノベーションを担う高度専門人材（博士

人材）であり，これを「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究力を

基に，科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材（科学技術イノベーショ

ン人材）」と位置付けた。こうした人材の養成に向け，“科学を融合する方法論”を探求・実践した上

で，ディプロマ・ポリシーに掲げる５つの能力・資質を修得させることとしており，さらにこのディ

プロマ・ポリシーの修得のためにカリキュラム・ポリシーを定め，体系的なカリキュラム（課程編

成）を構築する。 

“科学を融合する方法論”の探究・実践にあたっては，データを抽出・解析し，事象をモデル化す

ることを通じて可視化し，グランドデザインを描くことが特に必要である。そのため，“科学を融合す

る方法論”の探究・実践の基礎力として①データ解析する「力」，②モデル化する「力」，③可視化す

る「力」，④デザインする「力」を「４つの力（フォース）」として位置付けた。「４つの力（フォー

ス）」は，いかなる分野においても，博士課程の学生としては共通して修得している力・修得すべき力

ではあるが，特に科学を融合する際には，こうした基礎力があるからこそ，異なる分野の専門的知見

を得た際に，各人の科学的思考により，専門分野間の壁を越え，既成の価値観を検証することが可能

となるのである。 

本共同専攻博士後期課程が掲げるディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーは，どちらも

この「４つの力（フォース）」の上に立脚しているものであり，基礎力がないと成り立たないものでは

あるが，「４つの力（フォース）」が直截的に２つのポリシーに繋がるものではない。ディプロマ・ポ

リシーに掲げる５つの能力・資質（コンピテンス）は，「4つの力（フォース）」を基礎力として“科学

を融合する方法論”を探求・実践した上で修得するものである。また，カリキュラム・ポリシーはあ

くまでもディプロマ・ポリシーに掲げる５つの能力・資質の修得に向け，“科学を融合する方法論”の

探究・実践を可能とするためのポリシーである。本共同専攻の目的は，単に基礎力である「４つの力

（フォース）」の涵養と醸成ではなく，これを基礎力とした“科学を融合する方法論”の探究と実践に

より博士人材を養成することであり，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーともに本共同

専攻の目的に沿って設定している。 

ただし，博士後期課程における「科学技術イノベーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士

人材」の養成に向けては，より高度な異分野を含む専門的知識の修得が必要であり，それに伴って

「４つの力（フォース）」を更に醸成する必要性が生じることは十分想定される。博士後期課程におい

ては，その醸成のみを目的とした科目配置は行わないが，学生が常に「4つの力（フォース）」を意識

しながら様々な学修を積むことによりその力が向上し，相乗的に，より高い次元で“科学を融合する

方法論”の探究・実践を行うことが出来るのである。 

 

（３）修士課程（博士前期課程）と博士後期課程との差異について，養成する人材像を踏まえて整理

し，以下のとおり設置の趣旨等を記載した書類に追記する。 
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本共同専攻においては，博士課程（前期・後期課程）に共通した養成する人材像に，社会課題の解

決に向けた科学技術イノベーションを担う高度専門人材を掲げ，その課程レベルに応じた人材像を，

博士前期課程にあっては，「グローバル社会のニーズや動向を察知し，様々な科学的知見と先端科学技

術を基に，科学技術イノベーションに協奏的・共創的に貢献できる人材」，博士後期課程にあっては，

「グローバル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想と卓越した研究力を基に，科学技術イノベ

ーションの基盤を生み出し，社会実装できる博士人材」としている。つまり，博士前期課程と博士後

期課程において養成する人材像を比較した場合，社会課題の解決に向けて必要な融合科学に関する発

想力，研究力等の知見，科学技術イノベーションに対する基盤作成から社会実装に繋げるまでの貢献

度，これらに関し，課程レベルに応じて，より実践的で高度化された能力を有する者を養成すること

としている。 

博士前期課程では，養成する人材像を育成するための所定の教育プログラムを履修することによ

り，①社会課題の解決に貢献できる能力，②専門分野の基礎的知識と基礎的実践力，③他分野に積極

的に関与する意欲と能力，④外国語の学術論文を読みこなし，自らの研究を外国語で説明できる能

力，⑤科学・技術・生命に対する研究者倫理観，を修めることとしており，既存の科学分野を超える

枠組みの下で，“科学を融合する方法論”を探求・実践しながら社会におけるニーズや動向を察知し，

科学技術イノベーションに連関する社会課題の解決に資する“基礎能力”を修得する。 

また，一方，博士後期課程では，前期課程に対してより一層高い学修目標を掲げ，養成する人材像

を育成するための所定の教育プログラムを履修することにより，①社会課題を発見し，構造化して解

決できる能力，②専門分野に関する先端的知識と高度な実践力，③他分野の知見と技術を持ち，自ら

の専門分野と融合できる能力，④国際会議や海外共同研究において，外国語で研究成果を発表し，議

論できる能力，⑤科学・技術・生命に対する実践的研究者倫理観，を修めることとしており，後期課

程においても前期課程における“基礎能力”を素地とした上で，さらに“科学を融合する方法論”を

探求・実践することにより，社会におけるニーズや動向に応じて，科学技術イノベーションに連関す

る社会課題を自らが発見し，課題解決ができる“実践的課題解決能力”を修得する。 

 

上述のそれぞれの課程レベルに応じて修得する各能力については，下表のとおりである。具体的に

は，①社会課題解決に対する能力については，博士後期課程では，自らが社会課題を発見し，自身の

知見に基づき構造化し，科学イノベーションの基盤作成，さらには，社会実装までに繋げることがで

きるレベルであるに対し，博士前期課程では，社会課題は既存のものであって，その解決に向けて，

自らが主体的に担うのではなく，同課程で修得した融合科学に関する基礎能力の範囲内で協奏的・共

創的に貢献できるレベルである。②自らの専門分野に対する能力については，博士後期課程では，当

該分野に係る先端的知識と高度な実践力であるのに対し，博士前期課程では基礎的知識と基礎的実践

力である。③自らの専門分野とは異なる他分野へ向き合う姿勢・能力については，博士後期課程で

は，自らの専門分野を超えて他分野の知見も有し，自らの専門分野と融合できるレベルであるのに対

し，博士前期課程では他分野に積極的に関与する意欲・能力を有するもののそのレベルに留まるもの

である。④外国語に対する能力については，博士後期課程では，外国語を用いて日本語によるものと

同程度に自らの研究発表ができ，議論できるレベルであるのに対し，博士前期課程では学術論文を読

みこなし，自らの研究を説明できるレベルである。⑤科学・技術・生命に対する倫理観に関しては，

研究者行動規範に則り，自らの行動を律する中で醸成されるものであるという面では，博士前期課程
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と博士後期課程で修得する能力にそれほどの違いは無いとも言えるが，博士後期課程では，自らが課

題解決に向けて主体的に融合科学を進める上でも，研究活動，法令順守，研究対象への配慮，利益相

反など，博士前期課程に比べ，より実践的な研究者倫理観を修得するものである。 

 

修得する能力 博士前期課程 博士後期課程 

①課題解決に対する能力 既存の社会課題に対し，自

らの知見の範囲内で，その

解決に貢献できるレベル 

自らが社会課題を発見し，

かつ構造化した上で，解決

できるレベル 

②自らの専門分野に対する

能力 

基礎的知識と基礎的実践力 先端的知識と高度な実践力 

③他分野へ向き合う姿勢・

能力 

他分野に積極的に関与する

意欲と能力 

他分野の知見と技術を持

ち，自らの専門分野と融合

できる能力 

④外国語に対する能力 学術論文を読みこなし，自

らの研究を説明できるレベ

ル 

自らの研究発表ができ，議

論できるレベル 

⑤科学・技術・生命に対する

倫理観 

研究者倫理観 実践的研究者倫理観 

 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（1ページ） 

新 旧 

（1ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-1.社会的背景と課題認識 

・・・こうした状況を踏まえると，「科学技術

イノベーションを担える高度専門人材」を養

成することに関して，国立大学にかかる期待

と役割は非常に大きいと言える。 

また，これまで多くのイノベーションが科

学技術の境界領域や分野融合から生まれてき

た。複雑で急激に変化し，将来の見通しが難

しい現代課題に対しては，一つの専門分野の

みを追求していてはいかなる変化にも対応

し，自分の価値を向上させ，課題解決に導く

突破力を身に付けることは困難である。しっ

かりとした専門性を身につけた上で，必要に

応じて様々な関連分野の知見を使いこなすた

（1ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-1.社会的背景と課題認識 

・・・こうした状況を踏まえると，「科学技術

イノベーションを担える高度専門人材」を養

成することに関して，国立大学にかかる期待

と役割は非常に大きいと言える。 
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めには，科学を融合する方法論を学び，異な

る知識背景を有する科学者，技術者と協働

し，共創できる能力を身に付けることが必要

である。また，科学的知見が深化した現代だ

からこそ，分野融合によって科学技術イノベ

ーションが生まれ，また，新しい科学技術分

野が開ける可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（4～5ページ） 

新 旧 

（4～5ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・・・この科学技術イノベーション人材の養

成に当たり，両大学は，イノベーションの源

泉は「新たな『知』の創造」にあると定義し

た上で，それを実現するための一貫した教育

理念として，「融合科学の促進」を掲げる。例

えば，科学技術・学術審議会学術分科会によ

る「学術研究の総合的な推進方策について

（最終報告）」（平成 27 年 1 月 27 日）におい

ては，「自己の専門分野の研究を突き詰めた上

で，分野，組織等の違い，さらには国境を越

えて，異なる価値や文化と切磋琢磨しつつ対

話と協働を重ね，社会の変化に柔軟に対応し

ながら，新しい卓越した知やイノベーション

を生み出すために不断の挑戦をしていくこと

が求められる。」とあることや，平成 30 年６

月の総合科学技術・イノベーション会議諮問

第 17 号「統合イノベーション戦略について」 

に対する答申において，「科学技術イノベーシ

ョンを生み出す人材を輩出するための教育シ

ステムの構築は根本的な課題であり，理工系

と人文・社会系も含めた多様な分野を融合す

る教育システムを構築し，非理工系の知を科

学技術イノベーションに生かすにはどうすべ

きかについて検討する必要がある。」と提言し

（3～4ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・・・この科学技術イノベーション人材の養

成に当たり，両大学は，イノベーションの源

泉は「新たな『知』の創造」にあると定義し

た上で，それを実現するための一貫した教育

理念として，「融合科学の促進」を掲げる。例

えば，科学技術・学術審議会学術分科会によ

る「学術研究の総合的な推進方策について

（最終報告）」（平成 27 年 1 月 27 日）におい

ては，「自己の専門分野の研究を突き詰めた上

で，分野，組織等の違い，さらには国境を越

えて，異なる価値や文化と切磋琢磨しつつ対

話と協働を重ね，社会の変化に柔軟に対応し

ながら，新しい卓越した知やイノベーション

を生み出すために不断の挑戦をしていくこと

が求められる。」とあるように，様々な社会課

題の解決に向けたイノベーションの源泉とな

る「新たな『知』の創造」には，「異」なる

「科学分野」との融合（異分野融合）という

観点が必要不可欠である。 
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ている。さらに“知の創造”に向けた主要施

策として，ＪＳＴは，「戦略的創造研究推進事

業」の推進を掲げており，同事業において

は，ナノ材料科学，光量子科学，環境エネル

ギー科学等，理学や工学等，既存の分野の枠

組みにとらわれず広範囲にわたる分野を新

興・融合領域の開拓に資する挑戦的な研究の

戦略目標としていることなどから，様々な社

会課題の解決に向けたイノベーションの源泉

となる「新たな『知』の創造」には，「異」な

る「科学分野」との融合（異分野融合）とい

う観点が必要不可欠である。 

したがって，本共同専攻の教育理念とし

て，「融合科学の促進」を掲げ，それを「科学

技術イノベーションに連関する複雑な社会課

題の解決に向けて，既存の科学分野を超える

枠組みの下で，“科学を融合する方法論”の探

求・実践により，複数の科学分野の融合を促

進させること」と定義し，これに基づいた教

育体系を構築し，本共同教育課程における

「融合科学」を，既存の科学分野を超える枠

組みの下で，「科学を融合する方法論」の探

究・実践により，複数の科学分野の知見を融

合させて自身の学術体系として修め，新しい

知を創出する科学の総称であると定義する。

すなわち，「融合科学」とは，「理学」や「工

学」，「社会学」といった個別の確立した研究

分野（ディシプリン）だけではなく，現実社

会の課題を対象とした，幅広い多様な分野の

知的貢献の上に研究を展開し，複数の科学分

野の知識，知見や研究手法を融合させて「現

実社会の課題」の解決を図る学問領域であ

る。 

「融合科学」とその他の学際的な教育を比

較すると，同じ学際的な教育のひとつに，「統

合科学」という学問領域がある。この二つの

学問領域は，複数の異なる学問分野を学び，

その知見や技術を修得するといった点では同

様であるが，諸課題の解決に向けたアプロー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって，本共同専攻の教育理念とし

て，「融合科学の促進」を掲げ，それを「科学

技術イノベーションに連関する複雑な社会課

題の解決に向けて，既存の科学分野を超える

枠組みの下で，“科学を融合する方法論”の探

求・実践により，複数の科学分野の融合を促

進させること」と定義し，これに基づいた教

育体系を構築するものである。 
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チの方法がそれぞれ大きく異なる。「融合科

学」では，異なる複数分野の知見を活かして

新たな知を創出（融合）し，課題解決に当た

るのに対し，「統合科学」では，異なる複数分

野の手法をそれぞれに用いて課題解決に当た

るものである。（資料１参照） 

この教育理念を実現するため，本共同専攻

では、金沢大学と北陸先端科学技術大学院大

学の生物学，化学，応用物理学，機械工学，

情報工学といった理工分野を中心に，医学，

看護学，心理学，経済学，考古学と幅広い分

野の教員で構成することとし，さらに，自ら

の専門分野を核としながら，分野融合に係る

研究実績を有し，先端的研究に取り組むこと

ができる教員を両大学から結集した。当然の

ことながら融合科学は、広範囲にわたるもの

であり、全学問分野の融合を図ることは困難

である。そのため，この教育理念実現のため

のフレームワークとして，本共同専攻には，

特にコース等を設けず単一の教育課程の専攻

によって構成することとし，一方で，複雑な

社会課題の解決に向けた既存の科学分野を超

える枠組みとして，両大学の強み・特色とな

る分野を結集し，以下に掲げる 3つの挑戦的

なイノベーションの枠組み〔3つのチャレン

ジ〕を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

この教育理念を実現するためのフレームワ

ークとして，本共同専攻には，特にコース等

を設けず単一の教育課程の専攻によって構成

することとし，一方で，複雑な社会課題の解

決に向けた既存の科学分野を超える枠組みと

して，両大学の強み・特色となる分野を結集

し，以下に掲げる 3つの挑戦的なイノベーシ

ョンの枠組み〔3つのチャレンジ〕を設定し

た。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（7～9ページ） 

新 旧 

（7～9ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・・・4つのフォースは，科学的プロセスや

成果を，信頼に足るデータに基づいて，統一

的に説明できるモデルを立て，他者にも分か

りやすく伝え，他分野及び社会との相互作用

を通して自己の提案を改変（デザイン）する

（5～7ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・・・4つのフォースは，科学的プロセスや

成果を，信頼に足るデータに基づいて，統一

的に説明できるモデルを立て，他者にも分か

りやすく伝え，他分野及び社会との相互作用
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融合科学の基礎力である。また、教育研究に

あたっては、階層化された教育カリキュラム

により、理学や工学の分野を核としつつ、医

学や看護学、心理学、経済学、考古学等、必

要な学問分野を学びその知見を獲得した上

で、インターンシップや海外の研究者との交

流、専門分野の異なる複数の教員による指導

等により、複数の分野の知見を融合させ課題

解決に向けた教育研究を行うものである。 

以上のとおり、本専攻における「融合科

学」は、単なる複数の分野を融合させるとい

うものにとどまらず、３つのチャレンジの枠

組みの下、様々な分野融合の経験とその中か

ら得られた分野融合に至る方法論、さらには

分野融合によってどの様な新しいイノベーシ

ョンが生まれるか、を明らかにするものであ

る。これらの知見や能力を醸成し、「グローバ

ル社会のニーズや動向に応じて，独創的な発

想と卓越した研究力を基に，科学技術イノベ

ーションの基盤を生み出し，社会実装できる

博士人材（科学技術イノベーション人材）」を

養成するものである。 

前述の考え方を踏まえ，カリキュラムにお

いては、教育理念である「融合科学の促進」

を実践するために，「科学を融合する方法論」

を修得すべく教育課程の編成を行う。方法論

としては，「異なる分野の知識や手法の導

入」，「異分野を含む授業科目の履修」，「自ら

とは異なる視点に立ったレベルの高い指導・

助言」，「異なる分野からの研究指導」，「社会

実装を見据えた研究指導」を組み込んだカリ

キュラムとしている。（資料４参照） 

「異なる分野の知識や手法の導入」は，グ

ループワークやラボ・ローテーションによ

り，自らの研究課題に異分野の新たな知識・

手法を導入する能力を修得する。この能力を

涵養するため，分野融合セミナー・グループ

ワークや異なる分野における研究等の異分野

融合を主とした「異分野『超』体験科目」を

を通して自己の提案を改変（デザイン）する

融合科学の基礎力である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前述の考え方を踏まえ，本共同専攻が考え

る「異分野融合の促進」は，異なる分野の教

員の指導を適宜受けながら，学生自身が，

様々な機会において，異分野の知識や考え方

等を取り込むことで，自身の研究課題に対す

る異分野からのアプローチ法を身に付けるこ

とにある。つまり，「異分野融合の促進」によ

り，自らの専門分野に積極的に異分野の知見

や技法を掛け合わせていく課題解決手法が，

本共同専攻が考える”科学を融合する方法

論”である。この思想を具体的に実現するた

めに，次のことを教育課程に盛り込む。 

①4つのフォース（力）の更なる研鑚 

 本共同専攻では，科学を融合する基礎的

な力として，4つのフォース（データを解析

する力，モデル化する力，可視化する力，デ

ザインする力）を設定している。その力は，
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設け，３単位を必修とする。具体的には，「異

分野『超』体験セッションⅡ」及び、「異分野

『超』体験実践Ⅱ」の２科目を開講する。「異

分野『超』体験セッションⅡ」では、両大学

で共同開講し、異分野の学生を含むグループ

ワークによって、お互いの修士（博士前期）

課程での研究を発表し合い、討論をすること

を通じて、自らとは異なる視点からの意見、

質問、評価を受け、異なる領域の知識や技術

を互いに理解し、コミュニケーション能力を

高めるとともにリーダーシップを発揮する能

力を培う。「異分野『超』体験実践Ⅱ」では、

相手方大学での履修を必修としたラボ・ロー

テーションで、異分野の研究室で 2週間以上

の研究活動を行うことで自らの専門にとらわ

れない幅広い知識や技術を習得し、融合研究

へと発展させる。これらの「異分野『超』体

験科目」を履修することにより、他分野に対

する知見と技術を持ち、核となる専門分野と

融合できる能力を養う。 

「異分野を含む授業科目の履修」について

は，学生の研究課題に対応できるよう，「共通

科目」，「生命科学系科目」，「材料科学系科

目」，「社会システム系科目」の４つの科目群

に区分し，２つ以上の科目群から単位を修得

することとしている。これにより，幅広く，

深い知識・知見と実践力を修得し，自らの研

究課題の解決に必要な知識を修得する。 

「自らとは異なる視点に立ったレベルの高

い指導・助言」により，異なる視点からのレ

ベルの高い指導・助言による異分野からのア

プローチ法を取得する。これを実現するた

め，「社会実装科目」として設けられる「海外

武者修行」「国際インターンシップ」において

は、自ら企画した海外の研究機関等への研究

留学やグローバル企業へのインターンシップ

等を行う事により、海外大学の研究者や企業

人から「自らとは異なる視点」に立ったレベ

ルの高い指導助言を受け、外国語で研究成果

融合科学を行う上で基礎力として位置づけら

れている。博士前期課程で培った４つのフォ

ースを更に養うために，同学年の異なる専門

分野の学生が一堂に会し，異分野融合を主眼

とするグループワークを行う「異分野『超』

体験セッションⅡ」や分野横断的にデータ分

析する力を身に付ける「実践的データ処理・

統計」「データ分析のための情報統計学Ⅱ」等

の科目を設ける。特に「実践的データ処理・

統計」「データ分析のための情報統計学Ⅱ」の

両科目については，融合科学共同専攻博士前

期課程修了者以外の者はいずれかを選択必修

とする。 

②異分野を含む授業科目の履修 

 また，学生は専門分野について，自らが

設定する課題により，3つのチャレンジ（ラ

イフイノベーション，グリーンイノベーショ

ン，システムイノベーション）のいずれかを

選択し，その各イノベーションに対応した，

生命科学系科目，材料科学系科目，社会シス

テム科学系科目及び共通科目により構成され

る専門科目群のうち，2区分以上から，幅広

く専門科目を履修することによって，自分の

専門分野のみならず，課題解決のために必要

となる，幅広く，深い知識・知見を修得でき

る仕組みを設けている。 

③学外の研究者との交流 

 更に，「異分野『超』体験実践Ⅱ」（ラ

ボ・ローテーション）において，自身の専門

分野以外の研究に触れるほか，「海外武者修

行」や「国際インターンシップ」で海外の大

学・企業への研究留学やインターンシップを

通じて，国際性を涵養するとともに，最先端

の研究に触れ，異なる視点からの指導助言を

得ることによって，異分野からのアプローチ

法を身に付け自身の研究テーマに関する理解

を一層深めることができる仕組みを設けてい

る。 

④相手大学の教員による研究指導 
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を発表し議論できる能力と、科学技術イノベ

ーションに連関する社会課題を自ら発見し、

かつ構造化した上で解決できる能力の涵養を

図る。 

「異なる分野からの研究指導」により，自

身の研究テーマを深化させ，異分野からのア

プローチ法を身につける。教育課程において

は，「研究支援科目」として設けられる「ゼミ

ナール・演習Ⅱ」で、相手大学から選任し

た、分野の異なる副主任研究指導教員からの

指導・助言を受ける。これらの手法により、

副主任研究指導教員の下、自身の研究課題を

深化させ，分野が異なる学生との共同による

研究、討論、学修を通じて異分野からのアプ

ローチ法を身につける。これにより、自身の

研究課題に関する理解をより深化させる。相

手大学の教員を副主任研究指導教員として設

定し，異分野からの研究指導を行うことは，

共同教育課程を編成することによる強みでも

ある。 

「社会実装を見据えた研究指導」により，

異分野研究に実績のある教員の指導を受けな

がら，異分野のアプローチ法を実践し，自ら

発見した研究課題に関する新たな知見を博士

論文としてまとめる。教育課程としては，「研

究支援科目」に「融合科学研究論文Ⅱ」を設

ける。 

本共同専攻の教育課程では，修了に必要な

23 単位のうち，少なくとも 15 単位は，「科学

を融合する方法論」に関連する単位修得とな

る。また，それ以外の修得する８単位は，主

に研究倫理や学生の専門となる分野の最新の

研究成果や知識を学ぶこととしている。「科学

を融合する方法論」を探究・実践し，複数の

科学分野の知見を融合させて自身の学術体系

として修め，博士（融合科学）に相応しい能

力を身につけることができる。 

 「ゼミナール・演習Ⅱ」において，専門

分野が異なる学生との協働による研究，討

論，学修等を通して，自身の研究課題に対す

る異分野からのアプローチ法を身に付け，近

接する立地を活かし，自らの研究課題につい

て，副主任研究指導教員（相手大学）の指

導・助言を受けながら，自身の研究テーマに

関する理解をさらに深化させる。 

⑤主任研究指導教員による研究指導 

「融合科学研究論文Ⅱ」において学生は，主

任研究指導教員（自大学）の下，これまで培

ってきた 4つのフォース（力）やラボ・ロー

テーション，他の研究分野の教員による研究

指導等により身につけた新たな知見や技法を

活用することを含め，研究指導を受けて，博

士論文をまとめることによって社会課題を解

決できる能力を涵養する。 
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（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（13 ページ） 

新 旧 

（13 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-3.共同教育課程を編成する理由及び必要性 

・・・具体的には，組織的な大学院教育を先

導し，知の創造を目指す知識科学に基づくイ

ノベーション教育を実践しているほか，講義

の英語化や，専門的で高度な設備等の配置に

積極的に取り組み，国立大学の中でも社会人

学生･留学生･外国人教員の割合や，教員 1人

あたりの共同･受託研究経費及び件数は上位に

あることが特徴的である。 

本共同専攻は，社会の動向を踏まえつつ，

教員組織の面だけではなく，研究指導や授業

科目等，上述の両大学それぞれの強みを相乗

的に組み合わせ，既存の科学分野を超える枠

組みの下で，“科学を融合する方法論”の探

究・実践による教育研究を展開するものであ

り，これによって複雑な社会課題の解決に向

けた科学技術イノベーション人材を養成する

ことができる。例えば，学生自身が所属する

大学と異なる教員が，学生の主たる研究テー

マを指導する「ゼミナール・演習Ⅱ」は共同

教育課程でなければ実現しない教育手法であ

る。 

（10 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-3.共同教育課程を編成する理由及び必要性 

・・・具体的には，組織的な大学院教育を先

導し，知の創造を目指す知識科学に基づくイ

ノベーション教育を実践しているほか，講義

の英語化や，専門的で高度な設備等の配置に

積極的に取り組み，国立大学の中でも社会人

学生･留学生･外国人教員の割合や，教員 1人

あたりの共同･受託研究経費及び件数は上位に

あることが特徴的である。 

本共同専攻は，社会の動向を踏まえつつ，

上述の両大学それぞれの強みを相乗的に組み

合わせ，既存の科学分野を超える枠組みの下

で，“科学を融合する方法論”の探究・実践に

よる教育研究を展開するものであり，これに

よって複雑な社会課題の解決に向けた科学技

術イノベーション人材を養成することができ

る。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（14～15 ページ） 

新 旧 

（14～15 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

・・・これが本共同専攻の構想の全体像であ

る。 

養成する人材像とディプロマ・ポリシー，

カリキュラム・ポリシーとの関連性について

（11 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

・・・これが本共同専攻の構想の全体像であ

る。 
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は，本共同専攻博士後期課程の養成する人材

像は，「科学技術イノベーションを担う高度専

門人材（博士人材）」であり，これを「グロー

バル社会のニーズや動向に応じて，独創的な

発想と卓越した研究力を基に，科学技術イノ

ベーションの基盤を生み出し，社会実装でき

る博士人材（科学技術イノベーション人材）」

と位置付けている。科学技術・学術審議会学

術分科会による「学術研究の総合的な推進方

策について（最終報告）」等でも指摘されてい

るとおり，科学技術イノベーションを起こす

源泉となるのが，「新たな『知』の創造であ

り，その源泉となるのが，「異なる科学技術の

融合」である。そのことを踏まえ，本共同専

攻が行う異分野融合を理念とする教育を受

け，研究を実践した上で修得すべき学修成果

をディプロマ・ポリシーとして定める。本共

同専攻においては，ディプロマ・ポリシーと

して，教育理念に掲げる４つのフォースを基

礎とした”科学を融合する方法論”を探究・

実践した上で，①社会課題を発見し，構造化

して解決できる能力，②専門性に関する先端

的知識と実践力，③他分野の知見と技術を持

ち，自らの専門性と融合できる能力，④国際

会議や海外共同研究において，外国語で研究

成果を発表し，議論できる能力，⑤科学・技

術・生命に対する実践的研究者倫理観，の５

つの「学修成果」に掲げる能力・資質（コン

ピテンス）を修得させることとしている。 

このディプロマ・ポリシーに掲げる学修成

果を修得させるため，カリキュラム・ポリシ

ーを定め，”課題解決志向型”の教育内容・手

法を重視し，学生が教育プログラム（カリキ

ュラム）の履修を通して身に付けるべき要素

を踏まえた体系的なカリキュラム（教育課

程）を編成している。 

また，カリキュラム・ポリシーと「４つの

力（フォース）」との関連性については， 本

共同専攻博士後期課程の養成する人材像は，
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「科学技術イノベーションを担う高度専門人

材（博士人材）であり，これを「グローバル

社会のニーズや動向に応じて，独創的な発想

と卓越した研究力を基に，科学技術イノベー

ションの基盤を生み出し，社会実装できる博

士人材（科学技術イノベーション人材）」と位

置付けた。こうした人材の養成に向け，“科学

を融合する方法論”を探求・実践した上で，

ディプロマ・ポリシーに掲げる５つの能力・

資質を修得させることとしており，さらにこ

のディプロマ・ポリシーの修得のためにカリ

キュラム・ポリシーを定め，体系的なカリキ

ュラム（課程編成）を構築する。 

“科学を融合する方法論”の探究・実践に

あたっては，データを抽出・解析し，事象を

モデル化することを通じて可視化し，グラン

ドデザインを描くことが特に必要である。そ

のため，“科学を融合する方法論”の探究・実

践の基礎力として①データ解析する「力」，②

モデル化する「力」，③可視化する「力」，④

デザインする「力」を「４つの力（フォー

ス）」として位置付けた。「４つの力（フォー

ス）」は，いかなる分野においても，博士課程

の学生としては共通して修得している力・修

得すべき力ではあるが，特に科学を融合する

際には，こうした基礎力があるからこそ，異

なる分野の専門的知見を得た際に，各人の科

学的思考により，専門分野間の壁を越え，既

成の価値観を検証することが可能となるので

ある。 

本共同専攻博士後期課程が掲げるディプロ

マ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー

は，どちらもこの「４つの力（フォース）」の

上に立脚しているものであり，基礎力がない

と成り立たないものではあるが，「４つの力

（フォース）」が直截的に２つのポリシーに繋

がるものではない。ディプロマ・ポリシーに

掲げる５つの能力・資質（コンピテンス）

は，「4つの力（フォース）」を基礎力として
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“科学を融合する方法論”を探求・実践した

上で修得するものである。また，カリキュラ

ム・ポリシーはあくまでもディプロマ・ポリ

シーに掲げる５つの能力・資質の修得に向

け，“科学を融合する方法論”の探究・実践

を可能とするためのポリシーである。本共同

専攻の目的は，単に基礎力である「４つの力

（フォース）」の涵養と醸成ではなく，これを

基礎力とした“科学を融合する方法論”の探

究と実践により博士人材を養成することであ

り，ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・

ポリシーともに本共同専攻の目的に沿って設

定している。 

ただし，博士後期課程における「科学技術

イノベーションの基盤を生み出し，社会実装

できる博士人材」の養成に向けては，より高

度な異分野を含む専門的知識の修得が必要で

あり，それに伴って「４つの力（フォース）」

を更に醸成する必要性が生じることは十分想

定される。博士後期課程においては，その醸

成のみを目的とした科目配置は行わないが，

学生が常に「4つの力（フォース）」を意識し

ながら様々な学修を積むことによりその力が

向上し，相乗的に，より高い次元で“科学を

融合する方法論”の探究・実践を行うことが

出来るのである。（資料６参照） 

 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（19 ページ） 

新 旧 

（19～20 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

● 4 つのフォース（力） 

 本共同専攻では，「科学を融合する方法論」

を実践するための基礎力を４つのフォース

（力）を位置付ける。 

（11～12 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

● 4 つのフォース（力） 
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Force 1：データ解析する「力」 

融合しようとする各科学分野の視点で，現

象を表すデータを多角的に解析する「力」 

Force 2：モデル化する「力」 

融合分野の基礎に矛盾しないモデルを提唱

する「力」 

Force 3：可視化する「力」 

他分野の人にも分かりやすい“図”を呈示

する「力」 

Force 4：デザインする「力」 

他分野及び社会とのインタラクションを通

して自己の提案を改変しながら，問題を解決

していく「力」 

Force 1：データ解析する「力」 

融合しようとする各科学分野の視点で，現

象を表すデータを多角的に解析する「力」 

Force 2：モデル化する「力」 

融合分野の基礎に矛盾しないモデルを提唱

する「力」 

Force 3：可視化する「力」 

他分野の人にも分かりやすい“図”を呈示

する「力」 

Force 4：デザインする「力」 

他分野及び社会とのインタラクションを通

して自己の提案を改変しながら，問題を解決

していく「力」 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（20～22 ページ） 

新 旧 

（20～22 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

■ アドミッション・ポリシー 

博士後期課程では，修士又は博士前期課程

等で修得してきた分野の専門知識のほか，専

門が異なる分野にも多角的・論理的思考力を

持って他者との協奏的活動に取り組み，グロ

ーバルに活躍しようとする姿勢を備え，複雑

で困難な問題を分野融合の力で発見及び解決

し，社会の発展のための新しい高度な価値を

積極的に創造しようとする強い意欲を持つ者

を受け入れる 

 

本共同専攻においては，博士課程（前期・

後期課程）に共通した養成する人材像に，社

会課題の解決に向けた科学技術イノベーショ

ンを担う高度専門人材を掲げ，その課程レベ

ルに応じた人材像を，博士前期課程にあって

は，「グローバル社会のニーズや動向を察知

し，様々な科学的知見と先端科学技術を基

（12 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

■ アドミッション・ポリシー 

博士後期課程では，修士又は博士前期課程

等で修得してきた分野の専門知識のほか，専

門が異なる分野にも多角的・論理的思考力を

持って他者との協奏的活動に取り組み，グロ

ーバルに活躍しようとする姿勢を備え，複雑

で困難な問題を分野融合の力で発見及び解決

し，社会の発展のための新しい高度な価値を

積極的に創造しようとする強い意欲を持つ者

を受け入れる 
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に，科学技術イノベーションに協奏的・共創

的に貢献できる人材」，博士後期課程にあって

は，「グローバル社会のニーズや動向に応じ

て，独創的な発想と卓越した研究力を基に，

科学技術イノベーションの基盤を生み出し，

社会実装できる博士人材」としている。つま

り，博士前期課程と博士後期課程において養

成する人材像を比較した場合，社会課題の解

決に向けて必要な融合科学に関する発想力，

研究力等の知見，科学技術イノベーションに

対する基盤作成から社会実装に繋げるまでの

貢献度，これらに関し，課程レベルに応じ

て，より実践的で高度化された能力を有する

者を養成することとしている。 

博士前期課程では，養成する人材像を育成

するための所定の教育プログラムを履修する

ことにより，①社会課題の解決に貢献できる

能力，②専門分野の基礎的知識と基礎的実践

力，③他分野に積極的に関与する意欲と能

力，④外国語の学術論文を読みこなし，自ら

の研究を外国語で説明できる能力，⑤科学・

技術・生命に対する研究者倫理観，を修める

こととしており，既存の科学分野を超える枠

組みの下で，“科学を融合する方法論”を探

求・実践しながら社会におけるニーズや動向

を察知し，科学技術イノベーションに連関す

る社会課題の解決に資する“基礎能力”を修

得する。 

また，一方，博士後期課程では，前期課程

に対してより一層高い学修目標を掲げ，養成

する人材像を育成するための所定の教育プロ

グラムを履修することにより，①社会課題を

発見し，構造化して解決できる能力，②専門

分野に関する先端的知識と高度な実践力，③

他分野の知見と技術を持ち，自らの専門分野

と融合できる能力，④国際会議や海外共同研

究において，外国語で研究成果を発表し，議

論できる能力，⑤科学・技術・生命に対する

実践的研究者倫理観，を修めることとしてお
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り，後期課程においても前期課程における

“基礎能力”を素地とした上で，さらに“科

学を融合する方法論”を探求・実践すること

により，社会におけるニーズや動向に応じ

て，科学技術イノベーションに連関する社会

課題を自らが発見し，課題解決ができる“実

践的課題解決能力”を修得する。 

 

上述のそれぞれの課程レベルに応じて修得

する各能力については，下表のとおりであ

る。具体的には，①社会課題解決に対する能

力については，博士後期課程では，自らが社

会課題を発見し，自身の知見に基づき構造化

し，科学イノベーションの基盤作成，さらに

は，社会実装までに繋げることができるレベ

ルであるに対し，博士前期課程では，社会課

題は既存のものであって，その解決に向け

て，自らが主体的に担うのではなく，同課程

で修得した融合科学に関する基礎能力の範囲

内で協奏的・共創的に貢献できるレベルであ

る。②自らの専門分野に対する能力について

は，博士後期課程では，当該分野に係る先端

的知識と高度な実践力であるのに対し，博士

前期課程では基礎的知識と基礎的実践力であ

る。③自らの専門分野とは異なる他分野へ向

き合う姿勢・能力については，博士後期課程

では，自らの専門分野を超えて他分野の知見

も有し，自らの専門分野と融合できるレベル

であるのに対し，博士前期課程では他分野に

積極的に関与する意欲・能力を有するものの

そのレベルに留まるものである。④外国語に

対する能力については，博士後期課程では，

外国語を用いて日本語によるものと同程度に

自らの研究発表ができ，議論できるレベルで

あるのに対し，博士前期課程では学術論文を

読みこなし，自らの研究を説明できるレベル

である。⑤科学・技術・生命に対する倫理観

に関しては，研究者行動規範に則り，自らの

行動を律する中で醸成されるものであるとい
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う面では，博士前期課程と博士後期課程で修

得する能力にそれほどの違いは無いとも言え

るが，博士後期課程では，自らが課題解決に

向けて主体的に融合科学を進める上でも，研

究活動，法令順守，研究対象への配慮，利益

相反など，博士前期課程に比べ，より実践的

な研究者倫理観を修得するものである。 

 

 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（25 ページ） 

新 旧 

（25 ページ） 

２ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

2-2.学位の名称及び理由 

本共同専攻（博士後期課程）における学位

名及び英語学位名は，博士前期課程と同様に

「博士（融合科学）；Doctor of Philosophy

（Ph.D）」とした。この「融合科学」は，既存

の科学分野を超える枠組みの下で，「科学を融

合する方法論」の探究・実践により，複数の

科学分野の知見を融合させて自身の学術体系

として修め，新しい知を創出する科学の総称

である。 

 

（15 ページ） 

２ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

2-2.学位の名称及び理由 

 本共同専攻（博士後期課程）における学位

名及び英語学位名は，博士前期課程と同様に

「博士（融合科学）；Doctor of Philosophy

（Ph.D）」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

修得する能力 博士前期課程 博士後期課程

①課題解決に対する
能力

既存の社会課題に対し，自
らの知見の範囲内で，その
解決に貢献できるレベル

自らが社会課題を発見し，
かつ構造化した上で，解決
できるレベル

②自らの専門分野に
対する能力

基礎的知識と基礎的実践力 先端的知識と高度な実践力

③他分野へ向き合う
姿勢・能力

他分野に積極的に関与する
意欲と能力

他分野の知見と技術を持
ち，自らの専門分野と融合
できる能力

④外国語に対する能
力

学術論文を読みこなし，自
らの研究を説明できるレベ
ル

自らの研究発表ができ，議
論できるレベル

⑤科学・技術・生命に

対する倫理観

研究者倫理観 実践的研究者倫理観
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【大学等の設置の趣旨・必要性】 

（是正事項） 

２．＜学位授与に必要な教育・研究体制の説明が不十分＞ 

 「博士（融合科学）」という学位を授与するにあたり，理学や工学ではなく，「融合科学」という学 

位を授与するために必要十分となる教育内容や研究指導，学位論文審査体制となっているかが明確で

ないため，教育・研究指導等のプロセスも含めて明確に説明するとともに，必要に応じて見直しを図

ること。 

 

（対応） 

２．学位授与に必要な教育・研究体制について，養成する人材像を踏まえて整理し，以下のとおり設

置の趣旨等を記載した書類に追記する。 

 

 

先に述べたように，本共同専攻の設立にあたって，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学が共同

し，「ライフイノベーション」，「グリーンイノベーション」，「システムイノベーション」の 3つの枠組

みに応じ，イノベーションに資する先端的研究や，分野融合の実績を有する博士（融合科学）の学位

の授与を可能とする教員を専任教員や研究指導教員として配置した。また，それぞれの分野で必要な

教育内容，研究指導及び学位審査体制を構築するとともに，多くの協力教員，授業提供教員による補

完によって充分な教育・研究体制とする。 

 

 カリキュラムにおいては，教育理念である「融合科学の促進」を実践するために，「科学を融合する

方法論」を修得すべく教育課程の編成を行う。方法論としては，「異なる分野の知識や手法の導入」，

「異分野を含む授業科目の履修」，「自らとは異なる視点に立ったレベルの高い指導・助言」，「異なる

分野からの研究指導」，「社会実装を見据えた研究指導」を組み込んだカリキュラムとしている。 

 

 「異なる分野の知識や手法の導入」は，グループワークやラボ・ローテーションにより，自らの研

究課題に異分野の新たな知識・手法を導入する能力を修得する。この能力を涵養するため，分野融合

セミナー・グループワークや異なる分野における研究等の異分野融合を主とした「異分野『超』体験

科目」として設け，３単位を必修とする。具体的には，「異分野『超』体験セッションⅡ」及び，「異

分野『超』体験実践Ⅱ」の２科目を開講する。「異分野『超』体験セッションⅡ」では，両大学で共同

開講し，異分野の学生を含むグループワークによって，お互いの修士（博士前期）課程での研究を発

表し合い，討論をすることを通じて，自らとは異なる視点からの意見，質問，評価を受け，異なる領

域の知識や技術を互いに理解し，コミュニケーション能力を高めるとともにリーダーシップを発揮す

る能力を培う。「異分野『超』体験実践Ⅱ」では，相手方大学での履修を必修としたラボ・ローテーシ

ョンで，異分野の研究室で 2週間以上の研究活動を行うことで自らの専門にとらわれない幅広い知識

や技術を習得し，融合研究へと発展させる。これらの「異分野『超』体験科目」を履修することによ

り，他分野に対する知見と技術を持ち，核となる専門分野と融合できる能力を養う。 

 「異分野を含む授業科目の履修」については，学生の研究課題に対応できるよう，「共通科目」，「生

命科学系科目」，「材料科学系科目」，「社会システム系科目」の４つの科目群に区分し，２つ以上の科
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目群から単位を修得することとしている。これにより，幅広く，深い知識・知見を修得し，自らの研

究課題の解決に必要な知識を修得する。 

「自らとは異なる視点に立ったレベルの高い指導・助言」により，異なる視点からのレベルの高い

指導・助言による異分野からのアプローチ法を修得する。これを実現するため，「社会実装科目」とし

て設けられる「海外武者修行」「国際インターンシップ」においては，自ら企画した海外の研究機関等

への研究留学やグローバル企業へのインターンシップ等を行う事により，海外大学の研究者や企業人

から「自らとは異なる視点」に立ったレベルの高い指導助言を受け，外国語で研究成果を発表し議論

できる能力と，科学技術イノベーションに連関する社会課題を自ら発見し，かつ構造化した上で解決

できる能力の涵養を図る。 

「異なる分野からの研究指導」により，自身の研究テーマを深化させ，異分野からのアプローチ法

を身に付ける。教育課程においては，「研究支援科目」として設けられる「ゼミナール・演習Ⅱ」で，

相手大学から選任した，分野の異なる副主任研究指導教員からの指導・助言を受ける。それに加え，

副主任研究指導教員の下，自身の研究課題を深化させ，分野が異なる学生との共同による研究，討

論，学修を通じて異分野からのアプローチ法を身につける。これにより，自身の研究課題に関する理

解をより深化させる。相手大学の教員を副主任研究指導教員として設定し，異分野からの研究指導を

行うことは，共同教育課程を編成することによる強みでもある。 

「社会実装を見据えた研究指導」により，異分野研究に実績のある教員の指導を受けながら，異分

野のアプローチ法を実践し，自ら発見した研究課題に関する新たな知見を博士論文としてまとめる。

教育課程としては，「研究支援科目」に「融合科学研究論文Ⅱ」を設ける。 

本共同専攻の教育課程では，修了に必要な 23 単位のうち，少なくとも 15 単位は，「科学を融合する

方法論」に関連する単位修得となる。また，それ以外の修得する８単位は，主に研究倫理や学生の専

門となる分野の最新の研究成果や知識を学ぶこととしている。「科学を融合する方法論」を探究・実践

し，複数の科学分野の知見を融合させて自身の学術体系として修め，博士（融合科学）に相応しい能

力を身につけることができる。 

 

 研究指導体制においては，異分野融合研究に実績があり，異分野融合研究を促進する組織に所属し

ている研究者が主任研究指導教員となる。加えて，主任研究指導教員とは異なる見地を持つ副主任研

究指導教員 2名が指導する複数研究指導体制とする。副主任研究指導教員については，1名以上を必ず

相手大学から選任することとする。また，その選任にあたっては，各学生の研究課題に応じて，異分

野融合の観点も加味する。これにより，両大学が常に共同で学生の研究指導を行う体制及び学生の研

究課題に対し，複数の分野の知見や研究手法に基づく研究指導を行う体制を担保する。 

 主任研究指導教員は，当該学生に対する教育研究上の指導の中心を担うものであり，学生に対し

て，毎日の研究活動を通して直接指導を行う。これまで培ってきた知見を基に，研究課題の設定を全

面的に支援するとともに，課題に応じた異分野融合の方法論の構築に向けた必要となる分野の授業の

履修指導，研究指導，学位論文等の作成指導等を行い，副主任研究指導教員等と指導学生の単位修得

状況や研究の進捗状況について情報共有し，指導方針について相互に確認しながら，当該学生の指導

に注力する。 
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 副主任研究指導教員は相手大学の教員 1名以上を含む 2名の教員であるが，主任研究指導教員と連

携を取りながら，当該学生の研究が複数の科学分野の融合を実践していけるよう，主任研究指導教員

とは異なる見地からの指導・助言を行う。 

 主任研究指導教員の指導の下，学生は複数の科学分野を融合した，科学技術イノベーションに連関

する研究課題を設定する。その際，主任研究指導教員は，学生が研究成果を博士論文として取りまと

めることを目指し，研究活動や学会，国際会議等での発表，学術論文執筆及び投稿等に係る指導を行

う。また，学生は自身の研究課題に関して，主任研究指導教員とは異なる見地を持つ副主任研究指導

教員の指導・助言を受け，同教員や両大学の他の学生との共同による研究，討論，学修等を通して，

異分野からのアプローチ法を身に付けながら，自らの研究テーマに関する知見をさらに深化させ，融

合科学の方法論による課題解決能力を身に付け，自らの研究課題の解決について博士論文としてまと

める。 

 

以下に示す研究指導のプロセスを経て，自らの研究課題に対し，異分野融合の方法論を実践し，課

題に対する新たな知見を学位論文としてまとめる。 

・入学後速やかに学生の主任研究指導教員及び副主任研究指導教員からなる研究指導教員を選任す

る。この際，副主任研究指導教員の選任にあたっては，分野融合の観点を加味して行い，学生自身

の研究課題の専門的な視点と異分野からの視点の多面的な視点により「科学を融合するための方法

論」を意識した研究指導を行う体制を確保する。 

・学生は，指導教員決定後速やかに主任研究指導教員及び副主任研究指導教員に対し，これまでに博

士前期課程等で行ってきた研究内容や学んできたバックグラウンドについて報告を行うとともに，

社会課題に関連した自らの研究課題の設定および今後の研究計画について打ち合わせを行う。この

時，副主任研究指導教員からは，課題設定や研究の遂行にあたり，特に異分野融合に関連した視点

からの研究指導や科目の履修指導を行うことにより，早期から分野融合を意識した指導を行う。専

門科目の履修について，学生の研究する課題により対象が広くなることを想定し，可能な限り多く

の科目を設置している。 

・１年次から２年次にかけて「異分野『超』体験実践Ⅱ」において，相手大学の研究室でのラボ・ロ

ーテーション活動を行う。この選択においても，主任研究指導教員とディスカッションしながら，

分野融合の観点を入れて研究室の選択を行うことにより，異分野の知見・手法を取り込むことがで

きる。 

・主任研究指導教員及び副主任研究指導教員からの研究指導は，日常的に行うが，年に１度，研究の

進捗発表を行い，学生にその結果をフィードバックする。学生はフィードバックを受けながら研究

を続け，学位論文としてまとめることを目指す。 

 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大学から 2名以上，相手大学から 1名以上を含む計 5名以

上で構成する両大学合同の審査委員会を専任教員で構成する会議において設置する。相手大学の教員

を審査委員にすることを義務付け，また，副研究主任指導教員の選任と同様に，異分野融合の観点を

加味した上で委員を構成し，「融合科学」の学位論文審査体制を担保する。なお，審査委員には，専門

分野や異分野融合の観点から，両大学以外の者を含むことができるものとする。研究指導教員の他，
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相手大学教員及び必要に応じて学外委員を含め 5名以上の審査委員で構成することとしており，異分

野融合の観点からの審査と共に，高度な専門性の審査についても担保する。 

学位論文の審査にあたり，国際的なジャーナル・学会における発表を義務づけることや，最終審査

として，公聴会及び最終試験を行う。公聴会は，学位論文の内容について発表し，異分野融合研究に

関する実績があり，異分野融合研究を促進する組織に所属している両大学の教員を含め，広く研究者

や学生に対して公開することにより，審査の厳格性や透明性を担保する。また，別途，学位論文に関

連する科目について，審査委員会により最終試験を行う。 

最終発表及び口頭試問を受け，審査委員会は博士論文及び最終試験について合否判定を行う。 

 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類（15～19 ページ） 

新 旧 

（15～19 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

・・・これが本共同専攻の構想の全体像であ

る。 

また，本共同専攻が「融合科学」の学位を

授与するにあたり，体制，教育・研究の概略

は，次のとおりとなる。 

 

本共同専攻の教育組織体制については，本

共同専攻の設立にあたって，金沢大学と北陸

先端科学技術大学院大学が共同し，「ライフイ

ノベーション」，「グリーンイノベーション」，

「システムイノベーション」の 3つの枠組み

に応じ，イノベーションに資する先端的研究

や，分野融合の実績を有する博士（融合科

学）の学位の授与を可能とする教員を専任教

員や研究指導教員として配置した。また，そ

れぞれの分野で必要な教育内容，研究指導及

び学位審査体制を構築するとともに，多くの

協力教員，授業提供教員による補完によって

充分な教育・研究体制とする。 

カリキュラムにおいては，教育理念である

「融合科学の促進」を実践するために，「科学

を融合する方法論」を修得するための教育課

（11 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材

像 

・・・これが本共同専攻の構想の全体像であ

る。 
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程の編成を行う。方法論としては，「異なる分

野の知識や手法の導入」，「異分野を含む授業

科目の履修」，「自らとは異なる視点に立った

レベルの高い指導・助言」，「異なる分野から

の研究指導」，「社会実装を見据えた研究指

導」を組み込んだカリキュラムとしている。 

「異なる分野の知識や手法の導入」は，グ

ループワークやラボ・ローテーションによ

り，自らの研究課題に異分野の新たな知識・

手法を導入する能力を修得する。この能力を

涵養するため，分野融合セミナー・グループ

ワークや異なる分野における研究等の異分野

融合を主とした「異分野『超』体験科目」と

して設け，３単位を必修とする。具体的に

は，「異分野『超』体験セッションⅡ」及び，

「異分野『超』体験実践Ⅱ」の２科目を開講

する。「異分野『超』体験セッションⅡ」で

は，両大学で共同開講し，異分野の学生を含

むグループワークによって，お互いの修士

（博士前期）課程での研究を発表し合い，討

論をすることを通じて，自らとは異なる視点

からの意見，質問，評価を受け，異なる領域

の知識や技術を互いに理解し，コミュニケー

ション能力を高めるとともにリーダーシップ

を発揮する能力を培う。「異分野『超』体験実

践Ⅱ」では，相手方大学での履修を必修とし

たラボ・ローテーションで，異分野の研究室

で 2週間以上の研究活動を行うことで自らの

専門にとらわれない幅広い知識や技術を習得

し，融合研究へと発展させる。これらの「異

分野『超』体験科目」を履修することによ

り，他分野に対する知見と技術を持ち，核と

なる専門分野と融合できる能力を養う。 

「異分野を含む授業科目の履修」について

は，学生の研究課題に対応できるよう，「共通

科目」，「生命科学系科目」，「材料科学系科

目」，「社会システム系科目」の４つの科目群

に区分し，２つ以上の科目群から単位を修得

することとしている。これにより，幅広く，
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深い知識・知見を修得し，自らの研究課題の

解決に必要な知識を修得する。 

「自らとは異なる視点に立ったレベルの高

い指導・助言」により，異なる視点からのレ

ベルの高い指導・助言による異分野からのア

プローチ法を取得する。これを実現するた

め，「社会実装科目」として設けられる「海外

武者修行」「国際インターンシップ」において

は，自ら企画した海外の研究機関等への研究

留学やグローバル企業へのインターンシップ

等を行う事により，海外大学の研究者や企業

人から「自らとは異なる視点」に立ったレベ

ルの高い指導助言を受け，外国語で研究成果

を発表し議論できる能力と，科学技術イノベ

ーションに連関する社会課題を自ら発見し，

かつ構造化した上で解決できる能力の涵養を

図る。 

「異なる分野からの研究指導」により，自

身の研究テーマを深化させ，異分野からのア

プローチ法を身につける。教育課程において

は，「研究支援科目」として設けられる「ゼミ

ナール・演習Ⅱ」で，相手大学から選任し

た，分野の異なる副主任研究指導教員からの

指導・助言を受ける。これらの手法により，

副主任研究指導教員の下，自身の研究課題を

深化させ，分野が異なる学生との共同による

研究，討論，学修を通じて異分野からのアプ

ローチ法を身につける。これにより，自身の

研究課題に関する理解をより深化させる。相

手大学の教員を副主任研究指導教員として設

定し，異分野からの研究指導を行うことは，

共同教育課程を編成することによる強みでも

ある。 

「社会実装を見据えた研究指導」により，

異分野研究に実績のある教員の指導を受けな

がら，異分野のアプローチ法を実践し，自ら

発見した研究課題に関する新たな知見を博士

論文としてまとめる。教育課程としては，「研
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究支援科目」に「融合科学研究論文Ⅱ」を設

ける。 

本共同専攻の教育課程では，修了に必要な

23 単位のうち，少なくとも 15 単位は，「科学

を融合する方法論」に関連する単位修得とな

る。また，それ以外の修得する８単位は，主

に研究倫理や学生の専門となる分野の最新の

研究成果や知識を学ぶこととしている。「科学

を融合する方法論」を探究・実践し，複数の

科学分野の知見を融合させて自身の学術体系

として修め，博士（融合科学）に相応しい能

力を身につけることができる。 

 

研究指導体制については，異分野融合研究

に実績があり，異分野融合研究を促進する組

織に所属している研究者が主任研究指導教員

となる。加えて，主任研究指導教員とは異な

る見地を持つ副主任研究指導教員 2名が指導

する複数研究指導体制とする。副主任研究指

導教員については，1名以上を必ず相手大学

から選任することとする。また，その選任に

あたっては，各学生の研究課題に応じて，異

分野融合の観点も加味する。これにより，両

大学が常に共同で学生の研究指導を行う体制

及び学生の研究課題に対し，複数の分野の知

見や研究手法に基づく研究指導を行う体制を

担保する。 

主任研究指導教員は，当該学生に対する教

育研究上の指導の中心を担うものであり，学

生に対して，毎日の研究活動を通して直接指

導を行う。これまで培ってきた知見を基に，

研究課題の設定を全面的に支援するととも

に，課題に応じた異分野融合の方法論の構築

に向けた必要となる分野の授業の履修指導，

研究指導，学位論文等の作成指導等を行い，

副主任研究指導教員等と指導学生の単位修得

状況や研究の進捗状況について情報共有し，

指導方針について相互に確認しながら，当該

学生の指導に注力する。 
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副主任研究指導教員は相手大学の教員 1名

以上を含む 2名の教員であるが，主任研究指

導教員と連携を取りながら，当該学生の研究

が複数の科学分野の融合を実践していけるよ

う，主任研究指導教員とは異なる見地からの

指導・助言を行う。 

主任研究指導教員の指導の下，学生は複数

の科学分野を融合した，科学技術イノベーシ

ョンに連関する研究課題を設定する。その

際，主任研究指導教員は，学生が研究成果を

博士論文として取りまとめることを目指し，

研究活動や学会，国際会議等での発表，学術

論文執筆及び投稿等に係る指導を行う。ま

た，学生は自身の研究課題に関して，主任研

究指導教員とは異なる見地を持つ副主任研究

指導教員の指導・助言を受け，同教員や両大

学の他の学生との共同による研究，討論，学

修等を通して，異分野からのアプローチ法を

身に付けながら，自らの研究テーマに関する

知見をさらに深化させ，融合科学の方法論に

よる課題解決能力を身に付け，自らの研究課

題の解決について博士論文としてまとめる。 

 

 以下に示す研究指導のプロセスを経て，

自らの研究課題に対し，異分野融合の方法論

を実践し，課題に対する新たな知見を学位論

文としてまとめる。 

・入学後速やかに学生の主任研究指導教員

及び副主任研究指導教員からなる研究指

導教員を選任する。この際，副主任研究

指導教員の選任にあたっては，分野融合

の観点を加味して行い，学生自身の研究

課題の専門的な視点と異分野からの視点

の多面的な視点により「科学を融合する

ための方法論」を意識した研究指導を行

う体制を確保する。 

・学生は，指導教員決定後速やかに主任研

究指導教員及び副主任研究指導教員に対

し，これまでに博士前期課程等で行って
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きた研究内容や学んできたバックグラウ

ンドについて報告を行うとともに，社会

課題に関連した自らの研究課題の設定お

よび今後の研究計画について打ち合わせ

を行う。このとき，副主任研究指導教員

からは，課題設定や研究の遂行にあた

り，特に異分野融合に関連した視点から

の研究指導や科目の履修指導を行うこと

により，早期から分野融合を意識した指

導を行う。専門科目の履修について，学

生の研究する課題により対象が広くなる

ことを想定し，可能な限り多くの科目を

設置している。 

・１年次から２年次にかけて「異分野

『超』体験実践Ⅱ」において，相手大学

の研究室でのラボ・ローテーション活動

を行う。この選択においても，主任研究

指導教員とディスカッションしながら，

分野融合の観点を入れて研究室の選択を

行うことにより，異分野の知見・手法を

取り込むことができる。 

・主任研究指導教員及び副主任研究指導教

員からの研究指導は，日常的に行うが，

年に１度，研究の進捗発表を行い，学生

にその結果をフィードバックする。学生

はフィードバックを受けながら研究をつ

づけ，学位論文としてまとめることを目

指す。 

 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大

学から 2名以上，相手大学から 1名以上を含

む計 5名以上で構成する両大学合同の審査委

員会を専任教員で構成する会議において設置

する。相手大学の教員を審査委員にすること

を義務付け，また，副主任研究指導教員の選

任と同様に，異分野融合の観点を加味した上

で委員を構成し，「融合科学」の学位論文審査

体制を担保する。なお，審査委員には，専門

分野や異分野融合の観点から，両大学以外の
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者を含むことができるものとする。研究指導

教員の他，相手大学教員及び必要に応じて学

外委員を含め 5名以上の審査委員で構成する

こととしており，異分野融合の観点からの審

査と共に，高度な専門性の審査についても担

保する。 

学位論文の審査にあたり，国際的なジャー

ナル・学会における発表を義務づけること

や，最終審査として，公聴会及び最終試験を

行う。公聴会は，学位論文の内容について発

表し，異分野融合研究に関する実績があり，

異分野融合研究を促進する組織に所属してい

る両大学の教員を含め，広く研究者や学生に

対して公開することにより，審査の厳格性や

透明性を担保する。また，別途，学位論文に

関連する科目について，審査委員会により最

終試験を行う。 

最終発表及び口頭試問を受け，審査委員会

は博士論文及び最終試験について合否判定を

行う。 

 

以下，本共同専攻の教育理念，各種ポリシ

ー等について記載する。 
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【教育課程等】 

（是正事項） 

３．＜科目の内容及び履修要件の設定が不適切＞ 

 「実践的データ処理・統計」及び「データ分析のための情報統計学Ⅱ」については，「４つの力（フ

ォース）」のうち「データ解析する力」と「可視化する力」を向上させると説明しているが，授業科目

の概要及びシラバスを見る限り，その能力を身に付けることができる内容であるか不明であり，博士

後期課程で開設する科目の教育内容として適切かについても不明であることから，授業科目の概要及

びシラバスを改めること。また，当該科目について，本専攻博士前期課程を修了していない学生に対

して，一律に履修を義務づけるのではなく，各学生がそれまでに修得してきた知識の程度に応じた科

目履修が可能となるよう，履修の要件の見直しを図ること。 

 

（対応） 

 本共同専攻において，「実践的データ処理・統計」及び「データ分析のための情報統計学Ⅱ」の２科

目は，異分野融合研究を行う上で必要となる基礎力として位置付けている４つのフォース（力）のう

ち，「データを解析する力」及び「可視化する力」を養う科目として位置付けている。 

これらの科目については，本共同専攻の入学者には多様なバックグラウンドを持つ学生が想定さ

れ，本共同専攻博士前期課程を修了していない者でも，既に統計学の基礎的素養を身につけた学生の

入学も想定されることから，「これまで統計学等を学んでいない者に対し，博士後期課程において融合

科学の研究を行うにあたり必要となるレベル知識を教授する科目」と位置付けを改め，本科目の履修

要件を，「統計を学修していない者は，主任研究指導教員と相談の上，履修を強く推奨する。」と変更

する。また，この見直しに伴い，これらの科目の履修により修得した単位は，修了要件には含まな

い。 

なお，専門科目には，他に「データマイニング特論」，「データ分析学特論」等を配置しており，「デ

ータを解析する力」及び「可視化する力」を担保している。 

 

 以上のことが明確かつ簡潔に分かるよう説明を整理し，設置の趣旨等を記載した書類等に明記す

る。 

 

（新旧対照表）  

教育課程等の概要 

新 旧 

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，これまで統計学を学んだこ

とのない者は，主任研究指導教員と相談の

上，「実践的データ処理・統計」又は「デー

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，本共同専攻博士前期課程を

修了していない者は，「実践的データ処理・

統計」又は「データ分析のための情報統計
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タ分析のための情報統計学Ⅱ」のいずれか

の単位を含んで修得することを強く推奨す

る。 

  （後略） 

学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修得して

いること。 

 

  （後略） 

 

教育課程等の概要（金沢大学） 

新 旧 

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，これまで統計学を学んだこ

とのない者は，主任研究指導教員と相談の

上，「実践的データ処理・統計」又は「デー

タ分析のための情報統計学Ⅱ」のいずれか

の単位を含んで修得することを強く推奨す

る。 

  （後略） 

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，本共同専攻博士前期課程を

修了していない者は，「実践的データ処理・

統計」又は「データ分析のための情報統計

学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修得して

いること。 

 

  （後略） 

 

教育課程等の概要（北陸先端科学技術大学院大学） 

新 旧 

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，これまで統計学を学んだこ

とのない者は，主任研究指導教員と相談の

上，「実践的データ処理・統計」又は「デー

タ分析のための情報統計学Ⅱ」のいずれか

の単位を含んで修得することを強く推奨す

る。 

  （後略） 

修了要件及び履修方法 

  （略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9単位以上を修得す

ること。また，本共同専攻博士前期課程を

修了していない者は，「実践的データ処理・

統計」又は「データ分析のための情報統計

学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修得して

いること。 

 

  （後略） 
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設置の趣旨等を記載した書類（28 ページ） 

新 旧 

（28 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・自身の研究テーマに関する理解を一層

深めることができる。 

 

その上で，「専門科目」として，1年次に

「研究者として自立するために」（金沢大学開

講），「人間力・創出力イノベーション論」（北

陸先端科学技術大学院大学開講）を設け，選

択必修科目（いずれか必修）と位置付ける。

ここでは，現実の社会と良い関わり合いを築

ける力や，未来ニーズを顕在化できる力につ

いて，実践的手法を用いながら学ぶ。また，

これまで統計学等を学んでいない者に対し，

博士後期課程において融合科学の研究を行う

にあたり必要となるレベルの知識を教授する

科目として，「実践的データ処理・統計」（金

沢大学開講），「データ分析のための情報統計

学Ⅱ」（北陸先端科学技術大学院大学開講）を

設け，統計学の学修を行っていない者は，主

任研究指導教員と相談の上，その履修を強く

推奨する科目として指定する。 

（18 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・自身の研究テーマに関する理解を一層

深めることができる。 

 

その上で，「専門科目」として，1年次に

「研究者として自立するために」（金沢大学開

講），「人間力・創出力イノベーション論」（北

陸先端科学技術大学院大学開講）を設け，選

択必修科目（いずれか必修）と位置付ける。

ここでは，現実の社会と良い関わり合いを築

ける力や，未来ニーズを顕在化できる力につ

いて，実践的手法を用いながら学ぶ。また，

異分野融合を促進するために必要となる 4つ

のフォース（力）のうち，主に「フォース

1：データ解析する力」及び「フォース 3：可

視化する力」を向上させるため，「実践的デー

タ処理・統計」（金沢大学開講），「データ分析

のための情報統計学Ⅱ」（北陸先端科学技術大

学院大学開講）を設け，本共同専攻博士前期

課程を修了していない者は，選択必修科目

（いずれか 1科目必修）として指定する。 

 

設置の趣旨等を記載した書類（30 ページ） 

新 旧 

（30 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-2.教育課程の特色 

・・・「超」えた学びを提供することを指す

ものである）。 

また，修得した基礎知識・技術等を基に，

自身の研究課題に応じた専門的知見を養うた

めの「専門科目」を，共通科目，生命科学系

科目，材料科学系科目，社会システム科学系

科目の 4つの科目群に区分している。この区

分に基づき，3つの挑戦的なイノベーション

（20 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-2.教育課程の特色 

・・・「超」えた学びを提供することを指す

ものである）。 

また，修得した基礎知識・技術等を基に，

自身の研究課題に応じた専門的知見を養うた

めの「専門科目」を，共通科目，生命科学系

科目，材料科学系科目，社会システム科学系

科目の 4つの科目群に区分している。この区

分に基づき，3つの挑戦的なイノベーション
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の枠組み（3つのチャレンジ）に応じて，

Ⅰ：ライフイノベーション選択者は生命科学

系科目を，Ⅱ：グリーンイノベーション選択

者は材料科学系科目を，Ⅲ：システムイノベ

ーション選択者は社会システム科学系科目を

中心とし，2つ以上の科目群から 9単位以上

の修得を修了要件としていることも特色であ

る。なお，「研究者として自立するために」

（金沢大学開講），「人間力・創出力イノベー

ション論」（北陸先端科学技術大学院大学開

講）のいずれかを選択必修とする。統計学未

履修者に対して，4つのフォース（力）のう

ち，「フォース 1：データを解析する力」と

「フォース 3：可視化する力」を向上させる

ために，これまで統計学等を学んでいない者

に対し，博士後期課程において融合科学の研

究を行うにあたり必要となるレベルの知識を

教授する科目として，「実践的データ処理・統

計」（金沢大学開講），「データ分析のための情

報統計学Ⅱ」（北陸先端科学技術大学院大学開

講）のいずれかの履修を強く推奨する。ただ

し，この２科目で修得した単位は修了要件に

は含めない（カリキュラムマップ（博士後期

課程）については【資料８】を参照）。 

の枠組み（3つのチャレンジ）に応じて，

Ⅰ：ライフイノベーション選択者は生命科学

系科目を，Ⅱ：グリーンイノベーション選択

者は材料科学系科目を，Ⅲ：システムイノベ

ーション選択者は社会システム科学系科目を

中心とし，2つ以上の科目群から 9単位以上

の修得を修了要件としていることも特色であ

る。なお，「研究者として自立するために」

（金沢大学開講），「人間力・創出力イノベー

ション論」（北陸先端科学技術大学院大学開

講）のいずれかを選択必修とするとともに，

本共同専攻博士前期課程を修了していない者

に対して，4つのフォース（力）のうち，「フ

ォース 1：データを解析する力」と「フォー

ス 3：可視化する力」を向上させるために，

「実践的データ処理・統計」（金沢大学開

講），「データ分析のための情報統計学Ⅱ」（北

陸先端科学技術大学院大学開講）のいずれか

を選択必修とする（カリキュラムマップ（博

士後期課程）については【資料５】を参照）。 

 

設置の趣旨等を記載した書類（34～35 ページ） 

新 旧 

（34～35 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅰ） 教育方法・履修指導に関する基本的

な考え方 

・・・原則として所属大学において履修す

る。 

その上で，「専門科目」として，1年次に

「研究者として自立するために」（金沢大学開

講），「人間力・創出力イノベーション論」（北

陸先端科学技術大学院大学開講）を設け，選

択必修科目として位置付ける。単位数は 1単

（23～24 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅰ） 教育方法・履修指導に関する基本的

な考え方 

・・・原則として所属大学において履修す

る。 

その上で，「専門科目」として，1年次に

「研究者として自立するために」（金沢大学開

講），「人間力・創出力イノベーション論」（北

陸先端科学技術大学院大学開講）を設け，選

択必修科目として位置付ける。単位数は 1単
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位とし，いずれかを履修する。また，上述の

科目を含め，1年次から 3年次にかけて修得

した基礎知識・技術等を基に，自身の研究課

題に応じた専門的知見を養うための科目を配

置し，9単位以上履修する選択必修科目とし

て位置付ける。なお，Ⅰ：ライフイノベーシ

ョン選択者は生命科学系科目を，Ⅱ：グリー

ンイノベーション選択者は材料科学系科目

を，Ⅲ：システムイノベーション選択者は社

会科学系科目を中心とし，共通科目を含む 4

区分のうち 2つ以上の科目区分から履修す

る。なお，これまで統計学等を学んでいない

者に対し，博士後期課程において融合科学の

研究を行うにあたり必要となるレベルの知識

を教授する科目として，「実践的データ処理・

統計」（金沢大学開講），「データ分析のための

情報統計学Ⅱ」（北陸先端科学技術大学院大学

開講）を設ける。この科目の履修にあたって

は，主任研究指導教員と相談し，履修するこ

ととするが，修了要件には含めない。 

位とし，いずれかを履修する。また，異分野

融合を促進するために必要となる 4つのフォ

ース（力）を涵養するため，「実践的データ処

理・統計」（金沢大学開講），「データ分析のた

めの情報統計学Ⅱ」（北陸先端科学技術大学院

大学開講）を設け，本共同専攻博士前期課程

を修了していない者は選択必修科目（いずれ

か１科目必修）とする。上述の科目を含め，1

年次から 3年次にかけて修得した基礎知識・

技術等を基に，自身の研究課題に応じた専門

的知見を養うための科目を配置し，9単位以

上履修する選択必修科目として位置付ける。

なお，Ⅰ：ライフイノベーション選択者は生

命科学系科目を，Ⅱ：グリーンイノベーショ

ン選択者は材料科学系科目を，Ⅲ：システム

イノベーション選択者は社会科学系科目を中

心とし，共通科目を含む 4区分のうち 2つ以

上の科目区分から履修する。 

 

設置の趣旨等を記載した書類（37 ページ） 

新 旧 

（37 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅲ） 修了要件 

（略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9 単位以上を修得す

ること。なお，統計学を学んだことのない

学生は主任指導教員と相談して，「実践的デ

ータ処理・統計」又は「データ分析のため

の情報統計学Ⅱ」のいずれかの履修を推奨

する。ただし，修得した単位は修了要件に

は含まない。 

  （後略） 

（26 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅲ） 修了要件 

（略） 

・専門科目から，「研究者として自立するため

に」（1単位）又は「人間力・創出力イノベ

ーション論」（1単位）のいずれかの単位を

含め 2科目群以上かつ 9 単位以上を修得す

ること。また，本共同専攻博士前期課程を

修了していない者は，「実践的データ処理・

統計」又は「データ分析のための情報統計

学Ⅱ」のいずれかの単位を含んで修得して

いること。 

  （後略） 
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【教育課程等】 

（改善事項） 

４．＜科目の内容及び実施体制の説明が不十分＞ 

「海外武者修行」及び「国際インターンシップ」について，授業内容及び実施体制に関する説明が不

十分であるため，以下の点について説明を充実すること。 

（１）「海外武者修行」と「国際インターンシップ」について，その内容の違いが明確になるよう記載

を適切に改めること。 

（２）海外における実習を行う際の受入先との交渉等については責任を持って教員が実施するなど，

学生と教員の責任の所在を明確にした体制を整備する必要があるため，適切に改めること。また，

海外における実習での知的財産管理や安全管理についても，同様に責任を持って大学が実施する体

制となっていることの説明を充実し，必要に応じて見直しを図ること。 

（３）海外への渡航費が学生にとって負担になると考えられ，必要に応じて渡航費の負担軽減を大学

としてもサポートする必要があると考えられるが，大学としての方針について説明を充実するこ

と。 

 

（対応） 

次のとおり説明を追加又は修正する。 

（１）「海外武者修行」及び「国際インターンシップ」については，授業内容の違いを明確化するため

に，「海外にある大学，研究機関等にて研究活動を行うもの」を「海外武者修行」，「海外にある企

業，海外展開している企業におけるインターンシップを行うもの」を「国際インターンシップ」の

対象として再整理する。 

（２）海外における受入先との交渉は，本籍大学事務部の支援を受けつつ主任研究指導教員が行うこ

とを明確にする。また，その際に，実習内容の調整だけではなく，実習中に発生した知的財産の管

理や安全管理面についても交渉することとする。また，主任指導教員はそれらの内容を学生に事前

指導するとともに，実習中の連絡体制を確立する。加えて，海外での安全管理面から，両大学の担

当部署が行う事前指導により渡航前に必要な手続の指導を行うとともに，本籍大学の指定する海外

危機管理サービスへの加入や海外渡航届の提出などにより，実習中の危機管理体制を万全なものと

する。 

（３）「海外武者修行」「国際インターンシップ」の２科目において，ほとんどの学生が正課の授業と

して海外での実習を行うことに鑑み，学生の経済的負担の軽減を図るため，要件に合致する各種奨

学金の紹介やあっせんを行う。また，本籍大学における各種海外渡航支援制度の活用を促す。 

 

（新旧対照表） 

 

シラバス：海外武者修行 A（金沢） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 

 

授業の到達目標及びテーマ 
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  海外の大学・研究機関等への留学を行

い， 

 （後略） 

海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

インターンシップを行い， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則１週間以上２週間未満の期間，海外

の研究機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則１週間以上２週間未満の期間，海外

の研究機関等に留学若しくは海外企業・

多国籍企業の研究組織等でインターンシ

ップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：海外武者修行 A（JAIST） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学を行い， 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

インターンシップを行い， 

 （後略） 
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授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則１週間以上２週間未満の期間，海外

の研究機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則１週間以上２週間未満の期間，海外

の研究機関等に留学若しくは海外企業・

多国籍企業の研究組織等でインターンシ

ップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：海外武者修行 B（金沢） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学を行い， 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

インターンシップを行い， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計
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し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２週間以上２か月未満，海外の研究

機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２週間以上２か月未満，海外の研究

機関等に留学若しくは海外企業・多国籍

企業の研究組織等でインターンシップを

行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：海外武者修行 B（JAIST） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学を行い， 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

インターンシップを行い， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

42



１．原則２週間以上２か月未満，海外の研究

機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

１．原則２週間以上２か月未満，海外の研究

機関等に留学若しくは海外企業・多国籍

企業の研究組織等でインターンシップを

行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：海外武者修行 C（金沢） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学を行い， 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

長期インターンシップを行い， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２か月以上，海外の研究機関等に留

学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２か月以上，海外の研究機関等に留

学若しくは海外企業・多国籍企業の研究

組織等でインターンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

43



る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：海外武者修行 C（JAIST） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学を行い， 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 海外の大学・研究機関等への留学若しくは

海外企業・多国籍企業の海外研究組織等ヘの

長期インターンシップを行い， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先として決定

し，実施する。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告する。 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，自身の研究に

関連した先進的な機関を留学先若しくはイン

ターンシップ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インターンシップ計

画書）を提出し，承認を得る。帰国後に研究

留学報告書（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２か月以上，海外の研究機関等に留

学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談し，自身の

研究に関連した先進的な機関を選定す

る。また，渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提出する。ま

た，その成果を報告する。 

授業計画 

 以下の要項のとおり実施する。 

１．原則２か月以上，海外の研究機関等に留

学若しくは海外企業・多国籍企業の研究

組織等でインターンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は研究指導教

員と相談し，自身の研究に関連した先進

的な機関を選定する。また，渡航前に留

学計画書（海外インターンシップ計画

書）を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書）を提出する。また，そ

の成果を報告する。 
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学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書，成果報告及び 

（後略） 

学生に対する評価 

留学実績，研究留学報告書（海外インター

ンシップ報告書），成果報告及び 

（後略） 

 

シラバス：国際インターンシップ（金沢） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 研究シーズが実際の企業現場でどのように

ビジネスとして成立しているか，またどのよ

うにイノベーションに結びついているかにつ

いて，インターンシップ先（海外の企業，海

外展開している国内企業等。 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 研究シーズが実際の企業現場でどのように

ビジネスとして成立しているか，またどのよ

うにイノベーションに結びついているかにつ

いて，インターンシップ先（海外展開してい

る企業等。 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，インターンシ

ップ先（海外の企業，海外展開している国内

企業等）を決定し， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，インターンシ

ップ先（海外展開している企業等）を決定

し， 

（後略） 

授業計画 

・原則２週間以上，海外の企業，海外展開し

ている国内企業等で研究活動を行う。 

（後略） 

授業計画 

・原則２週間以上，海外展開している企業等

で研究活動を行う。 

（後略） 

 

シラバス：国際インターンシップ（JAIST） 

新 旧 

授業の到達目標及びテーマ 

 研究シーズが実際の企業現場でどのように

ビジネスとして成立しているか，またどのよ

うにイノベーションに結びついているかにつ

いて，インターンシップ先（海外の企業，海

外展開している国内企業等。 

 （後略） 

授業の到達目標及びテーマ 

 研究シーズが実際の企業現場でどのように

ビジネスとして成立しているか，またどのよ

うにイノベーションに結びついているかにつ

いて，インターンシップ先（海外展開してい

る企業等。 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，インターンシ

ップ先（海外の企業，海外展開している国内

企業等）を決定し， 

 （後略） 

授業の概要 

 研究指導教員の指導のもと，インターンシ

ップ先（海外展開している企業等）を決定

し， 

（後略） 
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授業計画 

・原則２週間以上，海外の企業，海外展開し

ている国内企業等で研究活動を行う。 

（後略） 

授業計画 

・原則２週間以上，海外展開している企業等

で研究活動を行う。 

（後略） 

 

授業科目の概要 

新 旧 

海外武者

修行 A

（金沢） 

 研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

１．原則１週間以上２週間未満の

期間，海外の研究機関等に留学す

る。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 A

（金沢） 

 研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

１．原則１週間以上２週間未満の

期間，海外の研究機関等に留学若

しくは海外企業・多国籍企業の研

究組織等でインターンシップを行

う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海

外インターンシップ報告書）を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 A

（JAIST） 

 研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

海外武者

修行 A

（JAIST） 

 研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書
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１．原則１週間以上２週間未満の

期間，海外の研究機関等に留学す

る。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

１．原則１週間以上２週間未満の

期間，海外の研究機関等に留学若

しくは海外企業・多国籍企業の研

究組織等でインターンシップを行

う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海

外インターンシップ報告書）を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 B

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

１．原則２週間以上２か月未満，

海外の研究機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 B

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

１．原則２週間以上２か月未満，

海外の研究機関等に留学若しくは

海外企業・多国籍企業の研究組織

等でインターンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 
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３．帰国後に研究留学報告書（海

外インターンシップ報告書）を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 B

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

１．原則２週間以上２か月未満，

海外の研究機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告

する。 

海外武者

修行 B

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

１．原則２週間以上２か月未満，

海外の研究機関等に留学若しくは

海外企業・多国籍企業の研究組織

等でインターンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

海外武者

修行 C

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

１．原則２か月以上，海外の研究

機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

海外武者

修行 C

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 
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な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

１．原則２か月以上，海外の研究

機関等に留学若しくは海外企業・

多国籍企業の研究組織等でインタ

ーンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書（海

外インターンシップ報告書）を提

出する。また，その成果を報告す

る。 

海外武者

修行 C

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先として決定し，実施す

る。渡航前に留学計画書を提出

し，承認を得る。帰国後に研究留

学報告書を提出する。また，その

成果を報告する。 

１．原則２か月以上，海外の研究

機関等に留学する。 

２．留学先は研究指導教員と相談

し，自身の研究に関連した先進的

な機関を選定する。また，渡航前

に留学計画書を提出し，承認を得

る。 

３．帰国後に研究留学報告書を

提出する。また，その成果を報告

する。 

海外武者

修行 C

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，自

身の研究に関連した先進的な機関

を留学先若しくはインターンシッ

プ先として決定し，実施する。渡

航前に留学計画書（海外インター

ンシップ計画書）を提出し，承認

を得る。帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 

１．原則２か月以上，海外の研究

機関等に留学若しくは海外企業・

多国籍企業の研究組織等でインタ

ーンシップを行う。 

２．留学・インターンシップ先は

研究指導教員と相談し，自身の研

究に関連した先進的な機関を選定

する。また，渡航前に留学計画書

（海外インターンシップ計画書）

を提出し，承認を得る。 

３．帰国後に研究留学報告書

（海外インターンシップ報告書）

を提出する。また，その成果を報

告する。 
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国際イン

ターンシ

ップ 

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，イ

ンターンシップ先（海外の企業，

海外展開している国内企業等）を

決定し， 

（後略） 

国際イン

ターンシ

ップ 

（金沢） 

研究指導教員の指導のもと，イ

ンターンシップ先（海外展開して

いる企業等）を決定し， 

（後略） 

国際イン

ターンシ

ップ

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，イ

ンターンシップ先（海外の企業，

海外展開している国内企業等）を

決定し， 

（後略） 

国際イン

ターンシ

ップ

（JAIST） 

研究指導教員の指導のもと，イ

ンターンシップ先（海外展開して

いる企業等）を決定し， 

（後略） 

 

設置の趣旨等を記載した書類（27～28 ページ） 

新 旧 

（27～28 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・専門分野を「超」えた学びを提供す

ることを指すものである。 

 

併せて，「社会実装科目」として， 1 年次

から，「海外武者修行」による海外の大学・研

究機関での研究留学や「国際インターンシッ

プ」において，外国企業やグローバル企業へ

のインターンシップ等の海外派遣による学び

を選択必修科目（いずれか 1科目必修）とし

て位置付け，実施後は，結果を報告する。こ

れにより，更にレベルの高い異分野からのア

プローチ法を身につけ，自身の研究テーマに

関する理解を一層深めることができる。 

（17～18 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・専門分野を「超」えた学びを提供す

ることを指すものである。 

 

併せて，「社会実装科目」として， 1 年次

から，「海外武者修行」「国際インターンシッ

プ」において，海外の研究機関への研究留学

やグローバル企業へのインターンシップ等の

海外派遣による学びを選択必修科目（いずれ

か 1科目必修）として位置付け，実施後は，

結果を報告する。これにより，更にレベルの

高い異分野からのアプローチ法を身につけ，

自身の研究テーマに関する理解を一層深める

ことができる。 

 

設置の趣旨等を記載した書類（34 ページ） 

新 旧 

（34 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅰ） 教育方法・履修指導に関する基本的

な考え方 

・・・相手大学の開講科目を履修する。 

 

（23 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅰ） 教育方法・履修指導に関する基本的

な考え方 

・・・相手大学の開講科目を履修する。 
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併せて，「社会実装科目」として，「海外武

者修行」（海外の研究機関への研究留学），「国

際インターンシップ」（本共同専攻が指定する

海外企業やグローバル企業へのインターンシ

ップ）を設け，選択必修科目として位置付け

る。単位数は，留学・インターンシップの期

間等に応じて，１単位，2単位又は 4単位と

し，原則として所属大学において履修する。 

併せて，「社会実装科目」として，「海外武

者修行」（海外の研究機関への研究留学等の海

外派遣による学び），「国際インターンシッ

プ」（本共同専攻が指定するグローバル企業へ

のインターンシップ）を設け，選択必修科目

として位置付ける。単位数は，留学・インタ

ーンシップの期間等に応じて，１単位，2単

位又は 4単位とし，原則として所属大学にお

いて履修する。 

 

設置の趣旨等を記載した書類（38 ページ） 

新 旧 

（38 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅵ） 海外実習等における危機管理等 

本共同専攻では，「海外武者修行」や「国際

インターンシップ」において正課の授業とし

てほぼ全員が海外実習を行うことに鑑み，学

生の経済的負担を軽減するため，要件に合致

する各種奨学金の紹介やあっせんを行う。ま

た，本籍大学における各種支援制度の活用を

促す。 

主任指導研究指導教員は，派遣先における

指導担当者を決め，派遣先との学生の受入れ

について交渉を行う。その際，実習内容の調

整をはじめ，実習中の知的財産の扱いや技術

移転などの安全管理等を含めて派遣先との合

意を得ることとする。その結果を主任指導教

員と学生との間で綿密に打ち合わせ，教育

面，安全管理面での体制構築を図る。派遣中

は学生と主任研究指導教員及び現地指導者と

の密な連絡指導を通じ，学生の状況について

学業面だけでなく安全・健康状況についても

把握し，問題を未然に防ぐ。 

また，主任研究指導教員のみならず，大学

として学生の安全管理体制を確立するため，

金沢大学では国際機構，北陸先端科学技術大

学院大学では留学支援センターが事前指導と

（27 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件 

（ⅵ） 海外実習等における危機管理等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前指導として，派遣先の国情理解，情報

収集の徹底，予防接種等の案内，健康管理の
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して，派遣先の国情理解，情報収集の徹底，

予防接種等の案内，健康管理の方法，危機発

生時の連絡体制と基本的対処・対応等につい

て情報提供を行い，指示・指導を徹底する。

更に学生は，本籍大学が指定する海外危機管

理サービスへの登録や海外旅行保険への登録

等を遺漏なく行うとともに，本籍大学に対

し，海外渡航届を提出させ，実習中の連絡体

制を構築する。また，有事の際は，学生の本

籍大学における規程やマニュアル等に従い，

即時に危機管理対応を図り，併せて，他の構

成大学，学生の受入機関，在外公館，その他

関係機関等の協力を得ながら必要な対応を図

る。 

 

方法，危機発生時の連絡体制と基本的対処・

対応等について情報提供を行い，指示・指導

を徹底する。更に学生は，海外危機管理サー

ビスへの登録や海外旅行保険への登録等を遺

漏なく行うとともに，本籍大学に対し，海外

渡航届を提出させ，実習中の連絡体制を構築

する。また，有事の際は，学生の本籍大学に

おける規程やマニュアル等に従い，即時に危

機管理対応を図り，併せて，他の構成大学，

学生の受入機関，在外公館，その他関係機関

等の協力を得ながら必要な対応を図る。 

 

 

 

なお，実習期間が比較的長期にわたる場合

は，実習科目の科目担当教員及び指導教員と

受入機関との間で，実習内容等について事前

に調整を十分に行い，必要に応じて現地指導

者を特定しておく。派遣中は学生と科目担当

教員及び現地指導者との密な連絡指導を通

じ，学生の状況について学業面だけでなく安

全・健康状況についても把握し，問題を未然

に防ぐ。 
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【教員組織等】 

（是正事項） 

５．＜教員組織の編成に係る説明が不十分＞ 

専任教員について，「異分野融合研究に実績を持つ研究者から編成」しており，「全ての教員は，定

例的なワークショップ等の機会により，様々な分野融合型研究のアプローチ」を行っているとある

が，各教員が異分野融合型研究の成果を有しているかが不明瞭であり，学生に対して博士後期課程レ

ベルの融合科学に関する教育・研究を実施することが可能な体制となっているかどうかが明確ではな

いため，教員組織の編成の考え方及び特色において，異分野融合型研究に関する具体的な研究実績が

あることや教育を行うための組織体制となっていることについて明確に説明すること。 

 

（対応） 

異分野融合型研究に関する具体的な研究実績があることや教育を行うための組織体制となっている

ことについて，以下のとおり，その内容を設置の趣旨等を記載した書類に追記する。 

 

 共同専攻の研究指導教員は，博士の学位を取得しているとともに，これまでも博士後期課程の教育

実績を有する教員を配置している。研究指導教員は，金沢大学では新学術創成研究機構，北陸先端科

学技術大学院大学では融合科学系と，両大学の異分野融合研究の推進を目的としている教員組織に所

属し，資料 10 に示すような異分野融合に実績を有する教員を中心に，融合科学を促進させるために設

定した３つの挑戦的なイノベーションの枠組みに沿って配置している。また，共同専攻の研究指導教

員は，両大学でのワークショップや共同研究等により，異分野融合によるアプローチを実践するとと

もに，この知見を基に教育を行っているところである。これらのことから，本共同専攻の教員組織の

編成で博士後期課程レベルの融合科学教育・研究を行う体制が整えられていると言える。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（13 ページ） 

新 旧 

（13 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-3.共同教育課程を編成する理由及び必要性 

・・・科学技術イノベーション人材を養成す

ることができる。 

また，それを支える教育基盤として，両大

学の中で，融合研究を推進する部局に所属す

る教員を中心に教員組織を構成し，大学間連

携による実績の相乗活用や，近接する両大学

という「地の利」を活用し，石川県内の中核

企業や自治体等との連携による領域融合型教

育・研究や共同研究等の取組も可能となる。

結果として，優秀な人材（学生・研究者）が

石川に集うと同時に，石川から地域・世界に

（10 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-3.共同教育課程を編成する理由及び必要性 

・・・科学技術イノベーション人材を養成す

ることができる。 

また，それを支える教育基盤として，大学

間連携による実績の相乗活用や，近接する両

大学という「地の利」を活用し，石川県内の

中核企業や自治体等との連携による領域融合

型教育・研究や共同研究等の取組も可能とな

る。結果として，優秀な人材（学生・研究

者）が石川に集うと同時に，石川から地域・

世界に優秀な人材を輩出できる。これが，金

沢大学及び北陸先端科学技術大学院大学の両
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優秀な人材を輩出できる。これが，金沢大学

及び北陸先端科学技術大学院大学の両大学で

実施する意義である。（【資料５】参照） 

大学で実施する意義である。（【資料３】参

照） 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（32 ページ） 

新 旧 

（32 ページ） 

４ 教員組織の編成の考え方及び特色 

4-1.教員組織の編成と基本的考え方及び特色 

・・・により構成する。 

専任教員については，2020 年 4 月の博士後

期課程開設時において，金沢大学 15 名，北陸

先端科学技術大学院大学 10 名（合計 25 名）

とする。専任教員は，資料 10 に示すような異

分野融合研究に実績を持つ研究者から編成

し，北陸地区国立大学連合において行ってい

る両大学の教員等が共同して実施する研究プ

ロジェクトに対する教育研究活動支援及び研

究交流会等の大学間連携なども行い，教員自

身の異分野融合を実践している。 

専任教員の組織的編成に関して，金沢大学

では，金沢大学に優位性のある研究の更なる

強化，学問分野融合型研究の一層の進展及び

国際頭脳循環の一層の拡充を一体となって推

進することにより，革新的な研究成果を生み

出し，もって新しい学問分野・学問領域の創

成につなげるとともに，その研究成果を基盤

に教育を支援することを目的とした，「新学術

創成研究機構」，北陸先端科学技術大学院大学

では，複数の専門分野を融合して新しい科学

の創造を目指す「融合科学系」に所属する教

員を中心に組織し，専任教員を 3つの挑戦的

なイノベーションの枠組み（3つのチャレン

ジ）に沿って教員を配置していることが特色

である。 

（中略） 

全ての教員は，それぞれの専門分野におい

て博士の学位を有しており，また学生の研究

指導を行うに当たって十分な研究実績を有す

（21 ページ） 

４ 教員組織の編成の考え方及び特色 

4-1.教員組織の編成と基本的考え方及び特色 

・・・により構成する。 

専任教員については，2020 年 4 月の博士後

期課程開設時において，金沢大学 15 名，北陸

先端科学技術大学院大学 10 名（合計 25 名）

とする。専任教員は，異分野融合研究に実績

を持つ研究者から編成し，北陸地区国立大学

連合において行っている両大学の教員等が共

同して実施する研究プロジェクトに対する教

育研究活動支援及び研究交流会等の大学間連

携なども行い，教員自身の異分野融合を実践

していく。 

専任教員の組織的編成に関して，3つの挑

戦的なイノベーションの枠組み（3つのチャ

レンジ）に沿って教員を配置していることが

特色である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （中略） 

全ての教員は，それぞれの専門分野におい

て博士の学位を有しており，また学生の研究

指導を行うに当たって十分な研究実績を有す

54



る（資料 10 参照）。また，全ての教員は，定

例的なワークショップ等の機会により，様々

な分野融合型研究のアプローチを行うととも

に，一部の教員については，Ⅰ～Ⅲの複数の

枠組みに参画していることも特徴である。 

る。また，全ての教員は，定例的なワークシ

ョップ等の機会により，様々な分野融合型研

究のアプローチを行うとともに，一部の教員

については，Ⅰ～Ⅲの複数の枠組みに参画し

ていることも特徴である。 
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【名称，その他】 

（改善意見） 

６．＜留学生の受入れ体制に係る説明が不十分＞ 

学生確保の見通しについて，一定数の留学生を受け入れることも想定している一方で，留学生に対

する入学者選抜や入学時期の考え方が必ずしも明らかでないため，それらの考え方の説明を充実する

こと。 

 

（対応） 

留学生に対する入学者選抜や入学時期について，以下のとおり，その内容を設置の趣旨等を記載し

た書類に追記する。 

 

本共同専攻では，4月入学を原則とするが，留学生を受け入れることも想定していることから，10

月入学も可能とする。加えて，本共同専攻の入学者選抜は構成大学ごとに行うことから，各大学の判

断で，Web コミュニケーションツール等による遠隔入試を実施し，渡日せずに入学者選抜に臨むことが

できるようにする。入学者の選抜に当たっては，アドミッション・ポリシーに沿って，博士前期課

程，修士課程等で行ってきた研究内容及び今後の研究計画に関する口頭発表を踏まえ，博士前期課

程，修士課程等で修得した分野の基盤的専門知識及び分野融合による社会の発展のための新しい高度

な価値を創造しようとする意欲を，国籍や前歴を問わず，口頭試問により問うこととしている。 

また，10 月入学者の教育課程について，基幹的な科目が，第１クォーター及び第２クォーターの年

度の前半に配置されている科目が一部あるが，これらの科目が，グループワーク等を行う科目が多い

こともあり，少人数での講義では教育効果が得られないことから，次年度の第１クォーター，第２ク

ォーターにあたる時期に実施することとする。その場合も，その他の専門科目の履修を進めること

や，研究指導の実施はできることから，特に支障はない。 

 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（29 ページ） 

新 旧 

（29 ページ） 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・確認を行いながら，体系的に実施す

る。 

 

なお ，本共同専攻の入学時期は，4月入学

を基本とするが，留学生の受け入れも考慮

し，10 月入学も可能とする。ただし，必修と

なる「異分野『超』体験セッション」等など

は，グループワークを中心とする授業もあ

り，教育効果の観点から一定の受講者数が必

要となること等から，10 月入学者向けに特別

（19 ページ） 

3-1.教育課程の編成の考え方 

・・・確認を行いながら，体系的に実施す

る。 
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にクラスを開講することは行わず，直近の開

講時期に授業を受けることとする。「海外武者

修行」，「国際インターンシップ」について

は，学生の研究の進捗状況を見ながら履修さ

せること，その他の専門科目の履修を進める

ことや，研究指導の実施はできることから履

修に支障はない。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（44 ページ） 

新 旧 

（44 ページ） 

８ 入学者選抜の概要 

融合科学共同専攻では，選抜試験等の質を

担保した上で，構成大学ごとに入学者選抜を

行う。入学定員は各年次につき博士後期課程

19 名，収容定員は博士後期課程 57 名である

（下表参照）。また，入学時期は 4月を基本と

するが，海外からの留学生受入れも考慮し，

10 月入学も可能とする。 

（32 ページ） 

８ 入学者選抜の概要 

融合科学共同専攻では，選抜試験等の質を

担保した上で，構成大学ごとに入学者選抜を

行う。入学定員は各年次につき博士後期課程

19 名，収容定員は博士後期課程 57 名である

（下表参照）。また，入学時期は 4月とする。 

 

 

57



審査意見への対応を記載した書類（9月） 

（目次） 大学院新学術創成研究科 融合科学共同専攻（D） 

【大学等の設置の趣旨・必要性】 

１．第一次審査審査意見１の回答について 

＜既置の修士課程における人材養成についての説明が不十分＞ 

既置の修士課程及び博士後期課程における養成する人材像の違いについては説明がなされたも

のの，修士課程においてどのような人材養成を行い，学生がどのような力を身につけたのかについ

ての具体的な説明が不十分であるため，現在修士課程に在籍している学生に対して，両大学の教員

がどのように教育や研究指導を行い，どのような融合科学の研究成果が得られた，あるいは得られ

ることが見込まれるかについて，実際の事例を用いて具体的に説明すること。（是正事

項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．第一次審査審査意見２の回答について 

＜学位授与に必要な基準の説明が不十分＞ 

「博士（融合科学）」という学位を授与するに当たって必要十分となる教育内容やプロセスにつ

いては説明がなされたものの，既存の学問分野ではなく，「融合科学」という学位を授与するための

研究指導や学位論文審査体制となっているかの説明が不十分であるため，両大学の教員がどのよう

に研究指導を行い，どのような研究成果が得られた際に「博士（融合科学）」の学位を授与するのか

の基準について説明するとともに，その基準に適合しなかった場合の取扱いについて説明すること。

あわせて，本専攻に入学する学生に対し，既存の学問分野ではなく「融合科学」であることを，ど

のように説明し理解を得ようとしているかについて明らかにすること。（是正事

項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

【教育課程等】 

３．第一次審査審査意見４の回答について 

＜科目の実施体制の説明が不十分＞ 

「海外武者修行」及び「国際インターンシップ」の実施体制について，海外実習が必須であるこ

とを鑑みると，海外渡航に当たり学生が執り行うことになる諸手続についての記載が不十分である

ため，ビザの取得等，渡航・滞在に関する支援について説明を充実すること。（改善事項）・・２６ 

【教員組織等】 

４．第一次審査審査意見５の回答について 

＜教員の実績についての説明が不十分＞ 

専任教員が異分野融合研究に実績を持つことは説明がなされたものの，「融合科学」を教授する

に足る実績であるかの説明が不十分であるため，異分野融合研究の実績について，具体的な研究内



容や研究方法を示すなどにより，教員が融合科学に関する研究を実践し成果を上げていることを明

確に説明すること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

 



【大学等の設置の趣旨・必要性】 

１．第一次審査審査意見１の回答について 

＜既置の修士課程における人材養成についての説明が不十分＞ 

既置の修士課程及び博士後期課程における養成する人材像の違いについては説明がなされたもの

の，修士課程においてどのような人材養成を行い，学生がどのような力を身につけたのかについての

具体的な説明が不十分であるため，現在修士課程に在籍している学生に対して，両大学の教員がどの

ように教育や研究指導を行い，どのような融合科学の研究成果が得られた，あるいは得られることが

見込まれるかについて，実際の事例を用いて具体的に説明すること。（是正事項） 

 

（対応） 

『修士課程に在籍している学生に対する，両大学教員の教育・研究指導の内容及び学生の研究成

果』について，修士課程における実際の事例を基に，3つの挑戦的なイノベーションの枠組みに沿っ

て，主任研究指導教員，副主任研究指導教員及びラボ・ローテーション先での担当教員からの教育・

研究指導等を具体的に示した上で，得られた学修成果（研究成果）を明記するとともに，その成果を

踏まえた博士後期課程での研究展開を整理した。なお，設置の趣旨等を記載した書類の追記箇所及び

追加した資料は以下の通り。 

・1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・資料 5～7 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 1-2 融合科学共同専攻の構想及び必要性】 

〔Ⅰ ライフイノベーション〕 

物理学を専門とする学生（修士課程）が設定した，脳機能障害に関わるタンパク質の機能の解明に

向けた研究テーマ「タンパク質活性化に伴う構造変化の解明」を一例に挙げる。 

当該学生の本研究テーマの学修に当たっては，「北陸地区学術研究連携支援」事業等において，両大

学間での共同研究・融合研究実績を有する物理学と分子生物学の教員により，異なる専門分野からの

指導を行っている。 

主任研究指導は金沢大学の物理学を専門とする教員が担い，脳の神経細胞内タンパク質の機能解明

に向けた原子間力顕微鏡（AFM）技術開発に向けて専門的知見を深化させるとともに，分子生物学の知

見を取り入れるように指導を行った。それを受け，副主任研究指導を北陸先端科学技術大学院大学の

分子生物学を専門とする教員とし，生体内タンパク質の機能に関する知見や分子動力学の手法を教授

することにより，当該学生の“科学を融合する方法論”の探求・実践を促している。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員による指導の下，ラボ・ローテーション先である電子計測

分野では AFM の基本動作原理に繋がる電子回路の知見を，情報工学分野ではプログラミング言語を利

用した画像解析の技術をそれぞれ修得し，自身の研究テーマの解明に取り入れている。 

こうした研究指導の下でなされた各研究分野における知見や手法の融合により，AFM を用いたタンパ

ク質構造変化の動態観察と高度な画像解析を行い，修士課程の最終年次において，既に AFM 観察技術

に分子動力学の手法を取り入れた生体観測用 AFM 観察技術の開発を行い，タンパク質活性化に伴う構

造変化の観察を可能とする等，新たな知見が見出されている。 

1



博士後期課程においては，社会課題の解決に向けたさらなる研究の展開として，分子生物学の知見

を深化させるとともに，新たに神経科学の知見を加え，画像解析技術を応用した独自の AFM 観察技術

により，脳機能障害に関わるタンパク質の刺激信号に関する機能メカニズムを解明する。（【資料 5】参

照） 

 

〔Ⅱ グリーンイノベーション〕 

化学を専門とする学生（修士課程）が設定した，発電量に占める化石燃料発電割合の抑制に向けた

研究テーマ「高性能な有機薄膜太陽電池用材料の開発」を一例に挙げる。 

エネルギー創製デバイスに関しては，両大学が連携して共同シンポジウムを行う等，教員間での連

携体制は構築されており，当該学生の本研究テーマの学修に当たっては，その中心となっている化学

と応用物理学の教員により，異なる専門分野からの指導を行っている。 

主任研究指導教員は金沢大学における化学を専門とする教員が担い，太陽電池技術に関する専門的

知見を深化させるとともに，太陽電池材料となる光電変換膜の高性能化に向けて新たな材料を加える

よう指導を行った。それを受け，副主任研究指導教員を北陸先端科学技術大学院大学の応用物理学を

専門とする教員とし，光電変換がより効率的となる添加物の考察に加え，電流取り出し効率も考察す

るよう指導することにより，当該学生の“科学を融合する方法論”の探求・実践を促している。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員による指導の下，ラボ・ローテーション先である計測工学

分野では AFM を用いたナノ領域での観察技術を，高分子化学分野ではハイパワー・小型・軽量なリチ

ウムイオン二次電池の構造とその発電原理の解明に係る知見をそれぞれ修得し，自身の研究テーマの

解明に取り入れている。 

こうした研究指導の下でなされた各研究分野における知見や手法の融合により，光電変換膜を作製

するプロセスの検討を行い，AFM を用いたナノ計測技術を有機薄膜材料の開発手法に応用し，修士課程

の最終年度において，既に光電変換等がより効率的な新たな太陽電池材料の開発に至っている。 

博士後期課程においては，社会課題の解決に向けたさらなる研究の展開として，応用物理学の知見

を活かした材料創成と電流取り出しの高効率化及び計測工学の技術を深化させたナノレベルでの材料

劣化メカニズムの解明に加え，電気工学の知見を加えた実証を行い，実用性の高い高性能な有機薄膜

太陽電池材料を開発する。（【資料 6】参照） 

 

〔Ⅲ システムイノベーション〕 

情報工学を専門とする学生（修士課程）が設定した，一人暮らしの増加に応じたロボットとの共生

による安心安全社会の実現に向けた研究テーマ「顔表情識別器を用いた非同調的反応がもたらす人と

ロボットのインタラクション特性の解析」を一例に挙げる。 

人間の認知メカニズムに基づく新たな画像処理技術の開発に関しては，両大学が連携して共同研

究・融合研究を行う等，教員間での連携体制は構築されており，当該学生の研究テーマの学修に当た

っては，その中心となっている情報工学と認知心理学の教員により，異なる専門分野からの指導を行

っている。 

主任研究指導は北陸先端科学技術大学院大学の情報工学を専門とする教員が担い，機械学習による

人の顔の表情認識と感情推定に，機械学習，深層学習の手法の検討で得られた知見を深化させるとと

もに，認知心理学の知見を取り入れるよう指導を行った。それを受け，副主任研究指導を金沢大学の
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認知心理学を専門とする教員とし，心理学分野の感情レベルのコミュニケーションに関する知見や社

会心理学的手法を教授することにより，当該学生の“科学を融合する方法論”の探求・実践を促して

いる。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員による指導の下，ラボ・ローテーション先である制御工学

分野では機械学習による人の行動特性に適応するマンマシンインタフェース手法を，認知心理学分野

では統計検定手法を用いた心理実験手法を複合的に学び，自身の研究テーマの解明に取り入れてい

る。 

こうした研究指導の下でなされた各研究分野における知見や手法の融合により，機械学習・深層学

習の手法に感情レベルのコミュニケーションに関する社会心理学的手法を取り入れ，修士課程の最終

年度において，既にロボットへの感情推定エンジンの実装に関する新たな知見が見出されている。 

博士後期課程においては，社会課題の解決に向けたさらなる研究の展開として，認知心理学の知見

を基に人の心を推察し，心理特性の解析を行うとともに，ロボットが人に与える心理的影響の制御技

術に関する知見を深化させ，人・ロボット間の感情レベルでのインタラクション技術を実現する。

（【資料 7】参照） 

 

（新旧対照表） 

 設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

（9～11 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

（略） 

なお，学生にとってどのような教育効果や

研究の展開が見込まれるのかについて，修士

課程における実践例を基に，対象となる融合

科学研究の具体例を，3つのイノベーション

の枠組みに沿って，次のとおり挙げる。 

 

〔Ⅰ ライフイノベーション〕 

物理学を専門とする学生（修士課程）が設

定した，脳機能障害に関わるタンパク質の機

能の解明に向けた研究テーマ「タンパク質活

性化に伴う構造変化の解明」を一例に挙げ

る。 

当該学生の本研究テーマの学修に当たって

は，「北陸地区学術研究連携支援」事業等にお

いて，両大学間での共同研究・融合研究実績

を有する物理学と分子生物学の教員により，

異なる専門分野からの指導を行っている。 

（9～10 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

（略） 

なお，学生にとってどのような教育効果が

見込まれるのかについて，対象となる融合科

学研究の具体例を，3つのイノベーションの

枠組みに沿って，次のとおり挙げる。 

 

 

〔Ⅰ ライフイノベーション〕 

「腫瘍等の特定の病変解析を通じた生命活

動の理解と疾患診断・治療」という研究課題

に取り組む学生の場合，既存の生命科学分野

の知識・技術だけではなく，膨大な遺伝子解

析データ等のビックデータを扱うためのデー

タ解析方法や，高度な画像解析等の情報科学

分野についても学び，かつ 4つのフォース

（力）を基に，異なる知識背景を持つ他者と

コミュニケートしながら，生命科学分野や情

報科学分野を中心に複数の科学分野から自ら
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主任研究指導は金沢大学の物理学を専門と

する教員が担い，脳の神経細胞内タンパク質

の機能解明に向けた原子間力顕微鏡（AFM）技

術開発に向けて専門的知見を深化させるとと

もに，分子生物学の知見を取り入れるように

指導を行った。それを受け，副主任研究指導

を北陸先端科学技術大学院大学の分子生物学

を専門とする教員とし，生体内タンパク質の

機能に関する知見や分子動力学の手法を教授

することにより，当該学生の“科学を融合す

る方法論”の探求・実践を促している。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員に

よる指導の下，ラボ・ローテーション先であ

る電子計測分野では AFM の基本動作原理に繋

がる電子回路の知見を，情報工学分野ではプ

ログラミング言語を利用した画像解析の技術

をそれぞれ修得し，自身の研究テーマの解明

に取り入れている。 

こうした研究指導の下でなされた各研究分

野における知見や手法の融合により，AFM を

用いたタンパク質構造変化の動態観察と高度

な画像解析を行い，修士課程の最終年次にお

いて，既に AFM 観察技術に分子動力学の手法

を取り入れた生体観測用 AFM 観察技術の開発

を行い，タンパク質活性化に伴う構造変化の

観察を可能とする等，新たな知見が見出され

ている。 

博士後期課程においては，社会課題の解決

に向けたさらなる研究の展開として，分子生

物学の知見を深化させるとともに，新たに神

経科学の知見を加え，画像解析技術を応用し

た独自の AFM 観察技術により，脳機能障害に

関わるタンパク質の刺激信号に関する機能メ

カニズムを解明する。（【資料 5】参照） 

 

〔Ⅱ グリーンイノベーション〕 

化学を専門とする学生（修士課程）が設定

した，発電量に占める化石燃料発電割合の抑

取り組む課題の解決に向けた知見を複合的に

学び取る。 

金沢大学では，医薬学を含めた生命科学分

野に強みを持ち，北陸先端科学技術大学院大

学では，情報科学分野に強みを持つ。学生

は，主任研究指導教員と随時相談し，腫瘍生

命科学や創薬科学といった生命科学に関する

科目を基盤としながらも，ビッグデータ解析

や画像解析等の情報科学に関する科目につい

ても履修する。また金沢大学の生命科学分野

の教員が主任研究指導教員に，北陸先端科学

技術大学院大学の情報科学分野の教員が副主

任研究指導教員になり，両大学の異なる専門

分野の教員から指導を受ける。 

こうした各科目の履修や，研究指導を受け

ることにより，学生自らが取り組む「腫瘍等

の特定の病変解析を通じた生命活動の理解と

疾患診断・治療」という課題に資するよう

な，ビッグデータ解析手法や高度な画像解析

の考え方等に基づく病変解析という新たな視

点や発想を得ることができ，教育効果とし

て，実社会における高確度で迅速な疾患診

断・治療の確立に向けた課題解決力を養うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔Ⅱ グリーンイノベーション〕 

「新たな植物由来資源の創成とそれを活用

した人体にやさしい新材料の創成」という研

究課題に取り組む学生の場合，既存の材料科
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制に向けた研究テーマ「高性能な有機薄膜太

陽電池用材料の開発」を一例に挙げる。 

エネルギー創製デバイスに関しては，両大

学が連携して共同シンポジウムを行う等，教

員間での連携体制は構築されており，当該学

生の本研究テーマの学修に当たっては，その

中心となっている化学と応用物理学の教員に

より，異なる専門分野からの指導を行ってい

る。 

主任研究指導教員は金沢大学における化学

を専門とする教員が担い，太陽電池技術に関

する専門的知見を深化させるとともに，太陽

電池材料となる光電変換膜の高性能化に向け

て新たな材料を加えるよう指導を行った。そ

れを受け，副主任研究指導教員を北陸先端科

学技術大学院大学の応用物理学を専門とする

教員とし，光電変換がより効率的となる添加

物の考察に加え，電流取り出し効率も考察す

るよう指導することにより，当該学生の“科

学を融合する方法論”の探求・実践を促して

いる。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員に

よる指導の下，ラボ・ローテーション先であ

る計測工学分野では AFM を用いたナノ領域で

の観察技術を，高分子化学分野ではハイパワ

ー・小型・軽量なリチウムイオン二次電池の

構造とその発電原理の解明に係る知見をそれ

ぞれ修得し，自身の研究テーマの解明に取り

入れている。 

こうした研究指導の下でなされた各研究分

野における知見や手法の融合により，光電変

換膜を作製するプロセスの検討を行い，AFM

を用いたナノ計測技術を有機薄膜材料の開発

手法に応用し，修士課程の最終年度におい

て，既に光電変換等がより効率的な新たな太

陽電池材料の開発に至っている。 

博士後期課程においては，社会課題の解決

に向けたさらなる研究の展開として，応用物

理学の知見を活かした材料創成と電流取り出

学分野の知識・技術だけではなく，特定物質

の抽出・精製等の分子化学や化学工学，人体

への影響を理解するために基礎医学等の生命

科学分野についても学び，かつ 4つのフォー

ス（力）を基に，異なる知識背景を持つ他者

とコミュニケートしながら，材料科学分野や

基礎医学分野を中心に複数の科学分野から自

ら取り組む課題の解決に向けた知見を複合的

に学び取る。 

金沢大学では，化学工学や基礎医学に強み

を持ち，北陸先端科学技術大学院大学では，

材料科学に強みを持つ。学生は，主任研究指

導教員と随時相談し，分子化学や化学工学と

いった材料科学を基盤としながらも，生物機

能学や生体分子学等の生命科学に関する科目

を履修する。また北陸先端科学技術大学院大

学の材料科学分野の教員が主任研究指導教員

に，金沢大学の生命科学分野の教員が副主任

研究指導教員になり，両大学の異なる専門分

野の教員から指導を受ける。 

こうした各科目の履修や，研究指導を受け

ることにより，学生自らが取り組む「新たな

植物由来資源の創成とそれを活用した人体に

やさしい新材料の創成」という課題に資する

ような，生物の基本的な生理機能や分子機構

に裏打ちされた人体へのやさしさという新た

な視点や発想を得ることができ，教育効果と

して，実社会における人体や生態系に配慮し

た植物由来資源の活用手法の確立に向けた課

題解決力を養うことができる。 
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しの高効率化及び計測工学の技術を深化させ

たナノレベルでの材料劣化メカニズムの解明

に加え，電気工学の知見を加えた実証を行

い，実用性の高い高性能な有機薄膜太陽電池

材料を開発する。（【資料 6】参照） 

 

〔Ⅲ システムイノベーション〕 

情報工学を専門とする学生（修士課程）が

設定した，一人暮らしの増加に応じたロボッ

トとの共生による安心安全社会の実現に向け

た研究テーマ「顔表情識別器を用いた非同調

的反応がもたらす人とロボットのインタラク

ション特性の解析」を一例に挙げる。 

人間の認知メカニズムに基づく新たな画像

処理技術の開発に関しては，両大学が連携し

て共同研究・融合研究を行う等，教員間での

連携体制は構築されており，当該学生の研究

テーマの学修に当たっては，その中心となっ

ている情報工学と認知心理学の教員により，

異なる専門分野からの指導を行っている。 

主任研究指導は北陸先端科学技術大学院大

学の情報工学を専門とする教員が担い，機械

学習による人の顔の表情認識と感情推定に，

機械学習，深層学習の手法の検討で得られた

知見を深化させるとともに，認知心理学の知

見を取り入れるよう指導を行った。それを受

け，副主任研究指導を金沢大学の認知心理学

を専門とする教員とし，心理学分野の感情レ

ベルのコミュニケーションに関する知見や社

会心理学的手法を教授することにより，当該

学生の“科学を融合する方法論”の探求・実

践を促している。 

また，学生は主任・副主任研究指導教員に

よる指導の下，ラボ・ローテーション先であ

る制御工学分野では機械学習による人の行動

特性に適応するマンマシンインタフェース手

法を，認知心理学分野では統計検定手法を用

いた心理実験手法を複合的に学び，自身の研

究テーマの解明に取り入れている。 

 

 

 

 

 

 

〔Ⅲ システムイノベーション〕 

「自律型の自動運転自動車の開発と社会実

装」という研究課題に取り組む学生の場合，

既存の機械工学分野の知識・技術だけではな

く，高度なセンシング，情報処理技術等の電

気電子工学や情報工学，社会実装に向けた経

済的効果分析等の社会科学等の科学分野につ

いても学び，かつ 4つのフォース（力）を基

に，異なる知識背景を持つ他者とコミュニケ

ートしながら，機械工学・情報工学分野や社

会科学分野を中心に複数の科学分野から自ら

取り組む課題の解決に向けた知見を複合的に

学び取る。 

金沢大学では，機械工学，電子情報通信工

学や社会科学分野に強みを持ち，北陸先端科

学技術大学院大学では，情報工学に強みを持

つ。学生は，主任研究指導教員と随時相談

し，ロボット工学や通信工学といった機械工

学・情報科学を基盤としながらも，オペレー

ティングシステム（OS）や認知行動等，電子

情報通信工学や社会科学に関する科目を履修

する。また金沢大学の機械工学分野の教員が

主任研究指導教員に，北陸先端科学技術大学

院大学の情報科学分野の教員が副主任研究指

導教員になり，両大学の異なる専門分野の教

員から指導を受ける。 

こうした各科目の履修や，研究指導を受け

ることにより，学生自らが取り組む「自律型

の自動運転自動車の開発と社会実装」という

課題に資するような，人の認知の仕組みや信

頼性の高い OS 技術という新たな視点や発想を

得ることができ，教育効果として，実社会に

おける自律型の自動運転自動車の社会実装の
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こうした研究指導の下でなされた各研究分

野における知見や手法の融合により，機械学

習・深層学習の手法に感情レベルのコミュニ

ケーションに関する社会心理学的手法を取り

入れ，修士課程の最終年度において，既にロ

ボットへの感情推定エンジンの実装に関する

新たな知見が見出されている。 

博士後期課程においては，社会課題の解決に

向けたさらなる研究の展開として，認知心理

学の知見を基に人の心を推察し，心理特性の

解析を行うとともに，ロボットが人に与える

心理的影響の制御技術に関する知見を深化さ

せ，人・ロボット間の感情レベルでのインタ

ラクション技術を実現する。（【資料 7】参

照） 

（略） 

確立に向けた課題解決力を養うことができ

る。 

（略） 

 

 

7



【大学等の設置の趣旨・必要性】 

２．第一次審査審査意見２の回答について 

＜学位授与に必要な基準の説明が不十分＞ 

「博士（融合科学）」という学位を授与するに当たって必要十分となる教育内容やプロセスについて

は説明がなされたものの，既存の学問分野ではなく，「融合科学」という学位を授与するための研究指

導や学位論文審査体制となっているかの説明が不十分であるため，両大学の教員がどのように研究指

導を行い，どのような研究成果が得られた際に「博士（融合科学）」の学位を授与するのかの基準につ

いて説明するとともに，その基準に適合しなかった場合の取扱いについて説明すること。あわせて，

本専攻に入学する学生に対し，既存の学問分野ではなく「融合科学」であることを，どのように説明

し理解を得ようとしているかについて明らかにすること。（是正事項） 

 

（対応） 

（２－１）『博士（融合科学）の学位を授与するための基準』について，ディプロマ・ポリシーに掲げ 

る学修成果を踏まえ，博士（融合科学）の学位を授与するための基準を明確化し，整理し 

た。なお，設置の趣旨等を記載した書類の追記箇所は以下の通り。 

・5-（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等 

（２－２）『博士（融合科学）の学位を授与するための基準に適合しなかった場合の取扱い』につい 

て，博士の学位を授与するに値する学修成果を修めているものの，融合科学の学位を授与す 

る基準に適合しない場合は，その分野によって「博士（理学）」又は「博士（工学）」の学位 

を授与することとした。なお，設置の趣旨等を記載した書類の主な追記箇所は以下の通り。 

     ・1-2 融合科学共同専攻の構想及び必要性 

     ・1-4 教育上の理念・目的及び養成する人材像（ディプロマ・ポリシー） 

     ・2-2 学位の名称及び理由 

（２－３）『「融合科学」という学位を授与するための研究指導や学位論文審査体制』について，上記

（２－１）及び（２－２）で記載した内容等を踏まえ，論文指導会の開催等，学位授与に向

けた具体的な指導体制を整理した。なお，設置の趣旨等を記載した書類の追記箇所は以下の

通り。 

     ・3-2 教育課程の特色 

  ・5-（ⅱ）研究指導 

  ・5-（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等 

（２－４）『入学する学生に対する，「融合科学」であることの説明』については，入学前の進学説明 

会から本共同専攻の趣旨を説明する等，具体的な周知方法について整理した。なお，設置の 

趣旨等を記載した書類の追記箇所は以下の通り。 

 ・5-（ⅱ）研究指導 

  

なお，各追記箇所における具体的な記載内容は，以下の通り。 
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（２－１）『博士（融合科学）の学位を授与するための基準』について 

【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等】 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大学から 2 名以上，相手大学から 1 名以上を含む計 5 名以

上で構成する両大学合同の審査委員会を専任教員で構成する会議において設置する。本共同専攻にお

いて授与する学位は「博士（融合科学）」「博士（理学）」「博士（工学）」であり，多様な分野の視点か

ら審査を行う必要があることから，相手大学の教員を審査委員にすることを義務付ける。さらに，審

査委員には，専門分野や異分野融合の観点から，両大学以外の者を含むことができるものとする。 

博士の学位授与に関しては，本共同専攻の理念が「融合科学の促進」であることから，複数の科学

分野の知見，技術を修得した上で，科学技術イノベーションに連関する課題解決や，理学，工学分野

における新規性，独自性のある研究を行う事が出来ているか，という視点を加味し，ディプロマ・ポ

リシーに掲げる学修成果を修めたかにより審査を行う。その際，学生の研究成果の水準を担保するた

めに，国際的なジャーナル・学会における発表を義務付ける。特に，博士（融合科学）の取得を念頭

に置くが，ディプロマ・ポリシーに掲げる「自分の専門分野と他分野とを融合し，新たな知を創出で

きる能力」については，次の基準による審査を行う。  

①学位論文の内容が，分野融合の視点を取り入れ，複数分野の知見，技術を融合させたもの

であるか。 

②研究成果が新たな知の創出につながるものであるか。 

③学位論文の構成が分野融合の視点を取り入れたものであるか。 

 

（２－２）『博士（融合科学）の学位を授与するための基準に適合しなかった場合の取扱い』について 

 【設置の趣旨等を記載した書類 1-2 融合科学共同専攻の構想及び必要性】 

本共同専攻においては，分野融合型の科学技術イノベーション人材の養成を目指し，教育理念とし

て「融合科学の促進」を掲げ，「融合科学」を，『既存の科学分野を超える枠組みの下で，“科学を融合

する方法論”の探究・実践により，複数の科学分野の知見を融合させて自身の学術体系として修め，

新しい知を創出する科学の総称』であると定義する。 

これを踏まえ，本共同専攻では，「理学」「工学」の学問分野を核としながら，“科学を融合する方法

論”の探究・実践を通して複数の科学分野の知見，技術を相対的に見通し，或いは特定の専門分野を

別の分野の観点から理解することによって自身の専門分野に活用し，現実社会の課題を新たな知の創

出により解決に導くことが出来る，分野融合型の博士人材の養成を目的とする。 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 1-4 教育上の理念・目的及び養成する人材像】 

■ ディプロマ・ポリシー 

博士後期課程では，（中略）下記の「学修成果」1）～7）を掲げ，“科学を融合する方法論”を探

究・実践した上で，1）～5）の能力・資質（コンピテンス）を修得し，かつ 6）を修得した学生に対し

ては「博士（融合科学）」の学位を授与する。一方，1）～5）を修得し，かつ７）を修得した学生に対

しては，その分野によって「博士（理学）」又は「博士（工学）」の学位を授与する。 

1) 科学技術イノベーションに連関する社会課題を自ら発見し，かつ構造化した上で 

課題解決できる能力 

2) 自分の専門分野に関する最先端の知識と実践力 
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3) 他分野の知見，技術を自分の専門分野に活用できる能力 

4) 国際会議や海外共同研究において，外国語で研究成果を発表し議論できる能力 

5) 科学・技術・生命に対する実践的な研究者倫理観 

6）自分の専門分野と他分野とを融合し，新たな知を創出できる能力 

7) 自分の専門分野を核とし，新たな知を創出できる能力 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 2-2 学位の名称及び理由】 

 ●博士（理学）    Doctor of Philosophy in Science 

●博士（工学）    Doctor of Philosophy in Engineering 

この専攻を修了した学生のうち，「理学」「工学」分野に関する高度な科学的知識と実践力に加え，

他分野に対する科学的知見と技術を自身の専門分野に活用した上で新たな知を創出し，それをもって

自身の研究課題に対する解決を図り，かつその研究に積極的に関与する意欲と能力を有する学生に対

して，博士（理学）又は博士（工学）の学位を授与する。 

なお，金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学の両大学から化学，機械工学，情報工学といった理

学・工学分野の中でも様々な専門性を持つ教員が結集しているが，分野の細分化は行わず，理学分野

に関する学位論文を提出した場合は博士（理学）を，工学分野に関する学位論文を提出した場合は博

士（工学）の学位を授与することが最も適切であると判断した。 

博士（理学）〔Doctor of Philosophy in Science〕，博士（工学）〔Doctor of Philosophy in 

Engineering〕の学位名称については，関連する分野の名称として一般的かつ通用性があり，また，英

語名称についても同様である。 

 

（２－３）『「融合科学」という学位を授与するための研究指導や学位論文審査体制』について 

【設置の趣旨等を記載した書類 3--2 教育課程の特色】 

研究指導については，修士課程において既に実践している実績を基盤として，本共同専攻の理念で

ある「融合科学の促進」を実践できるよう，両大学の分野融合型研究に実績のある研究指導教員から

相手大学 1名の教員を含む 3名の指導教員による指導体制を構築する。相手大学の教員を必ず指導教

員に含めることにより，学生が自大学にはない分野の知見や手法について教員から学ぶことを可能に

する。指導教員は，学生から，科目履修の状況や海外研究留学等の報告，ラボ・ローテーション先で

の研究成果の報告を受けながら，情報共有し連携して研究指導に当たる。 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅱ）研究指導】 

学生が単位を修得してきた「異分野『超』体験セッションⅡ」，「異分野『超』体験実践Ⅱ」等の授

業科目や，様々な教員や他の学生とのコミュニケーションにより向上させてきた異分野の知見，技術

を自身の専門分野に活用し，より高いレベルでの新規性・独自性のある研究・論文作成等が行えるよ

う，両大学の教員が連携し，学生ごとに単位履修状況や進捗の確認を行いながら，体系的に実施す

る。なお，両大学の教員は平成 30 年度に設置した「融合科学共同専攻（修士課程）」において既に同

様の教育手法による教育実績を有しており，さらに，研究面においても共同研究プロジェクトの実

施，共同シンポジウムの開催実績等を有しているため，強固な連携による体系的な研究指導が可能で

ある。 
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【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅱ）研究指導】 

研究指導体制は，主任研究指導教員 1 名及び副主任研究指導教員 2 名（うち 1 名は相手大学の教員とす

る。）の 3 名からなる複数研究指導体制とする。特に，副主任研究指導教員のうち 1 名以上を必ず相手大学か

ら選任する。選任にあたっては，各学生の研究課題に応じて，異分野融合の観点も加味する。これにより，

修士課程において既に実践している実績を基盤として，主任研究指導教員及び副主任研究指導教員はもと

より，分野融合型研究の実績を持つ本共同専攻の幅広い研究指導教員から研究指導を受けることができる体

制を築くとともに，両大学が常に共同で学生の研究指導を行う体制及び学生の研究課題に対し，異分野から

の研究指導を行う体制を担保する。指導教員の選任は，１年次入学後速やかに行い，学生の研究指導を開始

する。 

 

異なる分野の教員の指導を受けながら，授業科目で得た幅広く深い専門知識と「異分野『超』体験セッシ

ョンⅡ」などのグループワークや「海外武者修行」，「異分野『超』体験実践Ⅱ」などで会得した異分野の技

法などを掛け合わせ，自らの研究課題に対して異分野からのアプローチ法を身につける。具体的には，学生

は，本籍大学に対して研究計画を書面で提出することとし，当該計画を主任研究指導教員及び副主任研究指

導教員が確認し，これに基づき学生は異分野融合を念頭に置いた研究指導を受ける。また，より適切な研究

指導を行うため，学生には，主任研究指導教員及び副研究指導教員に対し，年 1 回以上，中間発表させる。

また，学位申請 3 か月前までに専任教員を中心として構成する論文指導会を行う。論文指導会においては，

「科学技術イノベーション人材」として，博士の学位を申請するにふさわしい研究成果を上げているか，特

に本共同専攻の教育理念に照らして，博士（融合科学）の学位を申請する基準に適合する成果であるかを念

頭に置いて行い，その結果を主任研究指導教員及び学生に対しフィードバックする。なお，審査の結果を受

け，博士の基準には適合しているが，融合科学の基準に適合していない場合であっても，博士（融合科学）

での学位取得に向けた助言を行い，主任研究指導教員及び副主任研究指導教員はその内容を加味し，学生に

対して，最終的な学位論文のとりまとめに向けた指導を行う。 

主任研究指導教員は，当該学生に対する教育研究上の指導の中心を担うものであり，研究テーマの内容だ

けではなく，海外研究留学や国際インターンシップ，ラボ・ローテーションなどの成果について報告を受け

ながら，主となる研究分野と融合研究の実践を念頭に置き，毎日の研究活動を通して学生の研究テーマに対

して直接指導を行う。これまで培ってきた異分野融合の方法論や 4 つのフォース（力）の活用を含め，研究

テーマ設定の綿密な打ち合わせの上，授業の履修指導，ラボ・ローテーション先の選択に関する指導，研究

指導，学位論文等の作成指導等を行う。また，副主任研究指導教員等と指導学生の単位修得状況や研究の進

捗状況について情報共有し，指導方針について相互に確認しながら，当該学生の指導に注力する。 

副主任研究指導教員は相手大学の教員 1 名以上を含む 2 名の教員を設定するが，主任研究指導教員と連携

をとりながら，学生の進捗について定期的に報告を受けるとともに，自らの専門となる分野の手法や知見を

学生の研究テーマに活かすことを中心に，主任研究指導教員とは異なる見地からの指導・助言を行う。ま

た，相手大学の教員からの指導は，近接大学であることの利点を活かして，直接面談によって行うことを重

視するが，必要に応じてWeb コミュニケーションツールや電子メール等での指導・助言を行う。 

 

学生は，主任研究指導教員の指導のもと，自ら複数の科学分野を融合した，科学技術イノベーションに連

関する研究テーマを設定し，幅広く設定された授業科目や海外研究留学，国際インターンシップ，ラボ・ロ
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ーテーションなどの科目履修などを通して複数の知見を修得しながら，融合科学の促進を実践する。主任研

究指導教員や副研究指導教員は学生が研究成果を博士論文として取りまとめることを目指し，研究活動や学

会，国際会議等での発表，学術論文執筆及び投稿等に係る指導を行う。また，学生は自身の研究テーマに関

して，主任研究指導教員とは異なる見地を持つ副主任研究指導教員の指導・助言を受け，同教員や両大学の

他の学生との共同による研究，討論，学修等を通して，異分野からのアプローチ法を身に付けながら，自ら

の研究テーマに関する知見をさらに深化させ，“科学を融合する方法論”の探究・実践を通した課題解決能力

を身につけ，自らの研究課題の解決について博士論文としてまとめる。 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等】 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大学から 2 名以上，相手大学から 1 名以上を含む計 5 名以

上で構成する両大学合同の審査委員会を専任教員で構成する会議において設置する。本共同専攻にお

いて授与する学位は「博士（融合科学）」「博士（理学）」「博士（工学）」であり，多様な分野の視点か

ら審査を行う必要があることから，相手大学の教員を審査委員にすることを義務付ける。さらに，審

査委員には，専門分野や異分野融合の観点から，両大学以外の者を含むことができるものとする。 

博士の学位授与に関しては，本共同専攻の理念が「融合科学の促進」であることから，複数の科学

分野の知見，技術を修得した上で，科学技術イノベーションに連関する課題解決や，理学，工学分野

における新規性，独自性のある研究を行う事が出来ているか，という視点を加味し，ディプロマ・ポ

リシーに掲げる学修成果を修めたかにより審査を行う。その際，学生の研究成果の水準を担保するた

めに，国際的なジャーナル・学会における発表を義務付ける。特に，博士（融合科学）の取得を念頭

に置くが，ディプロマ・ポリシーに掲げる「自分の専門分野と他分野とを融合し，新たな知を創出で

きる能力」については，次の基準による審査を行う。  

①学位論文の内容が，分野融合の視点を取り入れ，複数分野の知見，技術を融合させたもの

であるか。 

②研究成果が新たな知の創出につながるものであるか。 

③学位論文の構成が分野融合の視点を取り入れたものであるか。 

 

また，博士（融合科学）の基準を満たしていない場合においても，博士（理学）又は博士（工学）

の学位授与に相応しいかについて審査を行う。 

 

なお，学位申請に先立ち，論文指導会を行う。論文指導会は，学位授与 3 か月前までに専任教員を

中心として構成する。論文審査会では，本共同専攻の教育理念を踏まえ，「科学技術イノベーション人

材」として，博士の学位を申請するにふさわしい研究成果を上げているか，特に本共同専攻の教育理

念に照らして，博士（融合科学）の学位を申請する基準に適合する成果であるかを念頭に置いて指導

を行う。論文指導会の結果を受け，博士の基準には適合しているが，融合科学の基準に適合していな

い場合であっても，博士（融合科学）での学位取得に向けた助言を行い，その結果を主任研究指導教

員及び学生に対しフィードバックする。主任研究指導教員及び副主任研究指導教員はその内容を加味

し，学生に対して，最終的な学位論文のとりまとめに向けた指導を行う。 

学生は，論文指導会及び学位審査の前に，融合科学の達成度に関するチェックシートを全員が提出

する。チェックシートには，基準①に関し，自らの研究課題に対して，どのような分野の知見，技術
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が盛り込まれているか，また，それらの分野をどのように融合させたか，基準②に関し，どのような

新しい知の創出につながるか，について記載させ，博士（融合科学）の審査において参考とする。な

お，③の基準については，口頭試問により確認する。 

 

（２－４）『入学する学生に対する，「融合科学」であることの説明』について 

 【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅱ）研究指導】 

本共同専攻の教育理念である「融合科学の促進」について，入学前から進学説明会等を通じてその

内容・意義等を周知するとともに，入学後においても「融合科学」の定義とその必要性，“科学を融合

する方法論”の探究・実践の意義等を学生が理解した上で，研究テーマ・研究計画の策定，遂行，論文等

の作成に至る一連の研究が行えるよう，綿密な計画に基づき研究指導を行う。 

 

（新旧対照表） 

設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

（5ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

（略） 

本共同専攻においては，分野融合型の科学

技術イノベーション人材の養成を目指し，教

育理念として「融合科学の促進」を掲げ，「融

合科学」を，『既存の科学分野を超える枠組み

の下で，「科学を融合する方法論」の探究・実

践により，複数の科学分野の知見を融合させ

て自身の学術体系として修め，新しい知を創

出する科学の総称』であると定義する。（【資

料 1】参照） 

 

 

 

 

これを踏まえ，本共同専攻では，「理学」

「工学」の学問分野を核としながら，“科学を

融合する方法論”の探究・実践を通して複数

の科学分野の知見，技術を相対的に見通し，

或いは特定の専門分野を別の分野の観点から

理解することによって自身の専門分野に活用

し，現実社会の課題を新たな知の創出により

（5ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

（略） 

したがって，本共同専攻の教育理念とし

て，「融合科学の促進」を掲げ，それを「科学

技術イノベーションに連関する複雑な社会課

題の解決に向けて，既存の科学分野を超える

枠組みの下で，“科学を融合する方法論”の探

求・実践により，複数の科学分野の融合を促

進させること」と定義し，これに基づいた教

育体系を構築し，本共同教育課程における

「融合科学」を，既存の科学分野を超える枠

組みの下で，「科学を融合する方法論」の探

究・実践により，複数の科学分野の知見を融

合させて自身の学術体系として修め，新しい

知を創出する科学の総称であると定義する。

すなわち，「融合科学」とは，「理学」や「工

学」，「社会学」といった個別の確立した研究

分野（ディシプリン）だけではなく，現実社

会の課題を対象とした，幅広い多様な分野の

知的貢献の上に研究を展開し，複数の科学分

野の知識，知見や研究手法を融合させて「現

実社会の課題」の解決を図る学問領域であ

る。 
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解決に導くことが出来る，分野融合型の博士

人材の養成を目的とする。（【資料 2】参照） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

 

・・・ディプロマ・ポリシーとして定める。

本共同専攻においては，ディプロマ・ポリシ

ーとして，教育理念に掲げる４つのフォース

を基礎とした“科学を融合する方法論“を探

究・実践した上で，①社会課題を発見し，構

造化して解決できる能力，②専門性に関する

最先端の知識と実践力，③他分野の知見，技

術を自分の専門分野に活用できる能力，④国

際会議や海外共同研究において，外国語で研

究成果を発表し，議論できる能力，⑤科学・

技術・生命に対する実践的研究者倫理観，⑥

自分の専門分野と他分野とを融合し，新たな

知を創出できる能力，⑦自分の専門分野を核

とし，新たな知を創出できる能力を掲げ，①

から⑤までの能力・資質（コンピテンス）を

修得し，かつ⑥を修得した者に対して「博士

（融合科学）」の学位を授与する。一方，①か

ら⑤までの能力・資質（コンピテンス）を修

得し，かつ⑦を修得した者に対しては，その

分野によって「博士（理学）」又は「博士（工

学）」の学位を授与することとしている。 

 「融合科学」とその他の学際的な教育を比

較すると，同じ学際的な教育のひとつに，「統

合科学」という学問領域がある。この二つの

学問領域は，複数の異なる学問分野を学び，

その知見や技術を修得するといった点では同

様であるが，諸課題の解決に向けたアプロー

チの方法がそれぞれ大きく異なる。「融合科

学」では，異なる複数分野の知見を活かして

新たな知を創出（融合）し，課題解決に当た

るのに対し，「統合科学」では，異なる複数分

野の手法をそれぞれに用いて課題解決に当た

るものである。（【資料１】参照） 

（略） 

 

（14 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

 

・・・ディプロマ・ポリシーとして定める。

本共同専攻においては，ディプロマ・ポリシ

ーとして，教育理念に掲げる４つのフォース

を基礎とした”科学を融合する方法論”を探

究・実践した上で，①社会課題を発見し，構

造化して解決できる能力，②専門性に関する

先端的知識と実践力，③他分野の知見と技術

を持ち，自らの専門性と融合できる能力，④

国際会議や海外共同研究において，外国語で

研究成果を発表し，議論できる能力，⑤科

学・技術・生命に対する実践的研究者倫理

観，の５つの「学修成果」に掲げる能力・資

質（コンピテンス）を修得させることとして

いる。 

（略） 
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（略） 

 

（18 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

（略） 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大

学から 2名以上，相手大学から 1名以上を含

む計 5名以上で構成する両大学合同の審査委

員会を専任教員で構成する会議において設置

する。本共同専攻において授与する学位は

「博士（融合科学）」「博士（理学）」「博士

（工学）」であり，多様な分野の視点から審査

を行う必要があることから，相手大学の教員

を審査委員にすることを義務付け，また，副

主任研究指導教員の選任と同様に，異分野融

合の観点を加味した上で委員を構成し，学位

論文審査体制を担保する。 さらに，審査委

員には，専門分野や異分野融合の観点から，

両大学以外の者を含むことができるものとす

る。研究指導教員の他，相手大学教員及び必

要に応じて学外委員を含め 5名以上の審査委

員で構成することとしており，異分野融合の

観点からの審査と共に，高度な専門性の審査

についても担保する。 

（略） 

 

（20 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

 

■ ディプロマ・ポリシー 

博士後期課程では，教育理念に掲げる 4つ

のフォースを基礎とした“科学を融合する方

法論”を探求・実践した上で，所定の期間在

学し，かつ所定の単位を修得した上で，博士

論文の審査及び最終試験に合格した学生のう

ち，下記の「学修成果」に掲げる 1）～5）の

能力・資質（コンピテンス）を修得し，かつ

 

 

（18 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

（略） 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大

学から 2名以上，相手大学から 1名以上を含

む計 5名以上で構成する両大学合同の審査委

員会を専任教員で構成する会議において設置

する。相手大学の教員を審査委員にすること

を義務付け，また，副主任研究指導教員の選

任と同様に，異分野融合の観点を加味した上

で委員を構成し，「融合科学」の学位論文審査

体制を担保する。また，審査委員には，専門

分野や異分野融合の観点から，両大学以外の

者を含むことができるものとする。研究指導

教員の他，相手大学教員及び必要に応じて学

外委員を含め 5名以上の審査委員で構成する

こととしており，異分野融合の観点からの審

査と共に，高度な専門性の審査についても担

保する。 

 

 

 

（略） 

 

（20 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

 

■ ディプロマ・ポリシー 

博士後期課程では，教育理念に掲げる 4つの

フォースを基礎とした“科学を融合する方法

論”を探求・実践した上で，下記の「学修成

果」に掲げる 5つの能力・資質（コンピテン

ス）を修得するとともに， 所定の期間在学

し，かつ所定の単位を修得した上で，博士論
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6）を修得した学生に対しては「博士（融合科

学）」の学位を授与する。一方，1）～5）を修

得し，かつ７）を修得した学生に対しては，

その分野によって「博士（理学）」又は「博士

（工学）」の学位を授与する。 

 

（21～23 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

（略） 

また，一方，博士後期課程では，前期課程

に対してより一層高い学修目標を掲げ，養成

する人材像を育成するための所定の教育プロ

グラムを履修することにより，①社会課題を

発見し，構造化して解決できる能力，②専門

性に関する最先端の知識と実践力，③他分野

の知見，技術を自分の専門分野に活用できる

能力，④国際会議や海外共同研究において，

外国語で研究成果を発表し，議論できる能

力，⑤科学・技術・生命に対する実践的研究

者倫理観，を修め，かつ，⑥自分の専門分野

と他分野とを融合し，新たな知を創出できる

能力を修めた者には「博士（融合科学）」の学

位を，一方で①～⑤を修め，かつ，⑦自分の

専門分野を核とし，新たな知を創出できる能

力を修めた者には，その分野によって「博士

（理学）」又は「博士（工学）」の学位を授与

することとしている。後期課程においても前

期課程における“基礎能力”を素地とした上

で，さらに“科学を融合する方法論”を探

求・実践することにより，社会におけるニー

ズや動向に応じて，科学技術イノベーション

に連関する社会課題を自らが発見し，課題解

決ができる“実践的課題解決能力”を修得す

る。 

上述のそれぞれの課程レベルに応じて修得

する各能力については，下表のとおりであ

る。具体的には，a)社会課題解決に対する能

力については，博士後期課程では，自らが社

文の審査及び最終試験に合格した学生に，「博

士（融合科学）」の学位を授与する。 

 

 

 

 

（21～22 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-4.教育上の理念・目的及び養成する人材像 

（略） 

また，一方，博士後期課程では，前期課程

に対してより一層高い学修目標を掲げ，養成

する人材像を育成するための所定の教育プロ

グラムを履修することにより，①社会課題を

発見し，構造化して解決できる能力，②専門

分野に関する先端的知識と高度な実践力，③

他分野の知見と技術を持ち，自らの専門分野

と融合できる能力，④国際会議や海外共同研

究において，外国語で研究成果を発表し，議

論できる能力，⑤科学・技術・生命に対する

実践的研究者倫理観，を修めることとしてお

り，後期課程においても前期課程における

“基礎能力”を素地とした上で，さらに“科

学を融合する方法論”を探求・実践すること

により，社会におけるニーズや動向に応じ

て，科学技術イノベーションに連関する社会

課題を自らが発見し，課題解決ができる“実

践的課題解決能力”を修得する。 

 

 

 

 

 

 

 

上述のそれぞれの課程レベルに応じて修得

する各能力については，下表のとおりであ

る。具体的には，①社会課題解決に対する能

力については，博士後期課程では，自らが社
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会課題を発見し，自身の知見に基づき構造化

し，科学イノベーションの基盤作成，さらに

は，社会実装までに繋げることができるレベ

ルである（DP①)のに対し，博士前期課程で

は，社会課題は既存のものであって，その解

決に向けて，自らが主体的に担うのではな

く，同課程で修得した融合科学に関する基礎

能力の範囲内で協奏的・共創的に貢献できる

レベルである。b)自らの専門分野に対する能

力については，博士後期課程では，当該分野

に係る最先端の知識と実践力である（DP②）

のに対し，博士前期課程では基礎的知識と基

礎的実践力である。c)自らの専門分野とは異

なる他分野へ向き合う姿勢・能力について

は，博士後期課程では，「理学分野」「工学分

野」を核とする自らの専門分野を超えて他分

野の知見，技術を自分の専門分野に活用でき

るレベル（DP③）であるのに対し，博士前期

課程では他分野に積極的に関与する意欲・能

力を有するもののそのレベルに留まるもので

ある。d）外国語に対する能力については，博

士後期課程では，外国語を用いて日本語によ

るものと同程度に自らの研究発表ができ，議

論できるレベルである（DP④）のに対し，博

士前期課程では学術論文を読みこなし，自ら

の研究を説明できるレベルである。e)科学・

技術・生命に対する倫理観に関しては，研究

者行動規範に則り，自らの行動を律する中で

醸成されるものであるという面では，博士前

期課程と博士後期課程で修得する能力にそれ

ほどの違いは無いとも言えるが，博士後期課

程では，自らが課題解決に向けて主体的に異

分野融合を進める上でも，研究活動，法令順

守，研究対象への配慮，利益相反など，博士

前期課程に比べ，より実践的な研究者倫理観

を修得するものである（DP⑤）。 

 

 

 

会課題を発見し，自身の知見に基づき構造化

し，科学イノベーションの基盤作成，さらに

は，社会実装までに繋げることができるレベ

ルであるに対し，博士前期課程では，社会課

題は既存のものであって，その解決に向け

て，自らが主体的に担うのではなく，同課程

で修得した融合科学に関する基礎能力の範囲

内で協奏的・共創的に貢献できるレベルであ

る。②自らの専門分野に対する能力について

は，博士後期課程では，当該分野に係る先端

的知識と高度な実践力であるのに対し，博士

前期課程では基礎的知識と基礎的実践力であ

る。③自らの専門分野とは異なる他分野へ向

き合う姿勢・能力については，博士後期課程

では，自らの専門分野を超えて他分野の知見

も有し，自らの専門分野と融合できるレベル

であるのに対し，博士前期課程では他分野に

積極的に関与する意欲・能力を有するものの

そのレベルに留まるものである。④外国語に

対する能力については，博士後期課程では，

外国語を用いて日本語によるものと同程度に

自らの研究発表ができ，議論できるレベルで

あるのに対し，博士前期課程では学術論文を

読みこなし，自らの研究を説明できるレベル

である。⑤科学・技術・生命に対する倫理観

に関しては，研究者行動規範に則り，自らの

行動を律する中で醸成されるものであるとい

う面では，博士前期課程と博士後期課程で修

得する能力にそれほどの違いは無いとも言え

るが，博士後期課程では，自らが課題解決に

向けて主体的に融合科学を進める上でも，研

究活動，法令順守，研究対象への配慮，利益

相反など，博士前期課程に比べ，より実践的

な研究者倫理観を修得するものである。 
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修得する能

力 

博士前期課

程 

博士後期課

程 

a)課題解決

に対する能

力 

既存の社会

課題に対

し，自らの

知見の範囲

内で，その

解決に貢献

できるレベ

ル 

自らが社会

課題を発見

し，かつ構

造化した上

で，解決で

きるレベル 

b)自らの専

門分野に対

する能力 

基礎的知識

と基礎的実

践力 

先端的知識

と高度な実

践力 

c)他分野へ

向き合う姿

勢・能力 

他分野に積

極的に関与

する意欲と

能力 

他分野の知

見，技術を

自分の専門

分野に活用

できる能力 

 

d)外国語に

対する能力 

学術論文を

読みこな

し，自らの

研究を説明

できるレベ

ル 

自らの研究

発表がで

き，議論で

きるレベル 

e)科学・技

術・生命に

対する倫理

観 

研究者倫理

観 

実践的研究

者倫理観 

 

なお，博士後期課程においては，上記 a)か

ら e)までの修得する能力（学修成果）に加

え， 

・f)自分の専門分野と他分野とを融合し，新

たな知を創出できる能力（DP⑥）を修得した

者に対しては「博士（融合科学）」を， 

・g)自分の専門分野を核とし，新たな知を創

出できる能力（DP⑦）を修得した者に対して

は，その分野によって「博士（理学）」又は

修得する能

力 

博士前期課

程 

博士後期課

程 

①課題解決

に対する能

力 

既存の社会

課題に対

し，自らの

知見の範囲

内で，その

解決に貢献

できるレベ

ル 

自らが社会

課題を発見

し，かつ構

造化した上

で，解決で

きるレベル 

②自らの専

門分野に対

する能力 

基礎的知識

と基礎的実

践力 

先端的知識

と高度な実

践力 

③他分野へ

向き合う姿

勢・能力 

他分野に積

極的に関与

する意欲と

能力 

他分野の知

見と技術を

持ち，自ら

の専門分野

と融合でき

る能力 

④外国語に

対する能力 

学術論文を

読みこな

し，自らの

研究を説明

できるレベ

ル 

自らの研究

発表がで

き，議論で

きるレベル 

⑤科学・技

術・生命に

対する倫理

観 

研究者倫理

観 

実践的研究

者倫理観 
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「博士（工学）」の学位を授与するものとす

る。 

 

（27～28 ページ） 

２ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

2-2.学位の名称及び理由 

（略） 

 

●博士（理学）    Doctor of 

Philosophy in Science 

●博士（工学）    Doctor of 

Philosophy in Engineering 

この専攻を修了した学生のうち，「理学」

「工学」分野に関する高度な科学的知識と実

践力に加え，他分野に対する科学的知見と技

術を自身の専門分野に活用した上で新たな知

を創出し，それをもって自身の研究課題に対

する解決を図り，かつその研究に積極的に関

与する意欲と能力を有する学生に対して，博

士（理学）又は博士（工学）の学位を授与す

る。 

 なお，金沢大学と北陸先端科学技術大学院

大学の両大学から化学，機械工学，情報工学

といった理学・工学分野の中でも様々な専門

性を持つ教員が結集しているが，分野の細分

化は行わず，理学分野に関する学位論文を提

出した場合は博士（理学）を，工学分野に係

る課題に関する学位論文を提出した場合は博

士（工学）の学位を授与することが最も適切

であると判断した。 

博士（理学）〔Doctor of Philosophy in 

Science〕，博士（工学）〔Doctor of 

Philosophy in Engineering〕の学位名称につ

いては，関連する分野の名称として一般的か

つ通用性があり，また，英語名称についても

同様である。 

 

（31ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

 

 

（26 ページ） 

２ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

2-2.学位の名称及び理由 

（略） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（29ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 
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3-1.教育課程の編成の考え方 

（略） 

・・・学生ごとの科目単位修得状況や進捗の

確認を行いながら，体系的に実施する。 

 

上述した通り，本共同専攻の教育理念であ

る「融合科学の促進」を図るために体系的な

教育課程の編成を行い，“科学を融合する方法

論”の探究・実践により複数の科学分野を自

身の専門分野に活用する方法を学ぶ。その上

で，創出された新たな知をもって課題解決で

きる能力を修めた者に対して，博士（融合科

学），博士（理学）又は博士（工学）の学位を

授与する。 

 

（32～33 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-2.教育課程の特色 

（略） 

これらの特色を踏まえ，学生が希望する研

究課題やキャリアデザイン等を基に，両大学

の教員が連携して体系的な指導を行う。研究

指導については，修士課程において既に実践

している実績を基盤として，本共同専攻の理

念である「融合科学の促進」を実践できるよ

う，両大学の分野融合型研究に実績のある研

究指導教員から相手大学１名の教員を含む 3

名の指導教員による指導体制を構築する。相

手大学の教員を必ず指導教員に含めることに

より，学生が自大学にはない分野の知見や手

法について教員から学ぶことを可能にする。

指導教員は，学生から，科目履修の状況や海

外研究留学等の報告，ラボ・ローテーション

先での研究成果の報告を受けながら，情報共

有し連携して研究指導に当たる（教育体制の

概念図については，【資料 12】を参照）。 

（略） 

 

（37～39 ページ） 

3-1.教育課程の編成の考え方 

（略） 

・・・学生ごとの科目単位修得状況や進捗の

確認を行いながら，体系的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（30 ページ） 

３ 教育課程の編成の考え方及び特色 

3-2.教育課程の特色 

（略） 

これらの特色を踏まえ，学生が希望する研

究課題やキャリアデザイン等を基に，両大学

の教員が連携して体系的な指導を行う（教育

体制の概念図については，【資料９】を参

照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（35～36 ページ） 
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５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅱ）研究指導 

（略） 

・・・体系的に実施する。なお，両大学の教

員は平成 30 年度に設置した「融合科学共同専

攻（修士課程）」において既に同様の教育手法

による教育実績を有しており，さらに，研究

面においても共同研究プロジェクトの実施，

共同シンポジウムの開催実績等を有している

ため，強固な連携による体系的な研究指導が

可能である。 

また，本共同専攻の教育理念である「融合

科学の促進」について，入学前から進学説明

会等を通じてその内容・意義等を周知すると

ともに，入学後においても「融合科学」の定

義とその必要性，“科学を融合する方法論”の

探究・実践の意義等を学生が理解した上で，

研究テーマ・研究計画の策定，遂行，論文等

の作成に至る一連の研究が行えるよう，綿密

な計画に基づき研究指導を行う。 

研究指導体制は，主任研究指導教員 1 名及び

副主任研究指導教員 2 名（うち 1 名は相手大学

の教員とする。）の 3 名からなる複数研究指導体

制とする。特に，副主任研究指導教員のうち 1

名以上を必ず相手大学から選任する。選任にあ

たっては，各学生の研究課題に応じて，異分野

融合の観点も加味する。これにより，修士課程

において既に実践している実績を基盤とし

て，主任研究指導教員及び副主任研究指導教員

はもとより，分野融合型研究の実績を持つ本共

同専攻の幅広い研究指導教員から研究指導を受

けることができる体制を築くとともに，両大学

が常に共同で学生の研究指導を行う体制及び学

生の研究課題に対し，異分野からの研究指導を

行う体制を担保する。指導教員の選任は，１年

次入学後速やかに行い，学生の研究指導を開始

する。 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅱ）研究指導 

（略） 

・・・体系的に実施する。学生は，自身の研究

テーマや研究計画の策定から遂行，論文等の作

成に至るまで，綿密な研究指導の下で学修する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究指導体制は，主任研究指導教員 1 名及び

副主任研究指導教員 2 名（うち 1 名は相手大学

の教員とする。）の 3 名からなる複数研究指導体

制とする。特に，副主任研究指導教員のうち 1

名以上を必ず相手大学から選任する。選任にあ

たっては，各学生の研究課題に応じて，異分野

融合の観点も加味する。これにより，両大学が

常に共同で学生の研究指導を行う体制及び学生

の研究課題に対し，異分野からの研究指導を行

う体制を担保する。指導教員の選任は，１年次

入学後速やかに行い，学生の研究指導を開始す

る。 
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 異なる分野の教員の指導を受けながら，授業

科目で得た幅広く深い専門知識と「異分野

『超』体験セッションⅡ」などのグループワー

クや「海外武者修行」，「異分野『超』体験実践

Ⅱ」などで会得した異分野の技法などを掛け合

わせ，自らの研究課題に対して異分野からのア

プローチ法を身につける。具体的には，学生

は，本籍大学に対して研究計画を書面で提出す

ることとし，当該計画を主任研究指導教員及び

副主任研究指導教員が確認し，これに基づき学

生は異分野融合を念頭に置いた研究指導を受け

る。また，より適切な研究指導を行うため，学

生には，主任研究指導教員及び副研究指導教員

に対し，年 1 回以上，中間発表させる。また，

学位授与 3 か月前までに専任教員を中心として

構成する論文指導会を行う。論文指導会におい

ては，「科学技術イノベーション人材」として，

博士の学位を申請するにふさわしい研究成果を

上げているか，特に本共同専攻の教育理念に照

らして，博士（融合科学）の学位を申請する基

準に適合する成果であるかを念頭に置いて行

い，その結果を主任研究指導教員及び学生に対

しフィードバックする。その際，博士の基準に

は適合しているが，融合科学の基準に適合して

いない場合であっても，博士（融合科学）での

学位取得に向けた助言を行い，主任研究指導教

員及び副主任研究指導教員はその内容を加味

し，学生に対して，最終的な学位論文のとりま

とめに向けた指導を行う。 

主任研究指導教員は，当該学生に対する教育

研究上の指導の中心を担うものであり，研究テ

ーマの内容だけではなく，海外研究留学や国際

インターンシップ，ラボ・ローテーションなど

の成果について報告を受けながら，主となる研

究分野と融合研究の実践を念頭に置き，毎日の

研究活動を通して学生の研究テーマに対して直

接指導を行う。これまで培ってきた異分野融合

の方法論や 4 つのフォース（力）の活用を含

め，研究テーマ設定の綿密な打ち合わせの上，

異なる分野の教員の指導を受けながら，授業

科目で得た幅広く深い専門知識と「異分野

『超』体験セッションⅡ」などのグループワー

クや「海外武者修行」，「異分野『超』体験実践

Ⅱ」などで会得した異分野の技法などを掛け合

わせ，自らの研究課題に対して異分野からのア

プローチ法を身につける。具体的には，学生

は，本籍大学に対して研究計画を書面で提出す

ることとし，当該計画を主任研究指導教員及び

副主任研究指導教員が確認し，これに基づき学

生は研究指導を受ける。また，より適切な研究

指導を行うため，学生に年 1 回以上，中間発表

させる。主任研究指導教員及び副主任研究指導

教員はもとより，本共同専攻の幅広い教員から

研究指導を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主任研究指導教員は，当該学生に対する教育

研究上の指導の中心を担うものであり，学生に

対して，毎日の研究活動を通して直接指導を行

う。これまで培ってきた異分野融合の方法論や 4

つのフォース（力）の活用を含め，研究テーマ

設定の綿密な打ち合わせを行い，授業の履修指

導，研究指導，学位論文等の作成指導等を行

い，副主任研究指導教員等と指導学生の単位修

得状況や研究の進捗状況について情報共有し，
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授業の履修指導，ラボ・ローテーション先の選

択に関する指導，研究指導，学位論文等の作成

指導等を行う。また，副主任研究指導教員等と

指導学生の単位修得状況や研究の進捗状況につ

いて情報共有し，指導方針について相互に確認

しながら，当該学生の指導に注力する。 

副主任研究指導教員は相手大学の教員 1 名以

上を含む 2 名の教員を設定するが，主任研究指

導教員と連携をとりながら，学生の進捗につい

て定期的に報告を受けるとともに，自らの専門

となる分野の手法や知見を学生の研究テーマに

活かすことを中心に，主任研究指導教員とは異

なる見地からの指導・助言を行う。また，相手

大学の教員からの指導は，近接大学であること

の利点を活かして，直接面談によって行うこと

を重視するが，必要に応じてWeb コミュニケー

ションツールや電子メール等での指導・助言を

行う。 

学生は，主任研究指導教員の指導のもと，自

ら複数の科学分野を融合した，科学技術イノベ

ーションに連関する研究テーマを設定し，幅広

く設定された授業科目や海外研究留学，国際イ

ンターンシップ，ラボ・ローテーションなどの

科目履修などを通して複数の知見を修得しなが

ら，融合科学の促進を実践する。主任研究指導

教員や副主任研究指導教員は学生が研究成果を

博士論文として取りまとめることを目指し，研

究活動や学会，国際会議等での発表，学術論文

執筆及び投稿等に係る指導を行う。また，学生

は自身の研究テーマに関して，主任研究指導教

員とは異なる見地を持つ副主任研究指導教員の

指導・助言を受け，同教員や両大学の他の学生

との共同による研究，討論，学修等を通して，

異分野からのアプローチ法を身に付けながら，

自らの研究テーマに関する知見をさらに深化さ

せ，“科学を融合する方法論”の探究・実践を通

した課題解決能力を身につけ，自らの研究課題

の解決について博士論文としてまとめる。 

 

指導方針について相互に確認しながら，当該学

生の指導に注力する。 

 

 

 

 

副主任研究指導教員は相手大学の教員 1 名以

上を含む 2 名の教員であるが，主任研究指導教

員と連携をとりながら，当該学生の研究が複数

の科学分野の融合を実践していけるよう，主任

研究指導教員とは異なる見地からの指導・助言

を行う。また，相手大学の教員からの指導は，

近接大学であることの利点を活かして，直接面

談によって行うことを重視するが，必要に応じ

てWeb コミュニケーションツールや電子メール

等での指導・助言を行う。 

 

 

学生は，主任研究指導教員の指導のもと，自

ら複数の科学分野を融合した，科学技術イノベ

ーションに連関する研究テーマを設定する。そ

の際，主任研究指導教員は学生が研究成果を博

士論文として取りまとめることを目指し，研究

活動や学会，国際会議等での発表，学術論文執

筆及び投稿等に係る指導を行う。また，学生は

自身の研究テーマに関して，主任研究指導教員

とは異なる見地を持つ副主任研究指導教員の指

導・助言を受け，同教員や両大学の他の学生と

の共同による研究，討論，学修等を通して，異

分野からのアプローチ法を身に付けながら，自

らの研究テーマに関する知見をさらに深化さ

せ，融合科学の方法論による課題解決能力を身

につけ，自らの研究課題の解決について博士論

文としてまとめる。 
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（40～41 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大

学から 2 名以上，相手大学から 1 名以上を含

む計 5 名以上で構成する両大学合同の審査委

員会を専任教員で構成する会議において設置

する。本共同専攻において授与する学位は

「博士（融合科学）」「博士（理学）」「博士

（工学）」であり，多様な分野の視点から審査

を行う必要があることから，相手大学の教員

を審査委員にすることを義務付ける。さら

に，審査委員には，専門分野や異分野融合の

観点から，両大学以外の者を含むことができ

るものとする。 

博士の学位授与に関しては，本共同専攻の

理念が「融合科学の促進」であることから，

複数の科学分野の知見，技術を修得した上

で，科学技術イノベーションに連関する課題

解決や，理学，工学分野における新規性，独

自性のある研究を行う事が出来ているか，と

いう視点を加味し，ディプロマ・ポリシーに

掲げる学修成果を修めたかにより審査を行

う。その際，学生の研究成果の水準を担保す

るために，国際的なジャーナル・学会におけ

る発表を義務付ける。特に，博士（融合科

学）の取得を念頭に置くが，ディプロマ・ポ

リシーに掲げる「自分の専門分野と他分野と

を融合し，新たな知を創出できる能力」につ

いては，次の基準による審査を行う。  

①学位論文の内容が，分野融合の視点を取り

入れ，複数分野の知見，技術を融合させた

ものであるか。 

②研究成果が新たな知の創出につながるもの

であるか。 

③学位論文の構成が分野融合の視点を取り入

れたものであるか。 

 

（37 ページ） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅳ）学位論文の審査体制及び公表方法等 

学位論文の審査を行うため，学生の本籍大

学から 2 名以上，相手大学から 1 名以上を含

む計 5 名以上で構成する両大学合同の審査委

員会を専任教員で構成する会議において設置

する。相手大学の教員を審査委員にすること

を義務付けることにより，異分野融合の観点

からの審査体制を担保する。なお，審査委員

には，専門分野や異分野融合の観点から，両

大学以外の者を含むことができるものとす

る。 
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また，博士（融合科学）の基準に適合して

いない場合においても，博士（理学）又は博

士（工学）の学位授与に相応しいかについて

審査を行う。 

 

なお，学位申請に先立ち，論文指導会を行

う。論文指導会は，学位授与 3 か月前までに

専任教員を中心として構成する。論文審査会

では，本共同専攻の教育理念を踏まえ，「科学

技術イノベーション人材」として，博士の学

位を申請するにふさわしい研究成果を上げて

いるか，特に本共同専攻の教育理念に照らし

て，博士（融合科学）の学位を申請する基準

に適合する成果であるかを念頭に置いて指導

を行う。論文指導会の結果を受け，博士の基

準には適合しているが，融合科学の基準に適

合していない場合であっても，博士（融合科

学）での学位取得に向けた助言を行い，その

結果を主任研究指導教員及び学生に対しフィ

ードバックする。主任研究指導教員及び副主

任研究指導教員はその内容を加味し，学生に

対して，最終的な学位論文のとりまとめに向

けた指導を行う。 

 

学生は，論文指導会及び学位審査の前に，

融合科学の達成度に関するチェックシートを

全員が提出する。チェックシートには，基準

①に関し，自らの研究課題に対して，どのよ

うな分野の知見，技術が盛り込まれている

か，また，それらの分野をどのように融合さ

せたか，基準②に関し，どのような新しい知

の創出につながるか，について記載させ，博

士（融合科学）の審査において参考とする。

なお，③の基準については，口頭試問により

確認する。 

 

 学位論文の最終審査として，公聴会及び最

終試験を行う。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学位論文の審査にあたり，最終審査とし

て，公聴会及び最終試験を行う。 

（略） 
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【教育課程等】 

３．第一次審査審査意見４の回答について 

＜科目の実施体制の説明が不十分＞ 

「海外武者修行」及び「国際インターンシップ」の実施体制について，海外実習が必須であること

を鑑みると，海外渡航に当たり学生が執り行うことになる諸手続についての記載が不十分であるた

め，ビザの取得等，渡航・滞在に関する支援について説明を充実すること。（改善事項） 

 

（対応） 

『海外渡航・滞在に関する支援』について，主任研究指導教員及び本籍大学事務担当者による 

サポート体制を整理した。なお，設置の趣旨等を記載した書類の追記箇所は以下の通り。 

  ・5-（ⅵ）海外実習等における危機管理等 

  

【設置の趣旨等を記載した書類 5-（ⅳ）海外実習等における危機管理等】 

本共同専攻では，「海外武者修行」や「国際インターンシップ」において正課の授業としてほぼ全員

が海外実習を行うことに鑑み，学生の経済的負担を軽減するため，要件に合致する各種奨学金の紹介

やあっせんを行う。また，本籍大学における各種支援制度の活用を促す。  

主任研究指導教員は，派遣先における指導担当者を決め，派遣先との学生の受入れについて交渉を

行う。その際，実習内容の調整をはじめ，ゲストハウス等の派遣機関内の宿泊施設の利用の可否，実

習中の知的財産の扱いや技術移転などの安全管理等を含めて派遣先との合意を得ることとする。その

結果を主任指導教員と学生との間で綿密に打ち合わせ，教育面，安全管理面での体制構築を図る。加

えて，渡航するにあたり，必要となるビザ及び電子渡航認証の申請，渡航及び滞在先の手配等の手続

きについては，学生が主体的に行うことを基本とするが，必要に応じて，主任研究指導教員又は本籍

大学事務担当者がサポートを行う。派遣中は学生と主任研究指導教員及び現地指導者との密な連絡指

導を通じ，学生の状況について学業面だけでなく安全・健康状況についても把握し，問題を未然に防

ぐ。 

また，主任研究指導教員のみならず，大学として学生の安全管理体制を確立するため，金沢大学で

は国際機構，北陸先端科学技術大学院大学では留学支援センターが事前指導として，派遣先の国情理

解，情報収集の徹底，予防接種等の案内，健康管理の方法，危機発生時の連絡体制と基本的対処・対

応等について情報提供を行い，指示・指導を徹底する。更に学生は，本籍大学が指定する海外危機管

理サービスへの登録や海外旅行保険への登録等を遺漏なく行うとともに，本籍大学に対し，海外渡航

届を提出させ，実習中の連絡体制を構築する。また，有事の際は，学生の本籍大学における規程やマ

ニュアル等に従い，即時に危機管理対応を図り，併せて，他の構成大学，学生の受入機関，在外公

館，その他関係機関等の協力を得ながら必要な対応を図る。 

 

（新旧対照表） 

 設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

（42 ページ） （38 ページ） 
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５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅵ） 海外実習等における危機管理等 

・・・また，本籍大学における各種支援制度

の活用を促す。 

主任研究指導教員は，派遣先における指導

担当者を決め，派遣先との学生の受入れにつ

いて交渉を行う。その際，実習内容の調整を

はじめ，ゲストハウス等の派遣機関内の宿泊

施設の利用の可否，実習中の知的財産の扱い

や技術移転などの安全管理等を含めて派遣先

との合意を得ることとする。その結果を主任

指導教員と学生との間で綿密に打ち合わせ，

教育面，安全管理面での体制構築を図る。加

えて，渡航するにあたり，必要となるビザ及

び電子渡航認証の申請，渡航及び滞在先の手

配等の手続きについては，学生が主体的に行

うことを基本とするが，必要に応じて，主任

研究指導教員又は本籍大学事務担当者がサポ

ートを行う。 

 （略） 

５ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及

び修了要件 

（ⅵ） 海外実習等における危機管理等 

・・・また，本籍大学における各種支援制度

の活用を促す。 

主任研究指導教員は，派遣先における指導

担当者を決め，派遣先との学生の受入れにつ

いて交渉を行う。その際，実習内容の調整を

はじめ，実習中の知的財産の扱いや技術移転

などの安全管理等を含めて派遣先との合意を

得ることとする。その結果を主任指導教員と

学生との間で綿密に打ち合わせ，教育面，安

全管理面での体制構築を図る。 

 （略） 
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【教員組織等】 

４．第一次審査審査意見５の回答について 

＜教員の実績についての説明が不十分＞ 

専任教員が異分野融合研究に実績を持つことは説明がなされたものの，「融合科学」を教授するに足

る実績であるかの説明が不十分であるため，異分野融合研究の実績について，具体的な研究内容や研

究方法を示すなどにより，教員が融合科学に関する研究を実践し成果を上げていることを明確に説明

すること。（是正事項） 

 

（対応） 

『教員が融合科学に関する研究を実践し成果をあげていることの説明』について，本共同専攻の専

任教員が，学生の研究指導を行うに当たって十分な異分野融合研究の実績を有していることについ

て，資料を含めて整理した。なお，設置の趣旨等を記載した書類の追記箇所，及び整理した資料は以

下の通り。 

・1-2 融合科学共同専攻の構想及び必要性 

・4-1 教員組織の編成と基本的考え方及び特色 

  ・資料 13 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 1-2 融合科学共同専攻の構想及び必要性】 

教育基盤として，両大学の教員が共同して実施する研究プロジェクトや，共同シンポジウム等の開

催実績があげられる。平成 16 年度に両大学教員による研究プロジェクトに対する支援制度を創設し，

現在まで延べ 100 件を超える支援を行うなど，両大学において共同研究を活発に行ってきた。その中

から，「がん研究と RNA 工学を融合させた治療戦略開発」，「画像工学と認知科学を融合させた新た

な画像処理技術の開発」等，両大学の教員が共同で行うからこそ可能な分野融合型研究を進めている

ところである。こうした実績を基に，分野融合型の研究実績を持つ教員が結集し，平成 30 年度には

「融合科学共同専攻（修士課程）」を設置して異分野融合による修士課程教育を開始したほか，共同シ

ンポジウムやワークショップの開催，新産業創出を目指した産学官金連携マッチングイベント

「Matching HUB Kanazawa」への共同出展等を通し，両大学の強固な連携による教育・研究を行ってい

る。 

 

【設置の趣旨等を記載した書類 4-1 教員組織の編成と基本的考え方及び特色】 

専任教員については，2020 年 4 月の博士後期課程開設時において，金沢大学 15 名，北陸先端科学技

術大学院大学 10 名（合計 25 名）とする。専任教員は，科学技術イノベーションに資する先端的研究

実績に加え，博士（融合科学）の学位の授与を可能とするため，資料 13 に示すような異分野融合研究

に実績を持つ研究者から編成し，北陸地区国立大学連合において行っている両大学の教員等が共同し

て実施する研究プロジェクトに対する教育研究活動支援及び研究交流会等の大学間連携なども行い，

教員自身の異分野融合を実践している。 

 

（新旧対照表） 

 設置の趣旨等を記載した書類 
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新 旧 

（11 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

 

なお，それらを支える教育基盤として，両

大学の教員が共同して実施する研究プロジェ

クトや，共同シンポジウム等の開催実績があ

げられる。平成 16 年度に両大学教員による研

究プロジェクトに対する支援制度を創設し，

現在まで延べ 100 件を超える支援を行うな

ど，両大学において共同研究を活発に行って

きた。その中から，「がん研究と RNA 工学を融

合させた治療戦略開発」，「画像工学と認知科

学を融合させた新たな画像処理技術の開発」

等，両大学の教員が共同で行うからこそ可能

な分野融合型研究を進めているところであ

る。こうした実績を基に，分野融合型の研究

実績を持つ教員が結集し，平成 30 年度には

「融合科学共同専攻（修士課程）」を設置して

異分野融合による修士課程教育を開始したほ

か，共同シンポジウムやワークショップの開

催，新産業創出を目指した産学官金連携マッ

チングイベント「Matching HUB Kanazawa」へ

の共同出展等を通し，両大学の強固な連携に

よる教育・研究を行っている。 

 （略） 

 

（34 ページ） 

４ 教員組織の編成の考え方及び特色 

4-1.教員組織の編成と基本的考え方及び特色  

（略） 

専任教員については，2020 年 4 月の博士後

期課程開設時において，金沢大学 15 名，北陸

先端科学技術大学院大学 10 名（合計 25 名）

とする。専任教員は，科学技術イノベーショ

ンに資する先端的研究実績に加え，博士（融

合科学）の学位の授与を可能とするため，資

料 13 に示すような異分野融合研究に実績を持

（10 ページ） 

１ 設置の趣旨及び必要性 

1-2.融合科学共同専攻の構想及び必要性 

 

更に，それらを支える教育基盤として，北

陸地区国立大学連合において行っている両大

学の教員等が共同して実施する研究プロジェ

クトに対する教育研究活動支援及び研究交流

会等の大学間連携による実績や，両大学によ

る教育研究支援並びにシンポジウム又はセミ

ナー等の実施等を相乗活用する。 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（32 ページ） 

４ 教員組織の編成の考え方及び特色 

4-1.教員組織の編成と基本的考え方及び特色  

（略） 

専任教員については，2020 年 4 月の博士後

期課程開設時において，金沢大学 15 名，北陸

先端科学技術大学院大学 10 名（合計 25 名）

とする。専任教員は，資料 10 に示すような異

分野融合研究に実績を持つ研究者から編成

し，北陸地区国立大学連合において行ってい

る両大学の教員等が共同して実施する研究プ

29



つ研究者から編成し，北陸地区国立大学連合

において行っている両大学の教員等が共同し

て実施する研究プロジェクトに対する教育研

究活動支援及び研究交流会等の大学間連携な

ども行い，教員自身の異分野融合を実践して

いる。 

（略） 

 

（80 ページ） 

資料 13「異分野融合研究成果」 

※ 学術論文及び獲得した研究費に係る研究

概要（研究内容や研究方法）を追記 

 

ロジェクトに対する教育研究活動支援及び研

究交流会等の大学間連携なども行い，教員自

身の異分野融合を実践している。 

（略） 

 

 

 

 

（73 ページ） 

資料 10「異分野融合研究成果」 

（追加） 
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